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GPI 見解の問題点 

 

 経済産業省様 

  

 以前、株式会社グリーンパワーインベストメントの（仮称）平木阿波ウィンドファーム事業での準備書

に対する意見書を書いて、国民の意見として送らせていただきました。 

 

 この準備書に対する市民からの意見に対して、10 月 14 日に GPI からの回答が公開されました。企業

としての誠意が無いのは、不思議ではありませんが、 

私は GPI の準備書を読んで、それに対する意見を書きました。その意見に対する GPI の見解は、意見

として書かれている内容には関係のない文章を並べたものでした。 

例えば、 

 

 意見 81： 

さて、76 と 78.1（78.5）のどちらが大きいかが判断できないような学力では、風車騒音と健康の関連

を見つけるのは無理です。GPI はどちらが大きいと判断しますか？ 

76 と 78.1 と 78.5 の大小関係についての GPI の見解を述べて下さい。どの数値が大きくて、どれが小

さいのかを明確に述べて下さい。 

 

に対しての見解は、 

 

事業者見解 4-79： 

本事業は配慮書、方法書段階から、経済産業省及び三重県の審議を適切に受けてまいりました。 そこで

出された意見を踏まえ、現地調査及び予測・ 評価を行い、今回準備書としてとりまとめたもの です。 低

周波音の評価については、実施する環境保全 措置に基づき「環境影響の回避、低減に係る評価」 を行っ

ています。また、風力発電施設の低周波音 については国が定めた明確な基準が存在しないことから、参

考として ISO 7196 に示された「超低周 波音を感じる最小音圧レベル」である 100dB や、 「低周波音

の問題対応の手引書」（環境省、平成 16 年）に示された数値との比較を行ったものです。 その結果、環

境保全措置を講じることで影響は低減が図られており、影響は小さいと考えられる結果となっています。

引き続き、環境影響評価の手続きを通して、環境影響に配慮しながら計画の詳細を検討してまいります。 

 

でした。 

普通に考えれば、小学生でも答えられる事柄です。GPI の見解は、意見とは無関係の文章です。 

このように、意見を読んでそれに対する見解を書いたとは思えない部分が、事業者見解の８０％程度を

占めています。 

これでは、事業者見解とは言えません。事業者見解を準備する期間は 9 か月ほどあったと思っていま

す。まだまだ時間はあったのですから、しっかりした見解を書けたはずなのに、その努力をしていませ

ん。 
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こんな事では、何のために住民や、市民の意見を求める制度があるのかが分からなくなります。これを

見解と認めれば、環境アセスメントの制度自体が無意味なものになってしまいます。 

 

さらに、GPI は日本の法律を誤って解釈していると思われる点が見られます。 

 

これらに関しては、経済産業省としても認識されているとは思いますが、念のために、GPI 社の個々

の回答について、問題点を解説したものを HP に掲載しました。これを印刷したものを送りますので、経

済産業省が、GPI に建設許可を出すにあたって、 

 

GPI の準備書、 

及び、 

 （仮称）平木阿波ウィンドファーム事業及び （仮称）平木阿波第二ウィンドファーム事業に係る 環 境 

影 響 評 価 準 備 書 に つ い て の 意 見 の 概 要 と 事 業 者 の 見 解 

 

と比較して確認していただければ幸いです。 

 

 

 以上、お忙しい中、ご迷惑でしょうが、 

 何卒、よろしくお願い致します。 

 

宇山靖政 
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                  宇山 靖政 

 

              

             

 

 

      株式会社グリーンパワーインベストメント（以下 GPI と記す）の HP には、著作権に関して、 

次のように記されている。 

本書に記載された情報（文章、資料、地図、画像等を含む。）に関する著作権は、 

法律によって保護されています。著作権法上認められた場合を除き、本書に記載された情報を 

利用（複写、複製、改変、配布、配信、他サイトへの転載を含む。）することは、法律によって 

禁止されています。 

      意見書を書くには、GPI によって記載されて情報が必要である。意見書は準備書に記載された 

内容に対して書くものである。準備書のどの様な記述に対して、どのような意見があるのかを、 

明確にしなければ、議論ができない。 

論旨を明確にするためにも、適正な範囲を引用する必要がある。念のため、著作権法での 

引用について確認をしてから本題に入ります。 
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 引用に関しては、次のように考えます。 

 
 

 GPI の著作権を考慮して、引用は必要最小限にとどめることは勿論であるが、著作権に詳しい GPI は

著作人格権についても承知していると思う。 

 

 

 

 

 

 私の意見書に関する、簡略化や省略が私の著作人格権を侵害することになることは承知しているとは

思うが、念のために確認しておきます。 
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意見書の簡略化は、著作人格権の観点から、許可しません。 

意見には番号が付いています。 

どの意見に対する回答なのかが分かるように、回答にも対応する番号を付けて下さい。 

この意見書は、ＧＰＩの他に、三重県と経済産業省にも提出してあります。 

 

書くべきことが沢山ありすぎで困っています。 

１．この間の経緯 

質問状の扱い、録音 

２．準備書 

DVD、風車の事故と計測、低周波音、 100ｄB と 92ｄB、 ISO の文書、 G 特性、A 特性 

スウィッシュ音、FFT 

予測と現実、予測し配慮すべき事項、 

風車の振動 

３．まとめ 

４．おまけ（住民説明会の資料） 

 

 

意見１： 

 GPI は、風力発電所に関して定められた法律を軽視したことを経済産業大臣にお詫びする必要がある。 

所有権を軽視して地権者に無断で測量に入ってしまったことを土地の所有者にお詫びする必要がある。 

方法書で迷惑をかけたことを三重県知事と審議の為に集まってくれた専門家にお詫びする必要がある。 

地域の説明会で、経ヶ峰に対する思いを教えてくれた住民に感謝する必要がある。 

そして、 

“法律を軽視したために、沢山の方に迷惑をかけてしまったことを反省します。さらに、地域の方々の熱

い思いを理解できましたので、今回の計画を白紙撤回します。” 

との結論を下すのが賢明な判断だと思う。これに関しての GPI の見解を伺いたい。 

 

事業者見解 4-１： 

本事業では、これまでの環境影響評価手続きで頂いたご意見や現地調査結果等を踏まえ、風車基数の大
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幅な削減を含む事業計画の見直しを行い、自然環境や景観等への影響に配慮いたしました。引き続き、環

境影響に配慮しながら、再生可能エネルギーの導入拡大に資する事業となるよう検討してまいります。 

 

見解 4-1 の問題点： 

“ご意見や現地調査結果等を踏まえ、風車基数の大幅な削減を含む事業計画の見直しを行い”とあるが、

意見２５の前に述べた通り、 

  
GPI が、見直したという部分をよく見ると、北北西の風が吹くときには風の向きに沿って 300ｍおき

に、3 台並んでいるようなところがある。この地域では、北北西の風が良く吹くことは、準備書の中に記

載されている。 

風車の事故例を参考にして計算すれば、ＧＰＩの大型風車のブレードの先端 10ｍがちょうど、真上に

来たときに折れて飛んだとすれば、水平方向に 375ｍ程度飛んで行くといいう結果になる。この配置では

連鎖的な破損事故の可能性が高い。 

風上から風下に向かって風車が並べば、乱流による影響から、金属疲労による発電機の落下事故の可能

性も高くなる。 

従って、計画の縮小は、”無謀な計画を隠蔽した。“と表現するのが妥当である。 

もし、GPI の主張する、“風車基数の大幅な削減を含む事業計画の見直しを行い、自然環境や景観等へ

の影響に配慮いたしました。”が正しいとするならば、元の計画に合理性があり、その合理的な計画を縮

小したと理解しなくてはならない。その場合、GPI は上に指摘来たような、無謀な計画を、合理的な計画

だと認識していることになる。これだと、GPI はこれまでの風車事故の教訓を無視した計画が適正な計

画だと思っている事になる。これは、風車を建設する立場のものが考える内容ではない。 

“環境影響に配慮しながら”の部分に関しては、GPI の配慮の内容を具体的に確認しながら、内容につい

て問題点を指摘します。 

方法書の内容が合理的なものならば話は分かる。方法書の計画からは確かに減ってはいる。でも、バナ

ナのたたき売りのようにしか聞こえないのは、方法書の計画自体が風車建設の常識（風向、風力の計測、

安定した風によって安定した発電を実現する、発電量を予測して経済性を確保する。風車事故の被害の

低減、などの配慮をする。）からして、あり得ない計画であったのだから、それを削減だとは評価できま

せん。 



7 

 

 

 環境保全と言っても、いろいろある。自然環境、住環境、社会環境などの保全が考えられる。 

 

 私たちは、日本に住んでいて、社会環境は法律によって規制されている。この法律的な環境は、私たち

が平和に、安心して暮らすためには必要なものであり、この社会で活動する人々は、法律の趣旨や精神を

大切にしなくてはなりません。日本の法律は性善説に基づいて作られていので、法律を形骸化させるこ

とも可能です。 

 法律を、単なる抜け道にしたのでは、性善説を信じて成立している法治国家日本の社会環境を破壊す

る行為となります。 

 

 さて、GPI は、このたび準備書を公開したのであるが、そこまでの手順は、次のようになっている。 
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配慮書、方法書、準備書の段階はよく似ている。住民からの意見を聞き、専門家の意見を参考にし

て、県知事が判断して県知事の意見書を書く。評価書が提出された段階では、住民間らの意見の聴取は

無く、最終的には経済産業省が事業の判定を行う。 

 

風力発電に関しては、様々な問題が発生する。その中で、住民、地方自治体、国、業者が知恵を絞っ

て、風力発電の問題を何とか解決しよう、被害が出る場合については、なんとか被害を小さくしたいと

の思いで作られた手続を示すものだと理解しています。 

 

住民は、昔からの言い伝えや、日ごろ発生する自然災害を経験している。そのような経験に基づいて

住民からの意見や心配事は意見書として提出されます。住民意見が提出できる機会は３回だけです。 

 もちろん、住民でなくても意見書は提出できますが、土地の性質、日ごろの土砂災害の経験があるか

無いかは、意見書の内容に大きくかかわります。地元で生活する人の意見を無視すれば、地域社会の崩

壊を招きます。 

 

 どの場所に建設が予定されているのかが分からなければ、住民の生活体験や地域の歴史に基づく意見

書は書けません。風車建設に係る問題点を解決する気持ちがあるなら、少なくとも建設予定の場所は早

めに明らかにしなくてはなりません。 
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 配慮書に対する大臣の意見は、 
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などのものでした。 

 

大臣意見の中に、配慮書に関する、次の指摘があるのだから、発電設備の位置と規模は、配慮書の次

の段階としての方法書には記載されていてしかるべきです。 
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また、この地域にはすでに多くの風車があることから、累積的な影響に関しては極めて慎重に考える必

要があることが、大臣意見に書かれています。 

 
 

GPI は次のようにも言っている。 

 

 

方法書（配慮書の次の段階のもの）に対する三重県知事の意見には、 

 

知事意見（甲４９号証、三重県知事意見 GＰＩ平木阿波 000841221） 

“本事業に対しては、関係市長意見で述べられているように、地域住民から、「本事業の実施による地

域の活性化への期待等から事業に賛成する」という声がある一方で、「事業者からの説明が十分でなく対

応に不満がある」、「生活環境や自然環境への影響が心配」、「ふるさと経ヶ峰の眺望景観を失いたくない」

などといった事業を不安視する声や反対する声が数多く寄せられている。また、地域住民等から県に対

し、事業の撤回を求める 12,000 筆を超えるかつてない数の署名が提出されるなど、地域住民をはじめ

とする関係者の理解が得られているとは到底言い難い状況にある。事業者には、これらの想いを真摯に

受け止め、地域住民等に対し、事業の内容及びそれに伴う環境影響についての十分な説明を行うことを

強く求める。 

また、本事業に係る計画段階環境配慮書（以下「配慮書」という。）に対する知事意見として、自然環境

を犠牲にしてもなお事業を実施する必要性があることを明確に示すよう述べたところであるが、それに

対する事業者の見解は甚だ不十分なものであった。 

加えて、方法書において風力発電設備の設置位置が示されていないように、事業者の事業に対する姿勢
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には甚だ疑問があり、それが地域住民等の不安や不満に繋がっているものと考える。このような状況下

において、環境に重大な影響を及ぼす可能性のある本事業計画を現状のまま進めることは、県として是

認できるものではない。 

これらのことを踏まえ、今後の環境影響評価準備書（以下「準備書」という。）の作成にあたっては、以

下に述べるそれぞれの項目について十分に検討したうえで、誠実かつ丁寧に対応するとともに、適切に

環境影響評価を実施し、予測される影響に対しては、事業内容を十分に精査し、最大限の環境保全措置を

講じることを強く求める。 

 

（総括的事項） 

１ 本事業については、配慮書に対する知事意見において、「再生可能エネルギーの導入・普及に資する

ものであり、地球温暖化対策の観点からは望ましいものである一方、布引山地に残された、豊かな自然

環境である広大な山林を開発するものであり、特に自然環境への影響が懸念される。自然環境を犠牲に

してもなお事業を実施する必要性があることを明確にし、方法書に記載すること。」と述べたところであ

るが、方法書 

における事業者の見解は、二酸化炭素抑制効果に関することのみについて述べたものであり、生物多様

性の保全、土砂災害防止、水源かん養、憩いの場の提供、良好な景観の形成などの自然環境が有する多面

的機能についての視点が欠けている。 

準備書においては、このような多面的機能を踏まえた上で、本事業の必要性について示すとともに、事業

が環境に及ぼす影響を十分に調査、予測及び評価し、その結果、重大な環境影響が予測された場合には、

影響を回避又は極力低減できるよう、事業の中止又は規模の縮小を含めて検討すること。” 

 

と書かれている。 

 

知事意見の中で、これほど知事が怒っているものを見たのは初めてである。他社の方法書に対する意見

とは全く異質の意見書である。 

 上の意見書に記されている通り、地元住民からの多くの反対意見が多数寄せられている中での、県知

事の苦悩を少しでも理解しようとするならば、空疎な方法書を出すはずがない。したがって、GPI の今

回の行動は、あまりにも身勝手なふるまいであると考える。 

 

知事意見からは、GPI は、知事が検討に必要な事項として指摘したにもかかわらず、それらの事柄を

記述しなかったことが分かる。 

検討すべき内容が書かれていない方法書が提出されたのでは、検討の為に召集された専門家の方々も

何もできません。また、専門家を招集した知事は、検討すべき中身が無いのに集まってきた専門家の

方々に何と言ってお詫びしたのであろうか。県知事の気持ちや、召集された専門家の方々の気持ちを考

えたことがあるのだろうか？ 
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風車建設に関する手続きが慎重に行われるには、理由があり、それに係わる人たちは真剣に取り組む

必要がある。風車は一度建設されると 20 年程度稼働する。発生した問題は２０年間継続することにな

る。 

これは住民にとって極めて重要なことである。被害が大きければ、その地域から住民が逃げ出し、地

域社会自体が崩壊してしまう。 

様々な視点から慎重に審議して、配慮し改善すべき問題点を見つけ、改善方法の検討などをすること

を考慮して、このような段階的な手続きが必要とされている。 

企業としては、検討に足る書類を提出する義務があると考えます。方法書において、この義務が果た

されていないことは、知事意見の内容から明らかです。GPI は方法書の段階での適正な手続きを踏んで

いるとは認められない。 

 

 

意見 2： 

GPI は方法書の段階において、法の趣旨を踏みにじる行為をしたと考える。GPI は、適切な内容の方

法書を三重県に提出したと考えているのかどうか、考えを明確に述べて下さい。 

 

事業者見解 4-２： 

環境影響評価方法書においては、現地調査の方法、時期、地点や予測・評価の手法等を具体的にお示

しし、それに対してご意見を頂きました。頂いたご意見を踏まえて、調査方法の見直しや事業計画の見

直しを実施しております。 

 

見解 4-2 の問題点： 

GPI が、意見を真剣に受け止めて、やるべきことを、確実に実行してきたならば、なぜ、次のよう

な、三重県知事の意見が出たのだろうか？ 

知事意見（甲４９号証、三重県知事意見 GＰＩ平木阿波 000841221） 

“本事業に対しては、関係市長意見で述べられているように、地域住民から、「本事業の実施による地

域の活性化への期待等から事業に賛成する」という声がある一方で、「事業者からの説明が十分でなく対

応に不満がある」、「生活環境や自然環境への影響が心配」、「ふるさと経ヶ峰の眺望景観を失いたくない」

などといった事業を不安視する声や反対する声が数多く寄せられている。また、地域住民等から県に対

し、事業の撤回を求める 12,000 筆を超えるかつてない数の署名が提出されるなど、地域住民をはじめ

とする関係者の理解が得られているとは到底言い難い状況にある。事業者には、これらの想いを真摯に

受け止め、地域住民等に対し、事業の内容及びそれに伴う環境影響についての十分な説明を行うことを

強く求める。 

また、本事業に係る計画段階環境配慮書（以下「配慮書」という。）に対する知事意見として、自然環境

を犠牲にしてもなお事業を実施する必要性があることを明確に示すよう述べたところであるが、それに

対する事業者の見解は甚だ不十分なものであった。 

加えて、方法書において風力発電設備の設置位置が示されていないように、事業者の事業に対する姿勢

には甚だ疑問があり、それが地域住民等の不安や不満に繋がっているものと考える。このような状況下
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において、環境に重大な影響を及ぼす可能性のある本事業計画を現状のまま進めることは、県として是

認できるものではない。 

これらのことを踏まえ、今後の環境影響評価準備書（以下「準備書」という。）の作成にあたっては、以

下に述べるそれぞれの項目について十分に検討したうえで、誠実かつ丁寧に対応するとともに、適切に

環境影響評価を実施し、予測される影響に対しては、事業内容を十分に精査し、最大限の環境保全措置を

講じることを強く求める。” 

このような知事意見が出る理由は、 

GPI は意見を聞いたが聞き流した。あるいは意見を無視した。 

しか考えられません。 

 

 

意見３： 

法的な手続きでの各段階を適切に行うとの観点から、建設に向けた手続きにおける、方法書の段階を

適正に経過したと考えられない。私には、方法書の段階が、GPI によって無視されてしまったと思える

が、GPI はどのように考えているのか、明確に述べてください。 

 

事業者見解 4-３： 

環境影響評価方法書においては、現地調査の方法、時期、地点や予測・評価の手法等を具体的にお示

しし、それに対してご意見を頂きました。頂いたご意見を踏まえて、調査方法の見直しや事業計画の見

直しを実施しております。 

 

見解 4-3 の問題点： 

意見はそれぞれの段階で出てきます。各段階で、やるべきことを、確実に実行しなくてはなりませ

ん。慎重に、各段階での課題を解決しなくてはならないのに、それを実行しないから。三重県知事の意

見が次のようになっているのです。子供の夏休みの宿題ではありません。最後にまとめてやれば良いと

言うものでは無いのです。 

知事意見（甲４９号証、三重県知事意見 GＰＩ平木阿波 000841221） 

“また、本事業に係る計画段階環境配慮書（以下「配慮書」という。）に対する知事意見として、自然

環境を犠牲にしてもなお事業を実施する必要性があることを明確に示すよう述べたところであるが、そ

れに対する事業者の見解は甚だ不十分なものであった。 

加えて、方法書において風力発電設備の設置位置が示されていないように、事業者の事業に対する姿勢

には甚だ疑問があり、それが地域住民等の不安や不満に繋がっているものと考える。このような状況下

において、環境に重大な影響を及ぼす可能性のある本事業計画を現状のまま進めることは、県として是

認できるものではない。” 

 

 

性善説に基づいた法体系を持っている日本では、それぞれが責任をもって的確な行動をすることが必

要です。 
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さて、 

北海道知床半島沖で沈没した観光船の事故について、岸田総理は、「特別監査等を通じて事業者の安

全意識の欠如等を把握できなかったことは、国土交通省として、責任を十分果たすことができていなか

った」との認識を示しました。 

今度は、経済産業省が監督官庁としての責任を十分果たす番です。 

 

私は、経済産業大臣が、GPI の今回の計画を認めることは無いと信じています。 

理由は、方法書に対して三重県知事が怒りのコメントをするくらいの状況であり、GPI が方法書の段

階での手続きを適正に行っていなかったことが明らかであるからです。 

もし GPI の計画が、経済産業大臣によって認められるならば、方法書の段階では、方法書と書いた紙

の後ろに、白紙の紙を３枚ほどつけたものを提出すればよい。と言いう事を経済産業大臣が認めること

になってしまう。 

 

この言い方は、極端すぎるたとえ話のようにも見えるが、そうではありません。 

“熱海市の土石流災害の起点にあった盛り土について、2011 年、工事の変更届に計画図がないまま

熱海市が業者からの届け出を受理していたことがわかりました。 

盛り土が被害を甚大化したとされる熱海市の土石流災害では、神奈川県小田原市の不動産会社が

2007 年に盛り土の造成を申請、その後、工法などの変更届を合わせて 3 回出していることがわかって

います。 

このうち 2011 年に熱海市が受理した盛り土工事の最後の変更届には「別紙計画図の通り」との記載

があるのに図面がありません。 

 ＜届け出を書いた盛り土業者の元幹部＞「（この計画図はどこにあるんですか？）この時に計画図な

んか出してないよ。書面上だけを出してくれとそういうことだと思う」 

熱海市は SBS の取材に対して、図面がないまま届け出を受け取ったことを認めた上で、「放置される

と困るため、何とかして防災工事をやってもらいたい思いだった」としています。熱海市は口頭と文書

で防災工事の内容を伝えたということですが、具体的な図面がないまま工事は現在まで完了していませ

ん。” 

 

と言う内容のニュースがあった。 

そして、行政、業者による法律の軽視によって、大きな被害が出た。 

（１）人的被害（９月３日１６時現在） 

死者 ：２６名   行方不明者： １名   中等症 ： ３名 

（２）住家被害（９月３日１６時現在） 

１２８棟（１３５世帯） 

※最大避難者数 ５８２名 
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法律には、人の思いが込められている。法律は抜け道の案内板であってはならない。経済産業省が、

GPI の申請を認可するならば、風力発電に係る環境影響評価の手続きの図式は、法律が意味を持たない

ことを示す証拠になってしまう。 

 

 

意見 4： 

一つ一つの段階を、手を抜かないで着実に進めなければならない。また想定外の災害も起きる。これら

を防ぐためにも法の趣旨に沿った行動を、自治体、企業が責任をもって実行しなくてはならないと考え

る。GPI は、法の趣旨をどのように理解しているのか、明確に示してください。 

 

事業者見解 4-４： 

環境影響評価制度は、環境に著しい影響を及ぼすおそれのある事業について、事前に影響の程度を把握

するとともに、地域住民様からのご意見等もうかがい、それらを事業に反映させることで、より環境に配

慮した事業として進めていくことを目的としたものと認識しております。本事業においても、これまで

の環境影響評価手続きで頂いたご意見や現地調査結果等を踏まえ、風車基数の大幅な削減を含む事業計

画の見直しを行いました。引き続き、環境影響に配慮しながら計画の詳細を検討してまいります。 

 

見解 4-4 の問題点： 

環境影響評価制度は、次の図に示すように、幾つかの段階がある。それぞれの段階で、指摘された事項

について回答し、それぞれの段階における意見にどのように対応したかが問題になる。 
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GPI の見解は、それぞれの段階でなすべきことがある。と言う認識が無いことを示している。 

例えば、 

環境アセスメントの手続きについて 

2-4 「方法書」の手続（スコーピング） 

「方法書」の手続(スコーピング) 

 方法書とは、どのような項目について、どのような方法で環境アセスメントを実施していくのかとい

う計画を示したものです。 

 同じ道路を作る場合でも、自然が豊かな山間部を通る場合と、大気汚染の激しい都市部を通る場合と

では、環境アセスメントで評価する項目も違ってきます。 

 地域に応じた環境アセスメントを行うことが必要であるため、環境アセスメントの方法を確定するに

当たっては、地域の環境をよく知っている住民を含む一般の方々や、地方公共団体などの意見を聴く手

続を設けています。この手続のことを、「スコーピング」と呼んでいます。 

 事業者は方法書を作成し、環境アセスメントの項目や方法を確定するに当たっては、環境保全の見地

からの意見を有する者や、地方公共団体などの意見を聴く手続を設けています。また、方法書の縦覧期間

中には一般の方々などへの理解を推進するため、説明会が開催されます。 

 環境アセスメントの方法を決定する段階で有益な環境情報や環境保全の見地からの意見を聴くことに

よって、その意見を評価の項目や方法などに柔軟に反映でき、また、地域の特性に合わせた環境アセスメ

ントが行えるようになります。 

とあるが、 

 

住民から、風車用の道路の崩落についての指摘があった。 

他社の工事であるが、かなりの範囲で大規模な崩落が起きている。 
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準備書の記述を見れば、GPI がこのようは実際の崩落に何しては、関心が無いことが明らかです。 

 地元の住民に対する説明会で、住民からの意見を聞き、住民からの質問が文書で GPI に提出されてい

て、その中で、崩落についても書かれている。 

 しかし、GPI は、実際の崩落が起きたときに、どのように対応するのか、崩落を防ぐには何が必要かに
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関して、具体的な崩落事例を踏まえての対応策を示していない。 

 住民からの意見は、準備書には反映されなかった。貴重な時間を使って、説明会に参加し、意見を言っ

た人の苦労も無視されてしまった。 

 各段階で、貴重な意見が反映されたものとなっているかどうかを、検証しながら進むべきなのに、すべ

てを聞き流し、住民からの質問状は無視して答えない。 

 これでは、慎重に段階を踏んで計画を進めるという、環境影響評価制度の趣旨を根底から破壊する行

為としか言えません。文書で出された質問状に文書で答えるかたちでの説明会を開くべきでした。 

 GPI は、 

“これまでの環境影響評価手続きで頂いたご意見や現地調査結果等を踏まえ、風車基数の大幅な削減を

含む事業計画の見直しを行いました。引き続き、環境影響に配慮しながら計画の詳細を検討してまいり

ます。” 

といいます。しかし、 

説明会の前に住民から文書での質問が出ているならば、説明会の前に GPI が文書で回答し、住民が回

答をしっかり検討してから、説明会で議論することが必要です。しかし、GPI は質問状を無視して、文書

での回答をしなかった。 

評価書、方法書、準備書の各段階において、検討課題を明確にし、課題解決の具体案が提起されている

か否かを、県や市、住民で確認しながら進めなくてはなりません。GPI が提出した書類には、三重県の専

門家たちが審査すべき内容が書かれていなかった。もちろん、記載すべき事項に関して三重県知事が事

前に要求していたにもかかわらず、GPI は記載しなかった。 

住民が意見を出せるのは、準備書に対する意見が最後です。評価書、方法書、の段階での GPI の回答

には、評価できる点はありません。準備書も同様です。中身のない書類で、ことを進めてきた GPI です。 

“引き続き、環境影響に配慮しながら計画の詳細を検討してまいります。”と言われても、これまでの経

過を見ると、何を検討し、どんな結論を導き出すか、について、まったく信頼が持てません。 

崩落した道路の写真を見れば、山が悲鳴を上げて、泣き叫んでいるように見えます。感情論を別にして

も、最近の天気予報で出てくる、線状降水帯のことを考えれば、大規模崩落とそれによる大きな災害が予

想されます。 

GPI は、“風車基数の大幅な削減を含む事業計画の見直しを行いました。”と主張し、様々な意見に従っ

ているかのようなふりをします。 

削減した部分は、将棋の用語でいえば、“捨て駒”です。将棋の初心者は、相手の捨て駒を取って、1 つ

儲かったと誤解します。捨て駒は、相手が取ってくれないと困るような駒です。駒が減った方が良い場合

もあるのです。 

元の計画が許可されたら、GPI は大変困ると思います。 

写真のような崩落が、300ｍおきに３か所で起きたら、台風や集中豪雨の時には、横幅 1000ｍの大規模

崩落が起きて、甚大な被害となる。ＧＰＩが崩落した土砂を基の場所に戻せるとは思えない、大規模崩落

が起きれば、２次的な被害を生むことになる。 

最初の計画は、ＧＰＩの責任能力を超える災害の元であり、風車事故によるＧＰＩ自身の損害が発生す

る可能性が高いものである。 

この計画は、ＧＰＩにとっても、無い方が良いのです。したがって、この縮小された部分は、最初から
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予定されていた捨て駒なのです。 

 

 

被害が予想される陸上風力発電について、いくら専門家が集まっても審議できないような内容の、方法

書を提出したことは、国の法律の趣旨をないがしろにするものであり、法律に定められた適正な手続き

を踏んでいない計画だと思います。 

 

 

意見 5： 

GPI は、専門家が検討することができない、空疎な方法書を三重県に提出した理由も明確に述べるべ

きだと考える。GPI の考えをはっきりと示してください。 

 

事業者見解 4-５： 

環境影響評価方法書においては、現地調査の方法、時期、地点や予測・評価の手法等を具体的にお示し

し、それに対してご意見を頂きました。頂いたご意見を踏まえて、調査方法の見直しや事業計画の見直し

を実施しております。 

 

見解 4-５の問題点： 

それでは、 

知事意見（甲４９号証、三重県知事意見 GＰＩ平木阿波 000841221） 

“本事業に対しては、関係市長意見で述べられているように、地域住民から、「本事業の実施による地

域の活性化への期待等から事業に賛成する」という声がある一方で、「事業者からの説明が十分でなく対

応に不満がある」、「生活環境や自然環境への影響が心配」、「ふるさと経ヶ峰の眺望景観を失いたくない」

などといった事業を不安視する声や反対する声が数多く寄せられている。また、地域住民等から県に対

し、事業の撤回を求める 12,000 筆を超えるかつてない数の署名が提出されるなど、地域住民をはじめ

とする関係者の理解が得られているとは到底言い難い状況にある。事業者には、これらの想いを真摯に

受け止め、地域住民等に対し、事業の内容及びそれに伴う環境影響についての十分な説明を行うことを

強く求める。 

また、本事業に係る計画段階環境配慮書（以下「配慮書」という。）に対する知事意見として、自然環境

を犠牲にしてもなお事業を実施する必要性があることを明確に示すよう述べたところであるが、それに

対する事業者の見解は甚だ不十分なものであった。 

加えて、方法書において風力発電設備の設置位置が示されていないように、事業者の事業に対する姿勢

には甚だ疑問があり、それが地域住民等の不安や不満に繋がっているものと考える。このような状況下

において、環境に重大な影響を及ぼす可能性のある本事業計画を現状のまま進めることは、県として是

認できるものではない。 

これらのことを踏まえ、今後の環境影響評価準備書（以下「準備書」という。）の作成にあたっては、以

下に述べるそれぞれの項目について十分に検討したうえで、誠実かつ丁寧に対応するとともに、適切に

環境影響評価を実施し、予測される影響に対しては、事業内容を十分に精査し、最大限の環境保全措置を
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講じることを強く求める。” 

と言うような、知事意見が出た理由を思いつかないとでも言うのであろうか？ 

知事は何かを誤解して、上のような意見を表明したのであろうか？ 

私には、GPI の不誠実な対応が全ての原因であると思われる。 

 

 

意見 6： 

私は、GPI が法律の趣旨に沿った適正な手続きを踏んでいないと考えている。もし、経済産業省が紺

計画を許可するならば、日本の環境行政に対する大きな不信感が生み出されると考える。 

GPI は、今回の行為が、法律の趣旨を踏みにじり、日本の環境行政に対する不信感を生み出す原因に

なるとは考えないのだろうか？GPI の考えを示してください。 

 

事業者見解 4-６： 

環境影響評価方法書においては、現地調査の方法、時期、地点や予測・評価の手法等を具体的にお示し

し、それに対してご意見を頂きました。頂いたご意見を踏まえて、調査方法の見直しや事業計画の見直し

を実施しております。 

 

見解 4-6 の問題点： 

問われているのは、 

“県知事の要請に答えた文書を提出しましたか？” 

 と言うような事なのです。 

問題は、ＧＰＩの具体的な行動です。これまで実際にどのような行動をしてきたのかが問われているの

です。まずは、ＧＰＩが行ってきた事実を具体的に示しなさいと言っているのです。 

書くべきことは、“ご意見を頂きました。”ではなくて、ＧＰＩが、それぞれの意見に対して、どのよう

な行動をしてきたと言う事です。そして、具体的な行動が、様々な不信感を生み出すものなのかどうかに

ついてのＧＰＩの見解を書くことが必要なのです。 

 

 

意見 7： 

私は、今回の GPI の計画及びその進め方は、国、地方自治体、地元住民に迷惑をかけただけでなく、

民主的な法治国家としての日本の顔に泥を塗るようなものだと考えます。即刻、関係各所に謝罪し、この

計画を撤回すべきだと考えます。GPI の考えを述べてください。 

 

事業者見解 4-７： 

本事業では、これまでの環境影響評価手続きで頂いたご意見や現地調査結果等を踏まえ、風車基数の大

幅な削減を含む事業計画の見直しを行い、 自然環境や景観等への影響に配慮いたしました。引き続き、

環境影響に配慮しながら、再生可能エネルギーの導入拡大に資する事業となるよう検討してまいります。 
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見解 4-7 の問題点： 

ＧＰＩは、 

“風車基数の大幅な削減を含む事業計画の見直しを行い、 自然環境や景観等への影響に配慮いたしま

した。” 

というが、これは、見解 4-4 の問題点：で示したように、捨て駒を取ってもらった。と言う意味しか持

ちません。 

また、“再生可能エネルギーの導入拡大に資する”と言えば、それで済む時代は終わったのです。 

青森県では、慎重に考える必要があるとの見解が表明されました。 

“ところが今回、「みちのく風力」の計画を巡っては、関係自治体から慎重論が相次ぐ事態となっている

のだ。 

青森県の三村申吾知事は、8 月の定例記者会見で「再生可能エネルギーだったら何をやってもいいとい

うものではない」と不快感を表明。資材搬入ルートの開発などに伴って大規模な森林伐採がなされれば、

地元の水資源や農林水産業そのものに影響しかねないと懸念を示した。” 

三重県のこの地域にはすでにたくさんの風車があるのです。そして、風車建設によって自然の崩壊が起

きているのです。これ以上増やしてはいけません。 

ましてや、不合理な計画を用意して、基数を減らしたように見せかけても無駄です。建設改革の内容を

見れば、風力発電の常識がる人から見れば、非常識であり得ない計画なのです。これを持って、“風車基

数の大幅削減”と言ってはいけません。 

 

 

さて、心優しい三重県知事は、 

 

“準備書においては、このような多面的機能を踏まえた上で、本事業の必要性について示すとともに、

事業が環境に及ぼす影響を十分に調査、予測及び評価し、その結果、重大な環境影響が予測された場合に

は、影響を回避又は極力低減できるよう、事業の中止又は規模の縮小を含めて検討すること。 

 

 と再度のチャンスを与えようとしている。しかしながら、準備書の内容を見る限り、知事の恩情は完全

に裏切られたと判断できる。以下、その理由を述べます。 

 

配慮書に対して経済産業大臣から、 
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“風力発電設備等の構造・配置又は位置・規模の検討にあたっては、現地確認を含め必要な情報の収集・

把握を適切に行った上で、計画段階配慮事項の係る環境影響の重大性の程度を整理し、反映させること。” 

 

との指摘があった。 

この指摘を受けているのだから、大臣の認可を得るためにも、方法書には、構造・配置又は位置を記載

するだろうと思うのだが、GPI は記載しなかった。 

 

 方法書に対する大臣意見は、次の内容でした。 

 

 

方法書に対する、三重県知事の意見は、 

“また、本事業に係る計画段階環境配慮書（以下「配慮書」という。）に対する知事意見として、自然

環境を犠牲にしてもなお事業を実施する必要性があることを明確に示すよう述べたところであるが、そ

れに対する事業者の見解は甚だ不十分なものであった。 

加えて、方法書において風力発電設備の設置位置が示されていないように、事業者の事業に対する姿勢

には甚だ疑問があり、それが地域住民等の不安や不満に繋がっているものと考える。このような状況下

において、環境に重大な影響を及ぼす可能性のある本事業計画を現状のまま進めることは、県として是

認できるものではない。” 
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となっていた。宿題をやってこないならば、小学生でも、もっと厳しく指導される。 

県や国の対応は、指導放棄に等しい。監督官庁としての責任感に満ちた、厳しい言葉があってしかるべ

きだと思うが、そうはなっていない。 

 

 

 GPI は、植物の保全の為に現地調査をした。 

 

 
 

GPI は、私的所有権を無視しているようです。 

“自分の私有地となっている山に、何の断りもなく、勝手に入っていった。” 

と言っている人がいた。との内容のメールが友人から届いたことがあった。 

 

多くの企業は、法務局で調査し、市役所に挨拶をし、区⾧さんと相談して回覧板を回し、地権者の家を

訪ねて了解を得てから調査に入る。 

このようなことが、企業の常識だと思っていたが、GPI の常識とは違っているようです。日本の法律

では私的所有権が認められている。工事予定地が誰の所有地なのかは、法務局へ行けば分かる。 

 

法務局の HP には、 

“不動産登記は，わたしたちの大切な財産である土地や建物の所在・面積のほか，所有者の住所・氏名

などを公の帳簿（登記簿）に記載し，これを一般公開することにより，権利関係などの状況が誰にでもわ

かるようにし，取引の安全と円滑をはかる役割をはたしています。” 
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とある。日本社会で活動する以上、日本の法律や制度を尊重すべきである。GPI は法務局へ行って確

認する手続きをしなかったのであろうか？ 

 

 

意見 8： 

GPI は、私的所有権を無視した理由を明確に書いて下さい。日本の法律を破壊するような行動だとの

自覚があるのか無いのかを明記して下さい。 

法務局へ行って調査したのですか？それとも、法務局へは行かなかったのですか？ 

法務局で調査したとすれば、私的所有権についての知識があると判断できるが、地権者に無断で立ち入

ることは、私的所有権を否定する行為です。日本の法律を尊重する気持ちは無いのですか？この間の具

体的な行動に踏まえて、具体例を踏まえて記述して下さい。 

 

事業者見解 4-８： 

把握している地権者様及び対象事業実施区域を含む地区には調査する旨をお伝えした上で、調査を実

施しております。 

 

見解 4-８の問題点： 

 “法務局へ行って調査したのですか？それとも、法務局へは行かなかったのですか？” 

と書いてあるのだから、見解には、法区局へ行った、行かなかったかの回答が書いてない。 

GPI の表現を普通に理解すれば、“法務局へ行く必要があったが、行かなかった。地権者を確認がして

ないので、個別に了解を得ることは出来なかった。”となる。 

それよりも、さらに重大なのは、 

“地区には調査する旨をお伝えした” 

との言い方である。GPI が一方的に伝えれば、住民や地権者はその内容を、承認すると考えているの

でしょうか？ 

これが通るならば、GPI が風車を建てて儲けますとのお知らせを、国、県、市、や国民に、TV やネッ

トで、一方的に伝えれば、それですべてが解決すると言う事になる。 

こんなことは、あり得ません。相手が、個人で弱くても、国や県で強くても、“一方的な通知＝相手が

了解した”とはならないのです。 

GPI は日本の法律を、破壊しても当然だと思っているとしか、解釈できません。 

地元の友人からの情報では、 
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地元の友人からは、風車建設だとは知らない人が、不審者に聞いたら、“環境調査です”と答えたと言っ

ていました。地元住民への連絡が行き届いているならば、“風車建設の準備です。” と答えるのが当然だ

と思います。 

風車建設とは関係が無いかのようなふりをして、調査するのでは、GPI は風車建設の意義を、正々堂々

と説明できないと考えざるを得ません。 

 

 

意見 9： 

地域住民の私的所有権を無視する行為は、住民蔑視ともとれる。 

説明会を開くが、質問にはまともに答えてくれないと、別の友人が言っていた。 

企業にも個性がってしかるべきですが、GPI のこのような個性は、日本で企業活動を展開するには向

いていない個性だと考えます。GPI はどのように考えますか？見解を述べて下さい。 

 

事業者見解 4-９： 

環境影響評価手続きにおける説明会以外にも、直近の地域への個別の説明等も実施しております。2021 

年から地元に事務所を構えて業務をしておりますので、引き続き地域の皆様のご意見を頂戴しながら事

業を進めてまいります。 

 

見解 4-9 の問題点： 

住民からの意見や質問に対しては、説明会で答えるべきであり、質問内容が詳細な事項を含むときは、

誤解を避けるために、さらに、回答が正しいか否かを後で検証できるように、文書で答えるべきである。 

この過程が、評価書、方法書、準備書の各段階で行われて、議論の内容が深まるようにすべきです。 

また、評価書に対して、県知事から要求が出たら、方法書はそれに答えた内容でなくてはならない。そ

の答えが適切か否かを、方法書の内容を見て判断できる状態になっていなくてはなりません。 

GPI は、住民の質問を聞きましたが、回答はしなかった。県知事からの要求を聞きましたが、それには

答えませんでした。 

これでは、意見や質問をしても無駄だと言いう事になります。GPI の態度は、住民や県知事が諦めて、

意見を述べたり質問したりするのを、やめるのを待っているとしか思えません。 

地域の皆様からのご意見に対しては、各段階で、適切な形で回答をしなくてはなりません。 
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これが、地域住民や、地域の自然環境に大きな負荷を負わせる事業を行うものの責任です。 

GPI が文書で回答すれば、住民にはその内容を適切に理解し、最新の器具や解析ソフトを使って検証

する力があります。文書で回答して下さい。 

GPI が過去の活動内容を正確に報告してくれれば、住民の中には法律の専門家もいますので、その行

いが、違法か否かも適切に判断できます。 

GPI の個性的過ぎる活動について、詳細に述べて下さい、そして、その活動に関しての適法性や違法

性に関しての認識をしっかり述べて下さい。 

 

 

GPI による、住民への説明と住民からの質問状について。 

 

平木地区での GPI による住民説明会が 20 分程度で終わったという話を聞きました。私の友人は、自

分が不安に思っている事項に関する丁寧な説明があると期待して参加していた。 

彼は、風力発電に関連して発生する日常生活での問題点、疑問点をまとめた資料を作り、説明会の前

に、GPI の本社宛てに質問状を書いた。私はそれを、GPI の本社宛てにギガファイル便で送っておいた。 

彼は、質問事項が多いので、文書での回答を要求していたが、質問状そのものを無視した説明会だった

と言って怒っていた。 

説明会は、参加者の都合もあり、それほど長い時間は取れないという事は理解できる。しかし、住民は

風車に関して様々な不安を抱えている。 

質問事項が多ければ、１時間や２時間では終われない。さらに、説明が正しいか間違っているかを判断

するには、データに基づいた計算や資料の確認が必要となる。したがって、質問状に対しては文書で回答

して、それについて質問者や専門的な知識を持っている人も交えての検討が必要になる。 

これがなければ、地域住民の安心は得られない。県や市は、GPI が住民を安心させるような丁寧な内

容の説明を提供することを願っている。 

 

 

意見 10： 

説明対象になっている住民からの質問が事前に寄せられていたら、すべての事項に文書で答える必要

があると考えます。 

口頭では、聞き逃したり、その場での用語の理解が難しかったりすることが考えられます。 

例えば音圧レベルが 50 ㏈と言っても、特性は A 特性なのか、C 特性なのか、G 特性なのか、あるいは

オクターブ解析と言ったときに、1/1 オクターブ解析なのか、1/3 オクターブ解析なのか、1/N オクター

ブ解析なのか、示された数値は正しいのか？ 

あるいは、ISO 関連の文書からの数値にしても、いつ改定された数値なのか、書かれている英語の日

本語訳は正しいのか 

ISO での聴覚閾値と、環境省の参照値の数値の大小関係の説明は正しいのか、 

などなど、確認するのは大変です。手元に資料が無いと出来ないし、大量の資料を確認しながら、説明

を聞くことは不可能です。 
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したがって、説明会前に、説明対象となる住民から出された質問状に関しては、文書での回答を会場で

配布して、それを基に説明をすべきだと思います。GPI はどのように考えますか？ 

 

事業者見解 4-１０： 

今回、準備書に対するご意見として様々なご意見を頂いており、本資料にて弊社の考え方を回答させて

いただいております。 

 

見解 4-１０の問題点： 

 GPI は、見解 4-9 で、“引き続き地域の皆様のご意見を頂戴しながら事業を進めてまいります。”と書い

た。しかし、住民からの質問状には答えなかった。 

 GPI は、 

（仮称）平木阿波第二ウィンドファーム事業に係る環境影響評価準備書 

環境影響評価委員会小委員会 議事概要 

日時：令和４年８月 29 日（月）14：00～17：00 

場所：三重県勤労者福祉会館 講堂 

において、 

事業者：地域の皆様の理解を醸成していくにあたってコミュニケーションをとっていくべきということ

だと思いますが、ご指導いただいたように、積極的に事業の必要性を含めてコミュニケーションを図っ

ていきたいと思います。 

と言っていたではないか。しっかりとしたコミュニケーションをとるには、文書で提出されて質問状に

対して、文書で回答することが最適です。 

しかも、質問状は住民説明会の前に提出されています。文書での回答をもとにして、説明会を進めれ

ば、相互の理解が深まります。コミュニケーションを大切にする GPI が質問状を無視してしまった理由

が全く分かりません。 

 悪く考えれば、この事実は、“意見は聞くけど、聞き流すだけですよ。いただいた意見は、事業を進め

る上での参考にはしません。”と言うような態度であるとも取れてしまいます。 

 “説明会前に、説明対象となる住民から出された質問状に関しては、文書での回答を会場で配布して、

それを基に説明をすべきだと思います。” 

 と言う事が、意見の要点です。これは、準備書に対する住民からの意見ではなく、説明会を充実させる

べく、説明会の前に、GPI に対して送られた質問状の事です。 

これに対する GPI の回答は上記の内容である。 

 回答を、“本資料”でするだけならば、住民説明会は何のためにあるのか。住民の疑問に対して丁寧な

説明をするために、住民と顔を合わせる場所を設けるのではないのでしょうか？住民の質問に答えない、

住民説明会を、GPI が企画する目的は何なのか、疑問が増えるばかりです。 

 住民が、地域での説明会に備えて、事前に GPI に送った質問状を添えておきますが、GPI は“本資料

にて弊社の考え方を回答”したと言うが、住民からの質問状に対する回答だと評価できる記述は全く存

在しない。 

 さらに、 



29 

住民説明会の在り方についての意見なのに、事業者見解の中には、それに関する記述が無い。これは、

GPI が日本語を理解する能力を持たないことを意味している。 

GPI は、 

 “準備書に対するご意見として様々なご意見を頂いており、本資料にて弊社の考え方を回答させてい

ただいております。”と言うが、GPI 社のこの回答での考え方に問題がある場合は、どのように扱われる

のだろうか？ 

 評価書に対しての意見があり、その回答に問題があれば、市民の意見として指摘し、その指摘に対し

て、どのように対応したのかは、方法書を見ればわかる。方法書に問題があれば、市民の意見で指摘して

その問題点が改善されたか否かは、準備書を見れば分かる。 

 さて、準備書に問題があることが市民の意見で指摘され、それに対する GPI の回答が、さらに大きな

問題を含んでいる。 

本来、GPI が市民の質問に文書で答えながら、何度かの住民説明会を開催して、議論を重ねてきたな

らば、このようなことは起こりません。 

市民から、詳細な質問が文書で出されたら、文書で答える。県知事が必要だと指摘した内容について

は、きちんと記述する。質問や意見を聞くだけでなく、質問にはしっかりと回答をする。意見に関しては

誠意をもって対応することが必要なのです。 

正直な GPI は、質問に答えます。とは書きません。意見には誠意をもって対応しますとも書きません。

ただ、“ご意見を頂いており”と言うだけです。 

 

 

 数年前に、私の住んでいる地区にも、風車建設の話が来ました。私が疑問に思う点を纏めて質問状を書

きました。印刷したものを友人や知人にも見てもらいました。顔の広い友人は、ワードファイルのままの

ものを、USB に入れて沢山の人に拡散してくれました。 

 見てくれた人の評価は、良好だったので、字句の確認をしてから地域住民からの質問状として、風車の

会社に送りました。もちろんその会社は真剣に対応してくれました。質問状を送ったのは、風況観測塔を

建てる１年くらい前のことでした。 

 その会社からは、 
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とのメールが届き中止となりました。 

 

 質問項目が少し多かったので、回答する時間が⾧くとれるようにしようと思い、印刷した質問状を、 

市の風車の担当者に預けて、風車の会社が来たら、 

“住民からこんな質問が出るので、早めに準備して下さい。” 

と言って見せてやって下さい。とお願いしてあります。 

質問状の内容は、風車賛成の人も、風車反対の人も、事前に検討しておくべき事項が並んでいるだけで

す。 

 HP で公開しているので、近い将来、どの会社も似たような質問状を受け取ることになるでしょう。 

 

 

 住民説明会での録音禁止について。 

  

２０２２年５月１８日１９時から、津市美里文化センターで GPI による住民説明会がありました。参加

した友人の話では、説明会の注意書きに録音禁止とあった。とのことでした。説明が１時間、質問が１時

間で合計２時間だったと伺いました。 

 私は、説明会は、風力発電に関して、正しく理解してもらうために行われるものだと思っています。 

もちろん、法律上決められている必要事項なので、仕方なくやって、住民をごまかせば良いのだ。と言

う考えもあると思います。 

 風力発電関連の説明会では、普段聞いたことが無い言葉が飛び出します。ヘルツ、パスカル、デシベル、

A 特性、C 特性、Z 特性、超低周波音、ISO7196、ISO389-7、参照値、聴覚閾値、感覚閾値、知覚閾値、

波動方程式などなど沢山あります。初めて見るグラフで、何をどのように計算した結果を表示している

のか、グラフは何を明らかにしようとしているのかが分からない。と言うようなこともあります。 

 私の友人は、超人的な記憶力の持ち主なので、美里文化センターでの準備書に関する説明内容を正確

に記憶していました。でも、彼は、内容を理解するための基礎知識に欠けているので、言われた言葉を正

確に記憶することは出来ても、正確に理解することは出来なかったようです。 

 普通の市民が、家に帰ってからゆっくり考えて、内容をしっかり理解するには録音が必要です。説明会

の資料には書いてない質問が出て、口頭で答えることもあるのですから、事前に用意された資料だけで

は足りません。その追加事項が専門的な知識を必要とする内容の場合は、知り合いの専門家や、大学の先

生に質問する必要が出てきます。質問内容を正確に伝えるには、録音が必要です。 

 

 

意見 11： 

 準備書の内容を、住民に正しく理解してもらうために説明会をするのなら、録音を奨励して、知り合い

へ音声データを再配布してくれるようにお願いし、準備書の内容についての正しい説明が日本中、世界

中に広まるようにすべきだと思います。 

 法律にあるから仕方なく説明会を開き、難しい言葉で住民をごまかすための準備書説明会ならば、録

音禁止にすることも理解できます。 
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 また、プライバシーを考慮するならば、録音データの拡散は、プライバシーが守られるように、的確な

編集（場合によっては文字にする。）をしてから拡散して下さい。とお願いすれば良いと思います。 

 GPI が準備書の説明会をする目的を明確に述べてください。録音禁止とする理由を明確に述べてくだ

さい。 

 

事業者見解 4-１１： 

参加いただいた地域の方に気兼ねなくご質問いただけるように配慮し、事業者及び参加者の発言内容が

断片的に取り扱われることを避けるため、そのような対応とさせて頂きました。 

 

見解 4-11 の問題点： 

 “録音内容を公開するときは、開始から終了までの全ての内容を公開して下さい。”とお願いすればそれ

で済みます。 

 録音禁止について、“断片的に取り扱われることを避けるため”と言っている。断片的な取り扱いを避け

るには、何が必要か、録音禁止では、説明会の内容は、参加者の記憶だけとなり、ますます断片的な扱い

が増えてしまう。それを防ぐ方法は、録音の完全公開や、文書での相互理解しかありません。 

 “参加いただいた地域の方に気兼ねなくご質問いただけるように配慮し”とある。地域住民が、説明会

の前に質問事項を文書で提出した。気兼ねなく質問状を出したのだが、質問状に対する、文書による回答

は無かったと聞いている。 

 “事業者及び参加者の発言内容が断片的に取り扱われることを避ける”ためには、質問に文書で回答し

たものを基にして説明すれば、言い間違いや、断片的な理解を防げると考えるが、GPI が文書での回答

をしないばかりか、説明会の前に文書で提出してある質問事項に対する回答を、説明会の席で述べるこ

とは無かったと聞いている。 

 文書での回答を拒否し、説明会の場所での回答もしない。この事実を基にして、GPI が説明会を開催

する目的を考えると、単なるアリバイ作りとしか言えなくなってしまいます。 

 

 

準備書について、三重県に印刷物を提出することは当然だが、DVD に収録したものも提出して、情報

公開で活用してもらえるように配慮すべきだと思います。県に対して情報公開請求があった時に、DVD

で対応できれば、県の職員も助かります。 

今回の、準備書は、1909 ページでした。これをコピーするだけで１週間くらいかかります。その後通

知書のやり取りと現金の送付をして、現金確認後に、紙に印刷したものを発送することになります。 

５月 10 日に準備書が三重県に提出されました。提出された文書は公文書ですから、開示請求すれば入

手できます。コピー代と送料で、19658 円（白黒１枚１０円、カラー１枚４０円）かかります。 

県職員の手間もかかる、お金もかかる、時間もかかる。まるで、準備書を読んでほしくないかのように

見える。 

私は、５月１０日に開示請求をしましたが、５月２３日にやっと現金を送ったので、お金が三重県に届

くのが２５日、コピーが届いたのは５月 27 日でした。コピーが届いてからでは、意見書を書くのに十分

な時間がとれません。PC の画面では目が疲れるし、付箋も貼れません。意見書の提出期限は、６月２３
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日です。 

多くの会社は、DVD で入手可能なように配慮している。自分たちの考えを多くの人に理解してもらえ

るように努力しています。GPI は、準備書の内容が、多くの人に理解されるのを妨げるための努力をし

ているとしか思えません。 

 

 

意見 12： 

GPI の準備書や方法書などは、DVD での提出も併用して、より多くの人が入手しやすくして、自分た

ちの考え方がより多くの人に伝わるような努力をすべきです。DVD での提出をしなかった理由を明記し

て下さい。 

 

事業者見解 4-１２： 

環境影響評価法に基づいて、縦覧や電子縦覧等の手続きを行っております。なお縦覧の際は、環境影響

評価準備書のほかに、準備書の内容を要約した「要約書」も縦覧いたしました。 

 

見解 4-12 の問題点： 

 準備書は 1900 ページ程度のものであり、内容的にも問題点が多い。ページ数から見ても、縦覧期間内

に、会場へ行って全部読むのは不可能です。準備書の問題点を確認するには、コンピュータによる計算も

必要です。要約書は内容が不十分なので役に立ちません。 

一度提出した準備書は、公文書扱いなので、三重間に開示請求すれば入手できます。 

 1900 ページのコピーを取る時間と人手を考えてみたことがありますか？住民が支払うコピーの費用を

考えていますか？ 

他の会社では、DVD で公開しています。DVD で安価に、短時間で入手が出来て、確認が簡単になれ

ば、準備書の問題点が明らかになります。それを避けるために、DVD での提供を拒否しているとしか思

えません。DVD でのデータがあれば、意見書も書きやすくなります。 

住民から沢山意見が出れば、GPI の計画も、様々な住民の意見を反映した、より良い計画になります。 

 

 

意見 13： 

GPI が準備書の内容の正しさに自信があるなら、HP から直接ダウンロードできるようにすべきであ

る。 

GPI の正しい主張が、ダウンロードによって、日本中に、世界中に広まるならならば、GPI の宣伝と

しては効果抜群です。内容が恥ずかしいものならば、隠したいのも理解できます。 

 

事業者見解 4-１３： 

環境影響評価法に基づいて、縦覧や電子縦覧等の手続きを行っております。また、印刷やダウンロード

ができないことについては、資料の無断転載や加工編集等の著作権侵害やセキュリティーの観点におい

て、そのような措置を取らせて頂いております。 
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見解 4-13 の問題点： 

GPI は、準備書のページ数が１９００ページを超えていることを自覚しているのでしょうか？ 

意見を書くには、その内容を詳細に確認する必要があります。三重県に提出された準備書は公文書扱い

となるので、コピーが可能です。普通の著作物ならば、コピーを禁止できますが、準備書はそうは行きま

せん。 

従って、“資料の無断転載や加工編集等の著作権侵害”との表現は無意味です。そもそも内容の一部を転

載しない限り、問題点を指摘できません。 

“セキュリティーの観点”が問題ならば、DVD での提出も併用すれば良いのです。 

準備書は、なるべく広く意見を求める必要があります。それには、多くの人に見てもらう必要がありま

す。コピーをするには人手と時間とお金（20000 円程度）がかかります。多くの人に見てもらうには、ダ

ウンロード可能にするか、DVD の提出が必要です。 

まるで、準備書を読んでほしくないと思えるような行動になっています。20000 円払わないと検討でき

ないのでは、多くの人に見てもらって、様々な観点から内容を点検することが出来ません。 

DVD があれば、県職員の作業時間を減らせます。内容を検討する人の出費を減らせます。 

無断転載があったとしても、GPI の意見が世界に広まるのです。これは素晴らしいことだと思いま

す。風力発電に関する GPI の熱意を世の中に広めてもらえれば、儲けものです。 

 

 

GPI の準備書の要約書には、次の記載がある。 

 

 この記述を見ると、GPI は、今回の計画が県や市から懇願されたので仕方なく、風車を建設してやっ

ているのだ。との勘違いをしているように感じる。 
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 三重県知事や津市の担当者は、風力発電などの自然エネルギーの利用は、現在の技術では様々な問題

を発生させることを承知していると思う。その中での悩みながらの判断だという事を GPI は理解すべき

である。 

  

 

環境省の HP から公開されている資料の中に 

“甲２９号証、風力発電等による低周波音の人への影響評価に関する研究 S2-11” 

課題代表者名 橘 秀樹 （千葉工業大学附属総合研究所 教授） 

研究実施期間 平成 22～24 年度 

累計予算額 130,112 千円（うち 24 年度 42,623 千円） 

 予算額は、間接経費を含む。 

 

があり、そのなかで、次の調査結果が示されている。 

１）社会反応調査 

 社会反応調査としては、風力発電施設周辺地域について騒音の実測調査と同時に実施した。ま

た、対照地域を平成 23 年度、平成 24 年度にそれぞれ 9 箇所選び、騒音の実測調査と社会反応

調査を実施した。 

 風力発電施設周辺地域（風車地域）では、訪問住戸数 1,539 に対して回答数は 747 で、回収率

は 49％であった。 また、対照地域では、訪問住戸数 828 に対して回答数は 373 で、回収率は

45％であった。 

 調査を実施した地域と回答者の属性について、風車地域と対照地域を比較した結果、両地域で

きわめて類似した特性となっていた。 

 つぎに、風車地域におけるアンケート調査の結果を分析した結果、以下のことが分かった。 

 a. 何らかの音を「最も悩まされている音」として挙げた回答は、全回答数 747 のうち 197 件

であった。その内訳を見ると、60％（119 件）が風力発電施設の音を挙げている。 

 b. 上記の回答のうち、風力発電施設の音以外の音を挙げた回答（78 件、以下、「風車騒音以外

グループ」と呼ぶ）と風力発電施設の音を挙げた回答（119 件、以下、「風車騒音グループ」と

呼ぶ）の別に、検討を行った。 まず、生活環境の満足度に対する回答を見ると、「風車騒音グ

ループ」の回答で「静けさ」に対する不満の程度が「風車騒音以外グループ」よりも大きくな

っている。その他の項目については、両グループ間で大きな差は見られない。 

 c. 「悩まされたりうるさいと感じとことがある音」に対する回答では、「風車騒音グループ」

で風力発電施設の音に対して「非常にある」という強い反応が見られる。 

 d. 騒音によって迷惑を受ける時間帯については、「風車騒音以外グループ」では特に指摘が多

い時間帯はないが、「風車騒音グループ」では夜間、深夜を指摘する割合が大きい。 

 e. 睡眠影響の原因に関する質問に対する回答では、「最も悩まされている音」として挙げた騒

音によると思うと答えた割合は、「風車騒音以外グループ」では 59％であるが、「風車騒音グル

ープ」では 87％となっている。 
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 f. 「自然エネルギーを利用する風力発電は、よい方法か」という質問に対する回答では、「風

車騒音以外グループ」では 85％が「よい方法と思う」と答えているのに対して、「風車騒音グ

ループ」では若干その割合が小さくなっている。それでも、「よい方法と思う」との回答は

66％となっている。 

 g. 「風力発電施設の音が聞こえるか」という質問に対する回答を見ると、「風車騒音グルー

プ」では「聞こえる」という回答が 100％となっているが、「風車騒音以外グループ」でも「聞

こえる」という回答は 68％になってい る。 

h. 「風力発電施設が見えるか」という質問に対する回答では、両グループともに 90％以上が

「見える」と答えている。 

 i. 「風力発電施設の景観上の問題」に関する質問に対する回答を見ると、「風車騒音グループ」

では 39％が 「景観の邪魔になる」と答えているのに対して、「風車騒音以外グループ」ではその

割合は 8％と小さくなっている。 

 j. 「風力発電施設があることによって、よいことがあるか」という質問に対する回答では、両

グループともに「ない」という回答が圧倒的に多い。 

 

最後の、a とｊ.が大きな問題です。 

a. 何らかの音を「最も悩まされている音」として挙げた回答は、全回答数 747 のうち 197 件であ

った。その内訳を見ると、60％（119 件）が風力発電施設の音を挙げている。 

j. 「風力発電施設があることによって、よいことがあるか」という質問に対する回答では、両グル

ープともに「ない」という回答が圧倒的に多い。 

これでは、風力発電の明るい未来は開けません。この調査では、119/747＝1.6 で、全体の 16％の人

が、最も悩まされている音として風車音を挙げていることが分かります。 
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石竹達也氏（久留米大学医学部）の調査結果は 

 
上のようになっています。これから、非常に多くの人（2ｋｍ圏内では３０％以上）が睡眠障害に悩

まされていることが明らかです。 

アテネ不眠尺度の６点は、 

６点以上 不眠症の疑いがあります。医師に相談することをお勧めします。 

と言うレベルです。 

 

なお、●アテネ不眠尺度とは 

アテネ不眠尺度とは、世界保健機関（ＷＨＯ）が中心になって設立した、「睡眠と健康に関する世界プロ

ジェト」 

が作成した世界共通の不眠症の判定方法です。８つの質問に対する回答を最大２４点で数値化し、不眠

度を測定 

します。 

●方法 

下記の８つの質問に答えてください。過去１カ月間に、少なくとも週３回以上経験したものにチェック

してくだ 

さい。各質問の４つの選択肢の中から一つを選び、点数の合計で結果が診断されます。 
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●質問 

Ｑ１．寝つきは？(布団に入ってから眠るまで要する時間） 

０点 寝つきはよい 

１点 少し時間がかかった 

２点 かなり時間がかかった 

３点 非常に時間がかかった、もしくは全く眠れなかった 

 

Ｑ８．日中の眠気について 

０点 全くない 

１点 少しある  

２点 かなりある 

３点 激しい 

●結果 

合計得点 結果 

４点未満 睡眠障害の心配はありません。 

４～５点 不眠症の疑いが少しあります。できれば医師に相談してください。 

６点以上 不眠症の疑いがあります。医師に相談することをお勧めします。 

※ 日中の眠気についても調査項目に入っています。 

 

 

住民の被害状況の資料には次のものもあります。 

 

石狩風車の低周波音測定結果と健康被害 元札幌医科大学講師・山田大邦氏の論文 では、 

 

 ２００７年末、東伊豆の別荘地では１５００㌔㍗×１０基の風力発電が運転を始めた直後から、住民の

なかで健康被害が続出した。この因果関係を調べるため、事故で風車が停止しているとき、団地自治会が

独自に疫学調査を実施した【表１】。不眠、血圧、胸・腹・歯・鼻・耳痛などの症状が、風車が停止する

ことで大きく改善したことがわかる。 

 



38 

 この結果を受けて住民が動き、今後は夜間に住宅直近の風車３基を停止すること、次に近い風車２基

の回転数を４割減らすこと－－という内容の協定を、自治会と事業者と東伊豆町の三者で結んだという。

これによって睡眠障害は７割減った。ただし、それでも耐えられず転居した家族もいる。 

 

とあります。 

 

 

国の調査報告： 

風力発電所に係る環境問題の発生状況「風力発電施設に係る環境影響評価の基本的考え方に関する検

討会－報告書（資料編）」より抜粋 （平成 23年６月 環境省総合環境政策局）  

【風力発電所の現地調査のうち、騒音・低周波音に関する主な状況】 

・建設前に実施した環境影響評価における予測結果よりも、実際の騒音レベルの方が大きい事例があっ

た。 

・風車から離れている住民（１km 程度）から、眠れない等の苦情が寄せられている事例があった。 

・騒音の環境基準を満たしている地点からも苦情が生じている事例があった。 

・苦情を受けて、苦情者宅で騒音の測定調査を実施している事例があった。 

・騒音対策として、風車の夜間停止や出力抑制、苦情者宅での騒音対策工事（二重サッシ、エアコンの設

置）の実施や、風車に高油膜性ギアオイルを取り付けた事例があった。 

 

もあります。 
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「経ヶ峰を愛する会」に所属する友人は、経ヶ峰は地域の学校の校歌にうたわれている場所であり、津市

民の誇りであり、津市民に安らぎを与えてくれる場所だと言っていました。 

 

 

確かに、よく整備され、気持ちよくハイキングが出来そうな場所です。 

そんな場所に風車建設の話が舞い込みました。 

 

180m 超が 60 基 国内最大規模の風力発電計画に揺れる自然豊かな町 初の住民説明会は大荒れ 

 三重県 2021 年 12 月 7 日 07:00 

一定の風速があれば、昼夜を問わず電気を作れる風力発電。「再生可能エネルギーの象徴」とも呼ばれる

「風車」の建設計画を巡って、三重県の山間の静かな町が揺れています。 

「三重県津市の郊外です。この地点からでも 50 基以上の風車を見ることができます」(記者) 

 三重県内に設置されている風力発電施設の数は全国 5 位です。県の面積の６割以上を山林が占めてい

る三重県は、約 3 分の 1 のエリアで、風力発電に適した年平均で風速 5.5 メートル以上の風が吹くとい

います。 

 そんな三重県で、新たに国内最大規模の風力発電所計画が持ち上がりました。 

 予定地は、奈良県との県境にある松阪市飯高町です。山々に囲まれた人口 3300 人ほどの町に、高さ 180

メートルを超える風力発電機を最大で 60 基を建設するというのです。 
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青山高原には、すでにたくさんの風車があり、県としての風車の台数は、全国 5 位です。 

風車から 1.3ｋｍに住んでいる人が、騒音で睡眠が妨げられて悩んでいるとの話も聞きました。 

 

 
 

この地域では ２０年前の知事が室生赤目青山国定公園内に７５０ｋｗ/ｈの風力発電施設を建設し

ました。そして、今では㈱シーテック社が２０００ｋｗ/ｈを含めて９１基稼働中です 

 これだけ風車があれば、地域としての社会貢献としては十分すぎます。 
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意見 14： 

これほど貢献している三重県です。青山高原の近隣では、風車騒音が原因で不眠に悩む人も多いです。 

こんな中で、ＧＰＩが経ヶ峰の近くに風車を建設しようとする必然性が見当たりません。たくさん風車

が立つ中で、わずかに残された静寂の地、心の拠り所である経ヶ峰を市民から奪う事は無いと思います。 

市民の安らぎを根こそぎ奪うような計画だとの自覚はありますか？その自覚が、有るのか無いのかを

明確に述べて下さい。 

 

事業者見解 4-１４： 

本事業では経ヶ峰からの景観及び経ヶ峰を望む景観への影響等に配慮し、事業計画を大幅に見直し、対

象事業実施区域の縮小や風力発電機設置基数の削減を行いました。引き続き、周辺環境への影響に配慮

しながら計画の詳細を検討してまいります。 

 

 見解 4-14 の問題点： 

 すでに、見解 4-4 の問題点：の中で示したように、大幅に縮小したと言う部分は、単なる捨て駒です。

外部の意見を取り入れて縮小したとは思えません。 

 すでに起きている大規模な崩落について、住民からの質問状でも指摘されていました。この質問状は

住民説明会の前に提出されていたが、具体的な対策に関しての回答は無かった。 

 工事が一定の基準を満たしていても、工事する場所の性質へそれぞれ異なります、GPI が建設を計画

している地域は、大規模崩落の危険性が高い場所です。 

これから、“引き続き、周辺環境への影響に配慮しながら計画の詳細を検討してまいります。”と言われて

も、住民や県が、計画の詳細が適切なのか、不適切なのかについて意見を表明する機会は無いのです。 

この準備書に、計画の詳細が記されていないのでは、内容についての判断や批判をすることが出来ない

のです。 
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もう一度、崩落の写真を見て下さい。この危険な現状を見ていながら、さらにこの土地に大型風車を建

設しなくてはならないと考える理由を、しっかりと述べて下さい。 

もし、計画の詳細に問題点があった時は、誰がどの様に指摘し、GPI は、その指摘に対してどのように

対応するのかを、明記すべきです。 

GPI が決めた、計画の詳細は、何時、誰に対して、どのような形で公開されるのでしょうか？ 

それが適切か否かの判断をするのは誰なのか、まさか、経済産業省だとは言わないでしょうね。 

経済産業省は、来年の２月頃には、判断結果を出します。その結果が出た後で、詳細な計画を作成する

のでしょうか？時間経過を考えると、来年の２月以後に作成された、詳細な計画が、いかに無謀なもので

も、誰もそれを止めることが出来ないと考えます。 

 

 

 ＧＰＩの準備書には、4200ｋｗの風車から出る超低周波音についての周波数と音圧についての予測は

書いてなかった。近隣住民は、全国的にも例のない超低周波音の中に放り込まれるわけです。住民はモル

モットではありません。 

 

 すでに、多くの風車があることから、経済産業大臣は、 

“累積的な影響について、適切な調査、予測及び評価を行うこと。” 

 
 と言っているのに、GPI は、適切な調査と予測をする意思が無いように見える。 

 

 すでにある風車の影響と、4200ｋｗの風車の累積する影響を考えるには、それぞれから出る音の周波

数と音圧を調べる必要がある。 

精密騒音計で録音して、波形解析のソフトを使えば、新しい 4200ｋｗの風車の影響を数値として把握

するのは簡単です。 

 

精密な周波数の測定と音圧測定が必要です。 

 

 しかし、準備書の資料を見る限り、適切な調査によって、自分の建設した風車から出る超低周波音を計

測して、累積的な影響を数値的に把握しようとする意志は全く見えない。 

 

 

GPI が、騒音予測の根拠とする、音響パワーレベルについて調べてみました。 
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音響パワーと音圧 

音響パワーとは、単位時間あたりに音源が放射した空気中の音響エネルギーの総量です。一方音圧は、

音源が放射した音のエネルギーが、その場の音響環境の影響を受けて測定された物理量です。音響パワ

ーは原因、音圧は環境の影響を受けた結果といえます。 

音響パワーと音圧の関係 

音響パワーと音圧の関係を、熱に例えて説明しましょう。  

電気ヒーターは一定の熱出力があり、それが部屋に放射されて部屋の温度を上げています。ヒーターの

出力は、そのヒーターが設置されてある部屋には依存しません。しかし部屋の温度は、ヒーターからの距

離や部屋の広さ、壁や床の熱の吸収や伝わり具合などの部屋の環境によって変わってきます。 

音源の音響パワーと空間の音圧レベルの関係はこれと似ています。音源から放射される音のエネルギー

は、その空間の音圧レベルを上昇させます。音源の音響パワーレベルは部屋に依存しませんが、音圧レベ

ルは音源からの距離や部屋の特性に依存します。部屋の大きさ、室内の壁、床、天井などがどれだけ音を

反射または吸収するかなどが関係します。 

 

音圧と同じように、音響パワーもデシベルで表わされます。たまに基準が省略された表記で混乱を招く

こともあるようですが、基準はそれぞれ、音圧レベルは 20μPa、音響パワーレベルは 1pW です。  

 

この基準は、完全な自由音場、伝搬面積が 1m2 の距離において、音圧レベルと音響パワーレベルが等し

くなるように選定されています。 

 

音響パワーはどのように測定するか？ 

音響パワーは、音圧または音響インテンシティから算出されます。 

音圧から音響パワーを求めるには、直接法と比較法の 2 つの方法があります。直接法は自由音場で測定

するのが一般的ですが、残響音場でも可能です。一方比較法は、残響音場でのみの測定となります。 

直接法では、測定対象物を囲う仮想表面を定義し、その表面上の複数の位置で音圧測定を行います。これ

らの音圧レベル測定値は空間的に平均され、そこから音響環境（暗騒音など）の影響を補正します。 
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測定面の平均音圧レベルが求まれば、 基準表面積（S0 = 1m2）と測定面の表面積（S）を下式に代入す

るだけで、音響パワーレベルを算出することができます。このようにして、音圧レベルは音響パワーレベ

ルと等しくなるのです。 

 

比較法は少し異なります。比較法では、既知の安定した音響パワーレベルを持つ基準音源を使用します。

試験室では、基準音源が動作している状態と測定対象が動作している状態の両方で音圧測定を行います。

そして、それぞれの音源で測定した音圧レベルを比較することで、測定対象の音響パワーレベルを算出

します。 

 

て、それぞれの音源で測定した音圧レベルを比較することで、測定対象の音響パワーレベルを算出しま

す。 

 
音響インテンシティ測定から音響パワーを算出する方法は、音圧法における直接法と非常によく似た手

順です。しかし、音響インテンシティは時間平均されたベクトル量であるため、音圧法の測定よりも暗騒

音や残響の影響を受けにくくなっています。このため、音響インテンシティベースの音響パワー測定は、

特に現場での測定に適しています。 

 

 第三者機関で計測した、音響パワーレベルは次のグラフです。機種にも、ローターの回転数にも関係す

るともいますが、大型化すれば、レベルは上がります。 
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さて、 

“音響パワーとは、単位時間あたりに音源が放射した空気中の音響エネルギーの総量です。” 

ですから、 

 風車から、強烈な音が出れば、音響パワーも高くなるし、小さな音が出ているときは、音響パワーは低

くなる。これは、風車に当たる風によって決まります。一定ではありません。 

 

 GPI の騒音予測の基本は、次のようなものでした。 

 
何を根拠に、どのような、音響パワーレベルと設定したのかをしらべた。 
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準備書、1909 ページを全て調べた結果、手掛かりは次のものしか見つからなかった。 

 

 
 

 と書いてある中で、 

① 、②、③、に関して、28ｄB、29ｄB、30ｄB とある。 

 

これが、 

 

との条件の下で書かれている。 

 

この数値は、次の表から、 

 
10m/s または 12m/s の風速の場合である。 

と言う事は、 

“平均的な気象条件の場合に”、ハブの高さでの風速が“10m/s または 12m/s ”になる。 

と考えていることになる。 
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この条件のもとで、騒音レベルを予測している。 

したがって、設定したと言いう、音響パワーレベルの表は 

 

 
 

 となっている。 

 これが、 

 風速 12ｍ/ｓの時の、音響パワーレベルであり、風車から出る音のエネルギーである。 

 

私は、音響パワーレベルを設定しとの記述は、あまりにも無責任な記述だと思います。 

 

 

準備書 810 ページのグラフを見ると、 

 
風速 10ｍ/ｓから、12ｍ/ｓでは、寄与値が一定です。 

これは、回転が安定していることを意味します。 
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定格風速が 12ｍ/ｓですから、これ以上好都合な風速はありません。 

 

 

設定の仕方はいろいろです。一番都合の良い風速の時の音響パワーレベルを設定して影響を予測でき

ると。考えていると理解できません。 

 

もし、ハブの高さで年間の風速を調べて、平均したら、風速が“10m/s または 12m/s ”になったを

言う事なのでとしたら、 

風車にとって最適の風です。風車が痛むことなく、しっかりと発電出来る最高の条件です。これ以

上のものはあり得ません。 

 

風速を計測してその平均が 10ｍ/ｓ から、12ｍ/ｓ だったとしても、平均ですから、極端なことを言えば、風

速 0m/s の日と、風速 60ｍ/ｓの日しかなくても、平均が 10ｍ/ｓになる場合もあります。 

こうなったら発電量は 0 です。 

 

風車を運転できる日数、風車を停止させる日数、との関連が無ければ、騒音被害の予測値があったとしても、

実際の被害とはかけ離れた数値です。 

 

住民の被害状況を予測できるデータを示すべきです。予測には、具体的な根拠が必要です。具体的根拠と

は、風車の高さで吹いている風の観測結果です。 

私の見落としかもしれません。私は、1909 ページ全てを確認したが、75ｍの高さでの風況観測の結果を見つけ

ることは出来なかった。もしかしたら、ＧＰＩは必要ないと判断したのかもしれない。 

 

観測をしなくても、経ヶ峰の神様は、毎日風速 10ｍ/ｓから 12ｍ/ｓの風を吹かせてくれる。 

台風は絶対に来ない。金属疲労のもとになる、風速の細かな変化は起きない。 

と信じているのかもしれません。  
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地元の住民でも、これだけ経ヶ峰の神様を信じている人は少ないと思います。 

ＧＰＩの示す数値は、予測ではなくて、神の予言です。示すべきは、地上 100ｍ付近の風況の観測データ

です、このデータに基づく予測が必要なのです。 

 

 

意見 15： 

最適の風速を設定して、いろいろな影響を計算しても、それは予測ではありません。単なる願望です。 

予測と願望は、全く異なる概念です。 

 私には、GPI の予測は、“最適な風速の風が吹いてくれたらうれしいな。” という単なる願望を書いた

ものであり、予測とは認められません。GPI は予測と願望の意味を述べて、GPI の提出した数値がナゼ

予測と言えるのかを証明して下さい。 

 

事業者見解 4-１５： 

騒音予測は、ISO・9613-2 を用いて予測を行ったものです。また、予測に当たっては、騒音影響が大き

くなると考えられる定格風速時（12m/s）の風力発電機の騒音データを用いて実施しております。なお、

本準備書では、カットイン風速である 3m/s から、4m/s、6m/s、8m/s、10m/s における予測も実施し、

準備書 p.810、811 に記載しております 

 

見解 4-15 の問題点： 

定格風速は、下の図からも分かるように、風車の発電量が安定状態にあるときの、最も弱い風速です。 

これが、12ｍ/ｓです。風が強くなっても風車な回転します。停止風速 25ｍ/ｓになるまでは回転します。 

では、風速 12ｍ/ｓの時の音と、風速 24ｍ/ｓの時の音とではどちらが大きいのでしょうか？ 

私は、24ｍ/ｓの時だと考えます。 

ＧＰＩは 

“騒音影響が大きくなると考えられる定格風速時（12m/s）の風力発電機の騒音データを用いて実施して

おります。” 

というが、なぜ、騒音影響が大きくなると考えられる、風速 15ｍ/ｓ、風速 20ｍ/ｓの時の予測を示さな

いのか？ 

 風車が安定状態にあり、電力が安定して発生する状態の中で、最も騒音の小さな状態が、定格風速 12

ｍ/ｓである。従って、ＧＰＩの 

“騒音影響が大きくなると考えられる定格風速時（12m/s）の風力発電機の騒音データ”は、誤った表現で

ある。 
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 GPI の騒音予測の基本は、次のようなものでした。 

 
何を根拠に、どのような、音響パワーレベルと設定したのかをしらべた。 

 

準備書、1909 ページを全て調べた結果、手掛かりは次のものしか見つからなかった。 

 
 と書いてある中で、 
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② 、②、③、に関して、28ｄB、29ｄB、30ｄB とある。 

これが、 

 

との条件の下で書かれている。 

この数値は、次の表から、 

 
10m/s または 12m/s の風速の場合である。 

と言う事は、 

“平均的な気象条件の場合に”、ハブの高さでの風速が“10m/s または 12m/s ”になる。 

と考えていることになる。  

この条件のもとで、騒音レベルを予測している。 

したがって、設定したと言いう、音響パワーレベルの表は 

 
 となっている。 

 これが、 

 風速 12ｍ/ｓの時の、音響パワーレベルであり、風車から出る音のエネルギーである。 

私は、音響パワーレベルを設定しとの記述は、あまりにも無責任な記述だと思います。 
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意見 16： 

 GPI はいつも楽観的な予測をする。その一つが、この最も都合の良い風が吹くとの前提での、騒音予

測である。 

 GPI は、4200ｋｗ/ｈの風車への風の影響を測るには、50ｍの風況観測塔では不十分であり、少なくと

もハブの高さ 112ｍの 2/3 で、75ｍの風況観測塔が必要だとの認識が無いように見える。 

 ＧＰＩが予定している風車の場合に、適正なデータを得るのに必要な風況観測塔の高さを明記して下

さい。 

 さらに、ハブの高さが、112ｍなのだから、さらに、レーザー光線やドップラーライダーを使って、200

ｍでの風況観測をすることも必要である。 

 ＧＰＩは、風車の大きさに合わせた風況観測が必要ないと考えているのか、必要だと考えているのか

を明記して下さい。 

 ＧＰＩは、4200ｋｗ/ｈの風車です。75ｍでの風速、風向についてのデータなしに、騒音予測をするこ

とが可能だと考える理由を明記して下さい。 

 

事業者見解 4-１６： 

残留騒音の測定は、「風力発電施設から発生する 騒音等測定マニュアル」（平成 29 年 5 月 環境省） に

基づき実施しました。測定に当たっては、エアコン等の影響が及ばない地点で、セミ等の昆虫やカエル等

の鳴き声の影響がない時期を対象として 4 日間の調査を実施しました。また、残留騒音の算定に当たっ

ては、同マニュアルに記載された「高さが異なる 2 点での風速の測定値から推定する方法」に基づき、

環境影響評価実施時点で設置した 風況ポールの観測値である高さ 45m、57.5m 地点の風速データより

ハブ高さ 112m の風速を推定し算定しました。なお、騒音の予測に当たっては、定格風速時 （12m/s）

の風力発電機の騒音データを用いて実施しております。 

 

見解 4-16 の問題点： 

 GPI は、 

“風況ポールの観測値である高さ 45m、57.5m 地点の風速データよりハブ高さ 112m の風速を推定し算

定しました。” 

と言うが、ハブの高さの 2/3 が風況観測塔の高さと言うのが常識です。この準備書にある風車のハブ

の高さは 112ｍであり、112*（2/3）＝75ｍなので、ＧＰＩは、75ｍの高さの観測塔を作る必要があった

と考える。この点に関しては、互いの意見が平行線となるので、これ以上の主張は止めておきます。 

定格風速は、風車が安定的に発電をする状態での風速としては、最低の風速である。発電を計画するの

だから、実際に吹く風は、この風速から停止風速の間であると考える。風速が増せば、騒音も増す。 

 騒音予測をする目的は、将来の被害状況を予測するためである。実際の風速についての予測方法には

同意できない点もあるが、少なくとも、実際に吹くであろうとして予測した風速での騒音予測をしない

のでは、何のために予測するのかが分からなくなる。 

この方法では、実際の騒音の影響を低く見せかける数値を提示しているとしか言えない。そうでないな

らば、“5m、57.5m 地点の風速データよりハブ高さ 112m の風速を推定し算定しました”説いているのだ
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から、推定された 112ｍ地点での風速を用いて騒音予測をするべきである。そうでないなら、何のために

風速を予測したのか、その目的に関して新たな疑念が湧いてしまいます。 

 それは、“GPI はもっと大きな騒音が出るのを知っていながら、低すぎる騒音の予測値を示している。”

との疑念である。 

 ところで、準備書のどこに、 

“風況ポールの観測値である高さ 45m、57.5m 地点の風速データよりハブ高さ 112m の風速を推定し算

定しました。”にある計測値と 112ｍ地点での推測値は、準備書の何ページに記載されているのでしょう

か？探しても見つかりません。 

 

 

意見 17： 

GPI の書いた準備書は、環境アセスメントの観点（自ら調査、予測、評価を行い）から評価するなら

ば、適切な調査が行われていないので、準備書としての条件を満たしていないと考える。 

 GPI は今回公表した準備書を全て撤回して、環境アセスメントで要求される条件を満たす文書を作成

してから、準備書を再提出するべきです。 

 騒音被害の予測を書くなら、騒音の原因となる風車の回転状況を、適切な高さ背の風況観測のデータ

を添えて詳細に予測しなくてはなりません。季節的な変化も重視すべきです。 

 750ｍの観測塔を建てて下さい。レーザー光線や超音波で風況を測る装置も設置して、少なくとも１年

間の観測データを添えてから準備書を再提出して下さい。 

 

事業者見解 4-１７： 

本事業は配慮書、方法書段階から、経済産業省及び三重県の審議を受けるとともに、地域住民の皆様から

の様々なご意見も頂戴してまいりました。これらの審議結果、ご意見を踏まえ、現地調査及び予測・評価

を行い、今回準備書としてとりまとめたものです。引き続き、環境影響評価の手続きを通して、環境影響

に配慮しながら計画の詳細を検討してまいります。なお、騒音予測については、ISO・9613-2 を用いて

予測を行ったものであり、方法書段階で予測手法について経済産業省及び三重県の審議を経たものとな

っております。 

 

 見解 4-17 の問題点： 

 確かに、三重間の審議を受けました。審議結果が、県知事からの酷評だったことを忘れたのでしょう

か？ 再度確認しましょう。 

知事意見（甲４９号証、三重県知事意見 GＰＩ平木阿波 000841221） 

“本事業に対しては、関係市長意見で述べられているように、地域住民から、「本事業の実施による地

域の活性化への期待等から事業に賛成する」という声がある一方で、「事業者からの説明が十分でなく対

応に不満がある」、「生活環境や自然環境への影響が心配」、「ふるさと経ヶ峰の眺望景観を失いたくない」

などといった事業を不安視する声や反対する声が数多く寄せられている。また、地域住民等から県に対

し、事業の撤回を求める 12,000 筆を超えるかつてない数の署名が提出されるなど、地域住民をはじめ

とする関係者の理解が得られているとは到底言い難い状況にある。事業者には、これらの想いを真摯に



54 

受け止め、地域住民等に対し、事業の内容及びそれに伴う環境影響についての十分な説明を行うことを

強く求める。 

また、本事業に係る計画段階環境配慮書（以下「配慮書」という。）に対する知事意見として、自然環境

を犠牲にしてもなお事業を実施する必要性があることを明確に示すよう述べたところであるが、それに

対する事業者の見解は甚だ不十分なものであった。 

加えて、方法書において風力発電設備の設置位置が示されていないように、事業者の事業に対する姿勢

には甚だ疑問があり、それが地域住民等の不安や不満に繋がっているものと考える。このような状況下

において、環境に重大な影響を及ぼす可能性のある本事業計画を現状のまま進めることは、県として是

認できるものではない。 

これらのことを踏まえ、今後の環境影響評価準備書（以下「準備書」という。）の作成にあたっては、以

下に述べるそれぞれの項目について十分に検討したうえで、誠実かつ丁寧に対応するとともに、適切に

環境影響評価を実施し、予測される影響に対しては、事業内容を十分に精査し、最大限の環境保全措置を

講じることを強く求める。” 

とあった。 

GPI は、“地域住民の皆様からの様々なご意見も頂戴してまいりました。”と言う。質問状を受け取った

ことは覚えているのだろうか、住民からは文書で回答するようにとの要求があったが、それを無視して

質問状には回答しなかったことを忘れたのでしょうか？ 

 準備書には、住民からの意見や質問に対する具体的な回答は含まれていない。 

酷評や意見や質問は聞き流して、形式的な手順を踏めばそれでよいと言うものでは無い。GPI がこの手

順を進めることが出来た理由は、県知事が計画に対する許認可の権限を持っていないからです。 

 

 

 

 少なくとも、風況観測塔の高さが 75ｍ以上でなくてはならないことは置いておくとしても、 

次の表を、予測の根拠とすることは、決して認められない。 

 

 

このような好都合の風が吹くと考えたうえで、 

風車の稼働後の A 特性での騒音について、安心ですと書いている。 
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 世の中、自分にとって都合の悪いことも沢山起きるのです。現実の調査によって、どのように設定すべ

きかを決定する必要があります。 

 

 農作物を植えるときに、台風は来ない、晴れの日は沢山ある、猛暑日は無いとの設定で豊作の予測をし

ても無駄です。大型の台風が来ることは、ここ数年の現実を見れば明らかです。強烈な雨が降ることもよ

くあることです。日照不足もあります。これらの厳しい条件に踏まえた、収穫量の予測をしない農家は破

産します。 

 

 この根拠は、何か、普通の会社は、ハブの高さでの、年間の風速を自社で計測する。あるいは外注する。 

GPI の準備書には、この部分が書かれていない。 
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過去の情報の収集とは別にして、風況観測についてはもっと大きな問題があります。 

準備書 706 ページには、 

 

とあり、712 ページには、調査高度が地上高 10ｍと書かれています。 

 
 

 詳しい人に聞いてみたら、 

 

地上気象の観測では、世界気象機関の基準により、地上から 10ｍになります。 

 風翼発電での風速観測については、 

これは、特定用途向けの風速観測と言う事になります。風力発電は、風車高に於ける風速が重要なの
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で。 

風況調査は、地上高６０ｍ気象観測塔を建設したり、８０ｍのマストを建てたりして行っている。 

建設コストや建設時間がかかる事が大きな問題になっている。 

 海外では、地上から上空にレーザー光線を発射し、その錯乱光を観測することで、風況を調査する手法

が確立されている。欠点も少なくないので世界標準にはなっていない。 

 

 と教えてくれました。 

 

 風速は、発電の状態を決定します。もちろん、上空の風速を予測することは可能です。上空では地上

よりも強い風が吹くでしょう。 

 

 でも、定格風速 12m/s の風が吹く日は、年間で何日あるのでしょうか？これが分からないと、赤字に

なってしまう可能性が高くなります。 

 

 一般に地表付近の風速は、地表面の摩擦の影響で上空に比べて弱い。どの程度弱くなるかは大気安定

度や地表の粗度によって異なるが、大まかには次式で表される「べき法則」にしたがうといわれている。 

VZ ＝ VR (Z / ZR) 1/n 

 ここで、VZ、VR はそれぞれ地上からの高さ Z m、基準の高さ ZR m における風速を表わす。これま

での観測結果から、地表面の状態と n との関係は次のようになる。 

地表面の状態 N 

平野、草原 7  

森林、高い建物のない市街地、住宅地 4 

大都市の郊外周辺、市街地 3 

大都市の中心付近  2 

 Z＝100 m、ZR＝10 m、VZ＝10 m/s のとき、上の表の n を用いて計算すると、 n ＝ 7 では VR ＝ 

7.2 m、n ＝ 2 では VR ＝ 3.2 m となる。これから 100 m 上空では同じように 10 m/s の風が吹いて

いるとき、地上 10 m では大都市は平野の半分以下の強さの風しか吹かないこと、また地上 100 m で測

った風は、平野の地上 10 m で測った風の約 1.4 倍の強さがあることなどがわかる。  
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図 風のべき法則   
 実際の風は地形の影響も受けます。その影響をどのように計算するのでしょうか？ 

スーパーコンピュータでの予測は可能かもしれませんが、信頼性は、実際の観測結果と比較して検証し

なくてはなりません。 

 

4200ｋｗ/ｈの風車は、前例のない大型風車です。75ｍくらい上空での風速を測る必要があると考えま

す。レーザー光線を使って測る機器もあるようです。 

 

 相談すれば、計測のお手伝いもしてもらえます。 
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電話番号も載せておきましたので、連絡して相談してみてはいかがでしょうか？ 

 

定格風速 12m/s の風が吹く日は、年間で何日あるのでしょうか？これが分からないと、赤字になって

しまう可能性が高くなります。資料の調べ方、計測の仕方の両面で、ＧＰＩは手を抜きすぎています。 

安定した発電事業を営む意思は無いのでしょうか？ 

計測やデータの調査にはお金と時間がかかります。安定した発電事業をする意思はあっても、それに必

要なお金と時間をつぎ込む意思は無いのでしょうか？ 

 

GPI は現地に高さ 50ｍの風況観測塔を建てている。私は、この観測データを平均した値を使ったのか

と思ったが、電話で確認したら、観測データは使っていない。との事でした。 
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 ＧＰＩの予定している風車は、ハブの高さが、112ｍです。ハブ高度の 2/3 以上の高さで風況観測が必

要なのですから、風況観測塔の高さは、75ｍは必要です。 

 75ｍの風況観測塔を建てて、さらに、ドップラーライダーを使って、ハブ高度での風況観測をしなくて

はなりません。 

 

 

 GPI は前例のない大きさの風車を計画しているとの自覚は無いのであろうか？ 

風車が大型化して、前例がないので、他社の計測データや、自前の 50ｍの観測塔のデータが役に立たな

くなったのです。 

 

 

 さて、この準備書は、環境アセスメントの手続きの一部です。 

 ＧＰＩは環境アセスメントの目的も、準備書の位置づけも忘れたようである。 

 

環境アセスメントについて確認します。 

目的  

 環境影響評価（環境アセスメント）とは、事業を実施するにあたって環境にどのような影響を及ぼすか

について自ら調査、予測、評価を行い、その結果を公表して国民、地方公共団体から意見を聴き、環境保

全の観点から総合的かつ計画的により望ましい事業計画を作り上げていこうとする制度です。 

 環境アセスメントの手続きを定め、環境アセスメントの結果を事業内容に反映させることにより、事

業が環境の保全に十分に配慮して行われるようにすることを目的としています。  

「準備書」の手続 

 調査・予測・評価が終わると、次はその結果について意見を聴く手続が始まります。 

 準備書とは、この調査・予測・評価を実施した結果を示し、環境の保全に関する事業者自らの考え方を

取りまとめたもので、図書の分量が多く、内容も専門的であることから、準備書の手続段階において、事

業者は、一般の方々などにその内容の周知を図るための説明会を開催します。 
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ＧＰＩは 

“事業を実施するにあたって環境にどのような影響を及ぼすかについて自ら調査、予測、評価を行い” 

と言う日本語が理解できていないようです。 

 

調査： 

調べて物事の事情・詳細を明らかにすること 

予測： 

予測とは、一般に、あるデータに基づいて、未来における実現すると考えられる特定の変数の値を想定す

ることをいう。予測は、期間の⾧短によって、⾧期予測と短期予測、予測値の指定の仕方によって点予測

と地域予測、条件の有無によって、単純予測と条件予測などに区分される。 

 

 調査では、風の状態を調べる事が必要です。ハブの高さが 112ｍの風車を建てるのですから、 

ハブ高度の 2/3 以上の高さで風況観測が必要なのですから、風況観測塔の高さとして 75ｍは必要です。 

 他に例のない大型の風車です、さらに、レーザー光線、超音波を使って、調査、計測をしなくては、予

測に使うためのデータは得られません。 

 

 環境アセスメントでは、自ら調査しなさいと言っているのに、ＧＰＩは必要な調査をしていません。 

 

これが示すことは、4200ｋｗ/ｈの風車にとって最適な風速となる場合を選んで、その風速を使って騒音

などを予測することにしたのです。 

 

 馬券を買う時でも、こんな予測はしません。 仲の良い友達の誕生日が、12 月 3 日だからと言って、

12▶3 の馬券を数億円単位で買ってはいけません。 

 
 普通は、馬の過去の戦績、馬の体調、騎手などを考えて馬券を購入します。 

 

 理想の風が吹くことを願うのは構いません。でも、それを予測の根拠に使うのは間違いです。 

 

大臣も、必要な情報の収集をしなさいと言っていたのを忘れたのでしょうか？ 
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 この間の経緯を考えれば、当初、GPI はハブの高さに合わせた風況観測が必要だとの認識はあった。 

だから、50ｍの観測塔を建てて計測をしてきた。 

 ハブの高さの 2/3 が風況観測塔の高さとなるとの常識は持っていたし、風況によっては赤字になるか

もしれないので、しっかり調べようとした。 

 

 75*（2/3）＝50ｍなので、当初計画していた風車のハブの高さは、75ｍだった。 

 不思議なことに、この準備書にある風車のハブの高さは 112ｍであり、112*（2/3）＝75ｍなので、50

ｍの高さでの風況観測の結果が使えなくなってしまった。 

 

 このことから考えれば、ＧＰＩは、騒音予測は、75ｍの高さで計測した風況をもとにして計算すべきだ

との認識はあると考える。 

 

 この観点からしても、この準備書は、環境アセスメントで言う所の準備書の条件、 

“準備書とは、この調査・予測・評価を実施した結果を示し、環境の保全に関する事業者自らの考え方を

取りまとめたもの” を満たしていないと言える。 

ＧＰＩは、75ｍの風況観測塔での計測結果を添えて、準備書を再提出すべきである。 

 

 

 意見 18： 

 よく考えると、風力発電に携わる企業として、これほど不名誉なことは無い。 

準備書の再提出と言う話は、聞いたことが無い。 

 意見１：をよく見て下さい。これが、ＧＰＩが選ぶことが可能な道であり、それ以外には道は無いと思

います。 

 

事業者見解 4-１８： 

本事業は配慮書、方法書段階から、経済産業省及び三重県の審議を受けるとともに、地域住民の皆様から

の様々なご意見も頂戴してまいりました。これらの審議結果、ご意見を踏まえ、現地調査及び予測・評価

を行い、今回準備書としてとりまとめたものです。引き続き、環境影響評価の手続きを通して、環境影響

に配慮しながら計画の詳細を検討してまいります。なお、騒音予測については、ISO・9613-2 を用いて

予測を行ったものであり、方法書段階で予測手法について経済産業省及び三重県の審議を経たものとな

っております。 

 

見解 4-18 の問題点： 

 GPI は、“本事業は配慮書、方法書段階から、経済産業省及び三重県の審議を受けるとともに、地域住

民の皆様からの様々なご意見も頂戴してまいりました。これらの審議結果、ご意見を踏まえ、現地調査及

び予測・評価を行い、今回準備書としてとりまとめたものです。” 

 というが、配慮書の段階ですでに、 
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大臣意見の中に、配慮書に関する、次の指摘がある。 

 
 これに対して、GPI は次のように言っている。 

 

他事業者との情報交換等に努め、累積的な影響について、適切な調査、予測及び評価を行うこと。 

とあるのだから、近隣の業者に聞けば、河川の土砂撤去の費用は分かるし、流出する土砂の累積的な影響

も簡単に予測できる。 

 近隣地域の同業者との情報交換に努めれば、土砂崩れの問題は、すぐに分かるはずです。大幅に崩落

して道路が無くなれば、風車のメンテナンスも、修理も、撤去作業も出来なくなります。気楽な予想を

立てても無意味です。自分で書いた、情報交換についての内容が全く書いてない。土砂の崩落に関して

の、調査・予測・評価が書けているのです。 

 この観点からしても、この準備書は、環境アセスメントで言う所の準備書の条件、 

“準備書とは、この調査・予測・評価を実施した結果を示し、環境の保全に関する事業者自らの考え方を

取りまとめたもの” を満たしていないと言える。 

GPI は自分で書いたことを実行していない。 

 

聞いた意見をそのまま実行すべきだとは考えませんが、自分で宣言したことは事項すべきです。 

風況観測についても、ＧＰＩは、75ｍの風況観測塔での計測結果を添えて、準備書を再提出すべきであ

る。 

もちろん、風車音の“調査・予測・評価を実施した結果”に関しては、全く条件を満たしていない。 

 

 

ISO7196 が好きな GPI にお願いします。 

ISO7196 の書かれている、G 特性で使う中心周波数に合わせたパワーレベルの表を付けて下さい。 

GPI が示した次の資料は、中心周波数が 1Hz からのものです。 
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 ＧＰＩが準備書を再提出するときは、音響パワーレベルの表を、0.25Ｈｚから始まるＩＳＯ７１９６で

の中心周波数に従って作成してもの掲載して下さい。 

 

 

 意見 19： 

 ＧＰＩが掲載した、風力発電機の音響パワーレベル及び周波数特性の表は、風車から出る超低周波音

の特性、建設予定風車の規模から考えるときに、最も重要な 1Hz 以下の部分を隠蔽している資料です。 

少なくとも、ISO7196 に書かれている、0.25Hz からのものに差し替えて、準備書を再提出して下さい。 

この表の数値では、被害の予測は出来ません。 

 GPI は予測に必要なデータを示すべきです。その数値無しに、予測したと言われても、GPI は予測と

願望の区別がついていないことを、自ら証明しているだけです。 

 

事業者見解 4-１９： 

風力発電機稼働時の予測は、風力発電機メーカーから示された 1Hz 以上の測定値に基づき実施していま

す。また、現地調査における低周波音の測定は「低周波音の測定に関するマニュアル」（平成 12 年 10 

月 環境庁大気保全局）に基づき、測定は 1Hz 以上を対象として実施しております。したがいまして、

現在の 1Hz 以上を対象とした予測結果は、現時点の風力発電事業に係る環境影響評価の予測結果として

妥当と考えています。 

 

見解 4-19 の問題点： 

GPI は、“予測は、風力発電機メーカーから示された 1Hz 以上の測定値に基づき実施”したと言うが、

GPI の本社へ電話をかけて、風車のメーカーと型番を教えてくれるように頼んだが、教えてくれなかっ

た。風車の基本的な性能は、メーカーが公開していると思います。秘密にする必要は全く無い。しかし、

GPI は教えてくれない。GPI の示す数値が、本当にメーカーが示した数値なのかを確認できない。 

以前、環境省は 
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“風車の超低周波音の発生原理は基本的には送風機のいわゆる回転音と呼ばれるものと似ている。大型発電用

風車の場合は、羽根の枚数が少なく、回転数も小さいために正常運転でも超低周波音を発生することがある。 

その基本周波数 f（Hz）は、翼の回転数を R（rpm）、翼枚数を Z（枚）とすると 

ｆ＝RZ/60 (Hz） 

で与えられ、この基本周波数とその高次の周波数が卓越する。 

大型発電用風車の場合は、一般に翼枚数は 1～3 枚（3 枚が主）、回転数は 30～60（rpm）程度であり、基本周

波数は数 Hz 以下になる。“ 

と言っていました。 

環境省が、“大型発電用風車の場合は、一般に翼枚数は 1～3 枚（3 枚が主）、回転数は 30～60（rpm）程度

であり、基本周波数は数 Hz 以下になる。“と言っていた時代は終わりました。 

 最近の風車は、定格出力：42000ｋｗ、定格稼働時の回転数：10.8rpm、となっていて、環境省の計算

方法で周波数を求めると、10.8*3/60＝0.54Hz となります。 

“測定周波数範囲は、原則として 1/3 オクターブバンド中心周波数 1Hz～80Hz とする。” 

としたのでは、現状に合いません。少なくとも、ISO-7196 に従って、0.25Hz から 315Hz の範囲へと拡

張することが必要です。 

 さて、今回の大型風車は陸上風車としては前例のない大きさである。当然、風車からの音のスペクトル

を調べれば。最も高い音圧を持っている周波数はかなり低くなると予想される。 

 前例のない大型風車を建てる企業としては、平成 12 年のデータを過信してはいけません。 

 

平成 12 年は、西暦 2000 年です。このころの風車は、出力が 1650ｋW 程度です。GPI の風車は 4200ｋ

W です。風車が大型化すれば、風車から出る音の特徴は、当然変化します。 
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千葉県館山市にある風車の騒音です。大きな特捜は、超低周波音の部分が大きなエネルギーを持ってい

ることです。 

 

 
下の 2 つの数値は、20Ｈｚ以下では、0.082813、20Ｈｚ以上では、0.005817 ですから、超低周波部分の

エネルギーは、20Ｈｚ以上の成分のエネルギーの 14.2 倍です。 

 騒音として捉えることが出来る 20Hz 以上の周波数成分の持つエネルギーは、全体の 6.6％です。A 特

性音圧レベルの数値で評価することは、全体のエネルギーの 93.4％の部分を無視して考えることになり

ます。4200ｋW の風車では、0.54Ｈｚの周波数の音が大きな問題となります。 

低周波音の音圧と周波酢については、 

“課題名 S2-11 風力発電等による低周波音の人への影響評価に関する研究”に次のグラフがあります、 

 
上のグラフを見ると、20Hz 以下の音については、0.1Hz 辺りまで、強烈な超低周波音が存在すること

が分かります。0.2Hz 辺りでは、85ｄB 程度の音圧レベルになっています。 

GPI は、“測定は 1Hz 以上を対象として実施”というが、この範囲では、最大の音圧となる周波数の成

分が無視されてしまいます。 

GPI が 1200ｋW の風車を予定しているならば、“測定は 1Hz 以上を対象として実施”と言うのも理解

できますが、GPI が建設しようとしている風車音は、この範囲の外に、高いエネルギーを持つ成分が存
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在しているのです。 

GPI は、古い規格では、その特徴を評価できないような、大型の風車を計画しているのです。これは、

周辺住民に対する大きな被害をもたらします。古い評価方法では、その被害の予測は出来ません。 

時代の変化、風車の大型化、そしてあくまでも加害者としての責任は GPI が取らなくてはならないこ

とを自覚して下さい。 

事前に問題点が明確になっているのに、それを無視して事業を進めてはいけません。 

 

 

意見 20： 

風速 5ｍ/ｓの時の、音響パワー、風速 12ｍ/ｓの時の音響パワー、風速 18ｍ/ｓの時の音響パワーを示

して下さい。 

さらに、ハブの高度での風速が、5ｍ/ｓ、12ｍ/ｓ、18ｍ/ｓとなる日数と、風向の統計データと共に示

して下さい。これが無いと、風車の音が季節によってどの地域にどの程度の影響を及ぼすかの予測が出

来ません。（75ｍの風況観測塔とレーザー光線による測定と超音波による測定を組み合わせれば可能） 

予測ができれば、騒音のひどい季節は、10ｋｍくらい離れて場所に部屋を借りて、夜はそこで眠るよう

な準備ができます。 

部屋を借りる期間が予測できれば、ＧＰＩに支払っていただく部屋代の計算が出来ます。ＧＰＩは因果

関係が証明されるまでは、部屋代は支払わない。なんていうケチなことは言わないで払うべきです。 

 

事業者見解 4-２０： 

騒音予測は、ISO・9613-2 を用いて予測を行ったものです。また、予測に当たっては、騒音影響 が大

きくなると考えられる定格風速時（12m/s）の風力発電機の騒音データを用いて実施しております。予測・

評価結果については、今後、経済産業省や三重県の委員会において確認いただくことになります。 なお、

3m/s から 20m/s の騒音パワーレベルは、 準備書の p.33 に示に以下のように示しており、風速 5m/s、

12m/s、18m/s の時のパワーレベル（A 特性）はそれぞれ、94dB、106dB、106dB です。 

 

見解 4-20 の問題点： 

GPI は。 

“3m/s から 20m/s の騒音パワーレベルは、 準備書の p.33 に示に以下のように示しており、風速 

5m/s、12m/s、18m/s の時のパワーレベル（A 特性）はそれぞれ、94dB、106dB、106dB です。” 

と言うが、 

聞いているのは、“パワーレベル（A 特性）”ではありません。 

音響パワーなのです。 

音響パワーとは、単位時間あたりに音源が放射した空気中の音響エネルギーの総量です。 

音響パワーレベルとは、音源から放射された単位時間あたりの音響エネルギー量で、音源の騒音特性を

表わす代表的な測定量です。 

測定方法としては、音源の周りで平均音圧を測定して音響パワーレベルを推定する「音圧法による音響

パワーレベル測定」と、音響インテンシティを測定する「音響インテンシティ法による音響パワーレベル
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測定」に大別でき、それぞれ ISO と JIS に測定法が規定されています。 特に音圧法の場合、多数のマ

イクを使って同時に多点の音圧を測定することができるため、短時間で計測を完了することができます。 

なぜ、A 特性が出てくるのでしょうか？ 

A 特性では、帯域フィルタの段階で、20Hz 以下の部分は切り捨てられます。大型風車では、風車から

出る音のエネルギーの 93.4％は、20Hz 以下の周波数の部分に属しています。A 特性での計算の対象とな

る 20Hz 以上の部分は、風車音のエネルギーの 6.6％程度のエネルギーしか持っていないのです。 

従って、いくら、“風速 5m/s、12m/s、18m/s の時のパワーレベル（A 特性）はそれぞれ、94dB、106dB、

106dB です。”と言われても、なぜ言葉が通じないのかについて、悩んでしまうだけです。 

 

 

意見 21： 

ＧＰＩが適切な風況の調査をする気があるならば、調査に使うべき機材、測定方法、解析ソフト、解析

技術、について述べ、いつどのように実施するかも述べて下さい。 

 

事業者見解 4-２１： 

環境影響評価実施時点で設置した風況ポールは 60m であり、残留騒音の算定に当たっては、「風力発電

施設から発生する騒音等測定マニュアル」（平 成 29 年 5 月、環境省）の間接測定法に基づき、45m 及

び 57.5m 地点の風速データよりハブ高さ 112m の風速を推定する手法を用いました 

 

 見解 4-21 の問題点： 

 風況ポールは、どの場所に、いつ建設して、観測はどの程度の期間行ったのか？ 

60ｍのポールの先端は、標高何メートルの位置になるのか？  

57.5ｍと 45ｍはそれぞれ、標高何メートルの位置となるのか？ 

それでは、57.5ｍと 45ｍの高さでの観測結果は、準備書のどこに記載されているのか？ 

さらに、これらの数値から推測される、高さ 112ｍの場所での風速や風向のデータは準備書のどこに記載

されているのでしょうか？ 

 住民の被害状況を予測できるデータを示すべきです。予測には、具体的な根拠が必要です。具体的根拠とは、

風車の高さで吹いている風の観測結果です。 

私の見落としかもしれません。私は、1909 ページ全てを確認したが、 

57.5ｍと 45ｍの高さでの観測結果や、これらの数値から推測される、高さ 112ｍの場所での風速や風

向のデータを見つけることが出来なかった 

 年間を通しての、2 つの高さの風速と風向に関するデータの統計はどこに示されているのか？ 

この計測結果から推測される、112ｍの高さでの風速、風向の年間の様子を示すデータは、準備書のどこ

にあるのでしょうか？ 

 風車音の被害を予測する場合は、上記のデータをもとにして、風車の１分間の回転数や風車音の強さ

に関しての季節ごとの予測値を公表すべきである。 

 ＧＰＩは、風車騒音の予測に、風速 12ｍを使ったが、被害予測をする気持ちがあるなら、観測と推定

による統計的なデータをもとにして、季節ごとに騒音の予測をすべきである。 
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 風速 12ｍとしたのでは騒音被害の予測とは言えない。この観点からも準備書としては失格である。 

 適切な風況の調査をしたと言うならば、調査結果を明示すべきであった。そして、騒音予測に、観測結

果を使わなかった理由も明記すべきであった。 

 GPI の主張する計算方法は、次のものである。 
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 計測した２つの高さでの風速、風向などを公開していただければ、112ｍの高さの風況予測を計算して、

こちらで公開します。 

 ＧＰＩは、 

事業者：地域の皆様の理解を醸成していくにあたってコミュニケーションをとっていくべきということ

だと思いますが、ご指導いただいたように、積極的に事業の必要性を含めてコミュニケーションを図っ

ていきたいと思います。 

と言っていたのです。 

このデータの公開は、ＧＰＩの事業の内容を住民が理解するために必要な情報なのです。ネット上に公

開して下さい。 

１１月７日に、電話で確認したところ、観測データは企業秘密で、公開はしない。との事でした。 

では、準備書の位置づけはどのようになっているか、 

 準備書とは、この調査・予測・評価を実施した結果を示し、環境の保全に関する事業者自らの考え方を

取りまとめたもので、図書の分量が多く、内容も専門的であることから、準備書の手続段階において、事

業者は、一般の方々などにその内容の周知を図るための説明会を開催します。 

GPI は 112ｍの高さでの風況を推測できるデータを持っている。このデータがあるにも拘らず、騒音

の予測には使っていない。 

騒音の予測に使っている数値は、風車が安定して発電する条件のうちで、風が最も弱いときの数値で

ある。 

予測は、住民の被害を予測して、その被害を低減するためのものである。住環境の保全の観点から言

えば、実際に稼働した時の風車音の予測が、住民にとって必要な情報です。 

それが可能なデータがあるにもかかわらず、ＧＰＩは実際の計測結果をもとにした、被害予測をしな

い。 

それでは、準備書は何のためにあるのか？実際に起こるであろう、被害を予測できるが、それとはか

け離れた数値を、あたかも騒音予測であるかのようにして提示する。 

これは、準備書における予測とは言えない。 

ＧＰＩは実際に起こる可能性が極めて高い騒音レベルを予測するのに必要なデータを持っているのだ

から、その数値を使った予測値を記載した準備書を再度提出するべきである。 
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 すでに示したように、参照値の議論から、不快感の原因は聴覚だけではないことが分かります。 

 A 特性の計算では、超低周波成分は、完全に計算から除外されます。 

 4200ｋｗ/ｈの風車の音で、高いエネルギーを持っている成分があっても、それがいくら強くても、Ａ

特性での計算結果は変化しません。 

 Ａ特性での、騒音の評価は、うるささを考えると言う意味での評価としての意味を持っているとは思

うが、風車の影響を測る指針としては貧弱です。 

 

 そして、GPI の決まり文句が出ます。 

 

 

 

 意見 22： 

 GPI の好きな言葉、“事業者が実行可能な範囲で” です。 

でも、よく考えてみると、 

 

に連絡して、お金を払って、計測してもらうのも、GPI が実行可能な範囲の行動です。 

 また、 “経ヶ峰の近くに風車を建設する計画を中止して、撤退する。” 

と言うやり方も、事業者が実行可能な範囲の決定です。 

 

事業者見解 4-２２： 

本事業は配慮書、方法書段階から、経済産業省及び三重県の審議を受けるとともに、地域住民の皆様

からの様々なご意見も頂戴してまいりました。これらの審議結果、ご意見を踏まえ、現地調査及び予

測・評価を行い、今回準備書としてとりまとめたものです。引き続き、環境影響評価の手続きを通し

て、環境影響に配慮しながら計画の詳細を検討してまいります。 

 

見解 4-22 の問題点： 

GPI は、ここでの事業者見解として、書くべき内容について理解が出来ていません。 

“45m 及び 57.5m 地点の風速データよりハブ高さ 112m の風速を推定する手法を用いました” 

と言っているのですから、GPI は自力で風況を計測する力があります。年間を通じて 45m 及び 57.5m 
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地点の観測結果と統計的な分析は準備書の何ページにあります。112ｍの高さでの風況の予測は、準備書

の何ページにあります。この風況予測に従った、騒音の推定値を季節ごとに表した図は、何ページにあり

ます。と言うように書くべきなのです。 

その記述があれば、撤退しないと主張する根拠の一つになります。でも、その記述が無いのです。 

 

 

平均的な気象条件とは何か、ハブの高さ、地上 100ｍの風速の平均が 10ｍ/ｓだった。と言う事なのでしょうか？ 

経ヶ峰は、市民が祈りを捧げる山です。 

神様は、4200ｋｗ/ｈの風車にとって、最も都合の良い風速の風を吹かせているのでしょうか？ 

 

それが事実で、平均が 10ｍ/ｓだったとしても、最高風速が 60ｍ/ｓかもしれません。極端なことを言えば、風速

0m/s の日と、風速 60ｍ/ｓの日しかなくても、平均が 10ｍ/ｓになる場合もあります。 

風車を運転できる日数、風車を停止させる日数、との関連が無ければ、騒音被害の予測値があったとしても、

実際の被害とはかけ離れた数値です。 

住民の被害状況を予測できるデータを示すべきです。 

予測には、具体的な根拠が必要です。具体的根拠とは、風車の高さで吹いている風の観測結果です。 

 

私の見落としかもしれません。私は、1909 ページ全てを確認したが、75ｍの高さでの風況観測の結果を見つけ

ることは出来なかった。もしかしたら、ＧＰＩは必要ないと判断したのかもしれない。 

 

観測をしなくても、経ヶ峰の神様は、毎日風速 10ｍ/ｓから 12ｍ/ｓの風を吹かせてくれる。台風は絶対に来な

い。金属疲労のもとになる、風速の細かな変化は起きない。ようにしてくれる。 

 

と信じているのかもしれません。  

 

地元の住民でも、これだけ経ヶ峰の神様を信じている人は少ないと思います。 

ＧＰＩの示す数値は、予測ではなくて、神の予言です。示すべきは、地上 100ｍ付近の風況の観測データ

です、このデータに基づく予測が必要なのです。 

 

 

 

 

 

  



73 

 

風車での事故とその防止に関する記述を、準備書の中に発見できなかったが、風車の事故も多いです。 

 

ほとんどの風力発電の会社は、風速や風向の観測を 1 年以上かけて慎重に行い、風車の列が風の方向

に対して直行するように風車を配置する。安定した風を利用することは、風力発電の常識である。 

乱流がブレードに当たれば、予測できない強さの力がブレードにかかり、破損の可能性が増加する。 

 

乱流が特になくても、風の状態は激しく変化する。 

次の表は、気象庁が計測したデータを、気象業務支援センターから入手したものです。 

 
（前 10 秒間風程は、10 秒間に風が進む行程を意味します。132 は秒速 13.2ｍの風速です。） 

 

この、気象業務支援センターのデータを見れば、瞬間風速は、 

 

10 秒間の間に４ｍ/s くらい変化しますので（気象業務支援センターのデータ）これによって、時間に

対して変動する応力が生じます。疲労を考えるときは、この１０秒間の間で変化する風速、すなわち、１

０秒間の中での最大瞬間風速と最小瞬間風速の差（４m/ｓ）が大切だと考えています。 

 

 この１０秒間での、最大瞬間風速と最小瞬間風速には、かなり差があります。これは、ブレードやタワ

ー部分の疲労に直結します。風速の差はあっても、力はそれほど大きくはありませんが、疲労を考えると

きは、時間的な変動が大きな問題となります。 

 

疲労応力 

材料に負荷する応力が一定ではなく、時間に対して変動することによって引き起こされる破壊が疲労の

定義の 1 つである[注釈 1]。そのような疲労応力を発生させる荷重を疲労荷重(fatigue loading)または動

荷重(dynamic loading)と呼ぶ。外的な荷重が負荷しなくても、このような繰り返しの疲労応力は発生し

得るので注意が必要である。例えば、部材に温度変化が発生する場合は熱応力による疲労破壊が発生す

る可能性がある。  

 

とあるので、風圧がかかっても一定ならば、時間的に変動するという条件にあてはまりません。 

 瞬間風速は、10 秒間の間に４ｍ/s 変化しますので（気象業務支援センターのデータ）これによって、

時間に対して変動する応力が生じます。疲労を考えるときは、この１０秒間の間で変化する風速、すなわ

年 月 日 時 分 秒 前10秒間最大瞬間風速 前10秒間最小瞬間風速 前10秒間風程

0.1m/s 0.1m/s

2019 2 2 0 12 40 147 124 132

2019 2 2 0 12 50 146 107 131

2019 2 2 0 13 0 122 82 102

2019 2 2 0 13 10 105 65 83

2019 2 2 0 13 20 112 71 82
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ち、１０秒間の中での最大瞬間風速と最小瞬間風速の差（４m/ｓ）が大切だと考えています。 

 

これに関連した事故も起きています。 

 

 耐荷重テストも重要ですが、さらに、疲労についても考慮する必要があります。飛行機の事故では金属

疲労の話をよく聞きます。 

 

 風車でも起こります。 

 

 

 原因は、特別に大きな力が働いたというわけではなくて、 

 

金属疲労は、比較的小さい応力でも繰返し受けることで、材料に小さな割れが発生し、それが少しずつ

進行して、最終的には破壊にいたる現象です。 

金属疲労がなぜ問題になるのか？ 

金属が破壊するのにはいくつかのパターンがあります。 

最も単純なケースとして引張試験のように応力をかけ続け破壊するものです。この場合、破壊の前に変

形が起こるため、確認は容易です。 

しかし、金属疲労の場合、大きな変形は起きずに小さな割れが起こるだけです。そのため、疲労の発生確

認と破壊までの予想時間が困難です。 
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金属材料は自動車や航空機、建築物などに使用されています。これらはほとんど常に応力がかかる状態

であるため、金属疲労が起こります。実際の金属材料の不具合や事故の多くはこの金属疲労が原因です。 

 

 

意見 23： 

そこで、GPI が購入を予定している風車での、疲労についての試験ですが、ブレード、回転軸、タワー

のそれぞれについて、金属疲労に関してはどのようなテストが行われているかを製造しているメーカー

に問い合わせて、その結果を示して下さい。疲労の面からの安全性についても説明して下さい。 

 この２種類のデータは、風車を設計した会社が持っていると思います。住民の安心の為には、実験デー

タと共に材質についても、公開する必要があると考えます。もしも、このデータを企業秘密と言う会社な

らば、信頼してはいけない会社だと思います。 

 

事業者見解 4-２３： 

風力発電を建設する際には、建築基準法や電気事業法に基づいて風車設置位置の地盤状況や風条件を調

査し、地震荷重や風荷重などを算出し、その荷重に耐えうる構造設計といたします。また、当該構造設計

に対する第三者の評価を経て、国の安全基準を満たした上で建設します。引き続き、関係機関とも協議の

上、安全な設計及び対策に努めてまいります。 

 

見解 4-23 の問題点： 

聞いているのは、建設方法ではありません。風車自体の特性を聞いているのです。 

GPI は建設予定の風車について、作っている会社の名前や、機種を教えてはくれません。意見書を書く

のに必要だったので電話で聞いたが、教えてくれなかった。事業者見解の内容を検討するために、風車の

特徴が必要だったので再度電話して聞いたが、教えてくれなかった。 

候補が幾つかあるなら、それを全て教えてくれれば、それで済むし、風車を作っている会社名を教えて

くれれば、直接連絡して必要な諸元について聞いてみるのに、それも教えてくれなかった。 

なぜ、秘密にする必要があるのかが全く理解できない。最近の台風は大型化して、風速も極めて強い。

また、気象庁が計測した、風速の細かな変化に関するデータも販売されている。あとは、風車の特性や実

験結果の数値があれば、安心できる風車か否かが判断できます。 

隠していると、台風ですぐ壊れたり、首が落ちたりする風車を購入する予定なのかと疑うしかなくなり

ます。少なくとも、風車を作っている会社名についての情報公開を要求します。 

そうそう、意見は日本語で書いてあるのだから、意味を理解してから答えて下さいね。 

 

 

京都府太鼓山風力発電所  ３号機ナセル落下事故報告 には、もう少し詳しく書かれています。 

 

２ 事故の状況 

（１）事故発生時の気象状況・風況 

事故が発生した３月１２日の３号機の風況観測データから、事故発生前は概ね南西の風、最大風速約 15
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～20ｍ／ｓ、１分間平均風速約 11～15ｍ／ｓで推移しており、事故時に突風などの大きな風況の変化が

あったとは考えられない。 

３号機の風況データ及び運転状況を図２－１に示す。 

４）タワー破断面の損傷状況 

タワー破断面の円周方向の状況を確認するため、図２－４に示す「フランジ下端から破断部までの寸法」

の測定を行った。その結果、ボルト No13～23 の範囲で寸法がほぼ一定でフランジ下端が最も近くなっ

ており、ちょうど溶接止端部と一致している。 

このことから、ボルト No13～23 の範囲でまず疲労き裂が進み、それ以外の範囲で延性破壊に変化し引

き続き進展したと推定される 

イ 断面組織観察及び SEM 観察 

疲労破断と推定されるボルト No.13～23、および、延性破断と推定された範囲について、それぞれ、断

面組織観察および SEM 観察を行い、破断状況を確認した。 

(ｱ) 疲労破断状況 

ボルト No.13～23 の範囲内のタワー破断箇所の断面組織観察及び SEM 観察結果、疲労破面に特徴的

な以下の状況が確認されたことから、疲労破断であることが確認された。観察状況を次ページ「タワー破

断部の観察結果（No1）」に示す。 

① 疲労破面に特徴的な断面組織に変形が無く破断している。（写真 4 参照） 

② き裂発生後、応力の変動により破断面が繰り返し開閉して押しつぶされた痕がある。 

（写真 4 参照） 

③ SEM 観察により、疲労破面に特徴的なストライエーションが観察される。（写真 5 参照） 

④ き裂発生の起点に特徴的なラチェットマークが内面側の溶接止端部に観察され 

る。（写真 6 参照） 

⑤ き裂の進行がタワー内面から外面に向かい進行している。また外面側にて疲労き 

裂から引き続き延性破断面に遷移している部位があることが観察される。 

 

 

 

 



77 

 

 このような事故が起これば、GPI にとっても、大きな損失です。 

 

 

風車の安全性について、疲労とは別に確認しなくてはならないことがあります。 

それは、台風などの強風です。強風を主な原因とする事故もありました。 
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近年、台風が大型化して被害が大きくなっています。強風が吹くときは風車を停止するとは思います

が、ブレード（羽）はついたままです。 

 

 

意見 24： 

風車は、風速何メートルまで耐えられるように設計されているのでしょうか？準備書からそのデータ

を見つけることが出来ませんでした。私の見落としかもしれません、風車が耐えることができる風速を

教えて下さい。また、ブレードに関する耐荷重テストの結果の詳細も示して下さい。 

  

事業者見解 4-２４： 

風力発電を建設する際には、建築基準法や電気事業法に基づいて風車設置位置の地盤状況や風条件を

調査し、地震荷重や風荷重などを算出し、その荷重に耐えうる構造設計といたします。また、当該構造設

計に対する第三者の評価を経て、国の安全基準を満たした上で建設します。また、台風など強い風が吹く

日は、安全上の観点から一定以上の風が吹く場合に自動的に風車の運転を制御いたします。 
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見解 4-24 の問題点： 

ここまで意見と回答に隔たりがあると、私の日本語が間違っているのかと心配になります。GPI は風

車のカタログを持っていないのですか？ 

そこには、風速何メートルまで耐えるように作ってあるかが書いてあるはずです。それとも、風速何メ

ートルまで耐えられるのかが書いてないのですか？ 

不安は増すばかりです。台風の風速は記録されています。どの程度の風速まで耐えられるか分からない

ような風車を建てることに、不安は無いのですか？ 

“台風など強い風が吹く日は、安全上の観点から一定以上の風が吹く場合に自動的に風車の運転を制御

いたします。”この場合は、ブレードに関する耐荷重テストの結果が、特に重要になると考えます。 

建てた風車がすぐ壊れたのでは、GPI の儲けはありません。工事費の赤字だけが残って、倒産します

よ。風車を建設する使命に燃えているのかもしれませんが、風車を建ててすぐに倒産されたのでは、山の

斜面の崩落の責任を取る人がいなくなってしまいます。住民も、三重県も困り果てます。 

 

 

当然調査しているとは思いますが、2019 年に千葉県に来た台風の時の風は、 

最大瞬間風速 

58.1 m/s（209.2 km/h）： 神津島（東京都、8 日 21 時 03 分） 

57.5 m/s（207.0 km/h）： 千葉（千葉県、9 日 4 時 28 分） 

52.0 m/s（187.2 km/h）： 新島（東京都、8 日 23 時 38 分） 

49.0 m/s（176.4 km/h）： 木更津（千葉県、9 日 2 時 48 分） 

でした。 

 

 

 

 安全面での検討を続けます。GPI の安全保安措置の１番目日について考えます。 

 

GPI は要約書の中で次のように述べている。 
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 そして、このことを安全保安措置の 1 番目に挙げている。 

 

 

 風車の基数は減っているので、一見すると知事意見に配慮したかに見える。よく見ると、平木阿波ウ

インドファーム事業（以下、平木阿波と記す。）では、総発電量は増加している。 

 

しかも単機出力が 4200ｋW となっている。これでは、さらに強力な超低周波音がその周辺に放出され

る。音は周波数が低くなればなるほど、距離が⾧くなっても減衰しなくなる。 

多くの風車の騒音では、風車群の中心から３ｋｍの範囲がかなりの影響を受ける地域である。大型化に

よってさらに周波数が下がり、音圧も高くなると予測されるので、影響は拡大すると考えられる。 

 

大臣意見では、 

“現地確認を含めた情報の収集・把握を適切に行った上で、計画段階配慮事項に係る環境影響の重大性

の程度を反映させること。” 

とある。 

 

GPI は基数を削減したと主張する。確かに減っている。しかし、これは知事意見に配慮した削減とは

認められない。削減したと主張するには、元の計画に合理性が無くてはなりません。 

 

風力発電では、ブレードの破損事故も起きている。破損したブレードの飛散する距離は、安全確保の為

に極めて重要である。風車の配置では、飛散したブレートによる破損事故の連鎖を防ぐ必要がある。 

 

 風車の前に、他の風車を置けば、ブレードの動きやタワーの存在で、気流が乱れます。風車のブレード
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にかかる力は、大きく変動します。 

 これは、金属疲労によって、ブレード破損の可能性が高くなることを意味します。また、発電量の予測

が困難となり、採算が取れなくなる可能性が高くなります。 

 

では、GPI のもとの計画はどのようなものであったか。次の地図では、 

 

楕円形の赤丸の縦２ｋｍ、横 1.5ｋｍくらいである。減らしたという 15 基を並べてみると面積はπ*１

*１*0.75＝2.36 であり、2.36/15＝0.157＝0.4*0.4 となり、400ｍの正方形に１基立つことになる。 

風車を建設する地形を考えれば、距離が 300ｍ程度になる場合も考えられる。 

  

風の流れを考えれば、風下に位置する風車は、風上にある風車の回転の影響で不安定な気流を受けるこ

とになる。位置によっては、風上から見て４番目、５番目に位置する風車も考えられる。 

風速や風向を⾧期間計測して、良好な風が安定して得られるような場所に風車を設置することを考え

るのが採算性から見て常識である。 

乱流のために、発電量の予測が困難な形に風車を配置してはいけません。田んぼの稲の苗のように、平

面状に風車を配置する計画は、発電量の予測が出来ないので、経済性も予測できなくなる。 

このようなものを計画と呼ぶことは、普通の会社は、恥ずかしいことと考えるでしょう。GPI にとっ

ては、恥ずかしくないのであろうか？ 

 

 

 

 

 

他の風車ではあるが、台風などでの破損事故が起きている。 

事故の一つとして次のものがある。 

 

定格出力 ：30.0 MW (2,000 kW×15 基） 

③ 主要寸法 ：ローター直径 80ｍ、ローター取付高さ 78 m 

破断したブレードは広範囲にわたり飛散した。事故発生時、風車は運転状態であったため、飛散物は風

車の 

風下方向である南東方向へ飛散した。最大飛距離は 263 m であった。 

 

単純な計算では、折れたブレードが地面に落下するまでの時間は、４秒から５秒程度です。この間に

263ｍの距離まで移送するには、毎秒 66ｍくらいの大きさの水平方向の速度成分を持っていることにな

る。 

 

ＧＰＩの大型風車のブレードの先端 10ｍがちょうど、真上に来たときに折れて飛んだとすれば、水平

方向に 375ｍ程度飛んで行くといいう計算も出来る。近くの風車にあたり、連鎖的な破損事故につながる
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可能性も十分ある。 

 

  
 

 

 

廃止したという部分（下の図）をよく見ると、北北西の風が吹くときには風の向きに沿って 300ｍおき

に、3 台並んでいるようなところがある。この地域では、北北西の風が良く吹くことは、準備書の中に記

載されている。GPI は自分が書いたことを忘れたのであろうか？ 

 

下の図の右の部分の配置では、連鎖事故の可能性が極めて高くなる。 
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縮小と言うよりは、無謀な計画を隠蔽した。と表現するのが妥当である。 

 

 

GPI は環境保全措置について、永久機関の観点から、さらに確認しましょう。 

 

方法書の内容が合理的なものならば話は分かる。方法書の計画からは確かに減ってはいる。でも、バナ

ナのたたき売りのようにしか聞こえないのは、方法書の計画自体が風車建設の常識（風向、風力の計測、

安定した風によって安定した発電を実現する、発電量を予測して経済性を確保する。風車事故の被害の

低減、などの配慮をする。）からして、あり得ない計画であったのだから、それを削減だとは評価できま

せん。 

 

楕円形の田に稲を植えるような計画の問題点を、エネルギーの保存の観点から確認しましょう。 

風車通過後も、風の持つエネルギーが変化しないとして考えると、次のようになります。 

 

 

上の図の左側は風、これが右側の風車にあたって発電する。円筒状の気流の部分は長さが 10000ｍ

とし、31 基の風車が 100ｍごとに立っているとする。 

 

10000ｍの流体が持つ運動エネルギーの量を 10000Ｅとする。その 5％が電力として得られるとす

る。最初の風車に風が当たり始めてから、ちょうど円筒形の部分の最後が最初の風車まで来たときに、

最初の風車の発電量は、10000Ｅ＊0.05， 

２番目の風車を通過する風は、通過する風の長さが 100ｍだけ少ないので、9900Ｅ＊0.05 

３番目は、9800Ｅ＊0.05、31 番目は、7000E*0.05 となり、得られるエネルギーの総量は、 

（10000+9900+9800+…+7000）*E*0.05 = （17000*31/2）＝263500*0.05*E＝13175*E 

となります。風の持つエネルギーは、10000E だったので、3175*E だけのエネルギーが湧き出しま

した。 

 

もし、10ｍおきに風車を並べれば、風車は 301 基、得られるエネルギーは、 

10000Ｅ*0.05 + 9990Ｅ*0.05 ＋ … ＋ 7000Ｅ*0.05 ＝ 2558500Ｅ 

となります。 
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これは、素晴らしい結果です。 

 

こうなれば、自然の風は要りません。扇風機を並べて、 

左の１台の扇風機から風をおくり、改造した右側の扇風機から電気を取り出せば、 

消費電力の 2558.5 倍 の電力が取り出せます。 

 

                

 

むかし、永久機関と言う言葉がありました。エネルギーを無限に生みだす装置です。 

GPI の計画に合理性があると考えることは、永久機関を実現できる。と考えることになります。 

神様でも、難しい計画です。水田の稲のように、風車を並べてはいけません。 

 

 

環境保全措置をとった。との言葉は、もともとの計画にある程度の合理性があってこそ意味を持つ言

葉です。ある程度合理性のある計画ではあるが、様々な要素や環境への負荷をさらに削減すべく、風車

の台数を削減します。と言える場合である。 

 

 

物理学を学んだ人は、エネルギー保存の法則を知っています。これを無視することは出来ません。 

もともとの計画が、物理法則を無視するような、極めて非常識なものであり、合理性を認められない

計画なのだから、それと比べて風車の台数が減ったと言っても、環境保護の措置として減らした。と言

ってはいけません。 

 

先ほど、１基あたりの計算をしたが、音圧はエネルギーの一定割合が超低周波音として拡散される

と考えるときに、平木阿波に関しては、総発電量が、25200ｋｗから 24000ｋｗに増えているのだか

ら、音として拡散されるエネルギーも増加すると考えるべきである。かえって被害が増えると考えられ

る。 

 

GPI は 2 つの計画での総発電量を減らしたと主張するのであろうが、この計画のように、風車を 24

基も密集させて建設するという事自体が、自然環境を保持しつつ、住民の健康を守りつつ、自然エネル

ギーの利用を進めようという立場から見れば、もともと論外の計画である。 
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減らした、減らしたと主張すること自体が、風車被害に苦しむ多くの人がいる現実を見ようとしな

い、自分勝手な企業であると自ら言っていることになるのです。住民や県知事の苦悩を理解しようとす

る姿勢を持ってほしいものである。 

 

 

意見 25： 

DPI が風車数を削減する前の計画が、風車建設の計画としてあり得るものだと考えているならば、風

車のすぐ風下に３，４基の風車が並んだ時の風速、風向の予測を、どのように行っているのか、計測結果

及び流体力学での解析を示しながら、書いて下さい。 

また、平面状に風車を並べるような風車建設をしても、赤字にならないと考える理由も書いて下さい。 

 

事業者見解 4-２５： 

方法書における計画は最大の基数としてお示ししたものです。本事業では、これまでの環境影響評価で

頂いたご意見や現地調査結果等を踏まえ、 風車基数の大幅な削減を含む事業計画の見直しを行っており

ます。 

 

見解 4-25 の問題点： 

ここでの論点は、方法書における計画の合理性です。風車建設に係る企業としての常識を聞いているの

です。風車群の配置に関する設計思想を聞いているのです。 

事故が多発することが予想されるような、計画を方法書に記載したＧＰＩの見識を問題にしているの

です。 

その答えが書かれていません。これでは、GPI は常識が無いと考えるか、最初から捨て駒として計画

していて、縮小したように見せかけることを目的としていた。と考えるしかありません。 
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環境保全措置の３番目の項目について考えます。この、保全措置を基にして、GPI は次のように言う。 

 

 

 
 

 環境保全措置についての GPI の自己評価は極めて高い。 
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GPI の環境保全措置 

 

 

３番目の項目を検討するには、風車からどのような音が出るのかが分からないと議論できません。 

 

 風車から出る低周波音の特徴は、次のグラフで表現されます。 

 
 

風車が無い所での低周波音の特徴は、次のグラフで表現されます。 

 
 

周波数スペクトルを見て分かるのは、風車から出る低周波音は、⾧い棘を持っていることです。 

 

このことに注意しながら、GPI の低周波音対策について考えます。 
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対策と言うからには、何に対して対策をとるのかを示さなくてはなりません。GPI の 4200kw/h の

風車から出る低周波音の周波数と音圧が書いてありません。 

 

敵を知ることは戦いの鉄則です。孫子も「敵を知り己を知れば百戦してあやうからず」と言っていま

す。 

 

 対策の対象となる“低周波音”の周波数も、音圧も書かれていません。自分が建てる風車から出る低周波

音なのだから、それくらいは知っていて当然です。 

しかし、GPI の対策には、敵を知ろうとする意思が見えない。風車騒音の中での、卓越する周波数成分

についての記載が全く欠けています。 

 

そもそも、風車から出てくる低周波音の周波数と音圧を測る意思が見られない。 

 

“低周波音の原因となる異音等の発生を低減する。” 

とあるが、 

異音とは何を意味しているのか？ 

異音の周波数と音圧はどの程度なのか？ 

その異音から、どのようにして低周波音が発生するのか？ 

異音の持っているエネルギーはどの程度か？ 

異音から発生する低周波音の持っているエネルギーはどの程度なのか？ 

その異音の原因は何か？ 

異音の発生を抑える方法はなにか？ 

などが全く書かれていない。 

 

もしかすると、次の文章の読み方を間違えているのかもしれません。 

 
よく見ると、“等”とあります。 

 

 低周波音の原因は、“等”なのかもしれません。でも、対策をとると言われても、“等”が何なのかが分

からないし、その“等”に対する対策として、何が有効なのか？ 

“等”に対して、それを低減すると言っても、“等”のもとの大きさがどの程度であり、対策によって“等”

がどの程度削減できたのかをどんな方法で評価するのか？ 

 

 

意見 26： 

“等”が何であり、“等”からどのようにして、低周波音が発生するのか、について丁寧に説明して欲しい。 
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事業者見解４－２６： 

採用予定の風力発電機の仕様をもとに、低周波音の影響を予測・評価した結果は準備書に記載した通り

です。運転開始後においても、適切な保守保全を実施していくことで、性能の維持に努め、不具合等が確

認された場合は対策することで、騒音及び低周波音の影響が大きくならないようにするという趣旨で保

全措置を記載しております。 

 

見解 4-26 の問題点： 

 ここでは、GPI が書いた文章と単語の意味を検討しているのです。 

 書き間違えたのならば、間違いを認めて、修正した文章を書けばよいのです。大切なのは誤りの部分と

修正した部分が比較できるように書くことです。 

 この見解では、GPI は自分の書いた文章が間違っていても、それを正しく修正する力が無いと判断す

るしかありません。 

 採用予定の風力発電機に関しては、それを製造した会社や購入予定の風車を教えてはくれない。これ

では、本当に、仕様をもとにした予測なのかが判断できません。また、計算自体が正しいか否かに関して

の再計算も出来ません。 

 私には、このような見解を出す事は、GPI が自社に対する信頼を失わせるように努力しているとしか

見えません。 

  

 

意見 27： 

“低周波音の原因となる異音の発生”と考えた場合は、異音の周波数と低周波音の周波数は同じなのか

違うのか？周波数が同じならば、“低周波の原因としての異音“とは言えない。異音そのものが低周波音で

ある。 

周波数が異なるならば、異音の周波数を示して欲しい。その異音が原因で発生する低周波音の周波数を

示して欲しい。異音が周波数の異なる低周波音を発生する物理的な仕組みを示して下さい。 

物理学の本を何冊か読んだが、異音と言う音が、その周波数とは異なる低周波音を発生するという理論

は見つからなかった。 

少なくとも、異音の性質を決定する波動方程式と低周波音を決定する波動方程式を示し、境界条件など

を正確に適用しながら、異音が周波数の異なる低周波音を発生するという仕組みを示さなければ、単な

るでたらめを主張していることになってしまいます。 

 

事業者見解 4-２７： 

採用予定の風力発電機の仕様をもとに、低周波音の影響を予測・評価した結果は準備書に記載した通り

です。運転開始後においても、適切な保守保全を実施していくことで、性能の維持に努め、不具合等が確

認された場合は対策することで、騒音及び低周波音の影響が大きくならないようにするという趣旨で保

全措置を記載しております。 

 

見解 4-27 の問題点： 
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GPI が、 

 
と書いたことに対する意見です。 

意見では、GPI の記述した文章に対して、その根拠をより詳細に述べなさいと言っているのです。 

普通の人は、具体的な計算式を書いたり、参考文献を挙げたりして、回答するでしょうが、GPI の回答

は、具体性が無く、その根拠を再確認することが出来ません。 

もし、分かっていないのに、適当に文章を書いてしまったのなら、正直にそう書いて、これから、勉強

します。と言うべきです。もちろん、企業としての活動は、その勉強が終わってからにして下さい。ある

いは、勉強を終えた人を雇ってからにして下さい。 

また、GPI は、“採用予定の風力発電機の仕様”を明らかにして下さい。もちろん使用予定の風車の機種

も明確にして下さい。それが無いと、本当に、仕様をもとにして、予測や評価をしたのかが分かりません。 

さらに、機種と仕様が明確にならないと、予測や評価が正しいか否かが判断できません。さらに詳細な

性能を確認するために必要な連絡を、風車を製造した会社と取ることが出来ません。 

風車の音の特性によっては、 

“運転開始後においても、適切な保守保全を実施していくことで、性能の維持に努め、不具合等が確認

された場合”に、風車を停止することや風車を撤去すること以外に対策が無いと言う事も十分予想される

から、細かく確認しているのです。 

GPI は、採用予定の風力発電を製造した会社と、機種を教えてくれない、準備書に対する意見書を書

く時と、今回、見解の問題点を書く段階で、合計 2 回電話で教えてくれと頼んだが、教えてもらえなかっ

た。これを秘密にしなくてはならない理由が分からない。 

 

 

 

意見 28： 

具体的な例をよく見て下さい。 

 
異音が低周波音の原因となるならば、上のグラフの周波数成分で、異音と言いうものは何ヘルツの音を

指すのか？ 0.8Hz の低周波音は、どのような物理法則によって、その異音から生じるのか？ 

なぜ、0.8Hz になるのか？などについて、GPI の丁寧な説明を期待しています。 



91 

GPI が提唱する“低周波音の原因となる異音”についてしっかり説明して欲しい。参考文献を１０冊程

度示して下さい。著者に確認します。 

 

事業者見解 4-２８： 

採用予定の風力発電機の仕様をもとに、低周波音の影響を予測・評価した結果は準備書に記載した通り

です。運転開始後においても、適切な保守 保全を実施していくことで、性能の維持に努め、 不具合等が

確認された場合は対策することで、騒音及び低周波音の影響が大きくならないようにするという趣旨で

保全措置を記載しております。 

 

見解 4-28 の問題点： 

意見の内容に対して、的外れなコピペで見解を表明すると、GPI は市民や県知事からの意見を全く理

解できなかったのではないかと言う事が心配になる。日本語そのものの理解が、全くできていないと思

ってしまいます。 

あるいは、準備書などの著作権に拘る GPI が、意味不明の文章かき集めてきて準備書を作ったから、

自分でも説明できない事になってしまったのでしょうか？ 

GPI の準備書にある文章 

 
は、GPI の人が考えて書いた文章なのか、他の会社の書いた準備書からコピペしたのか、判断が出来

なくなる。 

自分で書いた文章ならば、誤った表現なのかが分かるはずです。意味を説明できないのは、自分でも理

解できない文章を、他から持ってきて、引用してしまったからだとしか思えません。 

周波数に関心を持つ理由の一つは、環境省の HP にある次の資料です。 
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どの様な周波数の音がどの程度の強さで出るのかを、事前に計算しておかないと、被害の予測は出来な

いし、その被害が防げるものなのか、防げないものなのかの判断が出来ません。 

もちろん、GPI の予測も信用できません。こちらで計算しますので、GPI が採用を予定している風車

を作っている会社の名前だけでも教えて下さい。 

 

 

意見 29： 

過去において、GPI が風車からの異音として認識したものの周波数を明記して下さい。そして、どの

ような対策の結果として、異音が低減できたのかを説明して下さい。 

その結果、低減した低周波音について、対策前と対策後の異音の周波数と音圧、対策前と対策後の低周

波音の周波数と音圧を具体的に示して下さい。 

 過去において、このような過程を経て低周波音を削減あるいはなくした実績があれば、それは素晴ら

しいことです。風車からの音で悩む住民にとっては、GPI の実績は、希望の光となります。 

異音の原因を述べてください。 

 異音削減のための具体策を述べてください。 

対処前の異音の周波数と音圧レベルの計測結果を示して下さい。 

対処前の低周波音の周波数と音圧の計測結果を示して下さい。 

対処後の低周波音の周波数と音圧の計測結果を示して下さい。 

これらのデータは、GPI の技術力と GPI の独自の理論の正しさを証明する証拠だから、保存されてい

ると信じます。ぜひ、公開して下さい。これが公開されれば、日本中の風力発電の会社が GPI の対策を

取り入れます。 

 風車のある場所と、対策後の低周波の周波数と音圧を示してもらえれば、コロナも収まりそうなので、

旅行がてら、現地で低周波音を測定し、結果を公表します。現地の人にも、具体的な対策の効果について、

聞き取り調査をしてみます。 
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事業者見解 4-２９： 

採用予定の風力発電機の仕様をもとに、低周波音の影響を予測・評価した結果は準備書に記載した通り

です。運転開始後においても、適切な保守 保全を実施していくことで、性能の維持に努め、不具合等が

確認された場合は対策することで、騒音及び低周波音の影響が大きくならないようにするという趣旨で

保全措置を記載しております。 

 

見解 4-29 の問題点： 

 意見は、GPI の具体的な経験についての内容です。GPI が経験した不具合は有ったのか、無かったの

かを問題にしています。そして、GPI の具体的な対応について述べています。 

 GPI が建設した風車では、不具合が起きていないから、不具合に対処した経験が無いならば、そのよ

うに書くべきです。意味不明のコピペを繰り返してはいけません。 

意見の内容を理解できない GPI が、 

“採用予定の風力発電機の仕様をもとに、低周波音の影響を予測・評価した“ 

と言っても、予測結果や評価内容には全く信頼が持てません。ましてや、採用予定の風力発電機につい

て、作っている会社名も明らかにしない GPI が本当に仕様をもとに作業を行ったのか、確認できません。 

 GPI の見解に反映された、GPI の理解力から判断すると、GPI が仕様書の内容を正しく読み取れたと

は思えません。 

 

 

 意見 30： 

 GPI が過去において。このような対策（低周波音の原因となる異音等の発生を低減する）を実施した

ことがあるならば、対策をした風車の場所を公開して下さい。対策前の計測結果と対策後の計測結果を

公開して下さい。 

計測結果は、周波数が精密に計算できるデータでなくてはなりません。GPI の対策の効果を証明する

ためには必要なデータです。GPI が効果を測定するために使用した機材、測定条件（サンプリングレー

ト、録音の時の特性）、振動解析ソフト、解析のアルゴリズムを示し、その方法の効果を誰でも確認でき

るように、詳細に説明して下さい。 

 

 

事業者見解 4-３０： 

採用予定の風力発電機の仕様をもとに、低周波 音の影響を予測・評価した結果は準備書に記載した通

りです。運転開始後においても、適切な保守保全を実施していくことで、性能の維持に努め、不具合等が

確認された場合は対策することで、騒音及び低周波音の影響が大きくならないようにするという趣旨で

保全措置を記載しております。 

 

見解 4-30 の問題点： 
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不適切な見解を張り付ける。これを繰り返せば、GPI は他の人の意見を理解する能力が無いことを示

すことになってしまいます。GPI が日本語を理解する力が無いことは、十分理解できました。これ以

上、不適切なコピペの必要はありません。 

今後、GPI が日本語を理解できる社員を雇用することもあるでしょうから、後半の必要なデータに関

して、再度、説明しておきます。 

 井上氏は、残留騒音、風車騒音の測定から評価の一般的な流れについて述べている。 

測定では、次の機材を使うようですが、問題があります。 

 

この精密騒音計は、波形収録プログラム NX-42WR を追加すると、16 ビット（または 24 ビット）の

符号付整数を使って収録された WAV ファイルを作る機能がある。サンプリングレートは 48ｋHz に

設定できる。計測データを１分ごとにファイルとして保存し、全体で 10 分程度のデータを収録するべ

きだと考える。このデータがあれば、音の特徴をかなり正確に把握できる。 

 小林氏は、風車周辺での計測について述べているが、一般環境騒音との比較をするために、新幹線、

高速道路、工場音などに関しても同様に計測して、比較することが必要である。 
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地域の選定に関しては、 
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 データ処理が困難になるかもしれないが、上記の地点を避ける必要はない。 

風車建設前の収録データと、風車建設後の収録データを比較すればよいだけのことである。 
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 上記の地点での計測にも意味はあるが、風車からの距離による減衰を測定する意味では、風車群の中

心から、500ｍおきに、5000ｍの地点までの同時計測を行う必要がある。 

 各住宅での計測をするならば、屋外に精密騒音計１台、室内には精密騒音計１台と振動レベル計１台 

（振動レベル計 VM-55 に、波形収録プログラム VX-55WR を追加したもの）使って行うべきです。 

 

次の内容に関しては、せっかくの測定が時間と機能の無駄遣いになるので賛成できない。 
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次のように変更すべきである。 

 

  録音は精密騒音計 NL-62 に、波形収録プログラム NX-42WR を追加して、 

平坦特性（Z 特性）で行う。サンプリング周波数は 48ｋHz とする。 

  ファイルは１分ごとに分割して、合計 10 分間の計測とする。 

 

  屋外においては、 

 
 室内に置いては、部屋の中央部に、振動レベル計と並べて設置する。 
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  収録の最初の部分に、場所、日時、収録者の名前も入れておく。録音開始直後に近くで読み上げ

る。 

 ④録音結果の解析 

 
  超低周波音領域と可聴音領域の持つエネルギーの比率 

  音圧の最大値とその時の周波数 

  Wavelet 解析によって、周波数成分の時間的安定性を調べる 

  カオス理論を使って室内での音の特徴を把握する 

  使用する窓関数の性質、周波数スペクトルの平均化による影響については事前に検討しておく 

 
以上です。 
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大切な留意点があります。 

この計測には利害関係が絡むので、計測計画を事前に公表し、様々な立場の人がそれぞれの測定機器

を使って同時に同じ場所で測定できるようにする。計測データは全て公開して、誰でも解析できるよう

にする。 

ことが必要です。 

 もちろん、一般騒音の被害を受けている地域でも同様の測定を行って、比較することで、風車音の特

徴が分かります。 

 また、後で述べるアンケートも同時に実施すれば、計測が意味のあるものになります。 

そうすれば、次の測定機材が宝の持ち腐れにならずに済みます。 

 
私が提案する計測データの利点を確認します。 

ISO7196 では、0.25Hz から 315Hz までの中心周波数での 1/3 オクターブ解析について書かれていま

す。ハードウエアでの代用も可能とされているが、PC と解析ソフトを使えば、各帯域の音圧レベルを

計算して、1/3 オクターブ解析を ISO7196 に従って行った表を作れます。 

下の段が中心周波数、上の段が音圧レベルです。 
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 Wavelet 解析の結果として、0.8Hz の成分の周波数が時間的に安定していることも分かります。 

 
 

 音圧が最大となる周波数とその時の音圧も分かります。 

 

 

A 特性音圧レベルの変動もすぐ計算できます・ 
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 超低周波音と可聴域の音に分けて、強さを比較するのも簡単です。 

もちろん、自己相関の計算もそれぞれの周波数帯に対して簡単に計算できます。 

 

 

 周波数スペクトルの計算も、平均化した周波数スペクトルの計算も簡単です。 

窓関数もいろいろ選べます。 
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スウィッシュ音の解析も簡単です。 

 
 

A 特性音圧レベルも、G 特性音圧レベルも簡単です、 
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 カオス理論を使って、室内での音の解析も可能です。 

 
 

エネルギーの分布も簡単に計算できます。（図は省略） 

従って、小林氏の言うように 

 

としたのでは、時間とお金を無駄にすることになってしまうのです。 
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音は、音源からの距離が遠くなると、様々な要因で減衰する。場合によっては、できるだけ遠方まで音

を伝えたい場愛もあります。減衰させないで遠くまで音を伝える方法として、平面波を発生させるよう

な音源を作るという方法があります。 

 

韓国は、国境近くで、北朝鮮向けの放送をしていました。それが次の写真です。 

 
 これは、スピーカーを平面状に並べて、平面波の性質を持つ音を発生させることによって、遠くまで音

を伝えることを目的にした放送設備である。 

 

 物理の本には音波の減衰についての説明があります。 

 

音の減衰については、音源が直線状の音源ならば、波面は円柱状であり円柱の側面の表面積は半径の１

乗に比例する。ここでは、円柱が長いとして円柱の底面と上部の面積は無視する。側面積は高さをｈとす

れば、 rh2 となり、よって音の強さは、音源としての直線からの距離に反比例する。また、点音源とし

て考えると球の表面積が 4πｒ^2 であることから、距離の 2 乗に反比例することが分かる。 

 
 

風車の高さは 170.5 メートルであり、風車 1 つ 1 つは線音源と考えるのが妥当である。 
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音源としての風車が、数ｋｍにわたり、山頂に 1 列に並ぶと、風車が巨大なことから、平面波となり、

距離が離れても波面の面積が増えることもなくなるので、距離による減衰も期待できない。空気の分子

の運動エネルギーに変化する部分も、波長が長いので、ほとんど無い。 

 

 

空気分子の熱エネルギーへの変換による音の減衰について 

  

音のエネルギーは、波面の広がりを考えた場合の減衰よりも著しく減衰する。これは、エネルギーが分子運動

などの熱エネルギーとして失われるからである。 

平面波では、波面の広がりは無いのであるが、エネルギーの吸収がある場合に、ｘ軸方向の平面の音圧は、

xePP  0  となり、αを減衰定数という。αの実測値は、振動数をνとすれば、 

空気中では、 211100.2   、 海水中では、 )2400300*8(,102400 215     

である。 

 振動数が、8000Hz（聴力検査のピーという音）のばあいは、音源から1000ｍ離れると 

空気中では、   )1000*8000*8000*10*0.2exp( 11 ０．２７８ 

海水中では、   )1000*8000*8000*10*2400exp( 15 ０．８５７６ 

倍の減衰となる。 

 

 振動数が、200Hz（普通の声は１００Hz～３００Hzくらい）のばあいは、音源から1000ｍ離れると 

空気中では、   )1000*200*200*10*0.2exp( 11 ０．９９９２ 

海水中では、   )1000*200*200*10*2400exp( 15 ０．９９９９ 

倍の減衰となる。 

 

 振動数が、２Hzの場合には、 

空気中では、   )1000*2*2*10*0.2exp( 11 ０．９９９９９９９２ 

海水中では、   )1000*2*2*10*2400exp( 15 ０．９９９９９９９９ 

となり、熱エネルギーに変換されたことによる減衰はほとんど無い。 

 

 このことは、館山の風車で見た0.8Hzの成分に関しては、熱エネルギーへの変換による音の減衰は全く期待で

きないことになる。あとは、波面の広がりによる減衰となるのでが、平面波の場合には、波面の広がりは無い。 

完全な平面波で、振動数が、２Hzの場合には、距離を10ｋｍだとしても 

空気中では、𝑒𝑥𝑝( − 2.0 ∗ 10 ∗ 2 ∗ 2 ∗ 10000) =０．９９９９９９２ 

倍にしかならない。 

 

 

 従って音源の形と卓越した周波数成分の周波数が大きな問題となる。山頂に一列に並んだ風車は、巨大なスピ

ーカーの壁として機能し、平面波に近い音を発生させることができる。平面波の向かう方向は、風車の列に直角
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の方向です。 

 

直角方向で目に付くのは津市です。 

騒音の予測では、音源の形（点音源、線音源）、波面の形状、周波数の想定などが必要だと考えます。 

 

GPI の予測式は次式を使っています。（周波数や波面の形は考慮していません。） 
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 GPI の式で、１ｍの時の音圧レベルと５ｍの時の音圧レベルの差(dB)を調べてみます。 

𝐿 (1) = 𝑃𝑊𝐿𝑖 − 8 − 20 ∗ log (1)   ， 𝐿 (5) = 𝑃𝑊𝐿𝑖 − 8 − 20 ∗ log (5) 

𝐿 (1) − 𝐿 (5) = −20 ∗ log(1) + 20 ∗ log(5) = 20 ∗ log ( ) (dB) となり、 

１ｍ地点での音圧を𝑃 (1)パスカル、５ｍ地点での音圧を𝑃 (5)パスカルとすれば基準となる音圧を𝑃  

としたときに、 

𝐿 (1) = 20 ∗ log (
( )

) 、 𝐿 (5) = 20 ∗ log (
( )

)であるから、 

𝐿 (1) − 𝐿 (5) = 20 ∗ log ( ) (dB) = 20 ∗ log
( )

− 20 ∗ log
( )

= 20 ∗ log (
( )

( )
) 

よって、log = log (
( )

( )
)、 =  (

( )

( )
)、すなわち、𝑃 (5)＝ 𝑃 (1) 

両辺を 2 乗して 

{𝑃 (5)} ＝{
1

5
} {𝑃 (1)}  

 

音のエネルギーが音圧の２乗に比例することを考えれば、 

GPI は、音のエネルギーは距離の２乗に反比例するものとして考えていることになります。 

これは、音源の形を、点音源として考えて評価しようとしていることになります。 

 

準備書 808、809 ページの右側の図では、濃い青色の部分がぎりぎり津市にかかる状態を示してい

る。この図は点音源としての距離減衰の他に、空気によるエネルギーの吸収を考慮して出したものです。 
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準備書の 833 ページに、GPI による騒音予測の図がある。下の図である。これは、空気吸収を考慮

しないで、さらに、風車を点音源と考えて単純に計算した結果だと思う。 
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となっていて、濃い青色の部分が、円よりは楕円に近い形になっています。 

 

これでは、809 ページの図よりも、津市への影響がかなり低いように見えてしまいます。 

さらに、風車の大型化によって周波数が低くなること、低周波は減衰しにくいこと、平面波としての性

質もつことについて考慮していない図になっています。 

円を楕円に変えても、津市の住民への影響を低くすることは出来ません。 

少なくとも、空気吸収を考慮した図を使うべきだし、季節ごとの風の影響も加味した図を提示すべきで

す。 

 

次の図は、石竹達也氏の測定結果をもとに作成されたものである。 
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 この図は、風車の音の影響は風車の列の中央を中心とする同心円に近い形で周辺地域に影響するこ

とを意味しています。 

 

 ＧＰＩの予測図の問題点を確認するために、数値を計算してみます。 

 最初は線音源だとして計算します。 

上の表は、風車 H1 から H5 が 500ｍおきに並んでいて、右端の風車から１ｋｍおきに地点Ｐ１からＰ

５を選び、中央の風車から風車の列に対して垂直方向に１ｋｍおきの地点、Ｑ１からＱ５の地点を選ん

だとします。 

 

 

Ｈ１とＰ１の距離は、３ｋｍ、Ｈ２とＰ１の距離は 2.5ｋｍ、以下、Ｈ５とＰ１の距離は 1ｋｍ 

Ｈ１とＰ２の距離は、４ｋｍ、Ｈ２とＰ２の距離は３.5ｋｍ、以下、Ｈ５とＰ２の距離は２ｋｍ 

であり、Ｈ１とＱ１の距離は、1.41ｍ、、、、であり、下の表のようになります。 

 
 

 風車が線音源だと考えると、音の強さは（1/ｒ）に比例することになります。点Ｐ１における音の強
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さは 

（1/3  + 1/2.5 + 1/2 + 1/1.5 + 1/1 = 2.90 ）にある一定の値を掛けたものになります。各地点に於け

る音の強さを比較するには、この数値を比べれば十分です。 

 

 

この数値は、上の図のような分布になります。右端の風車から３ｋｍ地点での値は 1.28 であるが、Ｑ

３の値は 1.68 であり、Ｑ４の値が 1.23 となるので、水平方向での３ｋｍ地点の値は、垂直方向での 3.8

ｋｍ地点の値となります。このことは、風車の音の影響は風車の列の中央を中心とする同心円に近い形

で周辺地域に影響することを意味しています。 

 

念のため、点音源と考えた場合の計算も示しておきます。この場合は、(1/(r^2)) に比例するので、 

すりの分布は次のようになります。（距離の 2 乗の逆数をとってから和を計算しています。） 

 
 水平方向３ｋｍ地点の値は、0.34，垂直方向 3ｋｍの値は 0.53、4ｋｍの値は 0.30 であり、水平方向

３ｋｍでの音の影響は、垂直方向 3.9ｋｍあたりの音の影響に等しいことが分かります。 

 

このことは、風車の音は風車の列の中央を中心とする同心円に近い形で周辺地域に影響することを意

味しています。 
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平面波としての性質をあまり考えない計算だったことを考えれば、 

平面波としての性質を加味した時には、風車の列の垂直方向にある津市への影響が心配されます。 

さらに、北北西の風が多いので、風下に当たる津市への影響はさらに大きくなります。 

 

 

 意見 31： 

準備書 808、809 ページの図では、濃い青色の部分がぎりぎり津市にかかる状態を示している。濃い

青色の領域は、風車全体の中心から見て円に近い形をしている。と言えます 

準備書の 833 ページある騒音予測の図については、濃い青色の部分が、楕円形になり津市への影響を

考える資料としては不適当だと思えます。このような楕円型にした事について、GPI は数値的な根拠を

述べ、計算過程も明示してください。 

 

事業者見解 4-３１： 

準備書の p.808、809 は地形による遮蔽を考慮した騒音の予測結果ですが、低周波音については、地形

による遮蔽効果が騒音と同等ではないと考え、地形による遮蔽効果を考慮しない予測としたため、p.833 

のような結果となったものです。なお、各風力発電機の低周波音の広がりは円形ですが、それを足し合わ

せた場合に楕円形となったものです。 

 

見解 4-31 の問題点： 

環境省の平成２２年度 移動発生源の低周波音等に関する検討調査等業務報告書の付録に、次のよう

に書かれている。 

 

 



114 

 

 

 

 

 

GPI 準備書ｐ828 には、２つの式 

𝐿 = 𝑃𝑊𝐿 − 8 − 20 ∗ 𝑙𝑜𝑔 𝑟 

𝐿 = 10log (10 + 10 + ⋯ + 10 ) 

があり、上の式は、 

 

で、ｈ＝０，Δ𝐿 ＝０と置いたものと同一であり、２番目の式は（3.3）式と同じです・ 

 風車は、標高 819m の経ヶ峰に連なる山の上に建つ。山の標高は 700ｍ程度である。 
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ハブの高さが、112ｍ、津市などの住宅街の標高が 15ｍ程度。住宅街から見てローターの中心の高さは

800ｍ程度となる。 

簡単のために、Δ𝐿 ＝０として、ｈ＝０の場合と、ｈ＝800 の場合で 

 

を計算して比較してみます。 

 次のグラフを参考にして、音響パワーレベルは、110ｄB と仮定します。 
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左下の風車を原点として、各風車の座標を測定して、3.1，3.2 式に従って計算してみると、 

 
 となり、ｈ＝800ｍとして計算すると、中央近くの緑の部分の形は、元の楕円よりも中央が太くなっ

て、津市の方に向かって 400ｍ程度、張り出す形になります。 

図形の形が極端に変化するのではないが、計算方法と、ＧＰＩの認識の関連を考えてみると、大きな問

題がある。 

ＧＰＩの 4200ｋＷの風車は、極端に大きなものです。しかも標高 700ｍくらいの山の上に建つのです。

大きな風車を高い山の上に建てるという意識があれば、ｈ＝０として計算するはずはありません。 

風車を点音源と考えるか、線音源と考えるかは別にして、点音源として考えたとしても、高いところか

ら音が出ると考えている会社ならば、“各風力発電機の低周波音の広がりは円形です”とは言いません。

“各風力発電機の低周波音の広がりは球形です”となるはずです。ｈ＝０と考えたとしても、“各風力発電

機の低周波音の広がりは半球形です”となるはずです。 

これを、悪く考えれば、 

人口が多い津市の方への影響を低く見せるために、ｈ＝０で計算して、音の強さの程度を表現する楕円

の形が、津市の方へ広がらないように、細工した。 

とも考えられます。津市は、風車群の南東にあり、冬に北西の強い風が吹いて、風車音が強くなる季節

には、かなりの影響を受けると考えられます。発電の総量は増えています。それに比例して、0.54Hz 程
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度の超低周波音が強くなると予想出来ます。 

もちろん、建設後の計測も、国や県や GPI を頼らなくても、すぐに出来ます。1Hz よりも低い周波数

の超低周波音の解析の準備も出来ています。 

一言追加すれば、 

“地形による遮蔽効果を考慮しない予測”と、“風車の置かれている高さを考慮しない予測”とは、全く別

の物です。 

 

 

準備書 709 ページに地上 10ｍでの、風向のデータがある。 

 
 

全体としては、北北西の風が吹くことが多い。北北西の風が吹くとき、風下に当たるのが、伊賀市であ

る。全期間平均で、夜間では 37.9％が北北西の風です。２番目は、北西の風で、夜間は 23％です。 

 

 

 風向きが、風車騒音の影響予測に大きな役割を果たします。 

 

南伊豆風車（被害）紀行（２）～承前 によれば、 

 

この集落に住むひとりは、かつて産廃処分場問題で苦労されたそうで、ここに引っ越してきたとき「これ

だけ道が細ければトラックも通れない。ここなら産廃もゴルフ場も来ないだろう」と考えたそうです。 

ところが、山の反対側から風車が……。なんとも悲しい話です。 
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集落の一番奥に住むかたとお話ができました。 

この家からいちばん近い風車までは 540ｍ。その風車も含め、家の背後に風車群が迫っています。 

ところが、このかたのお話は驚くべきものでした。 

試験運転が始まるなり、奥様がたちまち胸の圧迫感や頭痛、吐き気など、典型的な風車病（超低周波振動

によると思われる健康被害）の症状に襲われたのですが、それがひどいのは、目の前の近い風車ではな

く、北東方向にある 1km 離れた風車が回っているときだというのです。 

試験運転中は、すべての風車を稼働させているわけではなく、何基かは止めて、何基かを動かすというこ

とを繰り返しやっています。 

止めた風車の羽根（ブレード）は、羽根の付け根を回転させて、風を羽根に受けないようにします。 

風が、 ↓↓ こう吹いてくるとすると……、 

羽根を風に向かって（つまり風車の正面に対して） ／ ではなく、｜ のように傾けて、風をそのまま

素通りさせるわけです。 

分かりますかね。風車を真上から見たとして、 

 

   ↓↓↓      ……風がこう吹いているとき、 

    ／       ……ブレードの角度がこうなっていると回るわけですが、 

 

   ↓↓↓      ……風に対して、 

    ｜       ……このように羽根をまっすぐにしてしまえば、 

 

風は通り抜けてしまい、ブレードはほとんど回らない、というわけです。 

ですから、止まっている風車は、回転していないだけではなく、正面から見たとき、羽根が細くなってい

るので分かります。 

いちばん近い風車（家から 540ｍ）がぶんぶん回っているときは、音はすごいものの、身体が受けるダメ

ージはそれほどでもなく、それが止まっていて、北東方向の１km 離れた風車が回っているときのほうが

ダメージがはるかに大きいというのです。 

これは予想もしていなかった話でした。 

風車の低周波被害は、単純に近ければ近いほどひどいだろうと思っていましたが、そう単純なものでは

ないということなのです。 

問題の１km 離れた風車というのは、そのお宅からはある場所に立つと、山と山の間に姿が半分くらい見

えてきます。おそらく、そこから家までのびる谷戸が、バックロードホーンのような働きをして、低周波

の通り道になり、あるいは増幅させるような効果を持っているのかもしれません。 

 

似たような証言は他の家でもあり、風車が山陰に隠れて見えない、1.5km くらい離れた家では、その見

えない風車からの音は聞こえないのですが、回っているとき、ぴったり連動して住民が吐き気や胸の圧

迫感、頭痛、耳鳴りなどに襲われていることが分かったそうです。 

そのかたは、当初、見えない風車のことなど気にしていなかったのですが、昨年暮れから急に、そして、

あまりに頻繁に気持ちが悪くなるので、体調がおかしくなる時間帯を記録していたところ、それが風車
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の稼働している時間とぴったり重なったのです。 

 

今、風車の周辺の住民たちの間では、様々な疑心暗鬼が渦巻き始めています。 

はっきり聞こえない音で体調がおかしくなることなどあるのだろうか……。しかし、風車が稼働してか

ら、突然、身体がだるくなったり、音もしないのに圧迫感に襲われて眠れなくなったり、吐き気や頭痛に

襲われることが多くなった。これはやはり風車のせいではないのか……。しかし、風車が目の前にある××

さんの家などと違って、我が家は風車が見えない、少し離れた場所にある。うちでクレームなど言いだし

たら、まるで補償目当てのように、変に思われるのではないか。村八分にされるのではないか……。いや

いや、△△さんの家は、黙っているけれど、業者とこっそり示談金交渉をしているらしい。うちも黙って

いたらバカみたいだ……。 

 

静かに仲よく暮らしていた住民たちの間に、こうした、声にならない声が溜まっていっているというの

です。 

風車はまだ試験運転の段階で、本格稼働はこれからです。一部をこわごわ（？）動かしている今でさえこ

れだけの被害が出ているのですから、全機が一斉に動き始めたら一体どういうことになるのでしょう。

想像を絶する地獄になることは間違いないでしょう。 

町はすでに、苦情や相談は事業者との個別交渉へと導き、諸手を挙げて誘致した自分たちの責任から逃

げることで精一杯のようです。 

隣の下田市は、市長が風車を拒否する姿勢を貫いていて、住民説明もろくにしないまま、早い段階で誘致

した南伊豆町とは対照的です。行政の責任者がどれだけまともな感性、判断力を持っているかで、住民の

運命はこうも違ってくるのだと、痛感させられます。 

 

お話を伺った住民（70 代くらい？男性）は、繰り返し繰り返し言っていました。 

「建てられてしまったらおしまいです。何を言っても、何をやってもだめ。とにかく、絶対に建てさせな

いこと。建てられたらもう遅いんです」 

 

このかたは、ご自分は今のところ目立った体調異変はないそうですが、奥様がたちまち体調を崩し、今は

半別居状態になってしまいました。 

彼はまた、こうもおっしゃっていました。 

「ぼくは今のところ元気だし、ひとりでもここに住んでいこうと思っているけれど、小さいお子さんや

お孫さんがいらっしゃるかたたちがしっかり声を上げないのが不思議でしょうがない。孫子の時代のこ

とを真剣に考えていないんじゃないですか。子供たちが住めないような土地にして、どうするんですか」 

 

この町はどうなっていくのでしょうか。ゴーストタウンになるのか。それとも、風車病の町として有名に

なるのを恐れ、残った住民たちが箝口令を敷き、どんどん閉鎖的になっていくのか……。 

町の中を見ていくうちに、見たくないものを見てしまった、知りたくないことを知ってしまったという、

何とも言えない重たい気分に襲われていきました。 

そう、まさにこの感じ、このどんよりした空気が、今、全国の風車現場で広がっているのです。わが村で
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もまったく同じです。 

 
「お尻（ナセル）がこっちを向いたときが怖い」と住民は言う。風下になったときという意味だ 

風下になった時に、大きな被害が出ているのです。 

 

理由は簡単です。下の図で右側は無風状態での音波の波面の広がる様子を表します。線音源としての風

車から出た音は、空気の中を同心円上に広がって行きます。 

風車から、3500ｍ離れた場所にいる人は、中心から 1ｍの所での波面のエネルギー密度をＪとすれば、

無風状態では、波面の広がりから考えて、エネルギー密度は、Ｊ/3500 となりますが、 
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風があるときは、波面を含む空気全体が移動します。例えば風速 10ｍ/ｓ、音速を 340ｍ/ｓとすると

き、風下の地点で、風車から 3500ｍ離れた場所について考えると、風車から発せられた音の波面は、10

秒後には、波面の半径は 3400ｍですが、波面全体が 100ｍ移動するので、風車から 3500ｍの地点に届き

ます。この時の波面の半径は 3400ｍですから、エネルギー密度はＪ/3400 です。 

風上で、風車から 3500ｍ離れて地点では、ｔ秒後には波面の中心は風車から 10ｔｍの場所にあり、音

が届くためには、340ｔ＝3500+10ｔより、ｔ＝10.6 秒で、340*10.6＝3606ｍなので、音のエネルギー密

度は J/3606 

となる。 

J/3606 < J/3500 < J/3400 より、風車からの距離だ同じでも、風があるときは、風上の地点での音の

エネルギーは減少し、風下の地点では増えることが分かります。 

 

以上のことから、無風状態では、その影響が同心円状に広がるとしても、風があるときは、風下の方が

大きな影響を受けることになります。 

 

 

 

従って、上の図は、風車を点音源として計算したとしても、空気によるエネルギーの吸収を考慮するな

ら、少なくとも風車群の中心（風車の重みを１として計算した重心）を中心とする同心円に近い形になる
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べきです。（線音源と考えた計算結果は、これに近い形となる。） 

 

 4200ｋｗ/ｈの大型風車です。近隣にある風車よりも周波数が低い超低周波音が出ます。 

周波数が低くなれば、空気によるエネルギー吸収は起こりにくくなります。少なくとも、空気によるエ

ネルギー吸収を考慮して得られた、上の図から始めるべきです。 

 

GPI は年間の風向を調査して知っている。騒音の影響を調べるには、線音源で考えて、音源からの波

面の移動がどうなるかを調べればおおむね分かる。だから、北北西の風に対して、風下に当たる津市の方

に向かってその同心円がずれる形になると考えるべきです。 

さらに、図の濃い青の部分については、年間を通して、北北西の風が多く吹くのだから、その風下にあ

たる津市の方に向かって移動した形で描かれなくてはなりません。従って、楕円状の図は２重の意味で

の誤魔化しを含んでいると言えます。 
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石竹達也氏（久留米大学医学部）の調査結果は 

 
上のようになっています。 

この形を見ると、風車を線音源として計算したほうが良いように見えます。 

 

 また、次のグラフは、 

 



125 

非常に多くの人が睡眠障害に悩まされていることを示しています。 

超低周波音は、空気によるエネルギーの吸収をほとんど受けないので、５ｋｍ以上離れても被害が出

ます。環境省や企業は点音源で計算して、距離の 2 乗で影響の減少を主張しますが、線音源として考え

るべきです。もちろん、実際に計測すれば、どちらが正しいかはすぐに分かります。 

  
 

風車建設予定地の近くには多くの施設が沢山の人が住んでいます。 

 

風車騒音の影響が心配です。 

 

 

意見 31： 

 GPI は過去に建設した風車に関して、石竹氏の研究結果と同様の計測結果を行って、今回の GPI の

予測図が正しいか否かを確認すべきです。その際、騒音についての計測は、 

リオン社の精密騒音計 NL-62、２台で計測し、波形収録プログラム NX-42WR によって１６ビットの

符号付整数を使って収録された WAV ファイルを作る形でおこなうこと。（ただし、収録時の周波数重

みづけは Z特性（平坦特性）、サンプリングレートは４８ｋHz、連続する収録時間としては１分から

10 分程度とする。） 

また、騒音や振動で睡眠が不十分となり困っているとの住民からの声があったならば、室内と屋

外で掃除に計測をするとともに、 

振動についても、 

リオン社の振動レベル計 VM-55 で計測され、波形収録プログラム VX-55WR を使って収録された WAV

ファイルを作成すべきです。（ストアモードは Auto、測定チャンネルは XYZ、総測定時間は１分から

１０分程度とする。） 

準備書は、提出した以上責任があり、すべての記載事項についての根拠を明確にする必要がある

と考えます。 

さらに、計測の公平性を保つためには、計測することを HPや新聞などで全国に告知して、ボラン

ティアの計測参加者を募り、すべての計測結果を Wav ファイルのままネット上に掲載して、誰でも

検証が可能な体制を作ることが、企業としての責任だと考えますが、GPIはどのように考えますか？ 

自治会にも、自前の機材を購入して、GPI と一緒に計測しましょうと呼びかけて下さい。風車が建

設される前の計測は、GPI の責任を明確にする意味からも特に大切です。 
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事業者見解 4-32： 

騒音及び低周波音の測定については、方法書で記載していた「風力発電施設から発生する騒音等測定マ

ニュアル」（平成 29 年 環境省）及び、「低周波音の測定方法に関するマニュアル」（環境庁、平成 12 年）

に基づき実施したものです。 

 

見解 4-32 の問題点： 

予測が正しかったか否かは、風車建設の後での検証によって確認されます。 

“GPI は過去に建設した風車に関して、石竹氏の研究結果と同様の計測結果を行って、今回の GPI の予

測図が正しいか否かを確認すべきです。” 

ここでは、GPI が過去に建設した風車があるだろうし、その時も予測をしたはずでから、建設後に、予

測が正しかったかどうか、検証しましたか？と言っているのです。GPI は具体的な地域とその時の予測

値を示し、後の計測結果を示せば良いのです。場所が分かり、予測値が分かれば、再確認が可能となりま

す。 

過去の事例においては、予測と事後の検証が一致したならば、予測は信頼性を得られます。計測では、

データ改ざんも考えられるので、住民も自前の機材で測定し、GPI も自分の機材で測定し、その 2 つの

データを比較して一致することを確認しておけば、相互の信頼も高まって行きます。 

と言っているのです。 

GPI は。 

（仮称）平木阿波ウィンドファーム事業及び 

（仮称）平木阿波第二ウィンドファーム事業に係る環境影響評価準備書 

環境影響評価委員会小委員会 議事概要 

日時：令和４年８月 29 日（月）14：00～17：00 

場所：三重県勤労者福祉会館 講堂 

において、 

事業者：地域の皆様の理解を醸成していくにあたってコミュニケーションをとっていくべきということ

だと思いますが、ご指導いただいたように、積極的に事業の必要性を含めてコミュニケーションを図っ

ていきたいと思います。 

と言っていたのですから。 

計測方法で意見が合わないならば、それぞれ好きな方法で計測して、そのデータを両方ともネッ

ト上に公開して、世界中の人に見てもらえば、どちらが適切な方法かについては、少し待っていれ

ば評価が決まります。 

建設前と建設後に、いろいろな人が参加できる、計測大会を企画して下さい。費用は参加者の自

己負担とする。としておけば、GPI の負担は抑えられます。 

 

 

4200ｋｗの風車から出る音については、風車の大型化によって 0.54Ｈｚあたりに極めて高いエネ

ルギーを持つ成分が存在すると思われます。 

この音は、減衰しにくく、エネルギー透過率も高く、極めて防ぎにくい音であること、総発電量

が増えているので、音として風車から拡散されるエネルギーも増えると考えられるなどの観点から

言えば、 
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GPI の計画は、建設する台数が減り、工事費も減るので、ＧＰＩのお財布には極めて優しい計画であ

るが、周辺住民への影響は非常に厳しいものとなるとしか考えられません。 

 

 

 

 

 騒音の評価についての問題点 

 

風車騒音の評価に関して、次の部分について、よく考えなくてはならない。 

 

 

 GPI は事業者としての責任を負うという自覚は無いのだろうか？いくら環境省が言っていたとしても、

小学生が見ても間違いだと分かることを言っている場合もある。 

 

 事業者としての責任感があるなら、環境省の言っていることが正しいのか、間違っているのかを主体

的に判断して、誤った主張に従って行動して、住民に大きな被害を与えてしまう事が無いようにすべき

だと思う。 

 

 間違いを、ここで明確にするので、裁判の時に、知らなかったとは言わないようにしてください。住民

への被害について、環境省が責任を取ってくれるとは思えない。GPI が責任を追及されるのだから、利

用する資料に関して慎重に確認しなくてはならない。 
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要約書には、低周波音の現状の調査結果として次の表がある。 

 

 

稼働後の G 特性音圧レベルの予測値が準備書では、次のようになっている。 

 

 100 の上に、（ISO-7196:1995）と書いてあります。これが手がかりになりました。 

以前、右端の参考値と言う言葉を目にしたときは、その計算方法が分からなかった。 

 

そこで、日本規格協会グループ から次の資料を購入しました。 

ISO 7196:1995 

音響－超低周波音測定のための周波数重み付け特性 

Acoustics -- Frequency-weighting characteristic for infrasound measurements 

邦訳冊子：8,580  円（税込） 

と 

商 品 名：ISO 389-7:2019 
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言   語：原本 

金額(税込)：8,294 円 

 

 

まず、 

 

の部分から始めます。 

 

 

最初に議論するのは、この文章の中の“感じる”の部分です。 

 

 議論では、参照値と参考値が出てきます。これらは別の概念です。 

 

 この感じると密接に関連する言葉に、参照値があります。GPI の記述にも出てきます。 

 
 

 参照値の意味を確認します。 

 

中野氏の参照値に関する説明では、 
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とあり、 

１０％の人が不快に感じるような場合を示す数値です。不快ですから、聞こえるか否かとは別の尺度で

す。 

 

 

前川真帆香 氏の論文には： 

4.2 参照値の策定方法  

では、参照値はどの様にして決められたのか。  

参照値を決めるにあたって、実験が行われた。「物的苦情に関する参照値」と「心身に係る苦情に関する参照値」は

異なる実験に基づき策定された。これは、環境省の委託を受け、日本騒音制御工学会が実施した「平成 15 年度低周

波音対策検討調査」の一環として、産業総合研究所が実施したものである。  

物的苦情の参照値は障子、鉄サッシ、木製引き戸などががたつき始める最低音圧レベルを求めた実験データに基

づいている（環境庁 1977）。被害者の訴えは家具のがたつきよりも心身に関するものが増え、かつその影響が明確に

は感知できにくいため、 

心身に関する参照値の策定方法についてより詳しく述べる。心身に係る苦情に関する参照値を得るために以下の

実験 5 が行われた。一般成人そして苦情者が許容できる低周波音の異なる生活場面を想定して、「居間における許

容値」、「寝室における許容値」、「気になるレベル」の音圧レベルを測定した 6。これらと共に、聴覚閾値も測定され

た。そして、実験室にて一般成人と苦情者に低周波音を長時間暴露し続け、「一般成人と同時に苦情者の大多数に

も当てはまる」と判断された、寝室の許容レベルの 10%値に基づいている（日本機械学会 2005:55）。 

 

5. 低周波音に関する学術的見解 7 

では、この参照値を策定する実験を行った学者は不眠、頭痛など被害者が訴える生理的被害を及ぼす問題やその

原因についてどの様に考えているのか。そして、それに対して批判的な考えを示す人もいるのか。ここでは、参照値の

実験を行った音響専門家山田伸治・犬飼幸男と低周波音に関する国際会議、国内の論文にて彼らの見解に反対する

工学博士岡田健の見解を紹介する。なお、岡田は低周波音問題が起きている現場調査を行い、被害者の依頼で、メ

ーカーとの交渉を行っている。そして、その活動が被害者にとって功を奏し、解決にも繋がっている。彼の低周波音の

取り組みは後述したい。 

聴覚閾値、許容値、気になるレベルの測定方法について述べる。 

聴覚閾値の測定には、低周波音実験室において、10～100Hz の純音 11 種を刺激音として提示された。 

許容値そして気になるレベルは、低周波音実験室にて、10～200Hz の純音 14 種の刺激音が使用されたが、被験

者が自身でボリュームを調整し、許容値と気になるレベルを設定する。このとき、状況設定は事前に伝えられており、

「居間の許容値」は「居間で静かに新聞を読んでいるとき」、「寝室の許容値」は「寝室で床に就いて寝ようとすると

き」、「気になるレベル」は特定の場面は想定しないことが条件としてあった。 

 

参照値はスピーカーから放射される純音を用いて得た聴覚閾値をベースにしている。聴覚閾値は、蝸牛が可聴音

の物理的刺激（信号）に対し反応する場合の最低反応準位に示すものである。その聴覚前庭神経は直接脳幹に投射

され、蝸牛神経背側核、蝸牛神経腹側核、上オリーブ核、下丘、内側膝状態を通り聴覚皮質へ導かれている。本神経

路は音の認識を司る部位を伝搬しており、被害者の心身に発症している自律神経系並びに筋肉、特に顔面神経系や
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三叉神経系に関連した生理的症状を引き起こす部位には関与していない。すなわち、聴覚閾値と生理的症状の発症

の間には直接的関連は認められない。同様に超・低周波数の波動についても可聴音と同様の経路をたどることは推

測されるが、この経路を伝搬する超・低周波音は生理的症状を引き起こす原因とならないだろうことが推測される。も

し、生理的症状を引き起こすならば、蝸牛内のどの部位でセンシングし、その判断をどの部位で行い、その信号をど

の経路で自律神経系に投射するのかを解明しなければならない。しかし、蝸牛以外のその他の神経系へのつながり

があれば、生理的症状の発症につながる因果関係にたどり着けるだろう。その一つが、鼓膜張筋であり、アブミ骨筋

の超低周波音に対する挙動が興味深い。この様に、参照値で生理的症状の発生を説明するには無理があると思わ

れる。（岡田 2009: 42） 

 

第 3 節 救済されない低周波音被害者 

1.はじめに 岡田が述べているように、低周波音問題は参照値近傍もしくはそれ以下の領域にて起こっている。低周

波音の手引書には、参照値未満の場合は騒音領域の問題、地盤振動であるかどうかなど、被害者の訴えを生じさせ

る他の要因を探るとしている。しかし、現実には、参照値が被害者の訴えを切り捨てる基準として使われている。自己

の聴覚閾値を実験室にて経験した被害者は「実験室で使う純音と実際聞く音は全く異なる」と、実験室に基づくデータ

により策定した参照値自体が現実を反映していないと主張する。さらに、彼らはその参照値を使った測定にも問題が

あると指摘する。では、被害者がこの参照値を低周波音の評価方法として用いるのは現実を反映せず、妥当ではな

いと主張するのは一体どうしてであろうか。 

 

2.1 行政の対応  

環境省が低周波音の手引書を発行したのは、「苦情」があったときに、地方公共団体の職員が低周波音の判断そ

して処理を円滑に行わせることを目的としている。低周波音であるかどうかの判断は複雑であり、さらに彼らの測定や

評価の経験不足があげられる。 

音に関する不満があるとき、役所に頼ります。騒音に関する法律が規定され、40 年経っています。最初の 15 年間

は騒音・振動に関する担当官が担当していました。しかし、公害問題が解決し、橋本内閣による行政改革により、担当

者が一人で担当していました。以前、役所の人は工学系出身の人が多かったのですが、現在役所の担当者は文系が

多いんです。工学部出身で音に関する知識がある場合は測定も行いやすいが、現在ではそうもいかないのです。 

NPO 法人住環境の騒音・振動・低周波音を考える会勉強会 工学専門家 S 氏の講演より 

この様に、音に関する訴えが行政に寄せられた場合、対応しきれる土台が整えられているとは言い切れない。さら

に、2009 年に東京都環境科学研究所が区市町村の職員を対象に実施したアンケート（回答者 45 名）では、騒音の測

定を「年に数回」、「月に数回」、「週に一回以上」行ったのはそれぞれ、 16%、27%、5％であり、34%が「なし」、18%

が「騒音計に触ったことがない」と答えている。そして、低周波音では、「数回」と答えたのは 19%であり、残りは「なし」

と答えている。回答者が 45 名であり、判断しきれない部分もあるが、騒音測定、さらに低周波音測定の経験を有する

職員は極めて少ない。  

 

以上が、前川氏の論文からの引用です。 

 

 前川氏の論文から、参照値そのものに関しても議論があるのは分かりますが、それが聴覚閾値とは別

のものだという事は明らかです。もう一つ明らかになるのは、行政があてにならないという事です。 
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ならば、ネットの力と住民の力で測定と解析をする必要があります。 
  騒音については、 

リオン社の精密騒音計 NL-62 で計測され、波形収録プログラム NX-42WR によって１６ビットの符

号付整数を使って収録された WAV ファイルを作る。収録時の周波数重みづけは Z 特性（平坦特性）

とする。サンプリングレートは４８ｋHz、連続する収録時間としては１分から 10 分程度とする。 

出来るならば、この機材を 2 台同時に使って、室内と室外で同時に計測して、その結果を比較す

る。 

振動については、 

リオン社の振動レベル計 VM-55 で計測され、波形収録プログラム VX-55WR を使って収録された WAV

ファイルを作成する。 

ストアモードは Auto、測定チャンネルは XYZ、総測定時間は１分から１０分程度とする。 

ビデオカメラでの撮影、 

風車が存在して回転している場合は、ビデオカメラで回転の様子を撮影する。 

計測結果の解析、 

騒音の原因が何かを考えるには、音の周波数を計算する必要があります。上記のＷＡＶファイル

があれば、ＦＦＴによる解析が可能となります。 

風速の変化によって風車の回転数が変化すると、音の周波数は微妙に変化します。この微妙な変

化をとらえるには、ＦＦＴ解析ではなくて、Ｗａｖｅｌｅｔ解析が必要となります。また低周波の

解析では、カオス理論の活用が有効となる場合もあります。 

測定結果の解析には、このような機能を持ったソフトウエアを確保する必要があります。 

データの公開、 

低周波音の解析では、高度の機能を備えているソフトウエアを使う必要が出てきます。県や市、

業者、大学に、そのような機能を持ったソフトウエアが無い場合も考えられます。 

計測したデータを一般に公開すれば、必要なソフトウエアや知識を持っている人が世界には沢山

います。公開すればこのような人からの援助も受けられます。 

多くの立場の人が、異なるソフトウエアで解析した結果が一致すれば、原因の究明に向けての大

きな力となります。ソフトウエアの値段は 100 万円くらいします。公開すれば、お金も節約できて、

様々な立場からの検討が可能となるので、データの一般公開は必要なことだと考えます。 

 計測機器の入手について 

 上記の計測機器を新たに購入すると 150 万円（220 万円）くらいが必要です。計測機器のレンタル

もありますが、マニュアルを読む時間として 2 か月程度は見ておく必要があります。さらに、記録

されているデータの意味についてはリオン社に確認する必要もあります。 

 

 

環境省の HP には次のような記述があります。 

 

低周波音問題に関する Q&A 

Q７ 感覚閾値と『参照値』は違うものですか？ 

A７ 感覚閾値とは、なんらかのかたちで低周波音を感じることのできる最小の音圧レベルです。一方、

『参照値』には、１）建具類のがたつきなどの「物的苦情の『参照値』」と２）圧迫感、振動感、不快感

などの「心身に係る苦情の『参照値』」の２種類があります。「物的苦情の『参照値』」については、建具

等ががたつき始める最小の音圧レベルを実験等によって求めたものです。「心身に係る苦情の『参照値』」

については、⾧時間継続する低周波音を受けた場合に、大部分の人があまり気にならないで許容できる最大音

圧レベルです。このように、「心身に係る苦情の『参照値』」と「感覚閾値」とでは定義が異なります。大小関係で
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言うと、実際には、「心身に係る苦情の『参照値』」は「感覚閾値」より少し大きな値となっています。 

 

しかしながら、 

「心身に係る苦情の『参照値』」と「感覚閾値」とでは定義が異なります。大小関係で言うと、実際には、「心身に

係る苦情の『参照値』」は「感覚閾値」より少し大きな値となっています。 

の部分は、2 重の間違いを含んでいます。 

 

環境省の資料では、“感覚閾値” の説明として 

d.1 感覚閾値 

最小感覚閾値の部分については 1996 年に ISO389-7 に改訂されている 

と言っています。 

 

この規格 ISO389-7 の名前は、 

 Acoustics -- Reference zero for the calibration of audiometric equipment -- Part 7: Reference threshold of 

hearing under free-field and diffuse-field listening conditions  

（音響－オーディオメーター校正のための基準ゼロ－第 7 部：自由音場及び拡散音場聴音条件下の基準

聴力限界 ）です。 

“threshold of hearing” なのだから、日本語にするならば、聴力限界とか聴覚閾値と訳すべきです、決

して、“感覚閾値”と訳してはいけません。感覚閾値と訳すと、次のような矛盾が生じます。 

 

との対応表をつくれば、次のようになります。 

 
20Hz での数値に関しては、弁護士の村頭氏から、次のような連絡をいただいています。 

お尋ねの件について、書かれているのは ISO389-7 の 2019 でしょうか。私のブログに書いたのは

ISO389-7 の 2005（2016 による修正あり）ですので、その違いだと思います。2005（2016）では、20Hz

バンド（ヘルツ） 20 25 31.5 40 50 63 80

参照値（デシベル） 76 70 64 57 52 47 41

感覚閾値（デシベル） 78.1

（2005年） (78.5)

聴覚閾値（デシベル） 78.1

（2005年） (78.5)

68.7 59.5 51.1 44 37.5 31.5

68.7 59.5 51.1 44 37.5 31.5
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は 78.5 です。 

  

ISO7196 には、参照値と比較できるような数字は記載されていません。比較可能な数字があるのは、 

ISO389-7 です。 

 

環境省が公開している、 

参 考 資 料 

―低周波音の基礎知識― 

には、 

d. 低周波音の影響 

以下に低周波音の評価に参考となる資料をつける。これらについては、まだ確定したものではなく、国内

外の研究データを参考資料として載せるものである。測定データをこれらの資料と比較し、総合的に判

断し対策等に生かしていく必要がある。 

d.1 感覚閾値 

低周波音の感覚閾値（低周波音を感ずる最小音圧レベル）については多くの研究者によって検討がなさ

れている。図-d.1 は様々な研究者によって得られた感覚閾値である 1)。これらの閾値は実験方法や実験

施設の違いによって 5～10dB 程度の違いがある。大部分の結果は可聴音の閾値（ISO-226（最小感覚閾

値の部分については 1996 年に ISO389-7 に改訂されている））の延⾧線上にあり、周波数が低くなるに

従い閾値は上昇している。数 Hz～50Hz 位を代表する傾斜はほぼ -12dB/oct.となっており、この傾斜が 

ISO-7196（超低周波音の心理的・生理的影響の評価特性）においても採用されている。 

通常、音としては知覚されないとされる超低周波音については、ISO-7196 によると、平均的には、Ｇ特

性音圧レベルで 100dB を超えると超低周波音を感じ、概ね 90dB 以下では人間の知覚としては認識さ

れないと記されている。Ｇ特性の基になった超低周波音の感覚閾値は欧米の実験結果に基づいている。 

これらの値は平均値であり、例えば中村らの実験結果によれば閾値には±5～10dB 程度の幅があり、山

田らによれば、標準偏差の 2 倍である±10dB の範囲に大部分の人が入るとされている  

 

とある。 

 

環境省の主張、 

 「心身に係る苦情の『参照値』」と「感覚閾値」とでは定義が異なります。大小関係で言うと、実際には、「心身

に係る苦情の『参照値』」は「感覚閾値」より少し大きな値となっています。 

については、 

 

２５Hz より周波数が高い部分に関しては、ISO389-7 に記載されている値のほうが小さい。よって、

この部分だけならば、環境省の言い分は、感覚閾値と言いう語訳の問題を除けば正しい。しかし、２０Hz

の所は、ISO389-7 の値の方が大きいのです。 

 

これは、偶然ではありません。 
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参照値 － 聴覚閾値 の表を作れば次のようになります。 

 

この表は、周波数が低くなればなるほど、聴覚閾値と参照値（不快感を感じ始める値）の差が小さくな

ってきていて、20Hz では逆転することを示します。 

10Hz、5Hz、1Hz、0.5Hz と低くなればなるほどこの傾向は続くと考えます。 

 

グラフにすれば（参照値の予測もしてみました。）次のようになります。 

 
 参照値は、被験者の１０％が不快だと感じる値です。 

 

これは、20Hz の音が 76ｄB の時に、人間が不快感を覚えたと言いう事です。もし、ISO389-7 の値が

感覚閾値ならば、人間は 20Hz の音の音圧が 78.1ｄB（78.5ｄB）になるまで、人間は不快感を覚えない

はずなのに、それよりも小さな値 76ｄB で不快感を覚えてしまうという矛盾が生じます。 

 

聴覚閾値と正しく訳しておけば、20Hz の音に対して、人間の聴覚は 78.1ｄB になるまでは認識しない

が、それ以外の感覚（圧迫感、頭痛、など）で 76ｄB の段階でも不快感を覚えると理解できるので、矛

盾は生じません。 

バンド（ヘルツ） 20 25 31.5 40 50 63 80

参照値－聴覚閾値 -2.1 1.3 4.5 5.9 8 9.5 9.5



136 

 

いまは、小学生も英語を習う時代です。threshold of hearing を感覚閾値と訳したのでは小学生に笑わ

れます。聴覚閾値と訳しましょう。 

 

環境省のいう“感覚閾値”を ISO 389-7:2019 との関連で使用すれば、常識を疑われると考えます。この

ことが外国に知れたら、日本人の知性を疑われてしまいます。私は恥ずかしくて海外旅行に行けません。 

最も恥ずかしいのは、76 と 78.1（78.5）のどちらが大きいのかが判断できない、お役人様がいること

です。 

 

 

意見 35： 

threshold of hearing を感覚閾値と訳したのでは、参照値との比較において矛盾が生じる。したがって

矛盾を回避する意味でも、英語の本来の意味からも、聴覚閾値と訳さなくてはならないと考える。GPI の

考えを明記せよ。 

 

事業者見解 4-33： 

風力発電施設の低周波音については国が定めた明確な基準が存在しないことから、参考として ISO 

7196 に示された「超低周波音を感じる最小音圧レベル」である 100dB や、「低周波音の問題対応の手引

書」（環境省、平成 16 年）に示された数値との比較を行ったものです。その結果、環境保全措置を講じ

ることで影響は低減が図られており、影響は小さいと考えられる結果となっています。 

 

見解 4-33 の問題点： 

ここで言っているのは、threshold of hearing の日本語訳についてです。 

これを、聴覚閾値と訳すのか、感覚域と訳すのか、知覚閾値と訳すのかを聞いているのです。 

いくら文献を見ても、そこに書かれている単語の意味が確定しなくては、議論が出来ないのです。 

GPI は意見 35 について、読みもしいないで、適当にコピペして、事業者見解としたのでしょうか？ 

これでは、事業者が自分の見解を示したとは認められない。 

GPI は。 

（仮称）平木阿波ウィンドファーム事業及び 

（仮称）平木阿波第二ウィンドファーム事業に係る環境影響評価準備書 

環境影響評価委員会小委員会 議事概要 

日時：令和４年８月 29 日（月）14：00～17：00 

場所：三重県勤労者福祉会館 講堂 

において、 

事業者：地域の皆様の理解を醸成していくにあたってコミュニケーションをとっていくべきということ

だと思いますが、ご指導いただいたように、積極的に事業の必要性を含めてコミュニケーションを図っ

ていきたいと思います。 

と言っていたではないか。コミュニケーションには相互の理解が必要です。相互理解の基本は言語で
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す。そこで出てくる言葉の意味に関する共通認識が必要なのです。 

今まで、住民に対して、説明会を行ってきた GPI です。自軍の使う言葉の意味を理解して下さい。住

民の意見も理解して下さい。それが出来なければ、説明会が意味を成しません。 

また、住民からの質問状に文書で回答できなかったのは、易しい日本語で書かれている質問状の意味が

分からなかったのが原因なのかと、心配になってきます。 

 

 

つぎは、100ｄB の問題です。 

 
 

さて、ISO 7196:1995 のⅲページの記述で 100ｄB の話が出てくる段落は、 

 The perception of infrasound, although apparently achieved through the auditory mechanism, differs in 

some respects from that usuary understood by hearing. 

(超低周波音の感知については、一見すると音を認識する仕組みを通してなされるように思えるにもか

かわらず、幾つかの観点で、聴覚として通常理解されているものとは異なっている。) 

から始まっている。 

100dB については、 

 In the frequency range 1Hz to 20Hz, sounds that are just perceptible to an average listener will yield 

weighted sound pressure levels close to 100dB when measured in accordance with this International 

Standard. 

 (１Hz から 20Hz の周波数帯について、平均的な聞き手がちょうど感知できる音は、この国際規格に従

って計測した時の、重み付き音圧レベルで 100ｄB に近い値となるであろう。) 

となっている。 

この段落の最後は、 

“Weighted sound pressure levels which fall below about 90 dB will not normally be significant for human 

perception.” 

「（周波数）重み付け音圧レベルで約 90ｄB 未満は、人間の認知機能にとって一般的に有意にはならない

（または、認識されない）。」 

と書かれている。 

 

この記述の内容は、“聞き手”（listener）とあることや、出だしの、音は聴覚で捉える対象であるが、通

常の聴覚の観点とは異なる特徴があると考えたうえでの記述である。従って、“感じる”の意味は、“聴覚

で感じる”の意味である。 

 

 

 意見 36： 
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 における、“感じる”の意味は、“聴覚で感じる”の意味として理解すべきだと思うが、GPI の見解を示せ。 

もし、この“感じる”が全ての感覚を含んでの意味だというなら、いつ、だれが、どの感覚に関してどの

ような方法で実験をしたのかを明記せよ。 

 

事業者見解 4-34： 

風力発電施設の低周波音については国が定めた明確な基準が存在しないことから、参考として ISO 

7196 に示された「超低周波音を感じる最小音圧レベル」である 100dB や、「低周波音の問題対応の手引

書」（環境省、平成 16 年）に示された数値との比較を行ったものです。その結果、環境保全措置を講じ

ることで影響は低減が図られており、影響は小さいと考えられる結果となっています。 

 

見解 4-34 の問題点： 

述べるべきは、ＧＰＩの見解です。他の人の意見や解釈を聞いているのではありません。ＧＰＩがここで

使った、“感じる”の意味は、どのような感覚器官で感じると言っているのかを明確にして下さい。 

 

 

意見 37： 

 
は、ISO-7196：1995 の何ページの何行目を日本語にしたものなのか、記載されたページと原文を明記せ

よ。 

もちろん、上のような記述が、GPI 以外の文書でも記載されていることは知っています。 

しかし、GPI が自らの文書として、“ISO-7196:1995 に示される“と記載したのだから、原文を確認して

責任を持つ必要がある。（日本規格協会から購入できます。） 

 

事業者見解 4-35： 

風力発電施設の低周波音については国が定めた 明確な基準が存在しないことから、参考として ISO 

7196 に示された「超低周波音を感じる最小音圧レベル」である 100dB や、「低周波音の問題対応 の手

引書」（環境省、平成 16 年）に示された数値との比較を行ったものです。その結果、環境保全措置を講

じることで影響は低減が図られており、 影響は小さいと考えられる結果となっています。 

 

見解 4-35 の問題点： 

要求しているのは、 

“ISO-7196：1995 の何ページの何行目を日本語にしたものなのか、記載されたページと原文を明記せよ。” 

と言う事である。 

環境省も、聴覚閾値とすべきところを、感覚閾値を誤訳している。住民に被害をもたらす可能性が高い

企業として、判断の基礎となっている文献の確認が必要だとは思わないのであろうか？ 

被害を及ぼせば、その責任は GPI が負う事になる。その責任者として、判断の根拠については自ら調査

して、確認する必要がある。 

 他にも間違えている人はいます。でも、その人たちが住民に直接被害を及ぼすのではないので、責任は
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取ってくれません。赤信号の時は、みんなと一緒に道路を横断してはいけないのです。 

 責任を取る立場として、ＩＳＯ7196 を直接確認する必要があるのです。聴覚閾値を感覚閾値にしては

いけません。人間には音に対する感覚器官の他に、圧力に対する感覚器官や、振動に対しる感覚器官があ

るのです。聴覚は、その中の一部なのです。 

 

 

もう一度参照値をよく見ると。 

 

 

 

 
 

この後半、“G 特性音圧レベル LG＝92（ｄB）とする。”とある。 

GPI が良く使う、100ｄB と 92ｄB の計算方法は同じです。 

 

この数値と、ISO7196 の記述、 

“Weighted sound pressure levels which fall below about 90 dB will not normally be significant for human 

perception.” 

「（周波数）重み付け音圧レベルで約 90ｄB 未満は、人間の認知機能にとって一般的に有意にはならない

（または、認識されない）。」 

には、かなりの整合性がある。 
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ISO7196 の 100ｄB は、聴覚閾値と訳すべきです。参照値はほかの感覚をも含めて、不快感を感じる

ときの閾値を示しています。超低周波音に関しては、聴覚は鈍いが、人間の他の感覚は聴覚よりも先に超

低周波音の影響を把握します。 

 

参照値は、10％の人が不快と感じる音圧レベルです。それよりも低い 90ｄB に関して、ISO7196 は上

のように書いているのです。さて、100 は 92 よりも大きい。当然 10％よりも多くの人が不快に感じると

考えるべきです。 

 

 

 

 

 

これを示している資料は、先にあげておいた、石村氏の調査結果です。 

石竹達也（久留米大学医学部）の調査結果は 

 

上のようになっています。 

 

これを見れば、100ｄB は 30％程度の人が不快に感じるレベルだと解釈するのが妥当でしょう。 
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これが、この規格 ISO389-7 の名前が、 

 Acoustics -- Reference zero for the calibration of audiometric equipment -- Part 7: Reference threshold of 

hearing under free-field and diffuse-field listening conditions  

（音響－オーディオメーター校正のための基準ゼロ－第 7 部：自由音場及び拡散音場聴音条件下の基準

聴力限界 ）であるにもかかわらず、 

 

d.1 感覚閾値 

最小感覚閾値の部分については 1996 年に ISO389-7 に改訂されている 

 

として得られた、悲しい成果です。 

 

 

 

 

 

 さて、GPI は素晴らしい主張と、素晴らしいデータを提供してくれました。GPI は、 
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と言って、2 つのグラフを示しています。 

 

 
と 

 
です。 

 そして、どちらも、1/3 オクターブバンド音圧レベル（平坦特性）だと言っています。その通りで

す。 
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２つのグラフの対応する点に印をつけました。上のグラフの直線状の赤い点と、下の曲線状の緑の点

です。 

 

さて、上のグラフでは、5Hz までしかなかった曲線が、下のグラフでは１Hz まで伸びています。 

でも、上の図の直線に当たるものが消えていますので、赤い印を追加しました。赤い印は、がたつき

閾値の直線に対応します。 
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 これを見れば、GPI の記述 

 

は訂正する必要がることが明らかです。 

 

 

意見 38： 

赤い印を２Hz のあたりまで延ばせば、建具のがたつき閾値と、予測値が逆転すると予測できます。 

 ので 

 

 の部分を、 

 “予測値が建具のがたつきが始まるレベルを超えそうなので、グラフの範囲を５Hz までにしておい 

た。” と訂正すべきです。訂正した準備書を再提出して下さい。 

 

事業者見解 4-36： 
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「低周波音問題対応の手引書」（平成 16 年 6 月、 環境省環境管理局大気生活環境室）における物的 

苦情に関する参照値は、低周波音により建具等ががたつき始める最低音圧レベルであると記載されてお

り、この参照値は、5Hz まで示されています。 そのため、その数値との比較を示したものです 

 

見解 4-36 の問題点： 

GPI の風車からは、5Hz 以下の周波数の音は出ないのでしょうか？ 

GPI は”全ての予測値が建具のがたつきが始まるレベルを下回っていた。“ 

と書いている。 

この文章には、周波数に関しては、5Hz 以上に限定して考えるとは書いてない。すべての予測値に関

して述べている。予測値は１Hz からのものが示されているのだから、1Hz や 2Hz での予測値に関して

も、がたつきが始まるレベルと下回っていないと、嘘を書いていることになってしまう。 

この誤りを修正して、準備書を書き直して、再提出すべきである。もちろん、1Hz や 2Hz の音は、GPI

が過去に建設した風車からも出ているので、風車の近くに実験棟を建てて、精密騒音計と振動レベル計

を併用すれば、簡単に計測できる。この結果を調べれば、”全ての予測値が建具のがたつきが始まるレベ

ルを下回っていた。“が正しい否かを検証できる。この検証結果を提示するか、準備書を書き直して再提

出するかのどちらかが必要である。自分が書いた言葉には責任を持つべきです。こそこそと修正しては

いけません。 

 

 

建具がガタガタすれば、目が覚めます。風車は夜も止まってはくれないので、毎日の睡眠不足で体力、

気力が落ちます。授業中居眠りする子供の学力も落ちます。家や建具のがたつきは私たちの睡眠を妨げ

ます。朝早くから車を運転する人にとっては、非常に大きな問題です。居眠り運転で事故を起こす可能性

が高まります。聴覚での限界を下回っていても、家や家具がガタついたのでは眠れません。 

 

物的苦情に関する参照値に関して、下回っていたと GPI は書いています。 

 

この結論は、グラフを５Hz で打ち切ったと言う事を意味するだけです。安心とは言えません。  

 
さらに、100ｄＢに関しての資料として、次のものがある。 
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20Hz での、参照値と聴覚閾値の比較が済んでいるので、 

 
上記資料の最後の行が誤りであることは明白です。 
 
上のグラフは１Hz までは伸びていない。実験をした印（〇、△、□）は 5Hz までしかない。大型化す

る風車からの超低周波音はますます低くなってゆくので、実験した印の延長について考えました。 
 

  次のようにして、各印に座標を付けました。 

 
 

 
 
 この座標を使って、5 次の多項式による近似では、下の図の右の部分となりました。 

周波数 6.2 7.2 8 9 9.8 10.8 11.6 12.5 13.3 14.3 15.2 16.1 17 18 18.8 19.8 20.6

音圧レベル 12.5 12.2 12 11.8 11 10 9 8 7.2 6 5 4.3 3.6 2.8 2.4 1.8 1.4
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２つを比較すると、100ｄB はこの観点からも、再検討すべき値となります。 

 

実験室で、1Hz や 0.5Hz の音を作ることは不可能です。そこで発想を転換する必要がある。風車のあ

る所が、全て実験室です。 

風車の近くならば、1Hz や 0.5Hz の超低周波音はいくらでも存在する。しかも極めて高いエネルギーを

持っている。 

 

本気で、超低周波音と健康被害の関連を調べたいならば、1/3 オクターブバンドを使った音圧レベルの

計算を捨てて、風車が存在する場所で、住宅を回り、家の中と外での音圧測定をして、さらに、家の中で

の振動計による計測を行い、その結果から FFT の計算結果や、Wavelet 解析の結果を調べて、住民の被

害状況との相関関係を調べればよい。 

 

 いつまでの、関連不明と言っているのは、解明したくないと言っているのと変わりません。フィルタや

重み付けで超低周波成分の重要部分を計算から除外するのは証拠隠滅を図ることです。 

 

 

 

 

 人間が、音をどのような器官で、どのように把握するのかは簡単ではない。超低周波音が日常的に強い

レベルで現れるのは、大型風車の近くだけであり、風車が大型化した 1995 年以後のことである。 

他の波動現象と比較しながら、何をどう考えるべきかを検討する必要もあります。 

 

 波としての昔から経験しているものに、光がある。マクスウェルの方程式に従う電磁波の一部を人間

は光として目で感じる。 

 この電磁波ですが、波⾧が短くて視覚では感知できない電磁波も人間は皮膚で捉えて反応する。紫外

線を浴びれば日焼けする。ひどくなればやけどになる。 

 波⾧が⾧すぎて視覚では捕えられない電磁波にも人間は反応できる。例えば、マイクロ波です。電子レ

ンジはマイクロ波を使っている。これを大型化して人間が入れるようにして、スイッチを入れれば、中の

人間はマイクロ波に体全体で反応する。もちろん死亡すると思う。 
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 音に対する人間の反応は、聴覚だけでなない。短い波⾧の音（超音波）は聴覚では捕えられないが、人

間の体はこれを捉えて反応する。 

 朝日新聞デジタル に、エステの超音波照射器「HIFU」 使用実態を調査へ 

 けがやトラブルが相次いでいるのに使用実態がわかっていないとして、消費者庁の消費者安全調査委

員会（消費者事故調）は 30 日、エステサロンなどでしわや、たるみの引き締めに使われている「HIFU

（ハイフ）」と呼ばれる高密度の超音波を照射する機器について、調査を始めると発表した。 

 消費者事故調によると、照射器は HIFU を体の特定部位に当てて加熱し、切らずに狙った部位を収縮

させられる。元々は前立腺がんの治療用に開発されたが、美容にも応用されるようになった。だが、2015

年以降、全国の消費生活センターに「マヒが残った」「腫れが引かない」「やけどになった」などのトラブ

ルの報告が相次いだ。 

 

電磁波は目に見えないから安全とは言えない。音も聴覚で捉えられないから安全であるとは言えない。 

 

 風車からの超低周波音は、卓越した強さを持っている。気圧変動の幅も可聴音よりははるかに大きい。 

さらに、共鳴した時の音圧の変化もふくめた観点から考慮すべき事項がある。 

圧力変動としての感知、さらに、物理的な音響キャビテーションの可能性に関しても検討する必要があ

ると考えます。 

 

 共鳴現象が起これば、音圧は極めて高くなり、気圧変動も大きくなる。 

 

 

 気圧変動として音を認識する可能性について。 

 

気圧の変化を感じる場所が内耳にあった ―気象病や天気痛の治療法応用に期待― （佐藤純教授らの共

同研究グループ） 

【2019 年 1 月 29 日】 

プレスリリース 

鳥類には気圧を感じる器官が耳に存在することが分かっています。彼らはこの能力を使って、自分の飛

んでいる高度を知り、雨が降るかどうかなどの気象変化を予見し行動していると考えられています。一

方、ほ乳類に気圧を感じる能力があるかどうか明らかになっていませんが、「猫が顔を洗うと雨が降る」

などの言い伝えもあり、わたしたち人間においても、「天気が崩れると頭痛がする、ぜん息がでる」、「古

傷が痛むので、明日雨が降るのが予知できる」など、臨床家の間ではよく知られた事実があることから、

他の動物と同じように気圧の変化を感じている可能性があると言われてきました。この問題を慢性痛の

治療の面から長年取り組んできた中部大学・生命健康科学部理学療法学科の佐藤純教授（愛知医科大学

医学部客員教授）のグループは、愛知医科大学・医学部と日本獣医生命科学大学・獣医学部との共同研究

により、マウスにも内耳の前庭器官に気圧の変化を感じる場所があることを、世界で初めて突き止めま

した。 
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研究成果のポイント 

マウスの内耳の前庭器官に気圧の変化を感じる場所と能力があることを突き止めました。 

このメカニズムを明らかにすることで、気象病や天気痛の有効な治療法の確立に繋がります。 

研究の背景、概要と成果 

「雨が降ると古傷が痛む」「頭痛がする」「気分が落ち込む」など、天気の崩れが体調に影響したり病気を

悪化させたりすることは「気象病や天気痛」と呼ばれ、古くから知られていますが、そのメカニズムはは

っきりとは分かっていません。佐藤教授らは、以前より、天気の崩れにより気圧が変化すると内耳がその

変化を感じとって脳に伝え、その結果、さまざまな疾患が発症したり悪化したりするという仮説（図 1）

を提唱してきましたが、今回の研究成果により、本来は平衡感覚を司る前庭器官に、気圧を感じる部位と

機能もあることが確かめられました。 

実験の内容は次のとおりです。 

マウスを人工的に気圧が変えられる装置にいれて、天気の変化に相当する微小な低気圧に一定時間暴露

します。その後、脳を取り出し、内耳の前庭器官からの感覚情報を中継する延髄の前庭神経核細胞の活動

を観察しました。すると、前庭神経核のうち、おもに半規管（一部、球形嚢）からの情報が集まる上前庭

神経核細胞において、神経細胞が興奮すると増える特殊な蛋白質（c-Fos タンパク質）が細胞内に増加し

ていることを発見しました。一方、他の部位からの感覚情報が集まる神経核細胞に変化はなく、気圧の変

化を与えていないマウスでも変化はみられませんでした（図 2）。 

 



150 

 
 

今後の展開 

今回の研究成果から、私たち人間においても天気の崩れによって前庭器官が気圧の微妙な変化を感じと

り、脳にその情報が伝わり、結果として古傷や持病の痛みを呼び覚ましたり、めまいや気分の落ち込みと

いった不調を起こすものと考えられます。これまで、平衡感覚のみを感じていると考えられてきた内耳

の半規管に気圧の変化を感じる能力があることが分かりました。今後も研究を続け、どのようなメカニ

ズムで前庭器官が気圧の変化を感じ取るのかを明らかにしていきます。また、このメカニズムを明らか

にすることで、気象病や天気痛の有効な治療法の確立に繋げていきます。 

研究成果の公表 

本研究成果は、2019 年 1 月 25 日午後 2 時（米国東海岸時間）、PLOS ONE 誌オンライン版として掲載

されました。 

論文題名： 

Lowering barometric pressure induces neuronal activation in the superior vestibular nucleus in mice 

（低気圧はマウスの上前庭神経核ニューロンを興奮させる） 

問い合わせ先 

佐藤純 （中部大学 生命健康科学部 理学療法学科教授） 

 

これは、粗密波としての超低周波音を気圧変動として感知できる可能性を意味していると考えます。 

もちろん、これは聴覚による感知ではありません。 

 

 

 

さらに、音によるより物理的な影響については、音響キャビテーションの可能性を検討する必要がある
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と考えます。 

 

 

“泡のエンジニアリング” テクノシステム を参考にすれば、 

１１．音場中の気泡の成長 

 圧力一定のもとでは、不凝縮ガスが過飽和でない限り、気泡は消滅する。これに対して、音響場の中に

置かれた気泡では不足飽和状態でも、不凝縮ガスの析出による気泡の成長が見られる。この現象が音響

キャビテーション発生の原因となり、また、液体中の溶存ガス除去促進にも利用される。 

 気泡への不凝縮ガス析出量は式(5.5.55) 

W
gL

gLg r
DRR

dt

d











 

 23 4
3

4
                             （2.5.55） 

による。 

 液体中の濃度境界層厚さを D とすれば、単位時期あたりのガス析出・溶解量は 

DgiWgig Rm  /)( 0
2                           （2.5.61） 

となる。 

 

 

 これに踏まえて、図 2.5.6 に示す現象のメカニズムを説明する。 

 

図 2.5.6 

      

  収縮時        平衡時         膨張時 

  0gg pp         0gp          0gg pp   

  0RR          0R           0RR   

  0DD          0D          0DD    

 

 まず、気泡表面液体の不凝縮ガス濃度 gLW はヘンリーの法則 

ggLW p                 (2.5.58) 
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にしたがって、収縮・膨張する圧力変動とともに、上昇・低下する。濃度が上昇する凝縮時には気泡内の

不凝縮ガスが液体に溶解し、濃度が低下する膨張時にはガスは気泡へ析出する。 

 この際、気泡表面積は膨張時のほうが大きいため、膨張・収縮の 1 サイクルで見るとわずかながら析

出量が勝ると考えられる。 

 音波の振動数が大きな場合には、液体内に溶けているガスの拡散が起こらないので、気泡の成長は鈍

る。 

 振動数が小さい場合は、膨張したときは、液体内のガスが気泡内に析出し、気泡の周囲のガスの濃度が

減少する。収縮が始まる前に液体内に溶け込んでいるガスの拡散によって濃度が元に戻る。 

 収縮によって、気泡内のガスが周囲の溶液に溶け込む。周囲の液体内に溶けているガスの濃度があま

り下がっていないので溶け込む量は少なくなる。 

この過程を繰り返して、低周波の場合のほうが気泡は成長すると考えられる。 

 

 次に、表面近傍液体中の不凝縮ガス濃度境界層は、膨張時には薄く、収縮時には厚くなる。境界層の厚

さが薄くなるにつれて、拡散による物質輸送が顕著になることを考えると、やはり、膨張による析出量が

収縮による溶解量を上回ることになる。 

 

となっている。 

体内に気泡が出現すれば、潜水病と同じ症状となる。 

 

B．潜水病についての資料 

沖縄南部徳洲会病院総合健診センター       相 馬 康 男 

（一部省略） 

Ⅰ. 水圧による影響 

ロシアの原潜クルスクや東シナ海での不審船引き上げの様に、水深100 ㍍での危険性は誰でも納得します。では、水

深何㍍から危険なのでしょうか。潜水業務に関する唯一の法律「高気圧作業安全衛生規則(以下、高圧則と略します)」

の第1 条1 項2,3 号の定義は「潜水器を用いて圧縮空気の供給を受ける水中」または「大気圧を越える気圧下( 海底

トンネル内工事等の潜函工法 )」となっていて、大気圧(１気圧)よりも高い空気圧を呼吸する業務が対象になります。第

27 条は「(水中)作業時間の規定は水深10 ㍍(2 気圧)を越える業務に限る」との但し書きもあります。実際問題とし

て、モズク養殖漁師の最大水深は8 ㍍を越えませんが重症な潜水障害が発生しています。法律論はさて置き、水圧に

よる影響である「潜水障害(潜水病)」の主な項目を説明しておきましょう。 

減圧症 動脈ガス塞栓症 窒素酔い 骨壊死酸素中毒 浅海失神 圧平衡不良 その他 

炭酸飲料の泡から理解できる様に、圧力が高いと気体は液体(体内)へ溶け込めます。陸上の１気圧(大気圧)下でも体

内には空気中の窒素が約1 ㍑溶け込んでいます。潜水すると水深10 ㍍毎に溶け込む空気が倍増します。例えば水

深20 ㍍( 大気圧の１気圧 + 水深20 ㍍での水圧２気圧 = ３気圧)の深さに潜水すると、時間経過と共に体内窒素

は陸上の3 倍の3 ㍑になります。この様な窒素過剰状態のまま水面へ浮上して圧力が下がりますと、余分な2 ㍑の窒

素ガスが溢れ出し、泡となって血管を塞いだり色々な細胞や組織を圧迫して様々な障害が現れます。これを「減圧症

(DCI)」と言い、僅かな気泡または気泡により生じた血栓でも脳脊髄や肺や心臓への血管が塞がれれば即死します。

更に、人体の60%が水分で20%以上は脂肪です。脂肪組織には水分の５.3 倍の窒素が溶け込みますが、最も脂肪
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分と血流量が豊富な組織は脳脊髄神経系です。潜水病では血液中の気泡や血栓ばかりを考え勝ちですが、特に脳

や脊髄の神経細胞内にできた気泡によって神経細胞が損傷を受ける事も忘れないで下さい。 

考え方として減圧症と脳梗塞や心筋梗塞は同じ病気です。 

（途中省略） 

自由に水深を変えるスキューバはもっと長く潜れるとの勝手な解釈があります。理論的には逆で、浮いたり潜ったり

の水圧変化が大きいと潜水障害の危険性が高まりますし、限界時間の計算自体が不可能になります。また、浮上速度

は毎分10 ㍍以下 

4と定められています(第31 条)が、レジャーダイビング業界では毎分18 ㍍と誤解されたままです。最近の研究では水

深10 ㍍から水面までは毎分6 ㍍以下が推奨されています。 

（以下省略） 

 

以上が引用です。 

 

 

 以上の事柄から、 

 

で、“感じる”の意味を明確にすることが必要であることと、100ｄB が聴覚での閾値を意味しているこ

と、人間の感覚は聴覚だけではないし、感覚閾値としては 92ｄB を採用すべきだし、強烈なエネルギー

を持つ超低周波音に対して、人間の体そのものが、物理的な反応をすることも含めて十分検討する必要

があると考えます。 

 

 

 次の記述を見ると、GPI は参照値を有効な指標として捉えているように見える。 

 

 

 様々な指標を用いて被害を予測し、避けようとする観点からすれば、当然考慮すべき事項だと思うが、

その一方で、困ったことが起きる。 

 

環境省は、低周波音問題に関する Q&A で次のように書いています。 
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 ここでの記述、“周波数特性が変化する”は実際の計測結果から判断すれば完全な誤りです。 

次のグラフを見れば、周波数特性は、極めて安定していることが明らかです。 

  
0.8Hz の成分が、0.3 パスカル程度の強さで放出される状態が 100 秒程度継続することが分かりま

す。気柱共鳴などを発生させるには十分な継続時間です。 

次のグラフは、機材を購入して低周波音を調べてみた結果です。 

 

 

 次の１分間の計測結果は次のグラフです。 
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 この２分間の結果を並べて表示したものが、先のグラフです。 

  
周波数が変化すると、色の濃い部分が上下に波打つはずですが、観測結果は直線です。 

また、“風速によってローターの回転数や出力が変わる”も現実離れした認識です。 

 最近の風車は、風速が変化してもローターの回転数が変化しないように、ピッチ角を変えるようにし

ているものが多いのです。 

エネルギー変換工学 風力発電（Yasuhiro Hasegawa Saitama Univ., Japan） 
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にあるように、回転数を一定に保つのが、普通のことなので、周波数は安定する。 

 

 

また、東伊豆町の風力発電所にかんする Q&A には、 

 

 

と書かれています。どう読んでも、伊豆の風車は回転数が安定していると理解できます。 

 

回転種が変わる風車は、今や少数派です。 

 

 

風力発電施設から発生する騒音について 

期日：2018 年 10 月 31 日(水) 13:30-15:00 会場：熊本地方合同庁舎（B 棟） （熊本市西区春日 2 丁目

10 番 1 号） 株式会社アイ・エヌ・シー・エンジニアリング 技術本部 井上 保雄  
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には、タワーの影響が大きいと書いてあり、タワーの固有振動数はローターの回転数とは無関係です。 

 

 

 意見 39： 

 GPI が計画している 4200ｋｗの風車は１分間当たりの回転数数を安定化させる機能を、持っているか

持っていないのかを示せ。Wavelet 解析ならば周波数の変化は明確に示せるので、始動時、通常運転時、

停止に向かう過程での、風車からの音を計測して、計測結果の WAV ファイルそのものと、Wavelet 解析

での結果を公開せよ。 

 

事業者見解 4-37： 

風力発電施設から発生する騒音及び低周波音の予測は、メーカーより示された諸元を用いて、方法書に

おいて審査頂いた予測手法を用いて予測を行った結果、影響は小さいと考えられたものです。 

 

見解 4-37 の問題点： 

本当に、“メーカーより示された諸元”を見ているのなら、ブレードの回転数を安定化させる機能について

も書いてあるはずです。この機能は、すでによく知られたものであり、秘密にする様なものではありませ

ん。この機能が無い風車は、旧式の風車であり、粗大ごみのようなものです。 

 この件に関して明確な回答が出来ないと言う事は、GPI は粗大ごみのような風車を建設する予定であ

り、日本の山を、世界の風車ゴミの捨て場所にするつもりだとしか思えません。 日本の山を、世界のゴ

ミ捨て場にしてはいけません。 

 日本語で書かれている意見の趣旨を理解できない GPI が“方法書において審査頂いた予測手法を用い
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て予測を行った結果、影響は小さいと考えられたものです。”と言っても、予測手法を正しく理解して、

正しい予測結果を導き出せたとは、信じられません。 

 すべてを世界中に公開して、世界中に有識者の目で見て、“影響が小さい”との結論が正しいのか否かを

検証しなくてはなりません。 

  

 

G 特性での計算にも大きな問題点があります。 

 

準備書 820 ページに 

 

と書いてある。  

 

“低周波音の測定方法に関するマニュアル”には、 

超低周波音 

一般に人が聴くことができる音の周波数範囲は 20Hz-20kHz とされており、周波数 20Hz 以下の音波

を超低周波音という。ここで取り扱う範囲は 1/3 オクターブバンド中心周波数 1-20Hz（またはオクタ

ーブバンド中心周波数 2-16Hz）の音波である。 

（3）G 特性 

1-20Hz の超低周波音の人体感覚を評価するための周波数補正特性で、ISO-7196 で規定された。可聴音

における聴感補正特性である A 特性に相当するものである。この周波数特性は、10Hz を 0dB として 

1-20Hz は 12dB/oct.の傾斜を持ち、評価範囲外である 1Hz 以下および 20Hz 以上は 24dB/oct.の急激

な傾斜を持つ（図-1.1、表-1.1 参照）。1-20Hz の傾斜は超低周波音領域における感覚閾値の実験結果に

基づいている。 

５．１ 測定計画 

5.1.1 測定量 

（1） 低周波音の感覚及び睡眠への影響に関する評価に用いる測定量超低周波音の感覚及び睡眠への影

響に関しては、G 特性音圧レベルを測定する。 

G 特性を持たない低周波音圧レベル計を用いる場合には、実時間周波数分析器等を用いて 1/3 オク

ターブバンドで周波数分析を行い、周波数分析結果に G 特性補正値（表-1.1 参照）を加えた後、エネル

ギ－加算して G 特性音圧レベルを計算で求めてもよい。なお、衝撃性の超低周波音の場合は、オクター

ブバンド音圧レベルから G 特性音圧レベルを求めるのが望ましい。 G 特性音圧レベルの計算例を表-

5.1 に示す。 

また、必要に応じて低周波音の周波数分析を行い、1/3 オクターブバンド音圧レベル（衝撃性の超低周

波音の場合は、オクターブバンド音圧レベル）を測定する。 
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と書かれている。 

 

 ISO7196 が好きな GPI にしては、お粗末です。 

PC の計算能力が 2000 年のころとは比べ物にならない時代です。ですから、 

G 特性音圧レベル（1/3 オクターブバンド、1～20Hz）と書くか、 

G 特性音圧レベル（1/3 オクターブバンド、ISO7196） 

と書くかで、悩むべきところなのです。 

 

A 特性に関して、リオン社の NL-62 のマニュアルには、 

𝐿 = 20𝑙𝑜𝑔
1

𝑁
𝑃 (𝑖) /𝑃  

と言う式が書いてあります。 

 

電話で確認したところ、G 特性についても同様の式を使っていると言っていました。 

これは、上の式の𝑃 (𝑖)を𝑃 (𝑖)に変えた式で、𝐿 を計算しているという事です。 

 これは、物理的な回路網で G 特性を近似して𝑃 (𝑖) (i=1,..,N) が得られることを意味しています。 

ISO7196 の記述 

“備考：G 特性は、誘導子/抵抗器/コンデンサからなる簡単な回路網によって物理的に近似することができ

る。” 

を使って、直接的に計測時間ごとの G 特性音圧レベルを求め、その結果を使って全体の G 特性音圧レベ

ルを上の式で求めていることになります。 

 

マニュアルでは、G 特性音圧レベルの測定では、低周波音圧レベル計を使って測定することを中心に

考えている。NL-62 では、G 特性の設定をすれば、画面に数値が現れる。その計算の対象とする範囲は、

中心周波数で１Hz～２０Hz です。これに、上の式を適用すれば、一応の数値は得られます。 

 

しかし、ISO7196 に書かれている中心周波数は１Hz から 20Hz ではありません。 

ISO7196 の本来の規定に従って計算するならば、それほど簡単に数値を表示することは出来ません。 

 

 この規定が作られたころは、 

平成 7 年（1995 年）は、Windows95 が発売された年です。 

平成 10 年（1998 年）は、Windows 98 が発売された頃です。 

CPU Pentium 266MHz 

メモリ 64MB 

平成 12 年（２０００年）にマニュアルが出ました。 

 

 G 特性や A 特性で、1/3 オクターブ解析をするときのデータ量は、１０分間の計測で 
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48ｋHz*60 秒*10 分*２バイト＝48000*60*10*2＝57600000 バイト＝57.6MB 

になるのですから、2000 年に販売されていた PC では計算できません。 

でも、今は計算できます。ISO7196 に従って上記のデータを計算する時間は 3 秒程度です。 

G 特性音圧レベル（1/3 オクターブバンド、ISO7196） 

が、PC で計算できるのです。 

 

昔、環境省の言っていたように、 

“大型発電用風車の場合は、一般に翼枚数は 1～3 枚（3 枚が主）、回転数は 30～60（rpm） 

程度であり、基本周波数は数 Hz 以下になる。“ 

となっているのならば、まだ問題は少なくて済む。しかし、現実はそうは行かない。 

 

（甲１２号証、風力発電技術の変遷）勝呂 幸男 氏の資料によれば、 

 

 

1995 年の、ISO 7196:1995 、1996 年に 改訂された ISO389-7 の発表以降、風車は、大きさも出力

も急激に増大していることが分かります。このことが新たな問題を発生させます。 

 

大型化した風車からは、1Hz よりも低い周波数の音が出ます。しかも、そのエネルギーは普段の生活

で経験する超低周波音のエネルギーの 10000 倍から 40000 倍です。 

 さらに大型化すれば、もっと強い超低周波音が出ますが、精密騒音計の表示や簡易的な計算では、捕え

きれません。22 年間で、PC もソフトウエアも進化しました。普通に売っているパソコンでも計算できま
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す。 

 

 GPI が自分の風車から超低周波音が出て、住民に迷惑をかけているとの自覚があるなら、2000 年のこ

ろの方法で計測して、その数値で安全性を判断するはずはありません。測定範囲から逃げ出した超低周

波音を捕まえるために、努力するはずです。 

 

 0.2Hz、0.5Hz、0.8Hz の音を把握し、音圧を計算するのは可能なのです。新しい知見とは言いませ

ん。ISO7196 の規定通りに計算できる時代なのです。 

 

 

 そして、計算方法を段階的に確認すれば、ISO7196 での重み付けは、建具のがたつきを検討するには

不適当な重みになっていることもすぐに分かります。 

 

 環境省が公開した文書に書いてあったとしても、安心してはいけません。どんなに有名な学者が書い

た本（P.R.Halmos：Measure Theory）にも、50 年間見過ごされてきた間違いが残っていたりします。 

 

 間違いは指摘して、修正しなくてはなりません。その為には、しっかり研究し、立場が不利になるとし

ても、間違いを認めて、訂正することが必要です。それが無いと GPI は住民を苦しめる活動をするだけ

の会社になってしまいます。 

 

 機械が表示する数値について、しっかり考える必要があるのです。 

 
と言って安心していてはいけません。超低周波音を発生させたものとしての責任を放棄して安易な道

を選んではいけません。 

 

 計測機器が示してくれる G 特性音圧レベルの数値をそのまま使ってはいけません。問題点が見えなく

なるだけです。 

 ISO7196 に厳密に従うと考えれば、何が必要で、どんな手順で計算すべきか、計算誤差の中に含まれ

てしまうものは何か、その扱いは正しいのかなど、当然の疑問がわいてきます。 

 便利な機械があっても、その機能の限界を調べ、被害を受けている人の気持ちを理解し、問題点をしっ

かりと解明できる方法を確立する必要があります。 

  

G 特性音圧レベルの計算方法に拘る必要が出てきたのは、風車の大型化が原因です。 

1995 年のころの風車は、ISO7196 のバンドパスフィルの中に、納まるような音を出していたのです

が、大型化した風車から出る音は、この範囲から逃げ出したのです。 
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計算自体を段階的に実行して、逃げ出した超低周波音を捕まえて、その影響を適切に評価する必要があ

るのです。 

最終的な数値には大きな差は出ません。途中の段階を表示しながら、物理的な影響を勘案して、途中段

階での評価をしなくてはなりません。 

 

2022 年の PC と 2022 年の波形解析ソフトがあれば可能なのです。20 年前は珍しかった Wavelet 解析

は普通の解析技術になりました。そして今はカオス理論が活躍しだす時代なのです。 

 

逃げ出した超低周波音を捕まえなくてはなりません。GPI の 4200ｋｗ/ｈの風車からは、強力な超低周

波音で、ISO7196 の網を潜り抜けるものが出てくるのです。 

 
との記述からは、緊張感も、責任感も全く感じられません。 

 

  

G 特性に関して、低周波音の測定方法に関するマニュアル 平成 12 年 10 月 環境庁大気保全局の資料

は、 

 

 

 

 



163 

 

 

 

 

 

 

 

 

となっています。 

ここでの中心周波酢は、１Hz から 80Hz です。 さらに、各周波数帯でのバンドパスフィルタの特性が、 
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となっているので、0.54Hz の超低周波音は、Ｇ特性音圧レベル計算から実質的に除外されてしまいます。 

 

では、ISO7196：1995 ならば、中心周波数として 0.25 から 315Hz までが採用されているので、0.54Ｈｚの超低

周波音の影響を正しく評価できるのかと言うと、疑問符が付きます。 

 

最終結果を出す前の段階を確認しながら、調べれば、少しはマシな評価が出来ます。 

実際に計算して確かめます。 

 

上のグラフは、千葉県館山市での風車騒音の計測結果です。 

 

この時の音は 0.8Hz に 0.085 パスカルのピーク値を持っています。ISO-7196 に従って計算したＧ特性音圧レ

ベルは、75.260151（ｄB）です。 
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他の周波数成分の強さはそのままにして、0.52Hz 成分の強さを 0.3 パスカルに変更してみました。 

 
 

この時の、G 特性音圧レベルは、75.260218（ｄB）でした。ほとんど変化しません。 

0.52Hz の強さを、10 パスカルにしたときの、G 特性音圧レベルは、75.335682（ｄB）でした。 

0.52Hz の強さを、38 パスカルにしたときの、G 特性音圧レベルは、76.241098（ｄB）でした。 

 

G 特性音圧レベルがほとんど変化しない理由は、超低周波部分に対する重み付けがあるからです。 

0.5Hz では、－64.3ｄB の重み付けとなっています。 
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0.5Hz に対する重み付けを、中心周波数１Hz の場合と同じ、-43.0ｄB として G 特性音圧レベルを計算すると、

84.117860（ｄB）になります。物理的な共振現象を考えるときには、1Hz の波の影響も 0.5Hz の波の影響も差が無

いと考えます。 

 

がたつき閾値の評価や、がたつきが起きるかどうかの予測には、0.5Hz と 1Hz の重み付けを同じにして計算し

てやれば、今までのがたつき閾値を活かしながら、計測範囲から逃げ出した 0.5Hz の超低周波音を捕まえて、が

たつきの予測の中に入れてやることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

物理的に考えるならば、そうすべきです。具体例を示します。 

 

 

次のグラフの１段目は、重み付けした後の、各 1/3 オクターブバンドの音圧レベル、 

２段目は、G 特性音圧レベル。 

３段目は重み付けする前の、各 1/3 オクターブバンドの音圧レベル 
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左側は、0.5Hz と 1Hｚの重みとして 1Hz の値を使った場合です。右は普通に計算した場合です。 

左の方が、ガタつきに関しては、物理的に妥当な値になっていると考えます。 

ここで使った関数は、中心周波数１Hz の帯域の左端の周波数の方を自由に設定できるようにして、0.2Hz の成

分も状況を見て、1Hz 帯域の仲間に入れられるようにしています。 

 

 
 

超低周波音を聴覚だけで把握する立場を取るならば、76.241098（ｄB）だから、たいしたことは無い。と言えるか

もしれないが、私たちは、家の中で寝るので、そう簡単には行きません。環境省の HP には、 
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と書かれています。注目すべきは、“揺れやすい窓や戸では、５Hz で７０ｄB、２０Hz で８０ｄB”とな

っている部分です。周波数が低い５Ｈｚの場合は、弱い音の程度 70ｄＢでも建具がゆれやすいと言うと

ころです。 

  

これは、周波数が低くなればなるほど、ガタガタが始まるときの音圧レベルが下がることを意味してい

ます。 

 

物理的に考えて、１Hz での共振と 0.5Ｈｚでの共振に大きな差があるとは考えられません。 

 

 私たちは、ガタガタやユサユサを聴覚以外でも感じます。また、日本家屋の固有振動数は、１Hz 程度

だという資料もあります。共振を考えれば、建物や建具に作用する力の周期が固有振動数と一致すれば、

小さな力が周期的に加わった場合でも、振動は大きくなります。同様なことは、共鳴現象でも起きます。 

 

 

 

 
上のグラフから、音の周波数が低くなると、がたつき閾値は小さな値となる傾向が見て取れます。 

実験結果は、５Hz 辺りまでしか記載されていません。理由は、0.5Hz や 1Hz の超低周波音を実験室で



169 

作り出すことが困難だからです。実験室では困難でも、風車の周辺には 0.5Hz や 1Hz の音は、高いエネ

ルギーを持った形で存在しています。 

 今までの研究成果と比較可能な形で、音圧レベルを計算して、被害予測をするには、0.5Hz と 1Hz の

音の重み付けを同じにして扱い、建具のがたつき閾値に関係の深い中心周波数１Ｈｚの帯域のエネルギ

ーとして組み込むことが現実的だと考えます。 

 

日本大学の町田氏の講演会資料には、 

 

と書かれています。音の周波数と建具の固有振動数が一致するとガタつくのです。1/3 オクターブ解析の結果

では、周波数の一致を判断できません。共振や共鳴に関しての配慮も必要です。 

 

“環境省の、参考資料 ―低周波音の基礎知識― には、 

（1）我が国における低周波音苦情の特徴 

低周波音の苦情内容が海外では生理的・心理的苦情が大部分であるのに対して、我が国では物的苦情も

相当数ある。苦情が発生する最低音圧レベルが海外より小さいことがあるが、その原因として我が国の

家屋構造から低周波数域では人が感ずる音圧レベルよりも小さい音圧レベルで建具が振動する場合があ

ること等が考えられる。 

 

と書いてあった。 

 

 

意見 40： 

 GPI は 0.5Hz や 1Hz の場合のがたつき閾値を何デシベルだと認識しているのかを明記してください。 

イノシシのように、野外で眠るならば問題は無いが、家で寝る人間にとっては、安眠できないことは大きな問題

です。 

100ｄB を振りかざす GPI は、人間はイノシシのように、共鳴や共振が起きない場所、すなわち屋外で眠るべき

だと思っているのでしょうか？見解を伺いたい。 

感覚閾値が 100ｄB だと言いう根拠を示し、参照値 92ｄＢとの関連を明確に述べて下さい。感覚閾値だとするな

らば、その言葉を使う根拠となる文献も示して下さい。感覚閾値に対応する原文での単語も示して下さい。 

 

事業者見解 4-38： 

「低周波音問題対応の手引書」（平成 16 年 6 月、 環境省環境管理局大気生活環境室）における物

的苦情に関する参照値は、低周波音により建具等ががたつき始める最低音圧レベルであると記載され 

ており、この参照値は、5Hz まで示されています。そのため、その数値との比較を示したものです。 

風力発電施設の低周波音については国が定めた明確な基準が存在しないことから、参考として ISO 

7196 に示された「超低周波音を感じる最小音圧レベル」である 100dB や、「低周波音の問題対応 の
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手引書」（環境省、平成 16 年）に示された数値との比較を行ったものです。その結果、環境保全 措置

を講じることで影響は低減が図られており、 影響は小さいと考えられる結果となっています。 

 

見解 4-38 の問題点： 

ＧＰＩが建設する風車からは、5Ｈｚ未満の周波数の音は出ない。 

と言う事ならばこの回答は妥当性が認められます。 

さらに、 

5Ｈｚ未満の音が、住民の計測で発見されたら、直ちに風車を撤去して撤退します。 

と書いてくれば、さすがはＧＰＩと感動するところですが、そうは言ってはくれません。 

 ＧＰＩが建てた風車がすでにあるのですから、そこへ行って、精密騒音計と振動レベル計で計測すれば、0.8Ｈ

ｚや 0.54Ｈｚの場合のがたつき閾値を調べる事は出来ると思います。 

古い資料に 5Hz までしかないのならば、事業者の責任として、計測をすればよいだけです。古い知見に縛られ

てはいけません。何しろ、ＧＰＩが計画している 4200ｋＷの風車は、前例のない大きさであり、そこから出てくる音の

音圧のピーク値はより低い周波数となるのです。昔の考えである、数ヘルツの低周波音が風車から出る。と考えて

はいけません。 

GPI は前例がないものを作るのです。古い資料では不十分なのです。風車が巨大化すれば被害も大きくなる

のです。少しは自覚して下さい。 

 

 

風車の超低周波音で家具がガタつけば、目が覚めます。目が覚めた直接の原因は建具が出す音です。ある

いは寝ている床が少しでもガタガタすれば、揺れを感じて目が覚めます。この時、寝ている人間を目覚めさせた

直接的な原因は建具の出した音です。その音の原因は風車からの超低周波音です。その原因は GPI が住民の

意見を聞かないで、無理やり風車を建設したからです。 

 

さて、この時に、GPI は責任を取るのでしょうか、責任を取って風車を撤去してくれるのでしょうか？ 

GPI は、風車からの超低周波音が直接の原因ではありません。共振する建具が悪いのです。すべての建具を

撤去して下さい。とでもいうのでしょうか？ 

 

この論法なら、風車の振動を伝えたのは空気なのであり、空気が無ければ、振動は伝わらなかった。被害の直

接的な原因は空気であり、GPI の風車ではない。と言えます。 

 

もちろん、ガタガタして目が覚めれば、健康にも、仕事にも、子供の学習にも大きな影響が出ます。 

もちろん、振動を感じた人間が一番悪いのでしょうが、 

 

なぜ、こんなことを考えたかと言うと、GPI の説明会に参加した友人が、 

“工事の影響で貴重な植物が枯れたら、風車が原因かどうかを確認するために、風車を撤去して 10 年くらい観

察してみたらどうか” 

と言ったら、GPI の人は 
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“枯れた直接の原因が風車だという、因果関係が証明できない限り、そんなことは出来ない。” 

と答えたそうです。 

 

（友人の記憶ですので、不正確かもしれません。不正確でしたら GPI の方で訂正してください。） 

録音が禁止だったので、不正確な記述になったかもしれないです。 

 

気にしているのは“直接の原因”と言う言葉です。人間の耳を刺激するのは空気の粒子の運動です。風車自体

の運動が直接人間の耳を刺激しているのではありません。 

 

私の常識では、ガタガタして、眠れない日が続いたら、健康、仕事などに大きな影響が出る。直接的な原因で

はなくても、風車建設が根本的な原因なのだから、そのような被害に対しては、引っ越し費用、部屋代、交通費な

どは GPI が、裁判なしで、本人の申し出だけですぐに支払うべきだと考えます。 

GPI は直接的な原因ではないから、被害に対して補償する責任は無いというのでしょうか？それとも、最高裁で

の判決が出るまでは、責任は取らないというのでしょうか？ 

 

GPI の主張では、 

 
となっている。 

 

G 特性音圧レベルで 100ｄB についての翻訳の問題があることは勿論だが、5Hz でのがたつき閾値は、70ｄB

であり、さらに周波数が下がれば、がたつき閾値も減少すると考える。 

 

ＧＰＩは、“超低周波音を感じる”と訳して、聴覚での感知なのか、圧迫の感知なのか、振動の感知なのか、が区

別できないように誘導している。（ほかの人の翻訳かもしれないが、その翻訳を採用したのはＧＰＩであり、この日本

語使用した責任は GPI にある。少なくとも GPI は ISO7196 の原文を示す必要がある。 

 

 

 

日本語の単語を適切に使用する必要があります。 

 

いつの間にか摩り替えられる言葉として、聴覚閾値、感覚閾値、知覚閾値の３つがある。 
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聴覚閾値は、耳で聞いて、聞こえるか聞こえないかの境目と理解できるが、 

 

感覚閾値の感覚は、聴覚による音の感知、指先の皮膚などでの触覚、半規管、耳石器での揺れや加速度

の感知、内耳の前庭器官による気圧の変化の感知能力、などが考えられるが、それらの全てを意味してい

るのか、他の感覚をも意味しているのかが不明である。多様な感覚の閾値を決定できるような実験は誰

がどのように行ってどのような評価を受けているのかを明確にする必要がある。 

 

知覚閾値にいたっては、知覚とは、感覚器官への物理化学刺激を通じてもたらされた情報をもとに、外

界の対象の性質、形態、関係および身体内部の状態を把握するはたらきのこと。感覚と知覚の概念に含意

されている意味は、それらの概念の研究史と密接な関係を持っている。 

 

 

 聴覚閾値に至らない粗密波による刺激でも、別の感覚で捕らえられる。さらに、様々な刺激をきちんと

把握すれば、風車騒音による被害なのだと知覚できる。 

 聴覚閾値は 10Hz の音のでるスピーカーと実験室で調べられても、感覚閾値を調べるのはかなり難し

い。知覚閾値については何をどのように調べたら決定できると言うのだろうか？ 

この３種の閾値を混同してはいけない。 

 

 

GPI はこのような区別を混同して、議論を進めようとしていると思える。 
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ここでは、知覚閾値を使っている。 

 先ほどの表現とは、違う用語である。 

 
“感じる”はどのような感覚器で、何をどう感じるというのか、それぞれの感覚器官ごとの閾値を明記し、それぞ

れの閾値の根拠となる実験結果を述べる必要がある。 

感じるから、知覚閾値にすり替えてしまった。 

 

 

 

意見 41： 

GPI は聴覚閾値、感覚閾値、知覚閾値の定義を明確に述べて下さい。そして、用語をすり替えて、より広い範

囲の認知機能でも、認識できないと言うよう誤認させようとする理由、その方向に誘導する理由も述べて下さい。 

 

事業者見解 4-39： 

準備書では、「超低周波音を感じる最小音圧レベル」という表現を用いております。これは感覚閾値

や知覚閾値に相当するものと考えています。聴覚閾値については、聴覚で「聞こえる」音と「聞 こえ

ない」音の境目にあたる値と考えています。 

 

見解 4-39 の問題点： 

聴覚閾値に関しては、私も同様の認識です。 

では、感覚閾値、知覚閾値についても、GPI の見解を述べるべきです。 

なぜ出来ないのですか？ 

それが無いと、議論が混乱するだけです。問題点が隠蔽されてしまいます。 

GPI の見解表明を期待しています。HP などで表明して下さい。 

 

 

下のグラフは、実験室では、1Hz や 2Hz の音によるガタツキ閾値の実験が出来ないことを意味している。 
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1Hz や 0.5Hz の超低周波音についての様々な閾値の決定は、風車の近くでの調査、統計によって決定される

必要がある。5Ｈｚの音でも、100ｄＢまで行かなくても、70ｄＢで建具がガタつけば被害は出る。 

グラフの形を見る限り、1Hz のあたりで、すべての線がぶつかるように見える。0.8Hz、0.5Hz の時は直線と曲線

の上下関係が逆転すると推測できます。 

1Hz や 0.5Hz の超低周波音について、この問題を調査するには、正確な周波数と音圧の測定が必要です。そ

れは可能なのだから実施すべきです。そして、測定結果を公開して誰でも解析できるようにすることが最も重要で

す。 

これを隠蔽すれば、いつまでたっても、住民の体調不良と風車騒音の関連はつかめません。 

大切なのは、“揺れやすい窓や戸では、５Hz で７０ｄB、２０Hz で８０ｄB”となっている部分です。 

周波数が低い５Ｈｚの場合は、弱い音の程度 70ｄＢでも建具がゆれやすいと言うところです。 

 

この現象は、共振ですが、ビルや建物、家具などの固有振動数が重要なポイントとなります。 

 

地震の時、高層ビルがゆっくり揺れると言うニュースを聞いたことがあると思います。固有振動数が小

さいのでゆっくり揺れます。では、日本家屋の固有振動数はどの程度なのでしょうか？ 

 

 

気象庁の HP の解説では、 

 

長周期地震動って何？ 

 地震が起きると様々な周期を持つ揺れ（地震動）が発生します。ここでいう「周期」とは、揺れが１往

復するのにかかる時間のことです。南海トラフ地震のような規模の大きい地震が発生すると、周期の長

いゆっくりとした大きな揺れ（地震動）が生じます。 このような地震動のことを長周期地震動といいま

す。 

 建物には固有の揺れやすい周期（固有周期）があります。地震波の周期と建物の固有周期が一致すると
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共振して、建物が大きく揺れます。 

 高層ビルの固有周期は低い建物の周期に比べると長いため、長周期の波と「共振」しやすく、共振する

と高層ビルは長時間にわたり大きく揺れます。また、高層階の方がより大きく揺れる傾向があります。 

 長周期地震動により高層ビルが大きく長く揺れることで、室内の家具や什器が転倒・移動したり、エレ

ベーターが故障することがあります。 

 

長周期地震動による高層ビルの揺れ方 

長周期地震動により高層ビルがどのように揺れるかを分かりやすく解説したアニメです。 

短い周期の地震動と長周期地震動による揺れとの違い 

 

高層ビルは、短い周期の揺れは、「柳に風」のように、揺れを逃がすよう柔らかくできていますが、長い

周期の揺れがあると共振してしまい、大きく・長く揺れることがあります。 

ビルの高さによる揺れの違い 

建物の揺れやすい周期（固有周期）は、高さによって異なり、一般的に高いビルほど長い固有周期をもち

ます。 

同じ地面の揺れでも、建物の高さによって揺れ方は異なります。また、地面の揺れの周期と建物の固有周

期が一致すると、その建物は大きく揺れます。 

となっています。 

 

ダイワハウスの PH の解説では、 

建物の固有周期はどのように決まるのでしょうか。 

「“建物の固有周期”とは、その建物が 1 回揺れる時間の長さで、建物の高さや固さによって決まります。

一般に、建物が高いほど長く、低いほど短くなります。30 階程度の超高層建物では 4～7 秒程度で、10

階程度だと 0.5～1 秒程度と言われています。 

通常の地震は揺れの周期が短いため、固有周期の短い低いビルや戸建て住宅は共振しやすく、超高層ビ
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ルは共振しにくいとされています。逆に、4～7 秒の長周期地震では、超高層ビルや石油タンクも影響を

受けます。2003 年の十勝沖地震では、長周期地震で石油タンク内の液体が共振して激しく揺れ、タンク

の浮屋根を動かして火花が発生、あふれた石油に引火して火災が発生したことで、長周期地震が注目さ

れました」と、近藤は語ります。 

 

となっています。 

 

たとえば、4～7 秒の長周期地震だと、１秒あたりの揺れの回数は、０．２５回から０．１４回となりま

す振動数は 0.25Hz から 0.14Hz ということになります。 

 

 さて、“５Hz で７０ｄB、２０Hz で８０ｄB”で建具がゆれやすいと言うことですが、 

普通の住宅はどの程度の周期的な刺激があれば揺れ易くなるのでしょうか？ 

 

 熊本地震で倒壊した建物の調査から、それは、0.5Hz から 1Hz だと分かります。 

もちろん、家は建具より大きく、高層ビルよりは小さいので、5Hz から 0.25Hz の間であることは明白で

す。 

 

 熊本地震の被害に関しては、 

次の、秋山英樹による研究報告があります。 

 

熊本地震はナゼ被害が大きかったのか              2016 年 6 月 29 日 

グリーンレポート 

 

4 月 14 日の熊本大地震について、地震の専門家ではありませんが、テレビなどマスコミでは分かりにく

いことについて解説してみます。 

最初の地震は前震ということでしたが、最大震度が 7、マグニチュード 6.5 と地震の大きさを示すマグニ

チュードの割には震度が 7 と大きかったのは震源が浅かったためです。揺れが大きかった割には朝にな

って全貌がテレビで確認できたときも被害は思っていたほどではありませんでした。 

そして深夜に起きた本震が最大震度 7、マグニチュード 7.3、一夜明けた全貌は前の日とは大違いで多く

の建物が崩壊した悲惨な状況でした。 

マグニチュード 7.3 は阪神大震災に匹敵する地震で、前震の 6.5 の 16 倍にも達するということです。今

回の地震は、阪神大震災と同様活断層の横滑りという現象で長さ 50ｋｍの断層が水平方向に最大 1.8ｍ、

垂直方向に最大 70ｃｍずれたということでした。航空写真でよく分かります。 
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益城における前震と本震の地震の性格をみると下図のようになります。 

 

 

 

この揺れ方の違いが建物の崩壊率を高めている原因の一つなのです。 

 

 

下記の図は日本で起こった様々な地震について何秒の揺れの強さが実際の建物被害と対応しているか

を示したものです。縦軸の相関係数が大きな値の周期が建物被害と対応していると言えます。 
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これを見ると大ざっぱに言って、1-2 秒という 0.1-1 秒より長い周期の揺れの強さが実際の建物被害と対

応していることがわかります。 

熊本地震では揺れの大きな前震で、建物の固有周期が短い低層の木造建物（ユラユラと動かない堅い建

物：固有周期が 0.2～0.5 秒）の柱や梁との結合が緩み固有振動が 1 秒ほどに長くなるのです。そこに、

1 秒ほどの周期の本震に見舞われ、共振現象により地震エネルギーは倍増し崩壊につながってしまったと

考えられます。 

 

地震は、単に強い弱いだけでなく、ガタガタという揺れ（１秒以下の短周期地震動）、ユサユサという

揺れ（１～２秒のやや中周期地震動）、ユラユラという揺れ（２～５秒の長周期地震動）が複雑に混ざり
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合っているのです。このどの周期の地震動が卓越しているのかにより地震の被害状況が変わるのです。

ユサユサという揺れがキラーパルスといわれ建物に大きな被害を及ぼすのです。 

地震は日本ではいつ発生するかわかりません。熊本では今月の 4 日に約 8m のザトウクジラ、８日には

長崎で約 7m のザトウクジラが定置網にかかり海岸に打ち上げられていたそうです。地元漁業の話によ

ると、クジラが定置網にかかったり、打ち上げられるようなことは、いままで無かったといいます。いつ

ものことですが、大地震の前には何かしらの前触れがあるようですから、日ごろから非日常的なニュー

スには注意しましょう。 

 

とのことです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 地震の揺れと、風車の音を比較してみます、上が東北大地震の揺れを、茨城県水戸市で計測したデータ

を表示たもの、下は館山の風車の騒音のデータです。 

 

 



180 

 
 地震でも、風車の超低周波音でも、家全体が共振するような周波数成分が含まれています。 

振動数の安定性からみれば、風車の方が共鳴現象を起こしやすいと言えます。 

 

 

最新 耐震構造解析 柴田 明徳 著 森北出版 を参考にして、建物での共振について確認しておきます。 

 

（２） 調和地動の対する定常応答 

 １自由度系の基礎に地動𝑦 (𝑡)が加わる場合の運動方程式は、基礎に対する相対変位を𝑦 とすれば、図

1.23 より次のように得られる。 

{−𝑚(�̈� + 𝑦̈ )} + (−𝑐�̇�) + (−𝑘𝑦) = 0 

よって、 

𝑚�̈� + 𝑐�̇� + 𝑘𝑦 = −𝑚𝑦̈  

ここで、 𝜔 = 𝑘/𝑚、２ｈ𝜔 = ｃ/𝑚 と置けば、 

 

�̈� + ２ｈ𝜔�̇� + 𝜔２𝑦 = −𝑦̈           (1.76)
̈  

 

と書ける。式(1.75)より。地動を受ける場合は、地動慣性力（−𝑚𝑦̈ )を見かけの外力を考えれば、（１）項の強制

外力と全く同様に扱えることが分かる。 

ここでは、複素形の調和地動 

𝑦 = 𝑎 𝑒 = 𝑎 (cos(𝑝𝑡) + 𝑖 ∗ 𝑠𝑖𝑛(𝑝𝑡)) 

に対応する定常応答解を調べてみよう。実数型地動𝑎 cos(𝑝𝑡)あるいは、𝑎 𝑠𝑖𝑛(𝑝𝑡) 

に対する応答は、次の式の実部あるいは虚部をとればよい。 

�̈� + ２ｈ𝜔�̇� + 𝜔２𝑦 = 𝑎 𝑝 𝑒                (1.78) 

 特解を𝑦 = 𝐶𝑒 と置いて、（1.78）に代入すれば、 

−𝐶𝑝 𝑒 + 𝑖𝑝2ℎ𝜔𝐶𝑒 + 𝜔２𝐶𝑒 = 𝑎 𝑝 𝑒  

となり、これが成立するには、 

𝐶 = (𝑎 𝑝 )/(−𝑝 + 𝑖𝑝2ℎ𝜔 + 𝜔２) 
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よって、特解は 

𝑦 = {(𝑎 𝑝 )/(−𝑝 + 𝑖𝑝2ℎ𝜔 + 𝜔２)}𝑒  

= {(𝑝/𝜔) /(1 −
𝑝

𝜔
+ 𝑖2ℎ(

𝑝

𝜔
))}𝑎 𝑒  

ここで、 

𝜃 = 𝑡𝑎𝑛 (
2ℎ

𝑝
𝜔

1 − (
𝑝
𝜔

)
)  

と置けば、構造物の相対変位倍率は次のように表される。 

𝑦/𝑦 =

⎝

⎛
(

𝑝
𝜔

)

(1 −
𝑝
𝜔

) + 4ℎ (𝑝/𝜔) ⎠

⎞ ∗ 𝑒 =
𝑦

𝑦
∗ 𝑒  

また、構造物の絶対加速度倍率は次のようになる。 

�̈� = (�̈� + 𝑦̈ ) = −2ℎ𝜔�̇� − 𝜔 𝑦 = −(2ℎ𝜔𝑝𝑖 + 𝜔 )𝑦 

= −(2ℎ𝜔𝑝𝑖 + 𝜔 ){(𝑝/𝜔) /(1 −
𝑝

𝜔
+ 𝑖2ℎ(

𝑝

𝜔
))}𝑎 𝑒  

= 2ℎ
𝑝

𝜔
𝑖 + 1 {

1

1 −
𝑝
𝜔

+ 𝑖2ℎ
𝑝
𝜔

}(−𝑎 𝑝 𝑒 ) 

係数の部分の分母の共役複素数を掛けてから計算すると、 

𝜃 = 𝑡𝑎𝑛 (
2ℎ

𝑝
𝜔

{1 −
𝑝
𝜔

} + 4ℎ (𝑝/𝜔)
)  

として、 

�̈�

𝑦 ̈
=

⎝

⎛
1 + 4ℎ (

𝑝
𝜔

)

(1 −
𝑝
𝜔

) + 4ℎ (𝑝/𝜔) ⎠

⎞ ∗ 𝑒 =
�̈�

𝑦̈
∗ 𝑒  

となる。この式から、h の値が 0 に近くて、ｐがωに近いならば、 も
̈

̈
も非常に大きな値となる。 

 

  

（3） 調和地動に対する過渡応答 

 初期条件を考慮した強制振動応答過渡応答と呼ばれる。いま、図 1.26 のような、調和振動が静止いている

構造物に作用する場合の過渡応答を考える。 

地動を 

𝑦 = 𝑎 cos(𝑝𝑡) 

とれば、式（1.76）は 

�̈� + ２ｈ𝜔�̇� + 𝜔２𝑦 = −𝑦̈ = 𝑎 𝑝 cos(𝑝𝑡)           (1.85)
̈  

となる。この解は、特解と自由振動解の和として書けて、 
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𝑦 = 𝐴𝑐𝑜𝑠(𝑝𝑡 − 𝜃) + 𝑒 (𝑎𝑐𝑜𝑠𝜔 𝑡 + 𝑏𝑠𝑖𝑛𝜔 𝑡) 

ここで、 

𝐴 =

⎝

⎛
(

𝑝
𝜔

)

(1 −
𝑝
𝜔

) + 4ℎ (𝑝/𝜔) ⎠

⎞ 𝑎  

𝜃 = 𝑡𝑎𝑛 (
2ℎ

𝑝
𝜔

{1 −
𝑝
𝜔

}
)  

𝜔 = 1 − ℎ 𝜔 

である。 

 初期条件として、ｔ＝０でｙ＝０，�̇�＝０ をとれば、（1.86）式の 𝑎 と 𝑏 が定まり、過渡振動解は 

 

𝑦 = 𝐴[𝑐𝑜𝑠(𝑝𝑡 − 𝜃) − 𝑒 𝑐𝑜𝑠𝜃𝑐𝑜𝑠𝜔 𝑡 +
ℎ𝑐𝑜𝑠𝜃 +

𝑝
𝜔

𝑠𝑖𝑛𝜃

√1 − ℎ
𝑠𝑖𝑛𝜔 𝑡 ] 

                                                         （1.87） 

となる。 

 共振（p＝ω）の場合の過渡応答を考える。 

このときは、𝜃 = 𝑡𝑎𝑛 (∞) = 𝜋/2となるので、 

𝑦 =
𝑎

2ℎ
[𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡) + 𝑒

1

√1 − ℎ
𝑠𝑖𝑛𝜔 𝑡  

を得る。通常の構造物応答では、ℎ ≪ 1 、𝜔 = 𝜔 としてよいから、近似的に次の式を得る。 

𝑦 =
𝑎

2ℎ
(1 − 𝑒 )𝑠𝑖𝑛𝜔𝑡 

 

また、非減衰の場合（ｈ＝０ → 𝜃 = 0 ）を考えると、（1.87）式は 

𝑦 =
(𝑝/𝜔)

1 − (𝑝/𝜔)
∗ 𝑎 ∗ (𝑐𝑜𝑠𝑝𝑡 − 𝑐𝑜𝑠𝜔𝑡) 

となり、さらに共振の条件 p＝ωを 

lim
→

𝑠𝑖𝑛𝑥

𝑥
= 1 

に配慮しながら適用すれば 

𝑦 = lim
ｐ→

1

1 + (
𝑝
𝜔

)
∗

(𝑝/𝜔)

1 − (𝑝/𝜔)
∗ 𝑎 ∗ 2𝑠𝑖𝑛

𝜔 + 𝑝

2
𝑡 sin (

𝜔 − 𝑝

2
𝑡) 

= lim
ｐ→

(𝑝/𝜔)

1 + (
𝑝
𝜔

)
∗

sin (
𝜔 − 𝑝

2
𝑡)

1 − (𝑝/𝜔)
∗ 2 ∗ 𝑎 ∗ 𝑠𝑖𝑛

𝜔 + 𝑝

2
𝑡  

=
1

2
𝜔𝑡 ∗ 𝑎 ∗ 𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡) 
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となり、非減衰で共振の場合は、振幅が時間に比例して増大し、t＝∞で振幅も∞となる。 

 図 1.27 は共振応答の時間的変化を示したものである。（T=1.0ｓ） 

 

風車の場合は、一定の周波数の外力が、100 秒以上継続することがある。 

 

 

 

共鳴についても、簡単に確認しておきます。 

 

 

管の中の気体の振動（振動・波動  有山） 

細長い管の中の気体は１種の棒と考えても良い。これを気柱と呼ぶこともある。管の口を吹いたり、音

叉などの振動している物体を近づけたりすると、管の中の気体に振動が起こる。ただし、気体にはずれの

弾性がないから、横振動やねじれ振動はおこらず、縦振動だけが起こる。また、期待は圧縮率が極めて大

きいので、振動に伴って各部分の密度も顕著に変化する。したがって気体の振動は固体の振動のように

物質の周期的変位として受け取っても良いが、むしろ密度または圧力の振動として理解したほうが都合

の良い場合もある。 

 

気体の振動は厳密には流体力学の方程式から出発して議論しなくてはならないが、荒い近似としては

§5.2 で述べた棒の縦振動と同様に取り扱うことができる。簡単のために太さ一様なまっすぐな管を考え

よう。その中に、密度ρ圧力ｐの気体が満たされているとする。 

管の軸に沿ってｘ軸をとり、5-9 図（a）のようにｘ、ｘ+⊿ｘの位置にｘ軸と垂直な断面、Ｐ，Ｑを考

える。振動が起こってＰ面はξだけ変位してＰ’へ、Ｑ面はξ+⊿ξだけ変位して Q’へ移動した状態で、P’

面と Q’面に挟まれた部分の運動方程式を作ると、 

 

     ５－９図 

 

管の断面積をＡ、P’面での圧力を𝑃 、Q’面での圧力を𝑃 とすれば、 

𝜌𝐴(∆𝑥) = (𝑝 − 𝑝 )𝐴                 (1) 

と書ける。ただし、気体の粘性や渦が発生することなどはすべて無視している。 

 𝑃 、𝑃 は、§5.2 で応力を求めたのと同様の考え方で求めることができる。すなわち、P 面からδｘ

P P' Q Q'

ξ ξ+⊿ξ

ｘ ｘ+⊿ｘ

P P* P' P*'

ｐ p＋⊿ｐ

δｘ

ξ

ξ＋δξ
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だけ離れた P*面を考え、Ｐ面と P*面に挟まれた部分に着目する。5－9 図（ｂ）。δx は極めて小さく取

っておく。Ｐ面がξだけ変位した時 P*面はξ+δξだけ変位したとすると、PP*の部分の体積 

𝛿𝑣 = 𝐴{(𝛿𝑥 + 𝛿𝜉) − 𝛿𝑥} = 𝐴𝛿𝜉 

だけ変化する。気体の体積弾性率をＫとすると、この体積の変化の結果、PP*の部分の圧力は 

⊿𝑝 = −𝐾
𝛿𝑣

𝑣
= −𝐾

𝛿𝜉

𝛿𝑥
 

だけ変化する。δx を限りなく小さくした極限では 

⊿𝑝 = −𝐾
𝜕𝜉

𝜕𝑥
 

これは、気体内の任意の点での変位と圧力の化との関係を与える式である。従って 

𝑝 = 𝑝 − 𝐾(
𝜕𝜉

𝜕𝑥
)  

𝑝 = 𝑝 − 𝐾(
𝜕𝜉

𝜕𝑥
) ⊿  

ところで、(𝜕𝜉 𝜕⁄ 𝑥) と書いたのは、位置ｘにおける(𝜕𝜉 𝜕⁄ 𝑥) の値と言う意味である。これから、 

𝑝 − 𝑝 = 𝐾{(
𝜕𝜉

𝜕𝑥
) ⊿ − (

𝜕𝜉

𝜕𝑥
) } 

= 𝐾{(
𝜕𝜉

𝜕𝑥
) + (

𝜕 𝜉

𝜕𝑥
) (∆𝑥) − (

𝜕𝜉

𝜕𝑥
) } 

= 𝐾(
𝜕 𝜉

𝜕𝑥
) (∆𝑥) 

これを、（１）の右辺に代入し、添え字のｘは一般的な場所と解釈できるので、それを省いて 

=  
Ｋ

( )     （3） 

を得る。摂動に伴う各部分の膨張、圧縮は速やかに行われるので、断熱変化が起きると考えてよい。 

そうすると、 

𝐾 = 𝛾𝑝  ,     𝛾 = 𝑐 𝑐⁄  

と書けるので、（３）は 

𝜕 𝜉

𝜕𝑡
=  𝛾

𝑝

𝜌
(

𝜕 𝜉

𝜕𝑥
) = 𝑣 (

𝜕 𝜉

𝜕𝑥
)  

となる。 

 これは、2 回偏微分方程式であり、次の式 

𝑓 (𝑥 − 𝑣𝑡) + 𝑓 (𝑥 + 𝑣𝑡) 

はこの解であり、また、解は必ずこの形にかけることも分かる。（振動・波動 有山、 104 ページ） 

 

 𝑓 (𝑥 − 𝑣(𝑡 + 1)) = 𝑓 ((𝑥 − 𝑣) − 𝑣𝑡) 

と書けるので、時刻(ｔ+1)時の位置 x での波の形は、時刻ｔの時の位置(x-v)での波の形と一致すること

が分かる。 
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これは、波の形が 1 秒間にｖの速さでｘ軸の正の方向に（右側に）移動することを意味する。 

𝑓 (𝑥 + 𝑣(𝑡 + 1)) = 𝑓 ((𝑥 + 𝑣) + 𝑣𝑡) 

と書けるので、時刻(ｔ+1)時の位置 x での波の形は、時刻ｔの時の位置(x+v)での波の形と一致すること

が分かる。 

これは、波の形が 1 秒間にｖの速さでｘ軸の負の方向に（左側に）移動することを意味する。 

 

解を具体的に求めるには、変数が分離できて、 

𝜉(𝑡, 𝑥) = 𝑋(𝑥)𝑇(𝑡) 

と仮定して代入すれば、 

𝑋(𝑥)
𝑑 𝑇(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝑣 𝑇(𝑡)(

𝑑 𝑋(𝑥)

𝑑𝑥
)  

両辺を𝑣 𝐴(𝑥)𝐵(𝑡)で割れば 

1

𝑣 𝑇(𝑡)

𝑑 𝑇(𝑡)

𝑑𝑡
=

1

𝑋(𝑥)
(
𝑑 𝑋(𝑥)

𝑑𝑥
)  

となって、左辺はｔの関数、右辺はｘの関数。これらが等しくなるのは両辺が定数の場合だけなので、 

この共通の値をαとおけば、 

𝑑 𝑇(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝛼𝑣 𝑇(𝑡) 

(
𝑑 𝑋(𝑥)

𝑑𝑥
) = 𝛼𝑋(𝑥) 

となって、線形の 2 階微分方程式を得る。 

 

 

波動の速度については、次のようにも考えられる。  

 

ここで，波は一定の速度 v で進むと仮定する。  

時刻 t = 0 で u(x) だった波動は，変形せずに進むので，時刻 t = t には u(x - vt) になる。  

 

 

従って  

 

この式から  が波動の速度を表すことが解る。この式を古典的な一次元の波動方程式といい， 

u(x,t) を古典的波動関数という。  
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波動に周期性がある場合を考える。波⾧ ，波数 k，周期 T，角周波数 ，振動数 であるとすれば，  

 

 

 

古典的波動方程式は次のようにかける  

 

 

 

2.3 時間部分  

 

= 0 の時には T(t) = 0 となるので意味がない。  

> 0 ならば v2 = 2 と置いて  

 
これは，振動的な波動ではなく，単調な増加または減衰を表す。 t = - または t = で発散し，通常の

波動を表すには適当でない。  

< 0 ならば av2 = - 2 と置いて  

 
= 𝑃 sin(𝜔𝑡 + 𝜑 ) 

となり，角周波数 の周期的な波動を表す。定常波に対してはこのようになっていなければならない。  

すると，古典的な波動関数は次のようにも書けることになる。  

 

 

2.4 定常波  

時間的に変化しない波動を定常波という。ここでは両端が固定されいる振動（たとえば弦楽器の絃）を考

える。 

境界条件は両端 x = 0 と x = L で振動なし，つまり u(0,t) = u(L,t) = 0 である。 

変数分離型で 書くと X(0)T(t) = X(L)T(t) = 0 だから， X(x) のみに関して X(0) = X(L) = 0 である。 

ところで，  

 

だから  
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この微分方程式の一般解は  

 

= 𝑃 sin (𝑘 𝑥 + 𝜑 ) 

 

境界条件から直ちに c2 = 0 である。 c1 に関しては，境界条件のみからでは決まらないが， 

少なくとも c1 0 でなければならない。なぜなら， c1 = 0 は振動のない状態のみを表すからである。従

って，境界条件を満たすためには  

 
でなければならない。 n = 0 は振動していない状態を表す。 c1 は振動の最大振幅で決まる。  

 

 

 管の場合の境界条件については。 

 境界条件を、ｘ＝ℓにおいて 

管の端が閉じているとき 𝜉＝０ 

管の端が開いているとき ＝０ 

とすれば、 

（１） 管の両端が開いている場合： 

𝜉(𝑥, 𝑡)＝𝐶𝑐𝑜𝑠(
𝑘𝜋

𝐿
𝑥)cos (

𝑘𝜋

𝐿

𝐾

𝜌
𝑡 + 𝛼) 

（２） 管の一端は閉じ一端は開いている場合： 

𝜉(𝑥, 𝑡)＝𝐶𝑠𝑖𝑛(
(2𝑘 − 1)𝜋

𝐿
𝑥)cos (

(2𝑘 − 1)𝜋

𝐿

𝐾

𝜌
𝑡 + 𝛼) 

となる。 

 

 管の長さを L としたが、管の形が円形で波長に対して半径が小さい場合には、その半径の約 0.65 倍

だけ管の長さに加えたものを L としなければならない。これは ＝０となる位置が、それだけ管の外に

ずれるためで、これを開口端補正という。 

 

 

 

 入射音と反射音の干渉、定常波 （“音と音波”小橋豊著、裳華房） 

 媒質の境界面に音波が到達すると、その一部のエネルギーは反射して元の媒質中の反射音となり、一

部のエネルギーはほかの媒質中に侵入する。 

どちらの媒質も半無限に広がっているとしても、媒質が個体であれば、その中にはそれぞれ伝搬速度が
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異なる体積変化の波と変形の波の 2 つがあり得るので（§4.6 参照）、たとえその１つの種類の波が境界

面に入射する場合でも、反射波や透過波には他の種類の波が同時に生じるのが普通である。 

一方の媒質が流体であれば、その中では体積変化の波しか起こりえないのであるが、それでもなお一般

の場合は複雑で簡単に説明できない。ただその時に、流体中の入射音の入射角と反射音の反射角は等し

いし、入射角𝛩 と透過音の屈折角𝛩 の間には次の Smell の法則が成り立つ。 

𝑠𝑖𝑛𝜃

𝑠𝑖𝑛𝜃
＝

𝑐

𝑐
 

ただし、𝑐 は流体中の音速、𝑐 は第２の媒質の中の音速である。もし第２の媒質が個体ならばそれぞれ

の種類の波についての音速をとれば𝛩 はその波の屈折角になる。 

ここでは、流体中の平面波が広い境界面に垂直に入射する場合のみを取り上げる。この場合には第２の

媒質が個体であっても、境界面における面に垂直の方向の力の成分は連続であるから、そこに生じる波

は定積変化の波だけであり、かつその取扱いは流体同士の間の境界面の場合と全く同じである。 

境界面をｘ＝０にとり、ｘ＜０の部分を媒質Ⅰ（流体）ｘ＞０の部分を媒質Ⅱとする。したがって入射

音はｘ＜０の部分にあり、 

 

 

 

 

𝑝 (𝑡, 𝑥) = 𝑃 sin (𝜔𝑡 − 𝑘 𝑥 + 𝜑 ) 

反射波も同じくｘ＜０の部分にあって、 

𝑝 (𝑡, 𝑥) = 𝑃 sin (𝜔𝑡 + 𝑘 𝑥 + 𝜑 ) 

ただし、媒質Ⅰの音速を𝑐 として 

𝑘 ＝
𝜔

𝑐
=

2𝜋

𝜆
 

𝜆 は角振動数ωの音の媒質Ⅰの中の波長である。また、入射音と反射音であるから、 

𝑃 > 0, 𝑃 > 0 

𝑃 ≥ 𝑃  

ただし、反射音がないときは 

𝑃 > 𝑃 = 0 

我々は、𝑃 と𝑃 を別々に感じたり、測定したりするのではなくて、その重ね合わせた音波を観測するの

Ⅰ Ⅱ

c1 c2

ρ1 ρ2

pi(t,x) pt(t,x)

pr(t,x)

5-1図
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であるから、その音波は、 

𝑝 (𝑡, 𝑥) = 𝑝 (𝑡, 𝑥) + 𝑝 (𝑡, 𝑥) 

であり、逆方向に伝わる平面正弦音波の重ね合わせである。 

（６）式に（２）、（３）式を代入して 

𝑝 (𝑡, 𝑥) = 𝑃 sin(𝜔𝑡 − 𝑘 𝑥 + 𝜑 ) + 𝑃 sin (𝜔𝑡 + 𝑘 𝑥 + 𝜑 ) 

この右辺に、加法定理を使えば、 

𝑃 sin(𝜔𝑡 − 𝑘 𝑥 + 𝜑 ) + 𝑃 sin (𝜔𝑡 + 𝑘 𝑥 + 𝜑 ) 

 

= 𝑃 {sin(𝜔𝑡)cos (𝑘 𝑥 − 𝜑 ) − cos(𝜔𝑡) sin(𝑘 𝑥 − 𝜑 )} 

+𝑃 {sin(𝜔𝑡) cos(𝑘 𝑥 + 𝜑 ) + cos(𝜔𝑡) 𝑠𝑖𝑛 (𝑘 𝑥 + 𝜑 ) 

 

= {𝑃 cos(𝑘 𝑥 − 𝜑 ) + 𝑃 cos(𝑘 𝑥 + 𝜑 )}sin (𝜔𝑡) 

+{−𝑃 sin(𝑘 𝑥 − 𝜑 ) + 𝑃 sin(𝑘 𝑥 + 𝜑 )}cos (𝜔𝑡) 

 

= 𝑃 (𝑥) sin(𝜔𝑡 + 𝜑 (𝑥)) 

と書ける。ここで、 

𝑃 (𝑥) = {(𝑃 cos(𝑘 𝑥 − 𝜑 ) + 𝑃 cos(𝑘 𝑥 + 𝜑 )) + (−𝑃 sin(𝑘 𝑥 − 𝜑 ) + 𝑃 sin(𝑘 𝑥 + 𝜑 )) } ⁄  

= {(𝑃 ) + (𝑃 ) + 2𝑃 𝑃 cos(2𝑘 𝑥 − (𝜑 − 𝜑 )} ⁄  

𝑡𝑎𝑛(𝜑 (𝑥)) =
−𝑃 sin(𝑘 𝑥 − 𝜑 ) + 𝑃 sin(𝑘 𝑥 + 𝜑 )

𝑃 cos(𝑘 𝑥 − 𝜑 ) + 𝑃 cos(𝑘 𝑥 + 𝜑 )
 

この重ね合わせた音波の振幅𝑃 (𝑥)はｘの関数となり、 

𝑥 = −𝑚 +     ｍ＝0，1，2．… 

では、振幅は極大で 

𝑃 = 𝑃 + 𝑃  

となり、 

𝑥 = −𝑚 − +     ｍ＝0，1，2．… 

では、振幅は極小で 

𝑃 = 𝑃 − 𝑃  

したがって、振幅の極大と極小とが𝜆 4⁄ の間隔で交互に配列していて動かない。すなわちｘ＜０の部

分でｘ軸に沿って移動してみると音が大きいところと、小さいところが規則正しく並んでいることが分

かる。 

 

このような波を一般に定常波（定在波）という。 

𝑃 になる場所を定在波の腹、𝑃 となる場所を定常波の節という。 

定常波に対して（２）式や（３）式で与えられる普通の波を進行波ともいう。 

特に、 
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𝑃 ＝𝑃 = 𝑃 > 0 

である場合には（７）式は 

𝑝 (𝑡, 𝑥) = 𝑃{sin(𝜔𝑡 − 𝑘 𝑥 + 𝜑 ) + sin(𝜔𝑡 + 𝑘 𝑥 + 𝜑 )} 

この右辺の和を積に直せば、 

= 2𝑃{sin 𝜔𝑡 + cos 𝑘 𝑥 − }                             (14) 

となって、ｘ軸に沿った各点ですべて同位相の振動が起こっていることになる。 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

粒子速度 

平面正弦音が境界面に垂直に入射するとき、粒子速度の関係について。 

§4.3 において調べた通り、+ｘの方へ行く入射平面音波では、粒子速度は 

𝑢 (𝑡, 𝑥) =
𝑝 (𝑡, 𝑥)

𝜌 𝑐
 

-ｘの方への反射音波では、 

𝑢 (𝑡, 𝑥) = −
𝑝 (𝑡, 𝑥)

𝜌 𝑐
 

したがって、媒質Ⅰの中で、 

𝑢 (𝑡, 𝑥) = 𝑢 (𝑡, 𝑥) + 𝑢 (𝑡, 𝑥) =
1

𝜌 𝑐
(𝑃 (𝑡, 𝑥) − 𝑃 (𝑡, 𝑥) 

= 𝑈 (𝑥)sin (𝜔𝑡 + 𝜓 (𝑥)) 
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0
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1
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𝜌 𝑐 𝑈 (𝑥) = {(𝑃 ) + (𝑃 ) − 2𝑃 𝑃 cos(2𝑘 𝑥 − (𝜑 − 𝜑 )} ⁄  

𝑡𝑎𝑛(𝜓 (𝑥)) = −
𝑃 sin(𝑘 𝑥 − 𝜑 ) + 𝑃 sin(𝑘 𝑥 + 𝜑 )

𝑃 cos(𝑘 𝑥 − 𝜑 ) − 𝑃 cos(𝑘 𝑥 + 𝜑 )
 

これから、粒子速度も音圧と同じような定常波になるが（１０）式で与えられる𝑃 の位置で𝑈 は極小 

𝑈 = 𝑈 − 𝑈 =
𝑃 − 𝑃

𝜌 𝑐
=

𝑃

𝜌 𝑐
 

となり、（１２）式で与えられる𝑃  

の位置で極大 

𝑈 = 𝑈 + 𝑈 =
𝑃 + 𝑃

𝜌 𝑐
=

𝑃

𝜌 𝑐
 

となる。 

𝑃 = 𝑃 = 𝑃 の時には（25）式は 

𝑢 (𝑡, 𝑥) = {sin −𝑘 𝑥 + cos 𝜔𝑡 + }               (28) 

あるいは、 

𝑃

𝜌 𝑐
= 𝑈 

とおいて、 

𝑢 (𝑡, 𝑥) = 2𝑈{sin −𝑘 𝑥 + cos 𝜔𝑡 + }               (28)’ 

 

 

管の中の空気柱の共鳴 

管の材料は、金属その他の剛体と考えてよい個体で、管の内面は滑らかでかつ内部の太さが一様である

とする。 

いま考える音波の波長が間の断面の寸法に比して大きいとその管の中の空気は間の軸に沿って進む平

面音波しか起こりえない。（同シリーズ、振動・波動の 241 ページ参照） 

管の中心軸に沿って座標ｘをとると、管の中の音圧と粒子速度は§5.1 の場合と全く同じになる。管の

長さをℓとして、5-4 図のように左端を、ｘ＝０ 右端をｘ＝ℓとする。 

       5-4 図 

 

閉管 

閉管というのは、5-4 図のように一端が開き、多端が閉じている（個体あるいは液体との境界面で行き

→x

   ｘ＝０           ｘ＝ℓ
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止まりになっている）管である。 

ｘ＝ℓで𝜌 𝑐 > 𝜌 𝑐 として、完全反射が起こるものとすれば、反射音の音圧振幅𝑃 は入射音の音圧振幅

𝑃 に等しく、かつｘ＝ℓでは音圧が同位相であるからそこの音圧振幅は𝑃 ＝2𝑃となり、粒子速度の振幅

は𝑈 ＝0である。 

管内の、音圧分布は、§5.1 の（１４）式によって、 

𝑃(𝑡, 𝑥) = 2𝑃 cos 𝑘𝑥 −
𝜑 − 𝜑

2
sin (𝜔𝑡 +

𝜑 + 𝜑

2
) 

と書けるが、ｘ＝ℓでこの振幅が2𝑃 であるためには 

𝜑 − 𝜑 = 2𝑘𝑙 − 4𝑛𝜋     (n=0,1,2,…) 

したがって、 

𝑃(𝑡, 𝑥) = 2𝑃 cos 𝑘(𝑥 − 𝑙) sin (𝜔𝑡 + 𝜑 − 𝑘𝑙) 

もし、ｘ＝0 での音圧が 

𝑃(𝑡, 0) = 𝑃 sin (𝜔𝑡) 

で与えられたとすると、 

𝑃 =
𝑃

2𝑐𝑜𝑠𝑘𝑙𝑐𝑜𝑠𝑛𝜋
 

となって、 

𝑃(𝑡, 𝑥) =
𝑃

𝑐𝑜𝑠𝑘𝑙
cos 𝑘(𝑥 − 𝑙) sin (𝜔𝑡) 

管内の粒子速度は§5.1 の（２８）式により同様に、 

𝑢(𝑡, 𝑥) =
𝑃

𝜌𝑐 𝑐𝑜𝑠𝑘𝑙
sin 𝑘(𝑙 − 𝑥) cos (𝜔𝑡) 

 

この場合、管の中の音場は完全な定常波であり、閉ざされた端は音圧の腹、（すなわち粒子速度の節）、

そこよりλ/2 ごとに音圧の腹（粒子速度の節）がある。閉端よりλ/4 のところに音圧の節（すなわち粒

子速度の腹）があり、そこよりλ/2 ごとに繰り返えされる。 

 

𝑃 sin (𝜔𝑡)                 𝑃 sin (𝜔𝑡) 

   ５－５図 

    音圧分布                   粒子速度 

 

式（４）（５）から、管の長さと波長λとの間に 

𝑘𝑙 = (2𝑚 + 1)    (m=0,1,2,,,) 

すなわち、k＝２π/λ に注意して、 

𝑙 = (2𝑚 + 1)    (m=0,1,2,,,) 
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と言う関係が成り立つとき、それらの式の分母が 0 となり、𝑃 が小さくても管の中の音波は非常に大

きくなる。この状態を閉管の共鳴という。このうち一番振動数が少ないものは、 

𝜆 = 4𝑙,  𝜈 = = , 

一般には、 

𝜆 = ,  𝜈 = (2𝑚 + 1)𝜈 , 

となる。 

 

開管 

  5-6 図 

 

開管というのは、5-6 図のように両端が開いている管である。 

ｘ＝ℓの端では、§5.1§5.5 より、音圧振幅𝑃 ＝0であり、粒子速度振幅は𝑈 であるとして、ｘ= 

0 で、音圧が 

𝑃(𝑡, 0) = 𝑃 sin (𝜔𝑡) 

と与えられるものとすれば、管内は完全な定常波の音場となり、§5.1 の（１４）式より、 

𝑃(𝑡, 𝑥) = 2𝑃 cos 𝑘𝑥 −
𝜑 − 𝜑

2
sin (𝜔𝑡 +

𝜑 + 𝜑

2
) 

ｘ＝ℓでこの振幅が 0 であるためには 

𝑘𝑙 − (𝜑 − 𝜑 )/2 = (2𝑛 + 1)𝜋/2     (n=0,1,2,…) 

𝑃(𝑡, 𝑥) = 2𝑃 sin 𝑘(𝑙 − 𝑥) cos (𝜔𝑡 + 𝜑 − 𝑘𝑙) 

ｘ＝0 での条件から 

𝑃 =
( )

]

     (n’ =0,1,2,…) 

𝜑 = 𝑘𝑙 + (2𝑛 + 1 )𝜋/2 

よって、 

𝑃(𝑡, 𝑥) =
𝑃

𝑠𝑖𝑛𝑘𝑙
𝑠𝑖𝑛𝑘(𝑙 − 𝑥)cos (𝜔𝑡 + 𝜋) 

§5.1 の（２８）式により粒子速度は次のようになる。 

𝑢(𝑡, 𝑥) =
𝑃

𝜌𝑐 𝑠𝑖𝑛𝑘𝑙
𝑐𝑜𝑠𝑘(𝑙 − 𝑥)𝑐𝑜𝑠 (𝜔𝑡 + 𝜋) 

 

→x

   ｘ＝０           ｘ＝ℓ
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この場合も管の中は完全な定常波の音場で、ｘ＝ℓでの開口端は音圧の節、粒子速度の腹である。5-7

図 

 

𝑃 sin (𝜔𝑡)                 𝑃 sin (𝜔𝑡) 

   5-7 図 

   音圧分布                   粒子速度 

    

（１１）、（１２）式から 

𝑘𝑙 = 𝑚𝜋   (m=1,2,,,) 

すなわち、ℓ＝ｍλ/2  (m=1,2,..) 

のときに、 

 

音圧は、  

𝑷(𝒕, 𝒙) =
𝑷𝟎

𝒄𝒐𝒔𝒌𝒍
𝐜𝐨𝐬 𝒌(𝒙 − 𝒍) 𝐬𝐢𝐧 (𝝎𝒕) 

管内の粒子速度は、 

𝒖(𝒕, 𝒙) =
𝑷𝟎

𝝆𝒄 𝒄𝒐𝒔𝒌𝒍
𝐬𝐢𝐧 𝒌(𝒍 − 𝒙) 𝐜𝐨𝐬 (𝝎𝒕) 

 となり、分母の値が 0 に近ければ、 𝑷𝟎が小さくても管の中の音波は非常に大きくなり、共鳴が起こ

る。 

 

この共鳴を開管での共鳴という。振動数が一番少ないのは、 

𝜆 = 2𝑙,  𝜈 = = , 

一般には、 

𝜆 = ,  𝜈 = 𝑚𝜈 , 

となる。 

 

 

 

もちろん、部屋の形は管のような形ではないので、３次元空間を意識して考える必要がある。 

 

三次元音場の固有モード 

5.1 直方体室の固有振動 
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一般の室内では、三次元の空間の中の音波を考えねばならない。Chapter 1 で述べたように、平面波に関

する三次元の波動方程式は、 

 

Ｃ：音速 

である。三次元の速度ポテンシャルは、この解として与えられる。（ 三次元の速度ポテンシャル） 

いま、図のように各辺の⾧さがｌx、ｌy、ｌz の直方体の室を考える。 

 

 

その周壁が全て剛壁の場合、境界条件は壁面上で壁に垂直方向の粒子速度が０、である。この条件下で三

次元の固有周波数を求めると、  

一次元の固有周波数 

 

と同様、 

 

ただし、ｎx, ｎy, ｎz はそれぞれ０、１、２、３．．．となる。一次元の粒子速度の室内分布 

 
と同様に、その粒子速度の室内分布は定在波として 

 

で表わされ、音圧分布も、一次元の分布 
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と同様に、 

 
の定在波で表わされる。また音圧の式は、 

 
となる。なお、音圧は粒子速度が 0 となる剛壁上で振動の最大値（腹）が生じ、粒子速度の振幅が最大

（腹）となる点で逆に振動の最小値（節）を生じている。 

 

さて、この３次元音場の固有振動はｎx, ｎy, ｎz の任意の組合わせによって、 

一次元モード、二次元モード、三次元モードの３種類に分類される。 

詳細は、室内での振動と、室内での音圧、室外での音圧の計測結果に踏まえて検討しなくてはなりませ

ん。 

 

 

 

 

 意見 42： 

 GPI は住民から、住宅内での被害の訴えがあったとき、共鳴、共振現象に対して、どのように測定し、どのよう

に判断し、どのように対処するつもりなのか？その対策内容を具体的に示せ。 

 

事業者見解 4-40： 

今回の環境影響評価における騒音予測及び低周波音予測結果では、影響は小さいと考えられる結果と

なっています。 風車稼働後に苦情やお問合せ等があれば、まず状況をお伺いし、必要に応じて調査さ

せて頂きます。また、状況や原因等に応じて、しかるべき対応をさせて頂きます。 

 

見解 4-40 の問題点： 

共鳴、共振現象の場合には、具体的にどのような対応をするのかと聞いているのです。しかるべき対応の具体

的な中身を、共鳴、共振現象の場合について述べなさいと言っているのです。 

これでは、住民は困ります。GPI は、状況をお伺いし、必要に応じて、と言うのですが、状況を説明するには、

精密騒音計と振動レベル計での計測結果が最高の説明資料です。住民にとって現象を正確に説明するのは、

困難です。 

正直に、“自治会で１５０万円集めて、自前の機材を購入してください。GPI はその計測結果を見て判断しま

す。データはネットに掲載して、世界中の専門家に解析してくれるようにお願いしてみて下さい。”と言ってみては

どうですか？ 
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甲４０号証、風力発電等による低周波音・騒音の長期健康影響に関する疫学研究 5-1307 

に次の記述がある。 

 
 

家の中で眠る住民にとっては、エネルギー透過率が大きな問題となる。 

可聴域音で振幅が変動する音について、家の壁や窓による遮音効果を調べれば、振幅変動の可聴

域成分が、睡眠を妨げる原因か否かが分かる。 

これは、室外と室内で、平坦特性での録音を行い、2つの Wavファイルに対して、両方から可聴域

音を取り出し、そのエネルギーを比較すればよい。 

同時に、20Hz 未満の周波数成分に関しても、同様の操作をすれば、可聴域音の振幅変動が主な原

因なのか、超低周波音が主な原因なのかはすぐに分かる。 

 

 

意見 43： 

家の構造によって、遮蔽効果の差も大きく、被害は様々なので、GPI は、すでに風車を建設した地

域において、住民に協力してもらって、室内、室外での精密騒音計による録音と振動計による測定

を行い、建物の材質や間取りなどによって、どのような影響があるかを精密に調べ、計測結果のデ

ータそのものを公開するとともに、分析結果と認識を示すべきである。 

等価音圧レベルの数値だけでは、いろいろな物理的特性を持った家に住んでいる住民の苦しみは

理解できない。 

 

事業者見解 4-41： 

今回の環境影響評価における騒音予測及び低周波音予測結果では、影響は小さいと考えられる結果と

なっています。 風車稼働後に苦情やお問合せ等があれば、まず状況をお伺いし、必要に応じて調査さ

せて頂きます。また、状況や原因等に応じて、しかるべき対応をさせて頂きます。 

 

見解 4-41 の問題点： 

住民の自治会が幾つか集まって、合計で 150 万円の寄付金を集めれば、住民でも、騒音計測と振動計測が
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出来ます。住民からの苦情があれば、自治会の有志で計測を行えます。 

 インターネットもあるので、データを公開すれば、世界中から協力で解析結果を得ることも出来ます。計測の必

要性は住民が判断します。 

 計測方法に関しては、世界中の科学者が判断します。 

 これらの結果と比較して、問題が起きないような対応を取れるようにしなくてはなりません。大切なのは、GPI と住

民が同じ場所でそれぞれの機材で収録して、結果の客観性を確立する事です。 

 私にも、アメリカに住んでいる振動解析の専門家の知り合いがいますので、解析に参加してくれるように頼んで

おきます。 

 10 分もあれば、計測できますので、計測データを見ながら、問題点を解明したほうが良いと考えます。 

“まず状況をお伺いし、必要に応じて調査させて頂きます。”と言うような遠慮は無用です。どんどん測っ

て、データをどんどん公開しましょう。 

 

 

さて、ＧＰＩは 

 

  

“63Hz および 80Hz で若干参照値を超える場合が見られた“と言っている。そして、 

”現状でも超えている場合があり、事業の影響の程度は小さいと考えられる。“ とも言う。 

  

 GPI は、騒音で苦しんでいる人に対して、 

“どうせ苦しんでいるのだから、もっと苦しみなさい。” 

と言っているのです。決して許される言葉ではありません。 

 

騒音がひどい新幹線は、夜の１２時近くには運行を停止している。もし、風車が新幹線の運行時間に合

わせて停止してくれるならば、GPI の表現もある程度理解できる。普通の風車は夜中も停止しない。GPI

の新型風車を毎晩停止させてくれるのでしょうか？ 

 

また、高速走路の騒音に対しては、高い壁（遮音板）を作って被害の低減に努めている。GPI は風車の

周りに高さ２００ｍの遮音板を作ってくれるのだろうか？ 
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 意見 44： 

 GPI は、風車に夜間停止装置を付けて、住民の睡眠を確保するための配慮をすべきだと考える。 

風車の毎日の運転時間の予定を明確にせよ。運転停止時間が、新幹線の運行停止時間よりも⾧くなるな

らば、住民の安眠を妨げる大きな原因となる。と考える。GPI は、毎日の風車稼働時間帯と風車停止時間

帯を明記せよ。 

 風車の周りに遮音板を立てて、近隣住民への被害を防ごうとするのが当然だと考えるが、風車の周囲

での遮音板の建設予定について明記し、その効果の予測も述べよ。 

 

事業者見解 4-42： 

今回の環境影響評価における騒音予測及び低周波音予測結果では、影響は小さいと考えられる結果と

なっています。 風車稼働後に苦情やお問合せ等があれば、まず状況をお伺いし、必要に応じて調査さ

せて頂きます。また、状況や原因等に応じて、しかるべき対応をさせて頂きます。 

 

 見解 4-42 の問題点： 

 遠慮深い GPI は、 

“風車稼働後に苦情やお問合せ等があれば、まず状況をお伺いし、必要に応じて調査させて頂きます。” 

と言いますが、住民に測定に関しての協力を求めたらいかがですか？ 

精密騒音計も、振動レベル計もボタンをいくつか押せば操作できます。解析は困難ですが、ネットに公開

すれば、解析も出来ます。 

 風車音による被害はすでに起きています。 

２００７年末、東伊豆の別荘地では１５００㌔㍗×１０基の風力発電が運転を始めた直後から、住民の

なかで健康被害が続出した。この因果関係を調べるため、事故で風車が停止しているとき、団地自治会が

独自に疫学調査を実施した【表１】。不眠、血圧、胸・腹・歯・鼻・耳痛などの症状が、風車が停止する

ことで大きく改善したことがわかる。 

 

 この結果を受けて住民が動き、今後は夜間に住宅直近の風車３基を停止すること、次に近い風車２基

の回転数を４割減らすこと－－という内容の協定を、自治会と事業者と東伊豆町の三者で結んだという。

これによって睡眠障害は７割減った。ただし、それでも耐えられず転居した家族もいる。 
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とあります。苦情が１つでもあったら、風車を全て停止させてください。 

 
睡眠に関して検証します。 

環境省の HP の資料には、 “これらの音によりわずらわしさ（アノイアンス）を増加させ、睡眠

への影響のリスクを増加させる可能性があることが示唆されている。”と書かれている。 

睡眠妨害が拷問の技法であることは、昔から知られています。 

 
今回は道具を使わず、眠りを妨げることで犠牲者を従わせる「睡眠妨害」の拷問を紹介します。  

嘘の自白、精神異常、果ては死……睡眠妨害の末路 

眠りによる休息は、あらゆる生物にとって必要不可欠なものです。それだけに、睡眠の妨害は非常に効果の

高い拷問となりえます。 

 睡眠妨害の拷問は古くから行われていましたが、古代や中世では拷問に残酷さが求められたためあまり目立

っていませんでした。しかし、近世以降になると盛んに用いられるようになります。 

 睡眠妨害のうちもっとも原始的な拷問はなんでしょう？ 

 それは、24 時間体制で見張りをつけて眠らせないようにしておくというものです。犠牲者は監房に閉じ込められ、

居眠りをすれば執行人に棒でこづかれます。その状態で歩き続けなければならないこともありました。もちろん

飲食は最低限だけ、または禁止です。 

 こうして長時間眠れずにいると、犠牲者の精神は追い詰められ、誘導尋問に乗りやすくなりますし、無実であっ

ても言われた通りのことを自白してしまいます。 

 また限界に達すれば精神に異常をきたすこともあり、方法によっては死んでしまうことすらありました。  

こうした睡眠妨害は、犠牲者の身体に傷が残りにくいことから、現代でも密かに行われ続けているといいます。 

 

この常識を無視して、 

“これらの音によりわずらわしさ（アノイアンス）を増加させ、睡眠への影響のリスクを増加させ

る可能性があることが示唆されている。”と言われたら、“お前たちを拷問にかけてやる。”と宣言して

いるとしか思えません。いくら、環境省のお役人様が偉いといっても、このようなことは受け入れられま

せん。 

 

 朝早くから、車を運転する人にとっては命に係わる重大な事柄です。居眠り運転は運転する人だけで

はなく、歩行者や、他の車を巻き込む事故の起きる可能性が大きくなります。 

 命に係わる事柄です。もちろん、騒音が１日だけとか、夕方６時から朝６時までは風車を止めるとかの

配慮があれば、少しは危険性が減少するでしょうが、１年中、２４時間うるさくされたら、住民は困り果

てます。 

 

 

 睡眠は子供たちの成長にとって極めて重要です。 
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南房総市の 2021 年２月１１日の広報みなみぼうそう 2 月号には、次のように書かれている。 
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意見 45： 

農業に関わる人が多い場所では、 風車の騒音や、振動で睡眠が妨げられれば、体力が落ちる、体調不

良となる。 真夏に草刈をすることも多く、草刈をしていて熱中症で倒れれば、発見が送れて死亡する場

合も予想され る。さらに、寝不足による注意力不足や運転中の居眠りによる交通事故なども十分に考え

られる。 

これらの予想される被害が、風車建設後に起きて、例えば、居眠り運転での交通死亡事故が起きたとき

に、運転していた人が風車騒音で寝不足でしたと供述した場合には、裁判の結果に関係なく、即時に、死

亡した人の遺族に１億円の見舞金を GPI が支払うのが当然だと考えます。風車を建設した会社が、事故

の責任の一端を負うのが当然だと考えるからです。当然と考える理由は、事前に予測できる問題だから

です。問題が予測できるにも関わらず、強行すれば責任が生じると考えるからです。GPI はどのように

考えますか。  

 

事業者見解 4-43： 

今回の環境影響評価における騒音予測及び低周波音予測結果では、影響は小さいと考えられる結果と

なっています。風車稼働後に苦情やお問合せ等があれば、まず状況をお伺いし、必要に応じて調査させ

て頂きます。また、状況や原因等に応じて、しかるべき対応をさせて頂きます。 

 

 

 見解 4-43 の問題点： 

ここでは、“しかるべき対応をさせて頂きます。”の具体的な内容を聞いているのです。 

これまでに、GPI が過去において建設した風車の近くに住む市民に対して取ってきた、“しかるべき対応”

がどんな内容だったのかが大きな問題なのです。 

 “必要に応じて調査”と言われると、GPI は過去において、“必要が無い”と判断して、調査をしてこなか

ったのではないかと、疑ってしまいます。 

熱中症、居眠り運転、に対しては、GPI はどのように対応してきたのでしょうか？ 

もちろん、明確な関連性が証明できないので、GPI は責任を取り得ません。と言う事も出来ます。過去の

於ける実績に踏まえての、見解を書くべきでした。 

 

 

 意見 46： 

不眠と風車騒音の因果関係を直接的に論証するのは、難しいが、統計的に関連性を示すことはそれほど

難しくない。統計調査の中に、アテネ不眠尺度によるアンケート調査、唾液コルチゾール検査、精密騒音

計と振動計による計測結果を含めて多変量解析をすれば、風車が不眠の原因であることは、より明確に

なると考えます。 

GPI はどのような方法をとれば、風車騒音が不眠の原因だと結論できると考えますか？また、裁判に

おいては、何がどの様に示されれば、自社の責任を認めるのでしょうか？GPI の判断基準を明示すべき
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だと考えます。 

 

事業者見解 4-44： 

今回の環境影響評価における騒音予測及び低周波音予測結果では、影響は小さいと考えられる結果と

なっています。 風車稼働後に苦情やお問合せ等があれば、まず状況をお伺いし、必要に応じて調査さ

せて頂きます。また、状況や原因等に応じて、しかるべき対応をさせて頂きます。 

 

 見解 4-44 の問題点： 

 石竹達也氏（久留米大学医学部）の調査結果は 

 
上のようになっています。これから、非常に多くの人（2ｋｍ圏内では３０％以上）が睡眠障害に悩

まされていることが明らかです。 

アテネ不眠尺度の６点は、 

６点以上 不眠症の疑いがあります。医師に相談することをお勧めします。 

と言うレベルです。 

 GPI が、この不眠の原因が GPI が建設した風車だと認める条件を聞いているのです。 

 例えば、この不眠調査と全く同じ調査を、建設前と建設後に行い、不眠を訴える人の割合が、風車建設

後に増えたら、責任を認めますか？ 

 不眠を訴える人の、地域的な分布が、風車建設前には、風車建設予定地との距離的関連が無いが、建設
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後には風車群からの距離に関連して不眠を訴える人分布するようになったら、GPI の風車が不眠の原因

だと認めますか？と言うようなことを聞いているのです。 

 また、GPI は、何度も 

“今回の環境影響評価における騒音予測及び低周波音予測結果では、影響は小さいと考えられる結果とな

っています。” 

と言います。では、30％の人が不眠を訴えた場合には、GPI は影響が大きいと考えるのか、90％よりは

少ない数値だから、影響は小さいと考えるのか？ 

と言うような、GPI 自身の考え方を、具体的に聞いているのです。 

 過去のおいて、GPI が不眠が風車音によるものだと認めた例があるのならば、どの程度の場合に認め

たのか、認めた要因で重視したのは何だったのかを書けばよいのです。 

 それとも、GPI が必要と認めた前例は無いので、調査も補償もしたことが無い、と言うことなのでし

ょうか？ 

 回答が的外れな理由を考えれば考えるほど、GPI に対する疑念が大きくなってしまいます。 

 

 

 意見 47： 

不眠や健康の問題に関して、風車建設前と、建設後に統計的な調査を行い、その結果を比較した時に、

関連性は統計学の面から示せる。GPI は相関係数がどの様な値になったら自社の責任を認めるのかを明

記して下さい。 

 

事業者見解 4-45： 

今回の環境影響評価における騒音予測及び低周波音予測結果では、影響は小さいと考えられる結果と

なっています。 風車稼働後に苦情やお問合せ等があれば、まず状況をお伺いし、必要に応じて調査さ

せて頂きます。また、状況や原因等に応じて、しかるべき対応をさせて頂きます。 

 

見解 4-45 の問題点： 

GPI は、“影響は小さいと考えられる”との立場を取っている。影響を調べるには、建設前と建設後の状

態を比較することが必要である。 

影響が小さいとする、GPI の予測が正しいのか否かを検証しましょう。予測と検証を繰り返さないと、

その予測が適正なものなのか否かを判断できません。 

苦情や問い合わせが無くても、建設前と建設後の環境の変化に関する調査を行い、その結果を公表する

ことが企業としての社会的責任です。 

調査においては、比較可能となる形式での調査が必要です。例えば、被害が小さいと考える根拠となる

数値（A 特性音圧レベル）の数値が、同じ場所で、騒音原因が異なる場所を複数選んで調査する。 

例えば道路の騒音被害のある場所でのアンケートや調査と、風車音による被害を受ける地域でのアン

ケートと調査を行う。A 特性音圧レベルが同一ならば、結果が比較しやすい。 

これを比べてみて、調査結果に差が無ければ、A 特性音圧レベルが指標として適切だと言う事になる。 

調査すべき事項の概略を述べておきます。 



205 

アンケートとしては、次の２つを組み合わせたものが適当だと考えます。 

１つ目は、 

表 II:選択された症状を報告している LFN 苦情申立人の数。  

健康問題  回答者数  回答者の割合 

睡眠障害 11 92% 

ストレス  10  83% 

フラストレーション 9  75%  

眠りにつくのが難しい  8  67% 

不安  8 67% 

疲労感  7  58% 

耳や体の圧力や痛み  7  58% 

頭痛  7  58% 

身体の振動や痛み  6  50% 

頻繁な刺激  5  42% 

不眠症 5  42% 

うつ病  4  33% 

片頭痛 3  25% 

腹部症状  3  25% 

慢性疲労  2  17% 

自殺  2 17% 

耳鳴り  1a  8% 

a) 回答者は、耳鳴りではなく副鼻腔炎が耳鳴りに起因すると回答した。  

 

を次のように変形したもの。 

健康アンケート（全般）。  

健康問題  ０ １ ２ ３ 

睡眠障害 ０無い １少しある ２かなりある ３深刻である 

ストレス  ０無い １少しある ２かなりある ３深刻である 

フラストレーション ０無い １少しある ２かなりある ３深刻である 

眠りにつくのが難しい  ０無い １少しある ２かなりある ３深刻である 

不安  ０無い １少しある ２かなりある ３深刻である 

疲労感  ０無い １少しある ２かなりある ３深刻である 

耳や体の圧力や痛み  ０無い １少しある ２かなりある ３深刻である 

頭痛  ０無い １少しある ２かなりある ３深刻である 

身体の振動や痛み  ０無い １少しある ２かなりある ３深刻である 

頻繁な刺激  ０無い １少しある ２かなりある ３深刻である 

不眠症 ０無い １少しある ２かなりある ３深刻である 
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うつ病  ０無い １少しある ２かなりある ３深刻である 

片頭痛 ０無い １少しある ２かなりある ３深刻である 

腹部症状  ０無い １少しある ２かなりある ３深刻である 

慢性疲労  ０無い １少しある ２かなりある ３深刻である 

自殺  ０無い １少しある ２かなりある ３深刻である 

耳鳴り  ０無い １少しある ２かなりある ３深刻である 

と、 
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健康アンケート（睡眠）

 

過去一ヶ月間に、少なくとも週３回以上経験したものを選んでください。

0 いつもより寝つきは良い

1 いつもより少し時間がかかった

2 いつもよりかなり時間がかかった

3 いつもより非常に時間がかかった、あるいはまったく眠れなかった

0 問題になるほどのことはなかった

1 少し困ることがある

2 かなり困っている

3 深刻な状態、あるいは全く眠れなかった

0 そのようなことはなかった

1 少し早かった

2 かなり早かった

3 非常に早かった、あるいは全く眠れなかった

0 十分である

1 少し足りない

2 かなり足りない

3 全く足りない、あるいは全く眠れなかった

0 満足している

1 少し不満である

2 かなり不満である

3 非常に不満である、あるいは全く眠れなかった

0 いつもどおり

1 少し滅入った

2 かなり滅入った

3 非常に滅入った

0 いつもどおり

1 少し低下した

2 かなり低下した

3 非常に低下した

0 全くなかった

1 少しあった

2 かなりあった

3 激しかった

0 全くなかった

1 少しあった

2 かなりあった

3 激しかった

[１～3点]・・睡眠がとれています

[4～5点]・・不眠症の疑いが少しあります

[6点以上]・・不眠症の可能性が高いです

ピーク値；　　　　　　　　　　　Hz　　　　　　　　　　　Pa

A特性音圧レベル；　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｄB

G特性音圧レベル；　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｄB

3
希望する起床時間より早く目覚めて、それ以

降、眠れないことはありましたか？

計測希望

アテネ不眠尺度(AIS)不眠症の自己評価

1
寝床についてから実際に寝るまで、時間がか

かりましたか？

2 夜間、睡眠の途中で目が覚めましたか？

4
夜の眠りや昼寝も合わせて、睡眠時間は足り
てましたか？

5
全体的な睡眠の質について、どう感じていま

すか？

6 日中の気分はいかがでしたか？

1から8の
合計

９の点数有 ・ 無

7
日中の身体的および精神的な活動の状態は

いかがでしたか？

8 日中の眠気はありましたか？

9 胸や腹への圧迫感はありましたか？

騒音振動の
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を組み合わせて使うべきです。希望があれば上記の項目に関する計測を行います。 

アンケート表の拡張、圧迫感、質問票に次の項目を追加する事が必要です。 

1 つでも当てはまれば、副腎疲労の可能性が考えられます。もし、4 つ以上当てはまる場合には、「唾液

コルチゾール検査」で十分に副腎が働いているかどうか調べてみることをお勧めします。副腎疲労の治

療は、原因となるストレスの同定・除去や、生活習慣の改善、サプリメントを用いた栄養療法などが中心

となります。 

唾液コルチゾール検査の方法 

一日 4 回（8 時、12 時、16 時、24 時）唾液の採取をします。唾液中に含まれるコルチゾールの日内変動

を調べます。 

正常な場合：朝の値が最も高く、時間が経つにつれて下がります。 

副腎機能が低下している場合：朝の値が低くなるなど、分泌パターンに変化が見られます。 

こういった値の変化によって副腎疲労の度合いが分かります。（唾液の接種だけの検査ですので、身体へ

の負担はほとんどありません。） 

検査費用：15,000 円（税別）※自費診療 

この検査を含めた場合、診断書の発行費用は、１回あたり２万円程度です。 

館山の風車騒音の解析では、1/3 オクターブ解析を、ISO7196 に従って調べると次の表になります。 

 
この表を作れるデータの収録は次のようにすればよいのです。 
 多くの場合騒音の計測は、1/3 オクターブ解析として扱われる場合が多く、このようなデータで

は、周波数の正確な分析が不可能であり、問題解明ができません。 

 計測後に、FFT や Wavelet による解析が可能であり、必要ならば 1/3 オクターブ解析もできるよう

なデータ形式で計測結果を収録しなくてはなりません。また、データの扱いやすさも考えるならば、

16 ビットの符号付整数で記録された WAV ファイルとして、平坦特性で収録する必要があると考えま

す。 

 騒音については、 

リオン社の精密騒音計 NL-62 で計測され、波形収録プログラム NX-42WR によって１６ビットの符

号付整数を使って収録された WAV ファイルを作る。収録時の周波数重みづけは Z 特性（平坦特性）

とする。サンプリングレートは４８ｋHz、連続する収録時間としては１分から 10 分程度とする。 

振動については、 

リオン社の振動レベル計 VM-55 で計測され、波形収録プログラム VX-55WR を使って収録された WAV

ファイルを作成する。 

ストアモードは Auto、測定チャンネルは XYZ、総測定時間は１分から１０分程度とする。 

ビデオカメラでの撮影、 

風車が存在して回転している場合は、ビデオカメラで回転の様子を撮影する。 

計測場所は、 

建設前については、建設計画で風車がほぼ１列になっている場合は、風車の列の中央部分。 

さらに、風車の列に対して直角方向で民家が存在する方向に向かって、５００ｍおきに２ｋｍま

で５か所での測定をする。測定は、昼間と夜間の２回とし、これを春夏秋冬の季節ごとに行う。（季

節ごとの風向の影響も考える。）計測を希望する家があれば、さらに数か所を追加する。家の中での



209 

騒音、振動の計測も行う。 

風車建設後にも、建設前に測定した場所と同じ場所で計測を行う。建設前と同様に、測定は昼間

と夜間の２回とし、これを春夏秋冬の季節ごとに行う。これによって、風車建設前と風車建設後で

の騒音、振動のデータを比較することが可能になる。 

計測結果の解析、 

騒音の原因が何かを考えるには、音の周波数を計算する必要があります。上記のＷＡＶファイル

があれば、ＦＦＴによる解析が可能となります。 

風速の変化によって風車の回転数が変化すると、音の周波数は微妙に変化します。この微妙な変

化をとらえるには、ＦＦＴ解析ではなくて、Ｗａｖｅｌｅｔ解析が必要となります。また低周波の

解析では、カオス理論の活用が有効となる場合もあります。 

測定結果の解析には、このような機能を持ったソフトウエアを確保する必要があります。 

データの交換、 

計測は県（または市）、風力発電の事業者、第三者（大学等）で複数の機械で同時に行い、測定結

果のデータを互いにその場で交換して、お互いの測定結果を全員が共有することが必要があります。 

さらに、お互いの測定結果がほぼ同じであることを、その場でお互いに確認する必要があります。 

データの公開、 

低周波音の解析では、高度の機能を備えているソフトウエアを使う必要が出てきます。県や市、

業者、大学に、そのような機能を持ったソフトウエアが無い場合も考えられます。 

計測したデータを一般に公開すれば、必要なソフトウエアを持っている人からの援助も受けられ

ます。 

多くの立場の人が、異なるソフトウエアで解析した結果が一致すれば、原因の究明に向けての大き

な力となります。 

 ソフトウエアを揃えると 100 万円くらいします。公開すれば、お金も節約できて、様々な立場か

らの検討が可能となるので、データの一般公開は必要なことだと考えます。 

 調査方法に関しては、さらに詳細な検討が必要です。 
 

 

意見 48： 

国は、“風車騒音の影響はきわめて複雑であり、今後の医学（疫学、病理学）、聴覚、社会心理学的な研

究の進展に期待するところが多い。” と言っている。 

GPI が積極的に調査に協力して、複雑な原因を解明することが、GPI の成すべき社会貢献であると考

える。GPI の考えを述べて下さい。 

 

事業者見解 4-46： 

国による最新の研究成果の情報収集に努めつつ、今後、国から協力要請があれば協力できることを検討

します。 

 

見解 4-46 の問題点： 

GPI は、“国による最新の研究成果の情報収集”と言っているが、国が最新の研究成果を発表するのではあ

りません。 

国の主張は、 

国は、“風車騒音の影響はきわめて複雑であり、今後の医学（疫学、病理学）、聴覚、社会心理学的な研

究の進展に期待するところが多い。” と言っている。 
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のですから、国は、国以外の研究者や企業などによる研究の進展に期待しているのです。 

 このことは、日本語を普通に理解できる人ならば、誤解の余地はありません。 

 従って、国以外の人や組織からの要請に対して、基礎的な資料を提供することが必要となります。 

住民も研究を進展させることが出来るのです。 

 GPI は国からの要請に協力するのは当然ですが、研究を進展させる力を持っている、地域住民に対し

ても積極的に協力すべきなのです。 

 もう一度確認します。国は自らの責任で研究を進展させるとは言っていないのです。 

 

 

 意見 49： 

 医学的なデータを統計的な扱いが可能な形で確保するには、 風車建設前と建設後の数年間にわたり、

建設予定地を中心として半径３ｋｍ以内の全ての医療機関で継続的な健康診断を、季節的な変動を検討

できるようにするために、１月、４月、７月、１０月の全受診者に対して、受診のたびに健康診断を行い、

唾液コルチゾール検査の結果を含んだ診断書を発行する。自宅と風車の距離、家の形 態、築年数、年齢、

性別、仕事、なども調査する。  

診断結果をコンピュータのデータとして蓄積し、プライバシーを守りながらも統計的な処理が出来る

よう にしておく。 診断書は、裁判資料となるので各自が保管する。 

診断書発行費用、医療機関で使うコンピュータ、通信費、 ソフトウエアの開発費、データ保存で必要

となる暗号の開発費などは、すでに、多くの地域で被害が生じていることを承知で GPI が建設をするな

らば、責任を取る意味で、GPI がこれらの費用を全て負担とするのが当然だと思う 

GPI はどのように考えますか。 

 

事業者見解 4-47： 

今回の環境影響評価における騒音予測及び低周波音予測結果では、影響は小さいと考えられる結果とな

っています。 風車稼働後に苦情やお問合せ等があれば、まず 状況をお伺いし、必要に応じて調査させて

頂きます。また、状況や原因等に応じて、しかるべき対応をさせて頂きます。 

 

見解 4-47 の問題点： 

 残念ですが、GPI の、これまでの見解が的外れであることや、見解 4-46 で示された、文章を理解する

力が欠けている状況から判断すると、 

必要か否かは、住民が判断し、計測や調査の内容は住民が市や県と相談して決める。そして、GPI は無

条件で、その費用を負担する。 

とするしかない。と思えてしまいます。 

 意見に対応していない、見意味なコピペを繰り返してはいけません。 

 

 

 健康調査に含める“唾液コルチゾール検査”とは、次のようなものです。 
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  唾液コルチゾール検査 「副腎疲労（アドレナル・ファティーグ）」という言葉をご存じでしょうか？  

近年、体調不良で検査をしても原因がわからないという不安を訴える患者様が増えています。現代人

は、日 常的にさまざまなストレスを受けています。副腎から分泌されるコルチゾールは、このストレス

から私たち の心身を守ってくれています。 しかし、強いストレスが慢性的に続くと、副腎も疲れ、コル

チゾールの分泌が追い付かなくなり、身体にさまざまな症状が現れます。  

以下の症状に覚えはありませんか？ 朝、起きるのがつらい ぐっすり眠っても、まだ疲労感がある 塩

辛い食べ物が無性に欲しくなる 以前楽しんでいたこともすべて億劫に感じる 日常的なことがとても疲

れる 性欲の低下 ストレスに対処出来ない、イライラしやすい 病気や怪我、外傷から回復するのに時間

がかかる ベッドや椅子から立ち上がるとき、クラクラする 軽度のうつ（人生に何の意味も感じられな

い） 人生の全てがむなしい PMS（月経前症候群）の悪化（手足のむくみ、頭痛、乳房の張り、下腹部の

痛み、ふさぎ、不安、怒り、イ ライラがひどくなる） カフェインがないと仕事ができない 思考がまと

まらず、ボーっとする 記憶があやふや 午前１０時まで目覚めない 午後３時から４時の間はぼんやりし

ている 夕食後、やっと元気になる 仕事がはかどらない （医者も知らないアドレナル・ファティーグ ジ

ェームズ・L・ウィルソン著 中央アート出版社より引用） 146 146 上記の症状に 1 つでも当てはまれ

ば、副腎疲労の可能性が考えられます。もし、4 つ以上当てはまる場合に は、「唾液コルチゾール検査」

で十分に副腎が働いているかどうか調べてみることをお勧めします。副腎疲労 の治療は、原因となるス

トレスの同定・除去や、生活習慣の改善、サプリメントを用いた栄養療法などが中 心となります。 唾液

コルチゾール検査の方法 一日 4 回（8 時、12 時、16 時、24 時）唾液の採取をします。唾液中に含ま

れるコルチゾールの日内変動を 調べます。 正常な場合：朝の値が最も高く、時間が経つにつれて下がり

ます。 副腎機能が低下している場合：朝の値が低くなるなど、分泌パターンに変化が見られます。 こう

いった値の変化によって副腎疲労の度合いが分かります。（唾液の接種だけの検査ですので、身体への負 

担はほとんどありません。） 検査費用：15,000 円（税別）※自費診療 この検査を含めた場合、診断書の

発行費用は、１回あたり２万円程度です。 

 

 

 質問 50： 

居眠り運転の増加は予測できる事柄です。風車建設前の居眠り運転の発生件数と建設後の発生件 数を

しらべ、風車建設後に、居眠り運転が増加しているならば、居眠り運転で亡くなった方が出た場合、 事

故の増加が予見できるにもかかわらず、風車を建設した責任として、見舞金を死亡した人の家族に１億

円 程度支払うのは当然だと考えるが。貴社は以下に考えるか？ 

 

事業者見解 4-48： 

今回の環境影響評価における騒音予測及び低周 波音予測結果では、影響は小さいと考えられる結果とな

っています。 風車稼働後に苦情やお問合せ等があれば、まず状況をお伺いし、必要に応じて調査させて

頂きます。また、状況や原因等に応じて、しかるべき対応をさせて頂きます。 

 

見解 4-48 の問題点： 

GPI は、意見 50 の内容を読んだのでしょうか？ 
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石狩風車の低周波音測定結果と健康被害 元札幌医科大学講師・山田大邦氏の論文より 

2018 年 2 月 8 日 

では、 

 ２００７年末、東伊豆の別荘地では１５００㌔㍗×１０基の風力発電が運転を始めた直後から、住民の

なかで健康被害が続出した。この因果関係を調べるため、事故で風車が停止しているとき、団地自治会が

独自に疫学調査を実施した【表１】。不眠、血圧、胸・腹・歯・鼻・耳痛などの症状が、風車が停止する

ことで大きく改善したことがわかる。 

 
 この結果を受けて住民が動き、今後は夜間に住宅直近の風車３基を停止すること、次に近い風車２基

の回転数を４割減らすこと－－という内容の協定を、自治会と事業者と東伊豆町の三者で結んだという。

これによって睡眠障害は７割減った。ただし、それでも耐えられず転居した家族もいる。 

とのことです。 

 不眠が特に目立ちます。 

これは、農漁村地区の人にとっては重要な問題です。安眠できなければ、朝早く起きたときに眠気が残

ります。良く眠れなければ体力も落ちます。 

 夏に、朝早く起きて海老網の手伝いをしている方の睡眠時間は極端に短くなってしまいます。眠くて

ぼんやりした頭で、バイクに乗って港に向かう。とても危険なことです。 

 車を運転するときに、居眠り運転をする可能性も高くなります。人身事故も十分予想されます。 

 夏に、草刈や草取りの農作業をする人も多いです。体力が落ちている人が、炎天下で農作業をしたら、

熱中症になってしまいます。 

 熱中症で畑に倒れているところを、他の人に見つけてもらって、病院に行った方もいるとの話も聞い

ています。 

 海に潜って、アワビを採る人にとっても、睡眠不足は大変危険です。体調不良で潜っていて気分が悪く

なるのは、良くあることです。眠れなくて体力が落ちれば、漁獲高にも影響します。 

良く眠れない原因となる風力発電施設を作ることは、私たちの命を縮めることであり、漁業による収入

の減少を招くことです。 

交通事故に関しては、GPI が住民からの連絡を待つ必要は無いのです。GPI が警察や保険会社に問い

合わせれば良いのです。 

そして、事故原因の一つに、不眠による居眠り運転が原因か否かを聞いてみれば良いのです。 

大切なのは、GPI が住民に対して、風車音が原因での居眠り運転事故が起きたときには、GPI から出る

見舞金について、その金額と手続き方法を文書で知らせておけば良いのです。 



213 

 これこそ、風車を建設するものが、住民との間で確立しなくてはならない相互理解の一つです。 

GPI も、 

事業者：地域の皆様の理解を醸成していくにあたってコミュニケーションをとっていくべきということ

だと思いますが、ご指導いただいたように、積極的に事業の必要性を含めてコミュニケーションを図っ

ていきたいと思います。 

と言っていた。 

これが、コミュニケーションの内容の一つとして含まれることが必要です。 

 

 

意見 51： 

これまで、GPI はいろいろな場所で、風力発電施設を建設してきた。そのなかで、風車が建設された

地域の住民で、地権者として GPI からお金がもらえる人以外で、３人以上の人が、風車ができたおか

げで良いことがあった。と言っている人がいる地区があるならば、その地区を明らかにして下さい。コ

ロナも収まってきたので、確認に行きます。 

 

事業者見解 4-49： 

弊社が運転管理している風力発電施設では、地元の人によろこんでいただけるような事業となるよう、

それぞれの案件において努めております。 

 

見解 4-49 の問題点： 

環境省の HP から公開されている資料の中に 

“甲２９号証、風力発電等による低周波音の人への影響評価に関する研究 S2-11” 

課題代表者名 橘 秀樹 （千葉工業大学附属総合研究所 教授） 

研究実施期間 平成 22～24 年度 

累計予算額 130,112 千円（うち 24 年度 42,623 千円） 

 予算額は、間接経費を含む。 

がありました。 

そのなかで、次の調査結果が示されている。 

（３） 社会反応調査 

 社会反応調査としては、風力発電施設周辺地域について騒音の実測調査と同時に実施した。ま

た、対照地域を平成 23 年度、平成 24 年度にそれぞれ 9 箇所選び、騒音の実測調査と社会反応

調査を実施した。 

 風力発電施設周辺地域（風車地域）では、訪問住戸数 1,539 に対して回答数は 747 で、回収率

は 49％であった。 また、対照地域では、訪問住戸数 828 に対して回答数は 373 で、回収率は

45％であった。 

 調査を実施した地域と回答者の属性について、風車地域と対照地域を比較した結果、両地域で

きわめて類似した特性となっていた。 

 つぎに、風車地域におけるアンケート調査の結果を分析した結果、以下のことが分かった。 
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 a. 何らかの音を「最も悩まされている音」として挙げた回答は、全回答数 747 のうち 197 件

であった。その内訳を見ると、60％（119 件）が風力発電施設の音を挙げている。 

 b. 上記の回答のうち、風力発電施設の音以外の音を挙げた回答（78 件、以下、「風車騒音以外

グループ」と呼ぶ）と風力発電施設の音を挙げた回答（119 件、以下、「風車騒音グループ」と

呼ぶ）の別に、検討を行った。 まず、生活環境の満足度に対する回答を見ると、「風車騒音グ

ループ」の回答で「静けさ」に対する不満の程度が「風車騒音以外グループ」よりも大きくな

っている。その他の項目については、両グループ間で大きな差は見られない。 

 c. 「悩まされたりうるさいと感じとことがある音」に対する回答では、「風車騒音グループ」

で風力発電施設の音に対して「非常にある」という強い反応が見られる。 

 d. 騒音によって迷惑を受ける時間帯については、「風車騒音以外グループ」では特に指摘が多

い時間帯はないが、「風車騒音グループ」では夜間、深夜を指摘する割合が大きい。 

 e. 睡眠影響の原因に関する質問に対する回答では、「最も悩まされている音」として挙げた騒

音によると思うと答えた割合は、「風車騒音以外グループ」では 59％であるが、「風車騒音グル

ープ」では 87％となっている。 

 f. 「自然エネルギーを利用する風力発電は、よい方法か」という質問に対する回答では、「風

車騒音以外グループ」では 85％が「よい方法と思う」と答えているのに対して、「風車騒音グ

ループ」では若干その割合が小さくなっている。それでも、「よい方法と思う」との回答は

66％となっている。 

 g. 「風力発電施設の音が聞こえるか」という質問に対する回答を見ると、「風車騒音グルー

プ」では「聞こえる」という回答が 100％となっているが、「風車騒音以外グループ」でも「聞

こえる」という回答は 68％になってい る。 

h. 「風力発電施設が見えるか」という質問に対する回答では、両グループともに 90％以上が

「見える」と答えている。 

 i. 「風力発電施設の景観上の問題」に関する質問に対する回答を見ると、「風車騒音グループ」

では 39％が 「景観の邪魔になる」と答えているのに対して、「風車騒音以外グループ」ではその

割合は 8％と小さくなっている。 

 j. 「風力発電施設があることによって、よいことがあるか」という質問に対する回答では、両

グループともに「ない」という回答が圧倒的に多い。 

最後の、a とｊ.が大きな問題です。 

a. 何らかの音を「最も悩まされている音」として挙げた回答は、全回答数 747 のうち 197 件であ

った。その内訳を見ると、60％（119 件）が風力発電施設の音を挙げている。 

j. 「風力発電施設があることによって、よいことがあるか」という質問に対する回答では、両グル

ープともに「ない」という回答が圧倒的に多い。 

これでは、３人以上と言う条件を付けたのが間違いだったようです。厳しい条件をクリアできる地域

は無かったと理解します。 

 ２人以上とすれば、GPI は具体的な地域名を言えたのでしょう。条件が厳しすぎました。すみませ

ん。 
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可聴域での騒音だけではありません。音圧も大きな問題になります。音叉の共鳴箱のような場所で寝て

いる日本人にとっては、風車から出る音の周波数が被害の大きさを決定する大きな要素になります。共

鳴が起これは、室内の特定の場所の音圧は急激に上昇します。 

 

 

 多くの場合、騒音の計測は、A 特性や、G 特性での 1/3 オクターブ解析として扱われる場合が多く、

このようなデータでは、周波数の正確な分析が不可能であり、超低周波音の部分が計算から除外された

形で最終的な数値を計算するので、その数値を使ったのでは、不眠との関連性が明確にはなりません。 

 計測後に、FFT や Wavelet による解析が可能であり、必要ならば 1/3 オクターブ解析もできるような

データ形式で計測結果を収録しなくてはなりません。また、データの扱いやすさも考えるならば、16 ビ

ットの符号付整数で記録された WAV ファイルとして、平坦特性で収録する必要があります。 

 騒音については、 

リオン社の精密騒音計 NL-62 で計測され、波形収録プログラム NX-42WR によって１６ビットの符号付

整数を使って収録された WAV ファイルを作る。収録時の周波数重みづけは Z 特性（平坦特性）とする。

サンプリングレートは 48ｋHz、連続する収録時間としては１分から 10 分程度とする。 

振動については、 

リオン社の振動レベル計 VM-55 で計測され、波形収録プログラム VX-55WR を使って収録された WAV

ファイルを作成する。ストアモードは Auto、測定チャンネルは XYZ、総測定時間は１分から１０分程度

とする。 

 

 上記の方法で、２台の精密騒音計を室外と室内に配置し、１台の振動レベル計を室内に位置して、計測

結果を、風車からの距離や、地形などを考えながら、処理して、不眠に関するアンケートの数値との関連

を、後述する唾液検査も踏まえながら、多変量解析の技法で計算して、関連性を明確にする必要がありま

す。 

 

 計測機材で、220 万円くらいかかりますが、住民がお金を出し合って購入して、計測したデータをネッ

トに公開すれば、世界中からの協力で、解析結果を得ることができると思います。 

 

 友人が、上記のような計測を、風車建設前と、風車建設後に行えば、風車建設の影響が明確になるとの

観点で、県と市に計測への協力をお願いした時の返事が以下のものでした。 
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 当然の結果です。上記の計測と解析は、現状の様々な問題点を明確にしてしまうからです。国に逆らっ

たら地方交付税を減らされてしまいます。 

行政が頼りにならない中で、問題を解決できるかどうかは住民自身の意思と力しだいです。 

 

なお、友人が、県、市にあてて出した計測のお願いは、次の内容でした。 

 

 
 風車建設前と建設後の騒音、振動についての計測のお願い。 

 伊豆のほうでは風車騒音で困っている人がいると聞いています。 

 騒音の原因が何なのかをはっきりさせることは、将来風車が建設された後でも住民が安心して暮

らせるようにするために必要なことだと考えます。 

 風車が建設される前と、風車が建設された後の騒音と振動の比較ができれば、騒音問題の解明の

手がかりとなります。 

 公平性と正確性を確保するために、計測は県（または市）、風力発電の事業者、第三者（大学等）

で複数の機械で同時に行い、その結果を公開して、様々な人の力を結集して問題点の解明をするこ

とが必要です。 

 Wavelet 解析ソフトの開発をされている人に伺ったところ、以下のようにする必要があるとのこ

とでした。 

 多くの場合騒音の計測は、1/3 オクターブ解析として扱われる場合が多く、このようなデータで

は、周波数の正確な分析が不可能であり、問題解明ができません。 

 計測後に、FFT や Wavelet による解析が可能であり、必要ならば 1/3 オクターブ解析もできるよう

なデータ形式で計測結果を収録しなくてはなりません。また、データの扱いやすさも考えるならば、

16 ビットの符号付整数で記録された WAV ファイルとして、平坦特性で収録する必要があると考えま

す。 

 騒音については、 

リオン社の精密騒音計 NL-62 で計測され、波形収録プログラム NX-42WR によって１６ビットの符

号付整数を使って収録された WAV ファイルを作る。収録時の周波数重みづけは Z 特性（平坦特性）

とする。サンプリングレートは４８ｋHz、連続する収録時間としては１分から 10 分程度とする。 

振動については、 

リオン社の振動レベル計 VM-55 で計測され、波形収録プログラム VX-55WR を使って収録された WAV
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ファイルを作成する。 

ストアモードは Auto、測定チャンネルは XYZ、総測定時間は１分から１０分程度とする。 

ビデオカメラでの撮影、 

風車が存在して回転している場合は、ビデオカメラで回転の様子を撮影する。 

計測場所は、 

建設前については、建設計画で風車がほぼ１列になっている場合は、風車の列の中央部分。 

さらに、風車の列に対して直角方向で民家が存在する方向に向かって、５００ｍおきに２ｋｍま

で５か所での測定をする。測定は、昼間と夜間の２回とし、これを春夏秋冬の季節ごとに行う。（季

節ごとの風向の影響も考える。）計測を希望する家があれば、さらに数か所を追加する。家の中での

騒音、振動の計測も行う。 

風車建設後にも、建設前に測定した場所と同じ場所で計測を行う。建設前と同様に、測定は昼間

と夜間の２回とし、これを春夏秋冬の季節ごとに行う。これによって、風車建設前と風車建設後で

の騒音、振動のデータを比較することが可能になる。 

計測結果の解析、 

騒音の原因が何かを考えるには、音の周波数を計算する必要があります。上記のＷＡＶファイル

があれば、ＦＦＴによる解析が可能となります。 

風速の変化によって風車の回転数が変化すると、音の周波数は微妙に変化します。この微妙な変

化をとらえるには、ＦＦＴ解析ではなくて、Ｗａｖｅｌｅｔ解析が必要となります。また低周波の

解析では、カオス理論の活用が有効となる場合もあります。 

測定結果の解析には、このような機能を持ったソフトウエアを確保する必要があります。 

データの交換、 

計測は県（または市）、風力発電の事業者、第三者（大学等）で複数の機械で同時に行い、測定結

果のデータを互いにその場で交換して、お互いの測定結果を全員が共有することが必要があります。 

さらに、お互いの測定結果がほぼ同じであることを、その場でお互いに確認する必要があります。 

データの公開、 

低周波音の解析では、高度の機能を備えているソフトウエアを使う必要が出てきます。県や市、

業者、大学に、そのような機能を持ったソフトウエアが無い場合も考えられます。 

計測したデータを一般に公開すれば、必要なソフトウエアを持っている人からの援助も受けられ

ます。 

多くの立場の人が、異なるソフトウエアで解析した結果が一致すれば、原因の究明に向けての大き

な力となります。 

 ソフトウエアを揃えると 100 万円くらいします。公開すれば、お金も節約できて、様々な立場か

らの検討が可能となるので、データの一般公開は必要なことだと考えます。 

 計測機器について 

 上記の計測機器を新たに購入すると１５０万円くらいが必要です。計測機器のレンタルもありま

すが、マニュアルを読む時間として 2 か月程度は見ておく必要があります。さらに、記録されてい

る符号付整数の意味についてはリオン社に確認する必要もあります。 

 上のような、Wavelet 解析ソフトの開発者の方の意見を参考にして考えた結論として、この地域の

住民として、風車建設前と、建設後の騒音、振動の計測を複数の立場の人で行い、そのデータをＦＦ

ＴやＷａｖｅｌｅｔ解析が可能な形で公開し、その土地に暮らす人々にとっての環境の変化を明ら

かにしてゆく方向で、県、業者、大学の方々の協力をお願いします。 

県へのお願い： 

 県として上記の内容をふまえた、騒音、振動の計測計画を立てて、風力発電の事業者、地元の大学

に対して参加してくれるようにお願いしてください。 

さらに、その計画を全国に知らせ、無料のボランティアで計測に参加してくれる人やデータ解析

に参加してくれる人を広く募集してください。 

 住民が安心して生活できる環境を維持するために、県として支援して下さるようにお願いします。 

 区長さんへのお願い： 
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 区民の中に風車建設に賛成の意見も反対の意見もある中で、区長として中立的な立場に立とうと

されていることは十分理解できます。 

この地域での、現在の騒音、振動を前もって測定しておくことで、風車建設後の地域における環

境の変化を科学的に把握することが可能となります。もしも、問題が発生した場合にはきちんとし

たデータに基づいての議論が可能となります。 

風車建設前と風車建設後の、騒音、振動の計測実施にむけて、県や市への働きかけについて、お力

添えしていただけるよう、お願いいたします。 

 
 

以上の内容の、“計測のお願い”でした。 

 

計測は、次の機材で行います。（レンタルもあります。） 

    

 578000 円＋波形収録ソフト 100000 円       380000 円+波形収録ソフト 100000 円 

 これに、ビデオカメラ１台を追加する。 

もちろん、波形解析ソフトとコンピュータと Wavelet 解析モジュールが必要です。 

 

 部屋の中と外での精密騒音計での計測を同時に行うと考えると、機材費は 220 万円程度となります。 

住民が、協力して 220 万円をあつめて計測機材を購入することは可能です。計測結果の解析は少し面

倒ですが、インターネットがあるのでデータを公開すれば、世界にはボランティアで解析してくれる人

も沢山います。 

 

220 万円は、問題が起きている地域の自治会が３か所くらいで協力すれば、購入できる金額です。 

住民勝訴の判決が一度でもあれば、ほとんど地域の自治組織が、測定機材を購入するでしょう。測定機

材の扱いは簡単です。ネットにデータを公開すれば、世界中から解析結果が届きます。 

 裁判は、細かな数値をめぐる争いになるのでしょうが、住民勝訴のモデルが一つできれば、後は真似す

るだけです。訴状もネットに公開されるでしょうから、住民が自分で訴状を書いて地方裁判所に提訴で

きます。住民が自分でやれば、裁判費用は１０万円くらいで済みます。 

 

発生する問題の責任を負うのは GPI です。裁判では、GPI の資料の問題点が、GPI が建設した風

車の騒音の計測結果をもとにして争われると思います。 

 

裁判所の人は親切です。スッキリ勝てる訴状が書けていないと、受け付けてくれません。５回くらい書
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き直せば、受け付けてもらえる訴状になります。 

 

数値を隠しても無意味です。予測値の計算でも、周波数は極めて重要となります。GPI は 4200ｋｗの

大型風車から出る超低周波音の中で卓越した成分の周波数をどのように予測しているのかを明示すべき

です。 

 

 

 意見 52： 

 三重県や市は、上に書いた内容での計測を嫌がりましたが、 

GPI は、“責任をもって公開での計測を実施します。” と言うべきです。 

 

事業者見解 4-50： 

騒音及び低周波音の測定については、方法書で記載していた「風力発電施設から発生する騒音等測定マ

ニュアル」（平成 29 年 環境省）及び、「低 周波音の測定方法に関するマニュアル」（環境庁、 平成 12 

年）に基づき実施したものです。 

 

見解 4-50 の問題点： 

国は、“風車騒音の影響はきわめて複雑であり、今後の医学（疫学、病理学）、聴覚、社会心理学的な研

究の進展に期待するところが多い。” と言っている。 

住民と、GPI と、県と、市が協力して研究を進展させれば良いのです。国も期待してくれていますの

で、新しい計測技術、新しい解析技術を利用して、様々な問題点の原因を究明しましょう。 

その為に、 

GPI は、“責任をもって公開での計測を実施します。” と宣言して下さい。 

そして日本中の研究機関に協力を呼び掛けて下さい。 

最初から、お金は出ません。全て自費でのボランティアです。と言っておけば、GPI の費用負担はあり

ません。 

 

 

意見 53： 

騒音計測については、建設前の計測データと、建設後の計測データを比較することが大切です。建設前

の計測はすぐに出来ます。計測を直ちに実施して、計測結果をネット上に公開して下さい。 

 計測には、いろいろな立場の人が参加したほうが正確になるので、測定予定日、時間、を公開して、計

測参加者を新聞、テレビ、ラジオ、ネットニュース、ＨＰでのお知らせ、などで広く募集して下さい。 

 

事業者見解 4-51： 

騒音及び低周波音の測定については、方法書で記載していた「風力発電施設から発生する騒音等測定マ

ニュアル」（平成 29 年 環境省）及び、「低周波音の測定方法に関するマニュアル」（環境庁、 平成 12 

年）に基づき実施したものです。 
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見解 4-51 の問題点： 

今や、計測技術も、解析理論も、コンピュータの計算能力も、日進月歩です。Wavelet は普通の解析方

法となり、カオス理論が振動解析に役立つことも知られています。 

古い方法で計測や解析をした結果と、新しい方法で計測や解析をした結果を、積極的に比較することが

大切です。 

 こうすれば、国に期待される GPI としての実績を残せます。このような実績があれは、風車が出来て

良かったと言ってくれる人がもう一人増えて３人になるかもしれません。 

 

 

機材を購入して、低周波音を、自分の家で調べてみたことはすでに述べました。 

 

その風車によって、どの周波数成分が特に強くなるのかが決まっています。これは、風車の指紋のよう

なものです。 

低周波騒音問題が発生した場合は、原因を特定するために、周波数スペクトルが利用できます。1/3 オ

クターブバンドを使って計測したのでは、周波数帯ごとのグループに纏めて扱うので、詳細な周波数の

分析が出来ません。従って原因を特定できなくなります。 

 

 次の１分間の計測結果は次のグラフです。 
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 この２分間の結果を並べて表示すれば、下のようになり、 

  
0.8Hz の成分が、0.3 パスカル程度の強さで放出される状態が 100 秒程度継続することが分かりま

す。気柱共鳴などを発生させるには十分な継続時間です。 

 

 

 風車騒音問題についての検討の準備として環境省の HP の資料を確認します。 
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環境省の HP の資料でも、低周波音の防音が極めて困難であると書いてある。 

これはエネルギー透過率が低周波になればなるほど高いという性質があることから、二重窓など

では防げないことを意味しています。 
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計測機器を購入して、低周波音を、自分の家で調べてみた結果ですが、 

 
となっていて、風車が存在しない場所でも、超低周波音（0Hz から 20Hz）の成分は確かに存在して、

強さは 0.003 パスカル程度でした。 

 

 

 風車の近くではどうなのかと思って、千葉県館山市の風車の近くで測ってみました。 

次のグラフがその結果です。Wavelet 解析を使って表示すると次のグラフになります。 
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 上のグラフの色が濃くなっている部分は、強い音が出ていることを意味しています。 

そこで、色の濃い部分に対応する時間帯の音を取り出して、周波数スペクトルを計算すると、 

次のグラフから、0.8Hz 成分の音の強さが、0.3 パスカル程度だと分かります。 

 
 

風車が無い場所では、0.003 パスカルだったのが、風車の近くでは 0.3 パスカルに変化した。 

音圧では 100 倍ですが、エネルギーは 10000 倍です。 

 

特徴は、風車が無い場所では、どの周波数の成分もまんべんなく存在して、どの周波数の音が特に強

いという傾向は無かったが、風車の近くでは、特定の周波数の音が特に強くて、しかもその周波数が安

定していることが分かります。 

 

 

ＧＰＩは、エネルギーで 10000 倍くらいまでなら、“特に低い周波数成分の卓越は見られない。”と判断

するのですか？  

 

 

 

このあと、パスカル、デシベル（ｄB）、A 特性、G 特性、などの用語が出てくるので、簡単に確認し

ておきます。 

 

まず、私の計算結果とリオン社のソフト AS-60、を使ったときの数値の差を確認しておきます。 

リオン社の HP にあるサンプルデータを AS-60 で表示させると。A 特性の計算結果が得られ、値は、 
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となって、LAeq の値が、67.1 であることが分かります。 

 

 同じデータの一部を DADISP で使って計算してみると、 

 

     

 

となり、67.456217 が得られます。使用する窓関数によっても数値に少しだけ差が出ます。 

 W7:  hanning(w6)  として、ハニングウインドウに変更すれば、 

     

となるので、リオン社の計算結果により近くなります。 

 

 

 

G 特性に関して、自分で計測したデータ（Auto＿0007.ｍｈ）で計算してみると、リオン社のソフトとは２ｄB 程度

の差が出ました。リオン社のソフトの計算方法が非公開なので原因は不明です。AS-60 では、LGeq=58.7 で

す。 
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DADISP で同じデータを計算した結果は、 56.465235 でした。このデータでは 2ｄB 程度の違いがありまし

た。 

 

もう一つ確認します。データ Auto_0008.mh を AS-60 で開くと、LGeq = 50.7 

 

 

私の計算結果は、50.321890 でした。 

 

この場合は、ほぼ同じ値です。 

これらの計算例から、私の計算結果は信頼できると思っています。計算の方法について、リオン社は非

公開としているので、数値の詳細な比較はできません。 
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ここで使用する関数の大半については、友人の 

Cameron R. 'Dale' Bass 

Associate Research Professor 

Department of Biomedical Engineering 

Duke University 

にお願いして確認作業を進めています。全体が完成したら、幾つかの企業の研究所や大学に頼んで、機能

確認や問題点の点検をする予定です。 

 

 パスカル（Pa）は、台風情報でおなじみですが、1 ㎡あたり、1 ニュートンの力で押すときの気体の圧

力を１パスカルと言います。地上で１ｋｇの物を持ち上げるときの力が、9.8N（ニュートン）です。 

 

 超低周波音は、波長が長いので、下の図のような関係が考えられます。下の図の家の右側の圧力と左側

の圧力に差で、家は左から右の方に押されます。波が 165ｍ右に進むと、家は逆方向へ押されます。 

 
 

このような物理的な影響による共振の可能性を計算したいので、圧力の計算がしやすいパスカルに拘

りました。 

 

なお、共振については、次のような説明があります。 

 

“お寺に行くと大きな釣り鐘があります。この釣鐘を動かします。力を入れて押しても釣り鐘はびく

ともしません。しかし指で押しているとしばらくすると釣り鐘が揺れ出します。  これは，指で釣り鐘

を右に押すと，目には見えませんが少しだけ釣鐘は右に動き始めます。右に動いた釣鐘は振り子のよう

に左に戻って，また右に振れます。このときタイミング良く指で釣り鐘を右に押してやります。このよう

に釣り鐘が右に振れるときに指で右に押してやることを繰り返すと，釣り鐘はやがて大きく振れてきま

す。  ずっと力を加えていると左に戻ってきた釣り鐘の動きを止めることになります。釣り鐘の持つ振

れの固有周期（中心から左右に振れて中心に戻ってくる時間）をうまく利用し，右に振れるときに同じ周

期で指で右に押してやります。この現象を共振または共鳴といいます。  ブランコをこぐとき，ブラン
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コの振れる方向に合わせて力を加えるとブランコはよく振れます。力の入れる方向が逆になるとブラン

コはうまく振れません。これもまた，ブランコの持つ固有周期に合った周期で力を加えることによって

ブランコは大きく振れるのです。” 

 

よって、音圧レベルが弱くても長時間継続すれば共振現象は起こります。風車の超低周波音はこのよう

な性質を持っています。 

 

 

音は粗密波と言われます。空気圧の変化が伝搬します。空気圧の変動を耳で捉えるときには、聞こえ

るか聞こえないかの限界音圧を考えて、これとのエネルギーの差に注目してパスカル単位からデシベル

単位に変換して考えます。 

 

 音の周波数によって、耳で感じる音の大きさには、大きな違いがあるので、重み付けをして全体的な

調整をし、騒音の音圧レベル（ｄB 単位）を計算します。 

この調整の結果、55ｄＢとして示される音は、周波数に関係なく同じ程度の強さの音として感じると

いう事になります。 

 重み付けでは、A,C,Z とありますが、耳で感じる騒音に関しては、A 特性が良く使われます。 

下のグラフが、重み付けを表します。 
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 実際に騒音を計測するときに、規格書での方法にそのまま従ったのでは、リアルタイムでの表示は出

来ないので、物理的な回路を工夫して作って、その計測結果を表示することになっています。 

 騒音計を動かしてみると、耳で音を聞いているときの感覚とくらべて、表示される騒音レベルがかな

り変動することが見て取れます。 

 

 G 特性は、低周波音の影響を評価する時に使われる重み付けです。ISO-7196 に詳細が書かれていま

す。ISO-7196 に従った計算結果と、簡略化した計算がありますが、最終的な計算結果はほぼ同じで

す。 

 

 

 騒音の予測で問題になりますので、A 特性音圧レベルの計算について、もう少し確認しておきます。 

 

 A 特性： 

 人間にとっての騒音の煩さを表す数値が A 特性音圧レベル（単位はデシベルｄB）です。この計算には、人間

の聴覚での可聴域が 20Hz から 20000Hz であることと、周波数によって人間の感じる煩さ（聴覚で感じる騒音の

大きさ）が異なることを考慮して、周波数帯ごとに重み付けをして全体としての騒音レベル（ｄB）計算します。 

  

 計算対象となる周波数帯の中心周波数（1/3 オクターブ解析の場合についてのみ考えます）は、幾つかの場合

がありますが、低周波帯での重み付け（6.3Hz では －85.4 ｄB）があるので、計算結果はどれも同じような値とな

ります。  

 

 

IEC61672:2014 規格では、 

 
となっていて、6.3Hz から 20000Hz です。 
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JIS C 1509 では、 

 

 

10Hz から 20000Hz となっています。 

 上の表にある、 

 

 

 

小野測器の HP では、 

 

 

20Hz から 20000Hz の範囲となっています。 
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上記の中心周波数に対するバンドパスフィルタの特性は次のようになっています。 

 

 
 

上限、下限周波数とバンド幅は、 

 

です。 

 

バンドパスフィルタの特性のスロープの部分は、 

 



232 

となっています。 

 

重み付けの意味が良く分かる、具体的な計算例は、 

日本建設連合会 技術研究部会音響専門部会の資料です。 

 
 

上の計算例と、A特性での重みづけのグラフを比較してみると、 

計算例の表では 

 

1ｋHz での道路騒音の例の値は 63.8、A特性重み付けは 0.0 となっています。A 特性での重みづけ

のグラフにおいて、A特性を表す曲線が１ｋHzの所でレスポンス（ｄB）０の横線と交わっているこ

とに対応します。 

 

63Hz での道路騒音の例の値は 70.8、A 特性重み付けは-26.2 となっています。A 特性での重みづけ

のグラフにおいて、A特性を表す曲線が 63Hz の所でレスポンス（ｄB）-26.2 の横線と交わっている

ことに対応します。 

 従って、63Hz の音は、音のエネルギーの評価としては 70.8 デシベルであるにも関わらず、44.6 デ

シベルの値のものとして扱われることを意味します。 

 

 

 

聴覚に対応した周波数重みである A 特性で重み付けした音圧 𝑃  から騒音レベル 𝐿  （A 特性音圧

レベル）（dB）を求める式は次のようになります。  

 

ここでの、𝐿  は、A 特性で考えています。と言う意味です。 
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先ほどの資料、 

 

をよく見ると、𝐿  と書いてあります。これは、平坦特性で考えています。と言う意味です。 

 

 先ほどの表の左端の数値で確認します。 

 
 一番上の 63 は、63Hz の音（１秒間に 63 回振動する音）を意味します。 

① の所を見てゆくと、63Hz での道路騒音の例の値は 70.8 となっています。これは平坦特性での音

圧レベルが 70.8ｄＢと言う事です。この値が𝐿  です。 

② のところには、A特性重み付け -26.2 となっています。 

  A 特性での重みづけのグラフにおいて、A特性を表す曲線が 63Hz の所でレスポンス（ｄB）-26.2 

 の横線と交わっていることに対応します。 

これは、人間の耳にとっての煩さは、1000Ｈｚの音に比べたら、これくらい少なめに感じると言う 

意味です。 

③ 従って、63Hz の音は、音のエネルギーの評価としては 70.8 デシベルであるにも関わらず、44.6

デシベルの値のものとして扱われることになります。 

 

さて、𝐿ｐ = 10 ∗ 𝑙𝑜𝑔 (𝑃 /𝑃 )  

で、𝑃０＝2 × 10 、𝐿 ＝70.8、𝐿 ＝44.6 

𝐿ｐ＝70.8 = 10 ∗ 𝑙𝑜𝑔 (𝑃 . /𝑃 )  

より、63Hz で 70.8（ｄB）の音の音圧は、10^(70.8/20)=3467.37=𝑃 . /𝑃  

𝑃 . = 3467.37 ∗ (2 ∗ 10 )＝0.06935 

 

𝐿 ＝44.6 = 10 ∗ 𝑙𝑜𝑔 (𝑃 . /𝑃 )  
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より、63Hz で 44.6（ｄB）の音の音圧は、10^(44.6/20)=169.8=𝑃 . /𝑃  

𝑃 . = 169.8 ∗ (2 ∗ 10 )＝0.003396 

 
ここで、−26.2 = 10 ∗ 𝑙𝑜𝑔 (𝑃 . /𝑃 . )  

が成立する。これは、A特性による補正値です。 
  

𝑃 .

𝑃 .
＝10

.

＝0.05 

となるので、音圧は 0.05 倍になったものとして扱われます。 

 

 

 さて、全体の騒音レベルの計算ですが、次のリオン社の資料を確認します。 

 
 

この計算では、各周波数帯の音のエネルギーの和に対しての騒音レベルを計算しています。 

 

音圧の２乗が音の強さ（エネルギー）に比例することから、この帯域でのエネルギーの大きさを 𝑃 /  と

すれば、エネルギーの和を考えると、 

(𝑃 ) + (𝑃 ) + (𝑃 ) = 𝑃 /  

が成立する。 

𝐿 ＝10 ∗ 𝑙𝑜𝑔 (𝑃 /𝑃 )  

より𝐿 /10＝𝑙𝑜𝑔 (𝑃 /𝑃 ) 、よって、(
𝑃

𝑃 ) ＝10 ⁄  

となり、 

𝐿 / = 10 ∗ 𝑙𝑜𝑔 (𝑃 / /𝑃 )  

＝10 ∗ 𝑙𝑜𝑔 (((𝑃 ) + (𝑃 ) + (𝑃 ) )/𝑃 ) 

＝10 ∗ 𝑙𝑜𝑔 10 / + 10 / + 10 /  

となります。 

 

 従って、 

 

は、A 特性で重みづけをした後の各周波数帯での騒音レベルを使って全体の騒音レベルを計算している
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ことになります。 

または、エネルギーの和を考えて騒音レベルを計算しているとも言えます。 

 

数値は、 

10 ∗ 𝑙𝑜𝑔 10 / + 10 / + 10 / + 10 / + 10 / + 10 / + 10 /  

10 ∗ 𝑙𝑜𝑔 10 . / + 10 . / + 10 . / + 10 . + 10 . / + 10 . / + 10 . /  

＝68.34502291 

となり、これが計算例の騒音レベル 68.3 です。 

 

上の計算例に従えば計算手順は、 

各周波数ことの音圧（パスカル単位）を計算する。 

基準音圧と比較して、その周波数帯での音圧レベル（ｄB 単位）を求める。 

周波数帯域ごとの重み付けをする。 

重み付けした値を基に、全体としての音圧レベル（ｄB 単位）を求める。 

となりますが、 

 

リオン社の NL-62 のマニュアルには、 

𝐿 = 20𝑙𝑜𝑔
1

𝑁
𝑃 (𝑖) /𝑃  

と言う式が書いてあります。 

 

 これは、物理的な回路網で A 特性を近似して𝑃 (𝑖) (i=1,..,N)が得られることを意味しています。 

ISO7196 の記述“備考：G 特性は、誘導子/抵抗器/コンデンサからなる簡単な回路網によって物理的に近

似することができる。”  

を A 特性にも使って、直接的に計測時間ごとの A 特性音圧レベルを求め、その結果を使って全体の A 特

性音圧レベルを上の式で求めていることになります。 

 

このようにすれば、簡単に、素早く結果の数値を得られるのですが、大型化した風車から出る 0.5Hz く

らいの超低周波音の影響が無視されてしまいます。 

 

1995 年よりも前の小型の風車なら、超低周波音と言っても数ヘルツの周波数を持っていたので、リオ

ン社の方法でも計測できたのですが、いまは、上の方法では不十分なのです。 

さらに、大きな問題は、超低周波音の周波数は安定しているのですが、このことは、リオン社の方法や

FFT では分からないと言う事です。周波数の安定性は、共鳴現象の出現の可能性を高めます。Wavelet 解

析が必要になります。 

 

風車ごとの音の特徴を調べるには、平坦特性（Z 特性）で記録したデータを使う必要があります。この
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平坦特性で記録された音圧データを基にコンピュータで計算する必要があります。 

 

リオン社の精密騒音計 NL-62 に、波形収録プログラム NX-42WR を追加すると、１６ビットの符号付

整数を使って収録された WAV ファイルを作れます。 

収録時の周波数重みづけは Z 特性（平坦特性）とし、サンプリングレートは４８ｋHz、連続する収録時

間として１分程度記録すれば、0.01667Hz から、24ｋHz まで計測できます。 

 

リオン社から、解析ソフト AS-60,AS-70 と NL-42 で計測したデータ音のデータが公開されています。解

析で使うデータは、Z 特性（重み付けなし）で記録された音圧のデータなので、上の式は使えません。 

リオン社の騒音計では、ファイルに記録するときに１つの整数値に対して使用するビット数には、２４

ビットの符号付整数と１６ビットの符号付整数の２種類が可能です。ここでは、16 ビットの場合を扱い

ます。 

 

まず、符号付の整数については、次のような解説があります。 

 符号付の整数で表現できる範囲 

負の数に 2 の補数を使うとき，8 ビットの符号付きの整数では －128 ～ 127 の範囲の値が使用できる。 

同様に，16 ビットの符号付きの整数では – 2^15 ～ 2^15 -1 の範囲の値が，32 ビットの符号付きの整

数では – 2^31 ～ 2^31 -1 の範囲の値が使用できる。 

いずれも負の数の個数が 1 つ多くなる。 

 さて、計測された値の整数による表現ですが、 

１６ビットの場合で考えると、 

計測値が、－282.51 の場合を、整数値 {－2^(15)} で表現すると 

+282.51 を表現するには 整数値 {+2^(15)} が必要となります。 

でも、正の整数の最大値は {+2^(15)－1} なので、対応できません。 

そこで、 

計測値、+282.51 と －282.51 に対しては、 

整数値  {+2^(15)－1}と {－2^(15)+1} を対応させる。 

 

騒音計で計測できる音圧の範囲については、精密騒音計（低周波音測定機能付）NL-62 取扱説明書に

最大で 148dB だと記載されている。 

表示・出力フルスケール の項に、出力電圧のフルスケールで、設定できる範囲は 70dB～130dB まで

で、10dB 刻みだと書かれている。 

 

ここで、130dB を選んだときは、WAV ファイルの名前は 

NL_001_20220503_111400_130dB_0008_0000_ST0001 

となり、名前の中央部分から、出力電圧のフルスケールを 130ｄB に設定したことが分かります。 

wav ファイルへ記録するデータは、もう少し大きな音圧にも対応できるようになっていて、表示出力

フルスケール値の+13 ㏈が WAVE ファイルのフルスケール値になります。 
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そこで、設定で 130ｄB としたとしても、WAVE ファイルでの実際のフルスケール値：143 [dB] であ

り、これは、 2×10^(-5)×10^(143/20) = 282.51 [Pa]に相当する。 

理由は 

 

 より、 )/(log*20)/(log*10 010
2
0

2
10 ppppLp   

であり、 

))10*2/((log*20143 5
10

 p  

)10*2/( 5p )20/143(^10  

*)10*2( 5p )20/143(^10 )20/143(^10 ＝282.5Pa （実効値） 

となるからです。 

 

実効値で 282.5Pa（143dB）となる値を、wav ファイルにどの様な数値として記載するかについては、 

ファイルによって異なる。 

16 ビットの場合は、整数値 {+2^(15)－1} を対応させる。従って、 

16 ビットの場合は、整数値１は 282.5Pa（143dB）/ {+2^(15)－1} の音圧（実効値）を意味する。 

（ 282.5Pa /  {+2^(15)－1} ）＝8.621479*10^(-3) 

となるので、整数値ｋは、 

ｋ*（282.5Pa（143dB）/ {+2^(15)－1}） 

＝ｋ*8.621479*10^(-3) Pa（実効値） 

を意味する 

 

 リオン社のサンプルデータファイルは、NL_001_20100101_000146_090dB_0001_0000_SL0001 で

あり、 

16 ビット符号付整数のデータで、表示出力フルスケール値、90dB を選んで計測していることが分か

ります。また、wav ファイルへ記録するデータは、もう少し大きな音圧にも対応できるように、なって

いて、 

（表示出力フルスケール値の+13 ㏈が WAVE ファイルのフルスケール値になります。） 
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そこで、WAVE ファイルのフルスケール値：103 [dB] となり、これのパスカル値は、  2×10^(-

5)×10^(103/20) = 2.825 [Pa] となる。 

（ 2.825Pa /  {+2^(15)－1} ）＝8.621479*10^(-5) 

となるので、整数値ｋは、ｋ*8.621479*10^(-5) Pa（実効値）を意味する 

この数値、8.621479*10^(-5) は、符号付整数のビット数や表示出力フルスケール値の設定によって決ま

る。 

 

計算が面倒な場合は、AS-70 にデータを読み込ませて、次の操作をすればよい。 

表示 ― ファイル情報  として、Value/Bit  の値（8.621445E-5）を使えばよい。 

 
を表示させて、ここでの Value/Bit  の値を使って変換すればパスカル値（実効値）となる。 

なお、入力レンジの項目が 90dB となっていることを確認して下さい。  

 

リオン社は、詳細な計算方法を公開していません。でも、先ほど示したように、リオン社のソフトの計算結果と、

私の計算結果はほぼ一致します。 

 

 

ここで低周波は、A 特性音圧レベルの計算では、どのような扱いを受けるのかを確認します。 

 

 

A 特性音圧レベルを計算するときに使う中心周波数はいろいろあるが、一番低いのは、 
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IEC61672:2014 規格の、 

 
6.3Hz です。 

 

 

中心周波数が 6.3Hz の場合は、下のグラフから、 

 
ｆ/6.3＝0.2 より、ｆ＝1.26 

ｆ/6.3＝5  より、ｆ＝31.5 

 

ｆ = √2𝑓 =
𝑓

√2
 

より、ｆ = 6.3 とすれば、 

ｆ =5.61 

ｆ =7.07 

  

となります。 

 一応計算対象は、1.26Hz から 31.5Hz ですが、ほとんどの部分は、バンドパスフィルタの性質で、非

常に小さいものとして扱われます。5.61Hz から 7.07Hz の部分は、このフィルタによって特に小さく扱

われることは無いのですが、A 特性の重み付け、-85.4 があるので、全体としての A 特性音圧レベルの

計算に対して、ほとんど影響を与えません。 

 

 では、1.26Hz よりも低い周波数の成分はどうでしょうか？ 

 A 特性で音圧レベルを計算するときは、0 として扱われるのです。 
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 GPI は、安心して A 特性での音圧レベルを予測できます。 

 

以前、環境省は 

“風車の超低周波音の発生原理は基本的には送風機のいわゆる回転音と呼ばれるものと似ている。大型発

電用風車の場合は、羽根の枚数が少なく、回転数も小さいために正常運転でも超低周波音を発生するこ

とがある。その基本周波数 f（Hz）は、翼の回転数を R（rpm）、翼枚数を Z（枚）とするとｆ＝RZ/60 

(Hz）で与えられ、この基本周波数とその高次の周波数が卓越する。大型発電用風車の場合は、一般に翼

枚数は 1～3 枚（3 枚が主）、回転数は 30～60（rpm）程度であり、基本周波数は数 Hz 以下になる。“ 

と言っていました。 

 それに従って計算すると、4200ｋｗ/ｈの風車は、定格稼働時の回転数が、13.6だと、13.6*3/60＝0.68Hz

の音を出します。 

 

音圧はエネルギーの一定割合が超低周波音として拡散されると考えて、館山の風車と比べれば、 

(ｐ^2)/(0.3)^2=3.7（ブレードの回転面積比）ならば、ｐ＝0.58Ｐａ。 

(ｐ^2)/(0.3)^2=2.8（出力比）ならば、ｐ＝0.5Ｐａとなるので、 

音圧レベルとしては、87.96ｄＢから 89.25ｄＢ程度、パスカル値では、0.5Pa から 0.58Pa 程度だと

予想できます。 

 

 たとえ、0.68Hz の超低周波音の音圧が 50 パスカルになっても、202400 パスカルになっても、A 特

性音圧レベルの計算結果は変わりません。 

 0.68Ｈｚの超低周波成分の音圧が、２気圧になっても、３気圧になっても A 特性音圧レベルの計算結

果は変わりません。 

 このような計算方法で求めた値は、安全安心の根拠とはなりません。 

 

準備書３０ページの表は、 
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準備書ｐ39 には、次の表がある。 

 
 
4200ｋWの発電設備からはどのような音が出るかを予測してみる。 

ネットには次のようなデータもあった。こちらのほうが回転数は低い。 

 
定格稼働時の回転数：10.8rpm、定格稼働となる風速 11m/s となっている。 

 

以前、環境省は 

“風車の超低周波音の発生原理は基本的には送風機のいわゆる回転音と呼ばれるものと似ている。大型発

電用風車の場合は、羽根の枚数が少なく、回転数も小さいために正常運転でも超低周波音を発生するこ

とがある。その基本周波数 f（Hz）は、翼の回転数を R（rpm）、翼枚数を Z（枚）とするとｆ＝RZ/60 

(Hz）で与えられ、この基本周波数とその高次の周波数が卓越する。大型発電用風車の場合は、一般に翼

枚数は 1～3 枚（3 枚が主）、回転数は 30～60（rpm）程度であり、基本周波数は数 Hz 以下になる。“ 

と言っていました。 
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いまは、（甲１３号証）低周波音問題対応の手引書の、“参考資料”の中に、次のように書かれています。 

 

 

定格稼働時の回転数：10.8rpm の場合について、昔の環境省の周波数の計算方法で周波数を求める

と、10.8*3/60＝0.54Hz となります。 
 
回転数が、13.6 だと、13.6*3/60＝0.68Hz です。1/3 オクターブ解析で、中心周波数の最小値が１Hz

の場合は、 

 
バンドパスフィルタの影響で、25ｄB だけ低いものとして扱われる。さらに、中心周波数１Hz に対し

ては、G 特性での重み付けが加わる。 
 
 さて、事故があった風車ですが、 
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風車の回転数は、19rpm です。 
周波数予測は、19*3/60＝0.95Hz です。１Hz 帯域でのフィルタによる影響は 0ｄB です。G 特性での

重み付けは同じです。 
 
さて、音圧が違っても、フィルタの効果で、G 特性音圧レベルの計算結果が同じになる場合について確

認します。 

 
 

20 ∗ 𝑙𝑜𝑔
𝑃

𝑃
− 25 = 20 ∗ 𝑙𝑜𝑔

𝑃

𝑃
− 0 

より、 

20 ∗ 𝑙𝑜𝑔
𝑃

𝑃
− 𝑙𝑜𝑔

𝑃

𝑃
= 25 

𝑙𝑜𝑔
𝑃

𝑃
= 1.25 

𝑃

𝑃
= 10 . = 17.8 

0.3 パスカルの音が事故を起こした風車から出ていたときに影響を数値で表したものと、GPI の 4200

ｋW/ｈの風車から、その 17.8 倍の音圧の音、0.3*17.8＝5.34 パスカルの音が出ていても影響を評価する

ために使う数値は、同じ値となります。 

 

0.95Ｈｚの音も、0.68Ｈｚの音も、物理的な影響（建具をガタつかせる力）や圧迫感を与える力には、

それほど差は無いと思うのですが、0.68Ｈｚの音は、17.8 倍の強さにならないと、0.95Ｈｚの音と同程度

の力があるとは評価されないのです。 

 

このように計算した数値で、環境への影響を評価しても、妥当な評価が下せるとは思えません。 

もちろん、Ｇ特性での重み付けもあるので、どちらも、最終的な数値に対しての影響力はほとんどありま

せん。 

 

このようにして、高いエネルギーを持つ超低周波音は、計算から除外されてゆきます。除外した結果の

数値（Ｇ特性音圧レベル）と発生する諸問題（不眠、健康など）との関連を突き止めようとしても無理で

す。 

 

 

環境省の主張する周波数の計算方法が正しいか否かは別にして、風車の大型化に伴い、風車から生じる
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超低周波音の周波数がますます低くなっていることは間違いありません。ビデオカメラでの回転数の計

測結果とは少しずれが出ましたが、かなり近い値であることも確かです。 

 

超低周波音の原因と特徴の分析については、次の論文、 

名古屋産業科学研究所 研究部 2014 年度研究年報  

巻頭論文 発電用風車ブレードとタワーの振動解析と制振  

石田 幸男 （名古屋産業科学研究所 上席研究員） 

を参考にしながら、非線形有限要素法による解析を進め、風車音の周波数スペクトルとの関連を詳細

に検討する必要があると考えています。 

 

音圧については、千葉県の「館山市環境センター」の近くに、風力発電の風車がある。名称「房総かぜ

の丘」、出力 １５００ＫＷ、タワー高さ ６５ｍ、ブレード直径 ７０．５ｍ、ナセル重量 ５２トン。 

の計測結果と比較して考えます。 

音圧はエネルギーの一定割合が超低周波音として拡散されると考えると、館山の風車は、出力 1500

ｋW、ブレードの長さは 35.25ｍ、ブレードの回転面の面積は、3904 平方メートル。 

出力 4200ｋｗの風車では、ブレードの長さは 68ｍ、回転面の面積は、14527 平方メートルです。 

風のエネルギーを捉える回転面の面積で比較すれば、3.7 倍、出力で比較すれば 2.8 倍です。 

 

館山の風車で 0.8Ｈｚの音圧は 0.3 パスカル（84ｄＢ程度）です。エネルギーは音圧の２乗に比例す

ることを考慮して、大きな風車の音圧をｐパスカルとすれば、 

(ｐ^2)/(0.3)^2=3.7（ブレードの回転面積比）ならば、ｐ＝0.58Ｐａ。 

(ｐ^2)/(0.3)^2=2.8（出力比）ならば、ｐ＝0.5Ｐａとなるので、 

音圧レベルとしては、87.96ｄＢから 89.25ｄＢ程度、パスカル値では、0.5Pa から 0.58Pa 程度だと

予想できる。 

 

 0.54Ｈｚの周波数が大きな問題となります。ＩＳＯ－７１９６でのバンドパスフィルタの特性を考え

ると、予測値 62ｄＢと言っても卓越する成分の周波数によって物理的な影響が大きく異なるからです。 

 

 

 

 

 

 

私が近くの神社の境内で測った騒音で、近くで草刈り機を使っていた時のデータを、 

1/3 オクターブバンド中心周波数 1-20Hz、で計算した G 特性音圧レベルが 56.465235 でした。 

この値は、騒音―③のケースとほぼ同じです。 
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 上の②の地域の現況値に近い値である。（きわめて静かな環境である。） 

 

 この G 特性音圧レベルの問題は、歴史的なことも絡んでくる。 

1995 年は Windows95 が発売された年です。私が多変量解析のソフトを書いたのが 1998 年、Wavelet

解析は 1999 年 12 月からです。 

1995 年には、ISO7196:1995 が出た。1996 年には ISO 389-7:1996 が出た。その後、一部の数値が改

訂されて、ISO 389-7:2019-10 となる。 

 1995 年から 1998 年のころの PC で、ISO7196:1995 の規格に厳密に従った計算は不可能だった。 

計算のデータを収録できる機能を持っている NL-62 のような精密騒音計も無かった。大きな容量の SD

カードも無かった。2010 年頃に、リオン社の XN-2P が作られ、その後継機種として NL-62 が作られた。 

 そんな中で、ISO7196 の本来の計算手順、 

１． 各周波数帯ことの音圧（パスカル単位）を計算する。 

２． 基準音圧と比較して、その周波数帯での音圧レベル（ｄB 単位）を求める。 

３． 周波数帯域ごとの重み付けをする。 

４． 重み付けした値を基に、全体のエネルギーと計算して、全体としての音圧レベル（ｄB 単位）を求める。 

の代わりに、ハードウエアで回路を作って、高速処理をすることになった。 

リオン社の NL-62 のマニュアルには、 

𝐿 = 20𝑙𝑜𝑔
1

𝑁
𝑃 (𝑖) /𝑃  

と言う式が書いてあります。 

 これは、物理的な回路網で A 特性を近似して𝑃 (𝑖) (i=1,..,N)が得られることを意味しています。 

ISO7196 の記述 

“備考：G 特性は、誘導子/抵抗器/コンデンサからなる簡単な回路網によって物理的に近似することができる。” 

を A 特性にも使って、直接的に計測時間ごとの A 特性音圧レベルを求め、その結果を使って全体の A 特性

音圧レベルを上の式で求めていることになります。 

このようにすれば、簡単に、素早く結果の数値を得られるのですが、大型化した風車から出る 0.5Hz くらいの

超低周波音の影響を評価するには、不十分です。 
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 超低周波音の解析には、FFT の他に、Wavelet 解析も必要です。PC の能力が足りない、ソフトウエアも足りない

中で、1995 年ごろから、風車は急速に大型化します。 

 

 大型化の結果、ローター（プロペラ）の回転数が減少します。あまり速く回すとプロペラが⾧すぎるの

で、プロペラが壊れてしまいます。 

 

 正しいかどうかは別にして、環境省は昔、 

“風車の超低周波音の発生原理は基本的には送風機のいわゆる回転音と呼ばれるものと似ている。大型

発電用風車の場合は、羽根の枚数が少なく、回転数も小さいために正常運転でも超低周波音を発生する

ことがある。その基本周波数 f（Hz）は、翼の回転数を R（rpm）、翼枚数を Z（枚）とするとｆ＝RZ/60 

(Hz）で与えられ、この基本周波数とその高次の周波数が卓越する。大型発電用風車の場合は、一般に翼

枚数は 1～3 枚（3 枚が主）、回転数は 30～60（rpm）程度であり、基本周波数は数 Hz 以下になる。“ 

と言っていました。 

 

 いまも、風車からの音が、超低周波音であっても、基本周波数は数 Hz であるならば、それほどこだわ

る必要もない。 

 しかし、 

  基本周波数は数 Hz と言える時代は終わりました。 

 定格回転数：10.8rpm だと、10.8*3/60＝0.54Hz となります。 
定格回転数：13.6 rpm だと、13.6*3/60＝0.68Hz です。 

 

GPI の準備書３０ページの表は、 
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となっている。 

 

GPI に、この条件が示す風車を作っているのは、どこの会社かと聞いてみた。 

“候補はあるが、具体的に購入する会社や風車の機種が確定しているのではない。” 

と言っていた。 

 

 

4200ｋWの発電設備のいろいろある。探してみたら、次のようなデータも見つかった。こちらの

ほうが回転数は低い。このデータは、実際に販売されている機種である。 

 

こちらでは、定格稼働時の回転数：10.8rpm、定格稼働となる風速 11m/s となっている。 

この条件なら、風車はすぐ見つかるが、GPI が希望する条件の風車は見つけるのが難しいと思う。 
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 意見 54： 

DPI が想定する風車の定格回転数はかなり高い。他の会社が青山高原に設置した風車の事故例から、

安全面を重視して考えると、GPI の予定している定格回転数は高すぎる値だと言える。 

 ＧＰＩが定格回転数：13.6rpm の風車を選んだ理由を明記して下さい。 

 その風車の安全性について、実際に起こった破損事故との関連を考慮しながら詳細に書いて下さい。 

 事故の起こりやすい風車を選んではいけません。 

 

事業者見解 4-52： 

採用予定の風力発電機の回転数が他の風力発電機と比較して特別大きいということはありませ ん。 

 

見解 4-52 の問題点： 

回転数を問題にする理由が全く理解できていないようです。 

小型の風車ならば、回転数が高くてもそれなりに納得できますが、ＧＰＩの 4200ｋＷの風車は、ブレー

ド（羽）の⾧さが 68ｍです。これが１分間に 13.6 回回転すると、ブレードの先端の速度は、96.8ｍ/ｓ

となります。 

音速は、331.5 ＋ 0.6 × 気温(℃) （ｍ/ｓ）なので、気温が低いときは 330ｍくらいになります。 

96.8/330＝2.93 となります。回転数が少しでも上がれば、0.3 を超えます。その時は、ブレードの先端で

の空気の性質についての扱い方を変える必要があります。当然ブレードの振動も問題になってきます。 

大型風車と小型風車を同じように見てはいけません。 

 

 

以前、環境省は 

“風車の超低周波音の発 

 環境省の HP 次の記述もある。 

超低周波音 

一般に人が聴くことができる音の周波数範囲は 20Hz-20kHz とされており、周波数 20Hz 以下の音

波を超低周波音という。ここで取り扱う範囲は 1/3 オクターブバンド中心周波数 1-20Hz（またはオ

クターブバンド中心周波数 2-16Hz）の音波である。 

（3）G 特性 

1-20Hz の超低周波音の人体感覚を評価するための周波数補正特性で、ISO-7196 で規定された。 

 

でも、この環境省の記述には、誤りがあります。 

ISO-7196 に書かれている中心周波数は、1-20Hz（またはオクターブバンド中心周波数 2-16Hz）では

ない。ISO-7196：1995 にある、G 特性に関しての中心周波数は  

{ 0.25, 0.315,  0.4,  0.5, 0.63,  。。。。0, 125, 160, 200, 250, 315 };であり、0.25Hz から 315Hz です。 

 

 定格回転数：10.8rpm だと、10.8*3/60＝0.54Hz となります。 
定格回転数：13.6 rpm だと、13.6*3/60＝0.68Hz です。 
1/3 オクターブバンド中心周波数 1-20Hz（またはオクターブバンド中心周波数 2-16Hz） 
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の枠からは、かなりはみ出しています。 

ISO-7196：1995 にある、G 特性に関しての中心周波数は  

{ 0.25, 0.315,  0.4,  0.5, 0.63,  。。。。0, 125, 160, 200, 250, 315 };であり、0.25Hz から 315Hz なので、 

ISO7196 の規定に厳密に従えば大丈夫かと言うと、それほど簡単ではありません。 

 

実際に計算してみれば分かるように、1/3 オクターブバンド中心周波数 1-20Hz で計算しても、

ISO7196 に厳密に従って計算しても、最終的な数値にはほとんど差がありません。 

 

違いが出るのは、ステップごとに計算をして、途中の数値を物理的な観点から評価する場合なのです。 

従って、プログラムは、途中の過程が見えるように書かなければなりません。 

 

 バンドパスフィルタの影響も非常に大きくなります。物理的に考えて、0.52Hz の音と、0.98Hz の音

に、それほど大きな差があるとは思えません。バンドパスフィルタを、ローパスフィルタに変更できる関

数があれば、無視される周波数成分を、拾い上げてやることができます。 

 

 風車からの超低周波音を評価するときには、FFT や周波数スペクトルだけでは無理です。風車から出

る音の周波数の面での安定性を観察して、回転数の変化に対応するのは周波数なのか音圧なのかを明確

にしなくてはなりません。Wavelet 解析が必要となります。 

 

 エネルギー透過率が極めて高い超低周波音を室内で、音として計測して、特徴を見極めるのは、もっと

困難です。室内での解析にはカオス理論が必要となります。 

 

 さらに、振動レベル計による計測値との関連を調べる必要があります。 

 

 

 

私は、GPI が住民に配布した資料（準備書も、住民説明会の資料も内容は同じです。） 
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は、“安心安全詐欺”の証拠だと思っています。 

 

 告訴理由は考え中です。風車専用の非線形有限要素法のソフトも完成していません。訴状はこの意見

書の３倍くらいになりそうですが、自分で地方裁判所に提訴するのは、10 万円くらいで可能ですから、

お金の心配は無いのですが、ソフトと訴状が完成するまでは、時間がかかります。 

知り合いの専門家に、ソフトの機能の確認、信頼性の確認をしてもらう必要があるのと、訴状の内容の

確認をしてもらうので、裁判は少し遅れるかもしれません。 

 

 

裁判で、一番の争点になるのが、歴史的な条件を考慮しながらの計測データの解析です。このあと、近

くの神社での計測データを基に、なぜ、“安心安全詐欺”だと主張するのかを詳しく書きますので、GPI も

準備をしておいてください。 

 

準備書は時間が無かったので、ミスも多いかと思いますが、訴状はしっかり確認しながら書きます。 

 

もちろん、他の業者も GPI と同様の資料を住民説明会で配るでしょう。環境省も同趣旨の資料を公開

しています。ですから、GPI だけが悪いのではありません。 

私の知り合いの住んでいる所に風車を建てようと考えてしまったこと、連絡を受けたのが、準備書に対

する意見書を提出できる時期だったことが原因です。運が悪かったと思って裁判に付き合って下さい。 

お金が欲しいのではありません。問題点を明確にしたいだけです。 

 

 

 



251 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

神社の境内で測った騒音で、誰かが、近くで草刈り機を使っていた時のデータは、 

1/3 オクターブバンド中心周波数 1-80Hz で計算した G 特性音圧レベルは 56.465235 でした。 

この値は、騒音―③のケースとほぼ同じです。 

 

 
 

さて、解析の条件は、 

風車の超低周波音の中の卓越する成分の周波数は、 

定格回転数：10.8rpm より、10.8*3/60＝0.54Hz とします。 

1/3 オクターブバンド中心周波数 1-80Hz での重み付けは、マニュアルの値を使いました。 
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計算対象は、10 分間の計測データです。 

   
上が、10 分間のデータ、右が G 特性音圧レベルです。 

これは、1Hz から 80Hz の中心周波数を使って計算して結果ですが、 
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ISO7196 に従って、中心周波数 0.25Hz から 315Hz にして計算しても、 

最終的な結果はほぼ同じです。次のグラフがその結果です・ 

   
56.465271 となって、 56.465235 との誤差は、極めて小さな値です。 

 

予測値、61ｄB が得られるのは、どのような条件の時かを調べました。 

 

 その方法として、実際の計測データを変化さ、任意の周波数成分を任意の音圧にできる関数を作り、観

測データの値を変化させてから、G 特性音圧レベルを計算してみました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最初は、1995 年よりも古い風車の場合です。 

大型発電用風車の場合は、一般に翼枚数は 1～3 枚（3 枚が主）、回転数は 30～60（rpm）程度であり、

基本周波数は数 Hz 以下になる。“ 

 

との環境省の主張に従って、2Hz の成分を変化させました。 
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２Hz の成分だけを、0.6 パスカルに変更しました。 

 

その結果、波の形も変化しました。 

 
そして、G 特性音圧レバルは、61.433755ｄB になりました。 

 

 計測データでは、２Hz の音の音圧は、0.0013 パスカルでした。これが、0.6 パスカルになると言う事

は、音圧で 0.6/0.0013＝461.6 倍です。エネルギーは 213074 倍です。 
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次は、0.52Hz の成分で計算しました。0.52Hz の成分を、2.2 パスカルにしてみました。 

 

 

 

中心周波数 1Hz のバンドパスフィルタの中心から、離れすぎなので、 

 
G 特性音圧レベルは変化しません。計算に入ってこないのです。 
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そこで、中心周波数１Hz のバンドパスフィルタの性質を変更して、ローパスフィルタにしてみました。 

1Hz より低い周波数の成分を全て、中心周波数１Hz の仲間として扱い、G 特性音圧レバルを計算したら 

61.340361ｄB になりました。 

 
 計測データでの、0.52Hz の成分は、0.0016 パスカルです。これが、2.2 パスカルになると言うことは、

音圧で 2.2/0.0016＝1375 倍です。エネルギーでは、1890625 倍です。 

 

 

 

確認の為に、 

ISO7196 の規定に従って計算してみました。 
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0.52Hz の成分を、25 パスカルに変えたら、 

 
 

ISO7196 に従って計算した、G 特性音圧レベルは、61.213127ｄB になりました。 

 

計測データでの、0.52Hz の成分は、0.0016 パスカルです。これが、25 パスカルになると言うことは、音

圧で 25/0.0016＝15625 倍です。エネルギーでは、244140625 倍です。 

 

でも、１Hz のバンドパスフィルタを、ローパスフィルタに変えて、超低周波音のエネルギーを全て加え

たものを、本来の中心周波数１Hz の音圧レバルとして扱って計算した G 特性音圧レベルは 

 
80.756687ｄB でした。 
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これは、ガタツキ閾値をはるかに超えています。 

 
あとは、物理学と、振動レベル計の出番です。 

 

この計算例から言えることは、G 特性音圧レベルの値の決定に対する影響力は、周波数によって大き

く異なることです。ですから、予測、予測と言っても、周波数スペクトルと一緒に説明されない限り、納

得は出来ないのです。だから、実際の計測データが必要なのです。 

 

 次のグラフは、この計算で使った実際の計測データです。 

 
 

 風車が存在しない場所での音圧は、2Hz でも、0.52Hz でも大差はありません。0.0013 パスカルと 0.0016

パスカルです。 

 風車の影響があって、G 特性音圧レベルが 61 デシベルになったと言っても、内容は極端に違います。 
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 計測データでは、２Hz の音の音圧は、0.0013 パスカルでした。これが、0.6 パスカルになると言う事

は、音圧で 0.6/0.0013＝461.6 倍です。エネルギーは 213074 倍です。 

 計測データでの、0.52Hz の成分は、0.0016 パスカルです。これが、2.2 パスカルになると言うことは、

音圧で 2.2/0.0016＝1375 倍です。エネルギーでは、1890625 倍です。 

計測データでの、0.52Hz の成分は、0.0016 パスカルです。これが、25 パスカルになると言うことは、

音圧で 25/0.0016＝１５６２５倍です。エネルギーでは、244140625 倍です。 

 

 61ｄB と言っても、エネルギーで、213074 倍、1890625 倍、244140625 倍のケースがあるのです。 

予想値が 61ｄB と言っても安心の材料にはなりません。 

 

 

意見 55： 

GPI は、予想値が、61ｄB ならば、問題ないとする理由を、GPI が採用した、この数値の計算方法を

示し、周波数が 1Hz、0.6Hz、0.4Hz のケースについて、詳細な計算過程を示し、61ｄB の場合の音圧が

どの程度になるかを示しながら、その音圧でも安全であると言う根拠を示すべきです。 

 

事業者見解 4-53： 

予測は、方法書においてお示しした予測手法である ISO 9613-2 に基づき実施したものであり、 妥当と

考えています。今後も引き続き、環境影響評価の手続きを通して、環境影響に配慮しながら計画の詳細を

検討してまいります。 

 

見解 4-53 の問題点： 

道路騒音の場合は、0Ｈｚ～63Ｈｚの部分の持つエネルギーと 63Ｈｚ～24000Ｈｚの部分の持つエネル

ギーの比率は。 

 
0.000100：0.007223 ですから、1：72.2 です。 

63Hz 以上の成分の持つエネルギーは、0.007223/（0.000100+0007223）＝0.986 となり、98.6％です。 

風車音の場合は 0Ｈｚ～63Ｈｚの部分の持つエネルギーと 63Ｈｚ～24000Ｈｚの部分の持つエネルギ

ーの比率は。 

 

0.105613：0.000320 ですから。1056：3.2 です。 
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63Hz 以上の成分の持つエネルギーは、0.000320/（0.105613+0.000320）＝0.003 となり、0.3％です。 

さて、GPI が採用する規格は次のものです。 

 

 

となっています。風車音の影響を評価するのに、全体のエネルギーの 0.3％でしかない部分を使って判

断するのは、無理だと思います。 

もちろん、自動車の騒音の評価に使う事には賛成です。 

これでは、マラソン選手を評価するのに、バーベルを挙げさせて、上げたバーベルの重さで、マラソン
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選手としての能力を評価しようとするようなものです。 

 

 

 環境アセスメントでは、 

目的  

 環境影響評価（環境アセスメント）とは、事業を実施するにあたって環境にどのような影響を及ぼすか

について自ら調査、予測、評価を行い、その結果を公表して国民、地方公共団体から意見を聴き、環境保

全の観点から総合的かつ計画的により望ましい事業計画を作り上げていこうとする制度です。 

 環境アセスメントの手続きを定め、環境アセスメントの結果を事業内容に反映させることにより、事

業が環境の保全に十分に配慮して行われるようにすることを目的としています。  

2-6 「準備書」の手続 

「準備書」の手続 

 調査・予測・評価が終わると、次はその結果について意見を聴く手続が始まります。 

 準備書とは、この調査・予測・評価を実施した結果を示し、環境の保全に関する事業者自らの考え方を

取りまとめたもので、図書の分量が多く、内容も専門的であることから、準備書の手続段階において、事

業者は、一般の方々などにその内容の周知を図るための説明会を開催します。 

となっているのですから。 

 

 

 

 意見 56： 

いくら、素晴らしい予測を示されても、不安は増大するばかりです。 

 私は、GPI のこの準備書は、環境アセスメントにおける準備書としては失格だと思います。GPI は風

車騒音の周波数スペクトルを追加して、準備書を書き直してから、再提出して下さい。 

 

事業者見解 4-54： 

本事業は配慮書、方法書段階から、経済産業省及び三重県の審議を受けるとともに、地域住民の皆様から

の様々なご意見も頂戴してまいりました。これらの審議結果、ご意見を踏まえ、現地調査及び予測・評価

を行い、今回準備書としてとりまとめたものです。引き続き、環境影響評価の手続きを通して、環境影響

に配慮しながら計画の詳細を検討してまいります。 

 

見解 4-54 の問題点： 

アセスに於いて 

準備書とは、この調査・予測・評価を実施した結果を示し、環境の保全に関する事業者自らの考え方を取

りまとめたもので、図書の分量が多く、内容も専門的であることから、準備書の手続段階において、事業

者は、一般の方々などにその内容の周知を図るための説明会を開催します。 

となっている。 

説明会は、内容の周知を図るために行うのです。住民や市民も準備書の内容を理解できます。そして、地



262 

域に住んでいる住民にとって、最も心配な事柄について、十分に配慮がされているか否かを判断できま

す。 

 説明会の前に、住民としての心配事が、質問状として文書で提出されていました。準備書でも、さらに

それに対して提出された意見書に対しても、GPI からの適切な回答があったとは認められません。 

 かなり前から指摘されている、私有地への無断侵入に対しても、連絡したからそれでよいかのような、

居直りともとれる回答しかありません。 

 法務局へ行ったかと聞いても、GPI の回答内容は、GPI が法務局へ行ったとは解釈できません。 

GPI は住民からの怒りの声を聞いてはいますが、何一つ誠実に答えようとはしません。 

はっきり言って、音や振動の計測や解析技術に関しては、住民と、その友人たちの方が、GPI よりも、優

れた能力を持っています。GPI が要求されているデータを、提示されている機材で計測して、ネットに

公開してくれれば、すぐに解析できます。日本だけではありません、アメリカやハンガリーの友人たちも

協力してくれます。専門的な解析が出来るデータを提出して下さい。 

 詳細な解析をすれば、準備書の問題点も明確となり、書き直して再提出することが必要なことがすぐ

に分かります。世界中の友人たちは、無料で協力してくれます。 

 

 

 これまでの計算は、現実性を欠いていると言われそうです。確かに、その通りです。 

でも、4200ｋｗ/ｈの風車が建ったら、すぐに計測に行きます。 

 ＧＰＩの４２００ｋｗ/ｈの風車から、1.5ｋｍのあたりに集落がある。さらに近い集落として、芸濃町

は 1.3ｋｍ です。協力してくれる人は沢山いると思います。計測は無料で行います。 

予算のこともあるので、今持っている精密騒音計１台、振動レベル計１台、ビデオカメラ１台で計測し

て、上の解析で使ったソフトウエアなどを使って解析します。 
 

 

 

G 特性での、バンドパスフィルタの影響と、G 特性重み付けの影響について付け足しておきます。 

 

G 特性で中心周波数１Hzの場合を確認しましょう。 

 

周波数 0.5Hz の場合 

中心周波数 1Hz の場合は 0.5Hz の波に対しては、ｆ/ｆｍ＝0.5/1＝0.5 であり、フィルタによる相対

減衰量はクラス１では、45ｄB くらいになっている。 

これは、0.５Hz の波、𝐴𝑠𝑖𝑛 0.５＊２𝜋ｔ  がこのフィルタに入って、出てきたときは𝐵𝑠𝑖𝑛 0.

５＊２𝜋ｔ だったとすると、 

10 ∗ 𝑙𝑜𝑔
𝐴

𝑃
− 10 ∗ 𝑙𝑜𝑔

𝐵

𝑃
= 45 

20 ∗ 𝑙𝑜𝑔 = 45よって、A/B＝10＾2.25＝178 となるので、B＝A/178。  

 

したがって、フィルタ通過後の波の中の 0.5Hz の成分は、この帯域での騒音の計算では振幅が元の

大きさの 1/178 の大きさしかないものとして扱われる。 

 

G 特性による補正 



263 

中心周波数 1Hz の帯域の関しては、-45ｄB の補正がかかるので、振幅の評価はさらに下がり、その

大きさが、20 ∗ 𝑙𝑜𝑔 = ー45から、C/B＝10＾（-45/20）＝0.0056 となるので 

最終的な振幅の評価は元の振幅の、0.0056*0.0056＝0.0000316 倍となるので 

まるで、 

𝐴𝑠𝑖𝑛 0.5 ∗ ２𝜋ｔ  

の波が 

0.0000316 ∗ 𝐴𝑠𝑖𝑛 0.5 ∗ 2𝜋ｔ  

であったかのような扱いを受ける。 

 

 

周波数 0.2Hz の場合 

中心周波数 1Hz の場合は 0.2Hz の波に対しては、ｆ/ｆｍ＝0.2/1＝0.2 であり、相対減衰量はクラス

１では、70ｄB程度になっている。 

これは、0.2Hz の波、𝐴𝑠𝑖𝑛 0.2＊２𝜋ｔ  がこのフィルタに入って、出てきたときは𝐵𝑠𝑖𝑛 0.2＊２𝜋ｔ

だったとするときに、 

10 ∗ 𝑙𝑜𝑔
𝐴

𝑃
− 10 ∗ 𝑙𝑜𝑔

𝐵

𝑃
= 70 

20 ∗ 𝑙𝑜𝑔 = 70よって、A/B＝10＾3.5＝3162 

となるので、B＝A/3162。  

したがって、フィルタ通過後の波の中の 0.2Hz の成分は、この帯域での騒音の計算では元の振幅の

1/3162＝0.000316 の振幅しかないものとして扱われる。 

 

G 特性による補正 

G 特性の場合は、中心周波数 1Hz の帯域の関しては、-45ｄB の補正がかかるので、全体の騒音レベ

ルに対しては、その強さが、20 ∗ 𝑙𝑜𝑔 = ー45から、C/B＝10＾（-45/20）＝0.0056 となるので 

全体の騒音の強さの計算では、0.0056*0.000316＝0.00000177 となるので 

まるで、 

𝐴𝑠𝑖𝑛 0.2 ∗ ２𝜋ｔ  

の波が 

0.00000177 ∗ 𝐴𝑠𝑖𝑛 0.2＊２𝜋ｔ  

であったかのような扱いを受ける。 

 

 

計測で確認された、0.8Ｈｚ成分に関しても計算しておきましょう。 

周波数 0.8Hz の場合 

中心周波数 1Hz の場合は 0.8Hz の波に対しては、ｆ/ｆｍ＝0.8/1＝0.8 であり、相対減衰量はクラス

１では、15ｄB、くらいになっている。 

これは、0.8Hz の波、𝐴𝑠𝑖𝑛 0.8＊２𝜋ｔ  がこのフィルタに入って、出てきたときは𝐵𝑠𝑖𝑛 0.8＊２𝜋ｔ

だったとするときに、 

10 ∗ 𝑙𝑜𝑔
𝐴

𝑃
− 10 ∗ 𝑙𝑜𝑔

𝐵

𝑃
= 15 

20 ∗ 𝑙𝑜𝑔 = 15よって、A/B＝10＾0.75＝5.6 

となるので、B＝A/5.6。  

したがって、フィルタ通過後の波の中の 0.8Hz の成分は、この帯域での騒音の計算では元の振幅の

1/5.6＝0.179 の振幅しかないものとして扱われる。 
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G 特性による補正 

G 特性の場合は、中心周波数 1Hz の帯域の関しては、-45ｄB の補正がかかるので、全体の騒音レベ

ルに対しては、その強さが、20 ∗ 𝑙𝑜𝑔 = ー45から、C/B＝10＾（-45/20）＝0.0056 となるので 

全体の騒音の強さの計算では、0.179*0.0056＝0.001 となるので 

0.001 ∗ 𝐴𝑠𝑖𝑛 0.8＊２𝜋ｔ  

であったかのような扱いを受ける。 

 

 

以上のことから、Ｇ特性での計算では、１Ｈｚよりも低い周波数成分に関しては、中心周波数１Ｈ

ｚのバンドパスフィルタの影響とＧ特性の補正値によって、1/1000（８Ｈｚ）から 1/30000（0.5Ｈ

ｚ）から 1/565000（0.2Ｈｚ）の強さしかなかったかのように計算されます。 

 

 

G 特性の補正値では、10Hz から 30Hz の間の周波数帯の部分はプラスの評価を受けるので、この部分

が計測結果に大きく寄与する。 

 

これまでの計算から、風車から出てくる１Hz 以下の超低周波音の影響が G 特性での測定結果の計算

に、ほとんど寄与しないのは明らかです。 

 

 G 特性での低周波音の評価だけでは、風車が建つ前と建った後で大きく変化する１Hz 以下の超低

周波音の引き起こす諸問題が解明できません。フィルタで影響を小さく評価し、さらに G 特性での

補正でさらに小さく評価するのだから。 

 

例えば、0.2Hz で強さが 1000 パスカルの超低周波音があったとしても、G 特性での計算では、

1000/565000＝0.00177 パスカル程度の振幅の波として扱われる。 

 

１パスカルは１㎡の面積に対して１Nの圧力を加えるような気圧であるので、１㎡に対して 1000N の

力が加わる。地球上では質量１ｋｇの物質に対して 9.8Ｎの力（引力）が働くのだから、1000/9.8＝

102 となり、水平な面の１㎡あたりに１０２ｋｇの重しを追加して乗せることに相当する。 

これが、G 特性による計算では、0.00177/9.8＝0.00018 であり、0.00018ｋｇ＝0.18ｇの重しを追加

して乗せているような扱いをされることになっている。 

 

 いくら計算上の数値を小さくしても、その物理的な影響は極めて重大です。 

 

したがって、いくら

 
と言われても、 

 

4200ｋｗの風車は、卓越する強さを持つ周波数成分が 0.54Ｈｚだから、その影響はＧ特性での重み付

けで、実質的には計算から除外されるから、Ｇ特性音圧レベルを使って議論する限り、問題は表面化しま

せん。 

と言っているとしか思えません。 
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 意見 57： 

 GPI は 4200ｋｗの風車から出る超低周波成分のうちで卓越する強さを持っている周波数を明記して

ください。周波数と音圧を予測する場合は、予測の根拠も明記してください。（音の減衰を考えるときに

周波数は重要となります。）これが無いと、住民が受ける被害の予測が出来ない。33.6 パスカルと 5 パス

カルでは影響が違いすぎる。重みを付けない状態で考えて、この周波数の音の持つデシベル値は、

20*log(33.6/0.00002)=124.5dB と 20*log(5.22/0.00002)=108.3dB の差が出る。 

 もちろん他の周波数成分につての予測もあるのだろうから、それらも含めて予測の基礎となる各周

波数帯での音圧の予測値を公開して下さい。それなくして、予測値 62ｄB の正しい評価は出来ません。 

次の表には、他社の風車の情報もある。各社の風車から出る超低周波音についても、一番大きなエネル

ギーを持っている周波数成分の予測をし、音圧も予測して下さい。 

そして、住民からの被害の訴えがあった場合に、自社と他社でどのように責任分担すべきと考えている

のかを、根拠と共に示して下さい。 

 

事業者見解 4-55： 

本事業及び他事業の周波数特性については、準備書の p.829 の表 10.1.4-4 に、予測結果につい て

は、p.837 の図 10.1.4-7～p.848 の図 10.1.4-9 に示したとおりです。 

 

見解 4-55 の問題点： 

GPI が示した、p.829 の資料は、中心周波数が 1Hz からのものです。 

 

 これでは不十分です。ＧＰＩが準備書を再提出するときは、音響パワーレベルの表を、0.25Ｈｚから始

まるＩＳＯ７１９６での中心周波数に従って作成してものを掲載して下さい。 

 さて、今回の大型風車は陸上風車としては前例のない大きさである。当然、風車からの音のスペクトル

を調べれば。最も高い音圧を持っている周波数はかなり低くなると予想される。 
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 前例のない大型風車を建てる企業としては、平成 12 年のデータを過信してはいけません。 

 

平成 12 年は、西暦 2000 年です。このころの風車は、出力が 1650ｋW 程度です。GPI の風車は 4200ｋ

W です。風車が大型化すれば、風車から出る音の特徴は、当然変化します。 

千葉県館山市にある風車の騒音です。大きな特捜は、超低周波音の部分が大きなエネルギーを持ってい

ることです。 

 

 
下の 2 つの数値は、20Ｈｚ以下では、0.082813、20Ｈｚ以上では、0.005817 ですから、超低周波部分の

エネルギーは、20Ｈｚ以上の成分のエネルギーの 14.2 倍です。 

 騒音として捉えることが出来る 20Hz 以上の周波数成分の持つエネルギーは、全体の 6.6％です。A 特

性音圧レベルの数値で評価することは、全体のエネルギーの 93.4％の部分を無視して考えることになり

ます。4200ｋW の風車では、0.54Ｈｚの周波数の音が大きな問題となります。 

低周波音の音圧と周波酢については、 
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“課題名 S2-11 風力発電等による低周波音の人への影響評価に関する研究”に次のグラフがあります、 

 
上のグラフを見ると、20Hz 以下の音については、0.1Hz 辺りまで、強烈な超低周波音が存在すること

が分かります。0.2Hz 辺りでは、85ｄB 程度の音圧レベルになっています。 

 公開すべきは、上のようなグラフを作れる、デジタルデータです。ネット上に公開してくれれば良い

のです。 

 公開に、無料のＨＰを使えば、費用はかかりません。こうすれば、世界中からアクセスできるので、

解析も簡単になります。 

 

 

 他の会社や組織の説明にも、同様のものがあるので、エクセルを使って、簡単なモデルを作り、再度

確認しましょう。 

 

 まずは、対数からです。 

81＝3*3*3*3＝3^4 （3 の 4 乗のこと） のときに、 

4 = 𝑙𝑜𝑔 81 と書き、３を低とする 81 の対数は４と言います。 

 こうすると、 

 100000000000000＝10*10*…*10＝10^14  は、14 = 𝑙𝑜𝑔 100000000000000  

と書けるので、大きな数をそのまま扱うよりは、少し楽になります。 

  81*27＝(3^4)*(3^3)=3^(4+3)=3^7 ですから、7 = 4 + 3 = 𝑙𝑜𝑔 (81 ∗ 27) 

 となるので、掛け算が足し算に変わると言う効果もあります。 

 

 G 特性でも、計算の仕組みは同じなので、先ほどの例を少し変えた計算をしてみます。 
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神社の境内で測った騒音で、誰かが、近くで草刈り機を使っていた時のデータは、 

1/3 オクターブバンド中心周波数 1-80Hz で計算した G 特性音圧レベルは 56.465235 でした。 

この値は、騒音―③のケースとほぼ同じです。 

 

 
 

 

 

 ISO7196 の重み付けを使うことにして、単純化したモデルを作れば、次のようになります。 

 

各周波数の音圧を調整して、全体の G 特性音圧レバルが 56.46126558 ｄB になるようにしました。 

次に、周波数成分の音圧を変更して、全体の G 特性音圧レバルが、ほぼ 61ｄB になるようにしまし

た。 

 

結果は、 

20Hz 成分が、0.0041 (Pa) から、0.008（Pa）に変化したら、61（ｄB）になりました。 

0.008/0.0041＝1.95 倍 
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2Hz 成分が、0.0005 (Pa) から、0.5（Pa）に変化したら、61（ｄB）になりました。 

0.5/0.0005＝1000 倍 

 

0.5Hz 成分が、0.0002 (Pa) から、31.5（Pa）に変化したら、61（ｄB）になりました。 

31.5/0.0002＝157500 倍 

 

0.25Hz 成分が、0.00024 (Pa) から、482（Pa）に変化したら、61（ｄB）になりました。 

482/0.00024＝2008333 倍 

 

です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

次の表です 
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G特性音圧レベルの試算 ISO7196の重み付け

基準音圧（Pa） 0.00002

周波数（Hz） 0.25 0.5 1 2 10 20 50

音圧（Pa） 0.00024 0.0002 0.0001 0.0005 0.0066 0.0041 0.0000007

①
騒音レベル（ｄB）

（平坦特性）
21.5836249 20 13.9794001 27.9588002 50.3702788 46.2350772 -29.118639

② G特性の重み付け -88 -64.3 -43 -28.3 0 9 -20

①+② G特性重み付け後 -66.416375 -44.3 -29.0206 -0.3411998 50.3702788 55.2350772 -49.118639
G特性音圧レベル

（ｄB）

周波数（Hz） 0.25 0.5 1 2 10 20 50

音圧（Pa） 0.00024 0.0002 0.0001 0.0005 0.0066 0.008 0.0000007

①
騒音レベル（ｄB）

（平坦特性）
21.5836249 20 13.9794001 27.9588002 50.3702788 52.0411998 -29.118639

② G特性の重み付け -88 -64.3 -43 -28.3 0 9 -20

①+② G特性重み付け後 -66.416375 -44.3 -29.0206 -0.3411998 50.3702788 61.0411998 -49.118639

G特性音圧レベル

（ｄB）

周波数（Hz） 0.25 0.5 1 2 10 20 50

音圧（Pa） 0.00024 0.0002 0.0001 0.5 0.0066 0.0041 0.0000007

①
騒音レベル（ｄB）

（平坦特性）
21.5836249 20 13.9794001 87.9588002 50.3702788 46.2350772 -29.118639

② G特性の重み付け -88 -64.3 -43 -28.3 0 9 -20

①+② G特性重み付け後 -66.416375 -44.3 -29.0206 59.6588002 50.3702788 55.2350772 -49.118639

G特性音圧レベル

（ｄB）

周波数（Hz） 0.25 0.5 1 2 10 20 50

音圧（Pa） 0.00024 31.5 0.0001 0.0005 0.0066 0.0041 0.0000007

①
騒音レベル（ｄB）

（平坦特性）
21.5836249 123.945611 13.9794001 27.9588002 50.3702788 46.2350772 -29.118639

② G特性の重み付け -88 -64.3 -43 -28.3 0 9 -20

①+② G特性重み付け後 -66.416375 59.6456112 -29.0206 -0.3411998 50.3702788 55.2350772 -49.118639

G特性音圧レベル

（ｄB）

周波数（Hz） 0.25 0.5 1 2 10 20 50

音圧（Pa） 482 0.0002 0.0001 0.0005 0.0066 0.0041 0.0000007

①
騒音レベル（ｄB）

（平坦特性）
147.640341 20 13.9794001 27.9588002 50.3702788 46.2350772 -29.118639

② G特性の重み付け -88 -64.3 -43 -28.3 0 9 -20

①+② G特性重み付け後 59.6403409 -44.3 -29.0206 -0.3411998 50.3702788 55.2350772 -49.118639

G特性音圧レベル

（ｄB）

56.46126558

61.39824356

61.35819084

61.34928006

61.3457206
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1Hz 以下の重み付けを、全て 1Hz の時の重み（-43）に変えて、G 特性音圧レバルを計算すると、次

の表になります。 

 
一部省略 

 

聴覚での把握ではなく、共振などの物理的な影響を考えるときの目安としては、このようにして計算

した数値の方が、有効だと考えます。 

 

 

 

 

 

 

このように、中心周波数 1HZ の部分を 0Hz までのローパスフィルタに変更して、61（ｄB）になる音

圧を計算すると次の表になります。 

 

G特性音圧レベルの試算 1Hzはローパスフィルタ（その①）

基準音圧（Pa） 0.00002

周波数（Hz） 0.25 0.5 1 2 10 20 50

音圧（Pa） 0.00024 0.0002 0.0001 0.0005 0.0066 0.0041 0.0000007

①
騒音レベル（ｄB）

（平坦特性）
21.5836249 20 13.9794001 27.9588002 50.3702788 46.2350772 -29.118639

② G特性の重み付け -43 -43 -43 -28.3 0 9 -20

①+② G特性重み付け後 -21.416375 -23 -29.0206 -0.3411998 50.3702788 55.2350772 -49.118639
G特性音圧レベル

（ｄB）
56.4612657

（ｄB）

周波数（Hz） 0.25 0.5 1 2 10 20 50

音圧（Pa） 0.00024 31.5 0.0001 0.0005 0.0066 0.0041 0.0000007

①
騒音レベル（ｄB）

（平坦特性）
21.5836249 123.945611 13.9794001 27.9588002 50.3702788 46.2350772 -29.118639

② G特性の重み付け -43 -43 -43 -28.3 0 9 -20

①+② G特性重み付け後 -21.416375 80.9456112 -29.0206 -0.3411998 50.3702788 55.2350772 -49.118639

G特性音圧レベル

（ｄB）

周波数（Hz） 0.25 0.5 1 2 10 20 50

音圧（Pa） 482 0.0002 0.0001 0.0005 0.0066 0.0041 0.0000007

①
騒音レベル（ｄB）

（平坦特性）
147.640341 20 13.9794001 27.9588002 50.3702788 46.2350772 -29.118639

② G特性の重み付け -43 -43 -43 -28.3 0 9 -20

①+② G特性重み付け後 104.640341 -23 -29.0206 -0.3411998 50.3702788 55.2350772 -49.118639

G特性音圧レベル

（ｄB）

80.96104869

104.6404069
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 聴覚以外の感覚で、圧迫感などを含めて、不快感を認識する音圧の目安としては、上の表のような数

値を採るべきだと思います。（もちろん実際の風車周辺での計測と、唾液検査、アンケート調査などが

必要です。） 

G特性音圧レベルの試算 1Hzはローパスフィルタ（その②）

基準音圧（Pa） 0.00002

周波数（Hz） 0.25 0.5 1 2 10 20 50

音圧（Pa） 0.00024 0.0002 0.0001 0.0005 0.0066 0.0041 0.0000007

①
騒音レベル（ｄB）

（平坦特性）
21.5836249 20 13.9794001 27.9588002 50.3702788 46.2350772 -29.118639

② G特性の重み付け -43 -43 -43 -28.3 0 9 -20

①+② G特性重み付け後 -21.416375 -23 -29.0206 -0.3411998 50.3702788 55.2350772 -49.118639
G特性音圧レベル

（ｄB）

周波数（Hz） 0.25 0.5 1 2 10 20 50

音圧（Pa） 0.00024 0.0002 0.0001 0.0005 0.0066 0.008 0.0000007

①
騒音レベル（ｄB）

（平坦特性）
21.5836249 20 13.9794001 27.9588002 50.3702788 52.0411998 -29.118639

② G特性の重み付け -43 -43 -43 -28.3 0 9 -20

①+② G特性重み付け後 -21.416375 -23 -29.0206 -0.3411998 50.3702788 61.0411998 -49.118639

G特性音圧レベル

（ｄB）

周波数（Hz） 0.25 0.5 1 2 10 20 50

音圧（Pa） 0.00024 0.0002 0.0001 0.5 0.0066 0.0041 0.0000007

①
騒音レベル（ｄB）

（平坦特性）
21.5836249 20 13.9794001 87.9588002 50.3702788 46.2350772 -29.118639

② G特性の重み付け -43 -43 -43 -28.3 0 9 -20

①+② G特性重み付け後 -21.416375 -23 -29.0206 59.6588002 50.3702788 55.2350772 -49.118639

G特性音圧レベル

（ｄB）

周波数（Hz） 0.25 0.5 1 2 10 20 50

音圧（Pa） 0.00024 3 0.0001 0.0005 0.0066 0.0041 0.0000007

①
騒音レベル（ｄB）

（平坦特性）
21.5836249 103.521825 13.9794001 27.9588002 50.3702788 46.2350772 -29.118639

② G特性の重み付け -43 -43 -43 -28.3 0 9 -20

①+② G特性重み付け後 -21.416375 60.5218252 -29.0206 -0.3411998 50.3702788 55.2350772 -49.118639

G特性音圧レベル

（ｄB）

周波数（Hz） 0.25 0.5 1 2 10 20 50

音圧（Pa） 3 0.0002 0.0001 0.0005 0.0066 0.0041 0.0000007

①
騒音レベル（ｄB）

（平坦特性）
103.521825 20 13.9794001 27.9588002 50.3702788 46.2350772 -29.118639

② G特性の重み付け -43 -43 -43 -28.3 0 9 -20

①+② G特性重み付け後 60.5218252 -23 -29.0206 -0.3411998 50.3702788 55.2350772 -49.118639

G特性音圧レベル

（ｄB）

56.4612657

61.3982436

61.35819088

61.96007148

61.96007147
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GPI が住民に配布した資料（準備書も、住民説明会の資料も内容は同じです。） 

 

には、風車から出てくる超低周波成分のグラフがありません。 

 それが無いと、上の表で計算したように、61（ｄB）の内容が確定しません。 

 20Hz の音の音圧が、２倍の音圧になったのか、 

 0.25Hz の音の音圧が、2008333 倍になったのか、区別がつかないのです。 

4200ｋｗ/ｈの風車からは、1Ｈｚよりも低い音が出るのです。 

ですから、下のグラフのように、1Hz で打ち切ってはいけないのです。 

 

だから、“安心安全詐欺”の証拠 だと思ってしまうのです。 
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 流行している“スウィッシュ音”について。 

 

いくら流行でも、その言葉を使えは、意味を追求されます。 

まさか、自分でも説明できない言葉を、この準備書の中で使用したとは言わないと思いますので、幾つかの確

認の後で、GPI がどの様な意味で“スウィッシュ音”と言う単語を使っているのかを、しっかり説明していただきま

す。 

 

 

GPI は 4200ｋｗの風車から出る音の特徴に関して、準備書３３ページで 

スウィッシュ音について次のように述べている。 
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環境省は、振幅変調音と言っている。 

 
 日本語を混乱させてはいけません。振幅変調の概念は、次のようなものです。 

振幅変調とは、通信変調方式の一つで、主として音声信号からなる情報を、電波や光の波の振幅を変化させ

ることで伝達する。以下の図では、振幅変調により変調された変調波を、縦軸を電圧値[V]、横軸を時間[Sec.]と

して、時間の関数として説明する。  

 

上図では、音声信号等の変調周波数帯に対し、それを伝送するための搬送波（キャリア、英語: carrier 
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wave）の周波数として、変調周波数帯 (20Hz～20kHz) より相対的にかなり高い周波数帯（中波放送で

500～1300kHz）を使用するため、搬送波の波形の一部を拡大して表現した。変調波は、電圧振幅値が正

の最大値になると振幅変調波の振幅電圧値が最大になり、逆に、同変調波が負の最大値になると振幅電

圧値が最小になる。詳細は理論の項を参照。ここでは、変調波を信号波（送信しようとしている原信号

（音声や音楽等））と読み替えてよい。  

 
あくまでも、搬送波のような高い周波数の波があり、その振幅が比較的周波数の低い波によって

変調されるという概念であって、振幅が変調される搬送波部分が無ければ、無意味な概念となる。 

風車騒音の場合は、振幅が変調されるのは、何ヘルツの波なのか？そもそも変調の対象となる波

が存在しないのである。 

 

振幅が変動する波と言う意味ならば、振幅変動波と呼ぶべきであり、すでに概念の確立している

振幅変調波の用語を使うべきではない。 

 

内容についてもう少し考えます。何しろ、スウィッシュ音は風車騒音の問題をますます混乱させ

る犯人ですから、捕まえなくてはなりません。 

 

館山の風車騒音のデータを使って考えます。 

 
 

 FFT を利用すれば、波を周波数成分ごとに分割するのは簡単です。もとの波は 
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です。 

 

 
 左側は、20Hz から 20ｋHz の成分、右側は残りの成分です。 

 

この２つのグラフを重ねてみると、次のようになります。 

 
 

このまま加算すると、元のグラフに戻ります。それだと、可聴域の成分の棘が長いので、 

短くして足してみると。次のグラフとなり、可聴域の成分よりも超低周波成分が、かなり強いと

きのグラフが得られます。 
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これが、スウィッシュ音のグラフの正体です。 

 

可聴域とそれ以外の成分の自己相関を計算してみると、 

 
となり、20Hz から 20ｋHz の成分は、目だった周期性が無いことが分かります。 

右側は、かなりの周期性が見て取れます。 

 

 

自己相関の結果を、重ねれば、紺色が元の波の自己相関、赤色が 20Hz 以下の超低周波成分の自

己相関、緑色が 20Hz から 20ｋHz の成分の自己相関です。 

 

値が１に近いほど、周期性が強いことを意味しています。 

 
 

強い周期性を示すのは、超低周波成分であり、可聴域の音は、周期性を持っていないことが分か

ります。 

 

 GPI の記述が正しいと主張するならば、解析対象となった音の WAV ファイルを公開して下さい。 
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以上のことから、 

 

周期性は、超低周波音があまりにも強くなったために、その音圧変化が全体の音圧波形を支配し

ているので目で見えるようになってしまった。のだと考えます。 

 

低周波音波を、𝐴𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡) 、高周波音をと𝐵𝑠𝑖𝑛(200𝜔𝑡)書いてみたときに、 

（A＞ ０,B＞０で A,B はほぼ等しいとしておく。） 

 

振幅変調は、 𝐵 + 0.1𝐴𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡) ∗ 𝑠𝑖𝑛(200𝜔𝑡) のように、振幅 Bが変動するべきである。 

 

観測された風車音の場合は、𝐴𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡) + 00.1𝐵𝑠𝑖𝑛(200𝜔𝑡)のような形であり、強い超低周波音の上

に、弱い高周波成分が作用して、小さな波が立っているような状態である。 

 

このような“スウィッシュ音”の概念を取り入れる理由は、超低周波音の成分が極めて強くなっ

て、波の形が超低周波音によって支配されていることが一目瞭然となってきたので、今まで、周波

数スペクトルの計算を隠しにしてきたことがばれるのが嫌で、新しい誤魔化し方を考えたとしか思

えない。 

 

 

意見 58： 

GPI はスウィッシュ音を日本語で書け。使用したグラフのデータを公開せよ。そのデータの FFT の

計算結果の実部と虚部の値を公開せよ。周波数スペクトルを公開せよ。 

それに基づいて、スウィッシュ音という概念の必要性を説明せよ。 

 

事業者見解 4-56： 

「風力発電施設から発生する騒音等への対応について」（平成 28 年 環境省）には、騒音レベルが周期

的に変動する振幅変調音（スウィッシュ音）と示されております。これがアノイアンスに繋がること等を

踏まえて、残留騒音＋5dB を指針値とする考え方が同資料に示されておりますので、本準備書でもその

考え方で予測評価を行ったものです。 なお、2 章に採用予定の風車のスウィッシュ音のデータをお示し

しております。 

 

見解 4-56 の問題点： 

GPI は、“2 章に採用予定の風車のスウィッシュ音のデータをお示ししております。“と言うが、この

GPI が示すデータから、FFT が計算できますか？その結果としての実部と虚部の数値を示せますか？ 

また、周波数スペクトルを計算できますか？ 

これらの計算が可能となるデータが必要なのです。 
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それを計算しないと、“スウィッシュ音”との表記が正しいか否かの正確な判断が出来ないのです。 

振幅変調音と言うからには、基本となる高周波があって、その振幅がどの程度変動するかを確認する必

要があるのです。 

この説明なしに、振幅変動音と言ってはいけないのです。日本語を乱させてはいけません。 

 
 
これに関連する資料として次のようなものもある。 
 
甲２９号証、風力発電等による低周波音の人への影響評価に関する研究 S2-11 
 
３）風車騒音に含まれる振幅変調音の分析方法の提案  
風車騒音では規則的な脈動音（振幅変調音）が聞こえることがあり、これが心理的アノイアン スの大

きな原因となっている。この脈動音は英語の擬音語として “swish”, “swoosh”, “thump”など で表現され

ている。このような振幅変調音が発生するメカニズムとしては、タワーと翼の乱流的な干渉（Tower-blade 
wake interaction）によって、回転周期に応じてパルスが発生するとする説 1) もあるが、引用文献 2 に
よれば、ブレードで発生する空力的騒音が下向きに指向性が強いこと、音源の高速移動によって生じる 
Doppler 効果に伴う音圧振幅の変化、およびブレードとタワーの 間に生じる空力的交互作用などが原因

で、その出現はブレードの回転面と観測点の位置関係に大きく依存すると言われている。 
本研究では、全国の風力発電施設を対象として周辺における風車騒音の実測調査を進めている が、そ

の中で得られた超低周波音領域も含む録音記録から振幅変調音が顕著に認められるデータを抽出し、そ

の物理的特性について解析を行った。 
まず、風車近傍における測定例として、1,980 kW 風車の近傍で測定された音圧レベル記録とその自己

相関関数を図(2)-9 に示す。この例では周期が約 1.1 s の明確な周期性が認められる。また、 2,500 kW 
風車 7 機から成る風力発電施設の周辺で、最近接風車から 561 m 離れた民家の庭で測定された音圧レ

ベル記録とその自己相関関数を図(2)-10 に示す。この例でも、周期が約 1.2 s の明確な周期性が認めら

れる。これら 2 例の音圧記録の FFT（周波数分解能：0.046 Hz）および 1/3 オクターブバンド周波数

分析の結果をそれぞれ図(2)-11、図(2)-12 に示す。いずれの例でも、脈動の周期（ブレードの回転周期の

1/3 の周期）に相当する周波数の基本波およびその低次の倍音成分が含まれていることが分かる。ただし、

それらの成分の音圧レベルは感覚閾値に比べてはるかに低いと考えられる。 
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“まず、風車近傍における測定例として、1,980 kW 風車の近傍で測定された音圧レベル記録とその自

己相関関数を図(2)-9 に示す。この例では周期が約 1.1 s の明確な周期性が認められる。また、 2,500 kW 
風車 7 機から成る風力発電施設の周辺で、最近接風車から 561 m 離れた民家の庭で測定された音圧レ

ベル記録とその自己相関関数を図(2)-10 に示す。この例でも、周期が約 1.2 s の明確な周期性が認めら

れる。” 
 
不思議なのは、この 2 つの波の音圧記録の FFT（周波数分解能：0.046 Hz）の直接的な計算結果を明

示しないことです。理由は一つしか考えられません。都合の悪い周波数成分が存在して、しかもその音圧

が極めて高いからだということです。 
 
 
 
 
 
 
FFT を定義に従って計算すると、次のようになります・ 
 
ワークシートの全体、 
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FFT の計算対象となる波形、 

 
 
FFT の計算結果の実部を表すグラフ、 

 
 
です。 
 
 
（もしかしたら本当に FFT の意味が分からないのかもしれないので、この後で説明しておきます。） 
 
“まず、風車近傍における測定例として、1,980 kW 風車の近傍で測定された音圧レベル記録とその自
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己相関関数を図(2)-9 に示す。この例では周期が約 1.1 s の明確な周期性が認められる。” 
“ただし、それらの成分の音圧レベルは感覚閾値に比べてはるかに低いと考えられる。” 
 
大切なことは、“音圧レベルは感覚閾値に比べてはるかに低いと考えられる”と言うのではなくて、簡

単な計算なのだから、音圧レベルを具体的な数値として示すことです。それが出来ないならば、計測結果

が無駄になります。 
  
でも、困ることが一つあります。 
 
比較するには、周期 1.1 秒（0.9Hz）の音の、感覚閾値が必要となる。0.9Hz の音の感覚閾値が書かれ

ている資料を私は知らない。世界中探しても無いと思う。 
 
 
私が、千葉県館山市で計測した、風車騒音で 0.8Hz の成分の音圧は 0.3 パスカル、音圧レベルは 83.5

ｄB だった。この値が、感覚閾値より低いか高いかを判断するには、0.8Hz の音についての感覚閾値が必

要です。 
 
どんな実験方法で、0.8Hz のあるいは 0.9Hz の音を発生させたのか、誰がどこでどんな実験をして、

感覚閾値を決めたのだろうか？感覚は聴覚だけではないので、様々な感覚についての実験はどうしたら

できるのだろうか？音はそのようにして発生させたのだろうか？巨大なスピーカーが必要だが、100ｍ近

いスピーカーを入れる実験室はどのようにして作ったのだろうか？ 
 

 疑問が増えるばかりである。 
 
 
GPI の資料にも、FFT と言う用語がてくるので、FFT の前提となる基本的な概念につい確認しておき

ます。 
 
 Functional Analysis  （Kosaku Yosida）ｐ86 には 
  
 4. The Orthogonal Base, Bessel’s Inequality and Parseval’s Relation 
 
Definition 1. A set S of vectors in a pre-Hilbert space X is called an orthogonal set, if x⊥y for each 

pair of distinct vectors x, y of S. If, in addition, |x|=1 for each x ∊ S, then the set S is called an ortho-
normal set. An orthogonal set S of a Hilbert space X is called complete orthogonal system or an 
orthogonal base of X, if no orthogonal set of X contains S as proper subset. 

 
Theorem 1. A Hilbert space X (having a non -zero vector) has at least one complete orthonormal 

system. Moreover, if S is any orthonormal set in X, there is a complete orthonormal system containing 
S as a subset. 

   
Theorem 2. Let 𝑆 = {𝑥 ; 𝛼 ∈ 𝐴} be a complete orthogonal system of a Hilbert space X. For any 𝑓 ∈

𝑋, we define its Fourier coefficients (with respect to S) 
𝑓 = (𝑓, 𝑥 ) 

Then we have Parseval’s relation 

|𝑓| = |𝑓 |

∈

 

 
Corollary 1. We have the Fourier expansion 

𝑓 = 𝑓 𝑥 = 𝑠- lim
→

𝑓 𝑥  
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Corollary 2. Let 𝑙 (𝐴) be the space 𝐿 (𝐴, 𝐵, 𝑚) where m({α})=1 for every point α of A. Then the 
Hilbert space X is isometrically isometric to the Hilbert space 𝑙 (𝐴) by the correspondence  

𝑋 ∋ 𝑓 ↔ {𝑓 } ∈ 𝑙 (𝐴) 
In the sense that  
(𝑓 + 𝑔)  ↔ {𝑓 + 𝑔 ), 𝛽𝑓 ↔ {𝛽𝑓 }, and |𝑓| = |{𝑓 }| = ∑ |𝑓 |∈  
 
Example. 

√
𝑒 ; 𝑛 = 0, ±1, ±2, …   is a complete orthogonal system in the Hilbert space  

𝐿 (0,2𝜋) 
 
 とあり、𝑒 = 𝑐𝑜𝑠𝛩 + 𝑖 𝑠𝑖𝑛𝛩 となるので、𝐿 (0,2𝜋) に少し条件を付ければ、関数を三角関数の無限

級数で表現できることになる。 
コンピュータの計算では、無限級数を扱うのは無理なので、離散化したデータを使って近似計算するこ

とになる。その計算を高速で行う技術が FFT である。 
 
 
 
心配なので、関数空間についても簡単に説明しておきます。 
スウィッシュ音とやらのグラフを見ながら説明します。 

 
  

上のグラフの横軸は時間です。 

時間が連続であり、実数と同じような性質を持つかどうかは不明ですが、ここでは実数と同様の性質を

持つとしておきます。 

 

実数は、有理数（分数）の列｛1/1、14/10、141/100，1414/1000、。。。 ｝を作り、沢山の有理数列を収

束の観点から上手くグループに分けて、そのグループに実数と名前を付ければ、完備、可分な性質を持つ

実数の全体が作れます。（実数は、完備可分なアルキメデス型の順序体とした方が良いかもしれません。） 

 

時間を実数で表現できたとすれば関数が作れます。変量ｙが時刻ｔによって決まるなら、ｙ＝ｆ（ｔ）
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と書いて、時刻ｔを独立変数とする関数が得られます。ｙ＝３ｔとか、ｙ＝ｔ^2+2t+1 です。 

横軸をｔの値、縦軸をｙの値として、対応する点を取り、それらを滑らかに結べば、グラフが出来ます。 

計測を必要とする場合は、ｔの値は、計測した時間によって決まり、滑らかな曲線ではなくてグラフは点

線になります。 

本来、滑らかなグラフがあるのだが、その滑らかなグラフ上の点をいくつか選んだものだと考えます。 

 

上のスウィッシュ音のグラフが、y＝ｆ（ｔ）と書けたとしましょう。上のグラフを見ると、かなり複

雑です。ｆ（ｔ）をｔの式として、具体的に書けと言われたら、かなり困ります。 

どうしてもやれと言われたら、グラフ上に沢山点を取って、多項式で近似するかもしれません。 

でも、よく考えてみると、とっても複雑な多項式が得られても、何も良いことはありません。 

 

関数には沢山の種類があります。多項式のように形は単純だが、扱いにくいやつ。 

Y=e^(iωt)のように見た目は変だが、とっても役に立つやつ。 

これよりは、扱いやすい y=sin t 、 y=cos t のようなもの。 

積分でしか書けないようなものなどなど、、、 

 

こんな関数がたくさん集まっている全体を、関数空間と呼びます。 

一定の基準で関数をグループ分けしたとき、かなり扱いやすくて役に立ちそうな関数のグループが 

𝐿 (0,2𝜋) 

です。この中で周期２πのものを集めると、良いことが起こります。 

 y=sin t 、 y=cos t のような基本的な波を意味する関数を使えば、そのグループの他の関数が表現で

きるのです。Y=e^(iωt) も y=sin t 、 y=cos t の親戚です。 

 

このような三角関数の和として、関数を書き直せば、元の関数が、ゆっくり動く波と、激しく動く波の

和として表現できたことになります。 

これが、フーリエ級数による関数の表現です。この中の、ゆっくり動く波の部分が低周波成分です。 

激しく動く波の成分が、高周波成分です。 

 

この技術は、今のＰＣを使えば、簡単に出来ます。スウィッシュ音なんて言わないで、常識的なＦＦＴ

の技術を使えば良いのです。 

この簡単なことをやらないで、スウィッシュ音などと言いうのは、ＦＦＴを計算したとたんに、超低周

波音の成分が、非常に高い音圧で存在していることが、一目瞭然となるからです。 

 

アルキメデス から、2000 年以上続く数学の研究の成果を無駄にしてはいけません。これを無視して

しまえば、日本の学術研究の力が、世界で一番低くなってしまいます。 

スウィッシュ音の概念を提唱することは、日本の学問のレベルを破壊することになります。 
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意見 59： 

GPI がスウィッシュ音の概念を広めて、日本の数学研究の成果を破壊しようとする理由を述べるべき

です。 

他の人が書いていても、この準備書に記載することを決めたのは、GPI です。記載したからには責任

があります。 

どのようにして、責任を取るのかも明記して下さい。 

 
事業者見解 4-57： 

「風力発電施設から発生する騒音等への対応について」（平成 28 年 環境省）には、騒音レベルが周期

的に変動する振幅変調音（スウィッシュ音）と示されております。これがアノイアンスに繋がること等を

踏まえて、残留騒音＋5dB を指針値とする考え方が同資料に示されておりますので、本準備書でもその

考え方で予測評価を行ったものです。 なお、2 章に採用予定の風車のスウィッシュ音のデータをお示し

しております。 

 

見解 4-57 の問題点： 

音の振幅が時間的に変動することと、振幅変調とは異なる概念です。 

AM ラジオの放送信号を送る目的での使われたのが振幅変調波です。搬送波の周波数を変調させたもの

を使えば FM 放送になります。 

観測された音の振幅が変化する現象を、振幅変調と言ってはいけません。この現象に関しては、音を周波

数成分ごとに分解してそれぞれの特徴を調べなくてはなりません。 

コンピュータで計算できるようなデータを、GPI がネット上に公開すれば、結論はすぐに出ます。必要

なのは正確な数値の列です。 
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 このグラフは、超低周波音の成分が隠せないほど大きくなったので、その変動が目で見えるようにな

ったものです。このグラフは、風車音の超低周波成分の音圧の時間的な変化を表しているものであり、振

幅変調を示すグラフではありません。 

この元になった、デジタルデータを公開してくれれば、私が計算してあげます。20Hz 以下の超低周波音

の成分と、200Hz～400Hz 程度の周波数成分を取り出してそれぞれをグラフとして表現してみれば明ら

かとなります。 

 

 

意見 60： 

GPI は FFT の基礎として、どのような理論を採用しているのかを述べよ。関数空間に対してどのよう

な認識を持っているのかを述べ、その認識に基づいて、“スウィッシュ音”という概念を採用することの必

要性を述べよ。必要でないなら、不用な概念を採用した理由を述べよ。 

 
事業者見解 4-58： 

「風力発電施設から発生する騒音等への対応について」（平成 28 年 環境省）には、騒音レベルが周期

的に変動する振幅変調音（スウィッシュ音）と示されております。これがアノイアンスに繋がること等を
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踏まえて、残留騒音＋5dB を指針値とする考え方が同資料に示されておりますので、本準備書でもその

考え方で予測評価を行ったもので す。 なお、2 章に採用予定の風車のスウィッシュ音のデータをお示

ししております。 

 

見解 4-58 の問題点： 

GPI は、 

「風力発電施設から発生する騒音等への対応について」（平成 28 年 環境省）には、騒音レベルが周期

的に変動する振幅変調音（スウィッシュ音）と示されております。 

と言っているので、 

私も、 

「風力発電施設から発生する騒音等への対応について」（平成 28 年 環境省）を確認してみた。 

 

 私が見つけた資料には、“騒音レベルが周期的に変動する”との表現は無い。 

 確かに、千葉県館山市の風車音でも、A 特性音圧レベル（これを騒音レベルと呼ぶことが多い）の時間

的な変動が見られる。この文書の最後の方に計算結果を記載した。 

 残念ながら、これは、“振幅変調”とは異なる概念である。音圧の振幅に規則的に強弱がつけば、騒音レ

ベルも変化するでしょうが、振幅変調の減少を含むこととは異なる概念である。 

平成２８年１１月 

風力発電施設から発生する騒音等の評価手法に関する検討会 報告書概要では、 
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町田氏講演会資料では、 

 

と書かれています。表現は似ていますが、注意深く区別しなくてはなりません。 

FFT や関数空間の概念が分かっていれば、超低周波音の音圧の時間的な変動なのか、搬送波の役割をす

る 200Hz から 400Hz 程度の音に対する振幅変調の現象なのかが区別できます。 

それが分からないと、振幅変調に関する議論は出来ません。 

 議論の前提となる概念の確認をしたのですが、GPI の見解は、全く的外れです。分からないなら、素

直に言えば、易しく教えてあげます。遠慮はいりません。授業料を取るつもりもありません。 
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FFT については、次のように理解すべきです。 
 

２．３ フーリエ変換とＦＦＴ 

２．３．１ 離散フーリエ変換 

 離散信号ｘ(n)に対して、ωの関数 

 𝑋(𝜔)＝ ∑ 𝑥(𝑛)𝑒
―

 

を、ｘ(n)のフーリエ変換とよびます。これは、ｚ変換のｚに𝑒  を代入したものです。 

 原点を中心とする半径１の円（単位円）が先の環状領域に含まれるならば、積分路を単位円上にとっ

て、𝑧 = 𝑒  とするとき、𝑑𝑧 = 𝑖𝑒 𝑑𝜔 = 𝑖𝑧𝑑𝜔となるので、 

 

  ｘ(n)＝(1/(2πi)) Ｘ(z)zn－1 dz  （環状領域内の閉曲線上の線積分） 

𝑥(𝑛) = ∮ 𝑋(𝑧)𝑧 𝑑𝑧  （環状領域内の閉曲線上の線積分） 

   = ∫ 𝑋(𝜔)𝑒 𝑖𝑧𝑑𝜔  = ∫ 𝑋(𝜔)𝑒 𝑑𝜔   

が成立します。 

 フーリエ級数についての理論によれば、 

|𝑥(𝑛)| < ∞ 

が成立するときには、パーセバルの等式 

1

2𝜋
|𝑋(𝜔)| 𝑑𝜔 = |𝑥(𝑛)|  

が成立します。 

 

 このフーリエ変換に対して次の条件を付けて考えてみましょう。最初に、ｘ(n) は n＝0,1,2,...,N-1 

以外は全て０だとすれば、級数は 

𝑋(𝜔)＝ 𝑥(𝑛)𝑒  

となります。 

 本来この式のωは連続的の変化するのですが、つぎのような有限個のωの値についてのみ考えること

にします。 

𝜔 =    （k=0,1,2,...,N-1） 

すると、 

𝑋(𝜔 )＝ 𝑥(𝑛)𝑒  ＝ 𝑥(𝑛)𝑒  

となります。 

さらに 
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𝑊 = 𝑒  

とおけば、 

𝑋(𝜔 )＝ 𝑥(𝑛)𝑊   

とかけます。式を対称的に表現するために、 𝑋(𝑘) = 𝑋(𝜔 )とします。すると 

𝑋(𝑘)＝∑ 𝑥(𝑛)𝑊    (k=0,1,2,...,N-1) 

となります。この変換を離散フーリエ変換(ＤＦＴ)と呼びます。 

 この離散フーリエ変換の逆変換が可能であり、 

𝑥(𝑛)＝ ∑ 𝑋(𝑘)𝑊   (n=0,1,2,...,N-1) 

が成立します。これを、離散フーリエ逆変換(ＩＤＦＴ)と呼びます。 

 この逆変換の式が成立することは、 

 (𝑊 ) = 𝑒 = 1 

となるのは、k が N の整数倍となるときに限ることに注意すればすぐ分ります。 

 これから、 

            Ｘ(k)＝Ｘ(k＋Nt),ｘ(n)＝ｘ(n＋Nt)    t=..,-2,-1,0,1,2,.. 

が成立すること、すなわち、周期が N であることもすぐ分ります。 

 

２．３．２ ＦＦＴ 

 最初にＤＦＴの内容について考えましょう。記号を少し変えてＤＦＴを表現すれば、 

 Ｎ個の複素データ f(0),f(1),f(2),…,f(N-1) 

に対して、 

 Ｎ個の複素データ F(0),F(1),F(2),…,F(N-1) 

を次の様にして対応させるものです。 

𝐹(𝑛)＝∑ 𝑓(𝑘)𝑒
ｋ

  (n=0,1,2,…,N-1) 

  

 この計算を実行するにはかなり時間がかかります。もし、Ｎが２の巾乗の形ならば、特別な工夫によっ

て効率的に計算できます。この特別な場合のＤＦＴを、ＦＦＴとよびます。 

 ＤＦＴの意味について考えるには、連続的なデータに近い場合を考えると分りやすいでしょう。 

  1024 個の数値 

      sin(2πk/1024)      （k=0,1,2,…,1023） 

に対するＦＦＴの結果を調べてみましょう。 

 N=1024 として計算すれば、 

𝐹(𝑛)＝ 𝑠𝑖𝑛(2𝜋𝑘/𝑁)𝑒

ｋ

＝
𝑁

2𝜋

2𝜋

𝑁
𝑠𝑖𝑛(2𝜋𝑘/𝑁){cos

2𝜋𝑘𝑛

𝑁
− 𝑖 ∗ 𝑠𝑖𝑛(

2𝜋𝑘𝑛

𝑁
)}

ｋ

 

となり、n＜＜N の場合には積分で近似できて、 
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𝐹(𝑛)＝
𝑁

2𝜋
{ sin (𝑥)cos (𝑛𝑥)𝑑𝑥 − 𝑖 sin (𝑥)sin (𝑛𝑥)𝑑𝑥} 

となり、三角関数の直交性に注意して F(1) を計算すれば、 

𝐹(1)＝
𝑁

2𝜋
{ sin (𝑥)cos (𝑥)𝑑𝑥 − 𝑖 sin (𝑥)sin (𝑥)𝑑𝑥} 

＝ {−𝑖 ∫ sin (𝑥)sin (𝑥)𝑑𝑥} ＝ −𝑖 ∫ (1 − cos(2𝑥))𝑑𝑥 ＝ {−𝑖 }=-512i 

となります。 

 

 最初の数列が関数ｆ(x)のサンプリングされたＮ個の値からなるとしましょう。 

このｆ(x)が周期関数で有限和のフーリエ級数で表現できて、 

𝑓(𝑥) =
1

2
𝑎 + {𝑎 cos

𝑥2𝜋𝑚

𝑁
+ 𝑏 sin (

𝑥2𝜋𝑚

𝑁
)} 

だとします。 

 n＜t＜＜N の場合には、 

𝑓(𝑥) =
1

2
𝑎 + {𝑎 cos

𝑥2𝜋𝑚

𝑁
+ 𝑏 sin (

𝑥2𝜋𝑚

𝑁
)} 

に対する FFT の結果については、積分になおして、三角関数の直交性を使えば、 

𝐹(𝑛)＝∑ 𝑓(𝑘)𝑒
ｋ

  (n=0,1,2,…,N-1) 

𝐹(𝑛)＝ {
1

2
𝑎 + {𝑎 cos

𝑘2𝜋𝑚

𝑁
+ 𝑏 sin (

𝑘2𝜋𝑚

𝑁
)} 𝑒

ｋ

 

＝
𝑁

2
(𝑎 − 𝑖𝑏 ) 

となるので、実部が cos 波、虚部が sin 波の存在を示し、しかもその係数の(N/2)倍になっていること

が分ります。 

 n が N/2 に近い場合は高周波成分の存在を意味しますが、それを積分によって直接解釈することは出

来ません。 

 しかし、n が N に近い場合には、次のように考えることが出来ます。 

exp(i2πNk/N)＝1 なので、 

F(n)＝Σf(xk)exp(-i2πnk/N) 

  ＝Σf(xk)exp(-i2πnk/N) exp(i2πNk/N) 

  ＝Σf(xk)exp(i2π(N-n)k/N) 

  ＝{Σf(xk)cos(2π(N-n)k/N)} + i{Σf(xk)sin(2π(N-n)k/N)} 

F(N-n)＝Σf(xk)exp(-i2π(N-n)k/N) 
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  ＝{Σf(xk)cos(2π(N-n)k/N)} - i{Σf(xk)sin(2π(N-n)k/N)} 

となるから、F(N-n) については 

     F(n)＝a＋bi   ならば、F(N-n)＝a－bi 

となりますので、F(N-n)は F(n)の共役複素数（鏡像）になっています。 

 

各周波数成分の存在についてはグラフの左半分に注目して考えることが必要です。 

 

𝐹(𝑛)＝ {
1

2
𝑎 + {𝑎 cos

𝑘2𝜋𝑚

𝑁
+ 𝑏 sin (

𝑘2𝜋𝑚

𝑁
)} 𝑒

ｋ

 

＝
𝑁

2
(𝑎 − 𝑖𝑏 ) 

となるので、実部が cos 波、虚部が sin 波の存在を示し、しかもその係数の(N/2)倍になっていること

が分ります。そこで、 

𝐹(𝑛) = (𝑎 − 𝑖𝑏 ) として、さらに絶対値を求める。(絶対値は (𝑎 +𝑏 となり、三角関数を合成した時

の振幅となる。) 

そして、この絶対値のグラフの左半分だけを表示するのが、spectrum() です。 

 これによって、各周波数成分の強さが分かります。 

 

 

館山の風車の音圧を記録した Wav ファイルで計算すれば、 
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 左端が、FFT の結果、中央が実数の部分、右端は虚数の部分となります。 

 

 

Spectrum() を計算すれば、 

 

となり、この値は、この波を構成する周波数成分ごとの強さを表します。FFT を定義に従って計算すれば、

超低周波音の存在が明白となります。 

 

 上のグラフが、FFT による分析結果だというなら、同意できますが、GPI が次のグラフに対して、 

 

 

 

 

“FFT 分析結果” と主張する事には同意できません。 
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 GPI のグラフは、次のようにすると得られます。 

 

 

 

 

 

 

 

 計算は次の手順です。 

 
観測された音圧の変化は次のグラフです。 

 
 
 
A 特性での重み付けを、各周波数帯に属する周波数成分の個数に合わせて、再構成したものが次のグ

ラフです。 
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周波数スペクトルの各成分は次のグラフで、超低周波数音の成分が極めて強いことが分かります。 

 
 
この周波数成分に対して、A 特性の重み付けを適用すると次のグラフになります。 
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このグラフから、低周波成分は極めて低く評価され、その一部はバンドパスフィルタの性質から、0 と

して扱われてしまう事が分かります。 
 
ここではパスカル表示ですが、デシベル表示にすれば、次のグラフになります。 

 
 
GPI のグラフは、扱っているデータが違うので右の方の形は違いますが、左側の形は極めて似ていま

す。 
 
はっきりしている事は、A 特性の重み付けでは、超低周波成分は、計算から除外されるという事です。 
 

 この計算が全く無意味だとは言わないが、少なくとも、FFT 解析の結果とは言わないで欲しい。 

理由は、周波数成分の強さが、不明となり、せっかく周波数成分ごとの強さ測ろうという FFT の趣旨に反

するからです。 

 4200ｋｗの風車からは、0.54Ｈｚの超低周波が高い音圧で拡散されるのだが、この計算では、その影響

が完全に隠蔽されてしまいます。 

 

NL-62 を使えば、波形収録：サンプリング周波数 48ｋHz となっているので、６０秒間の波形収録を

行えば、音圧のデータとして、４８０００＊６０個の数値が得られます。このデータを信号解析の技術

で解析すれば良いのです。 

 

48000*60 個のデータに対して、FFT を計算すれば、同じ個数の数値が得られて、周波数の刻み幅をｈ

Ｈｚとすれば、ｈ*48000*60＝48000 となるので、ｈ＝0.01667Ｈｚとなり 

周波数スペクトルは 0Hz から、24000Hz までの範囲であり、周波数分解能はｈ＝0.01667Hz です。 

0Ｈｚから 24000Ｈｚまで、刻み幅 0.01667Ｈｚで計算されることになります。 

もちろん、0.54Ｈｚの音の強さも計算できます。 

 

 

GPI が住民説明会で配布した資料に、環境省の見解が書いてありました。 
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環境省の見解については、GPI の言う通りです。 

 

 

 

 環境省の最初の主張は、風車からの音を計測した結果を示してから言って欲しい言葉です。  

 

 

 

 

 

 

風車から出る低周波音の特徴は、次のグラフで表現されます。 

 

風車が無い所での低周波音の特徴は、次のグラフで表現されます。 
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見てすぐわかるのは、風車から出る低周波音は、⾧い棘を持っていることです。 

 

音圧で１００倍、エネルギーとしては 10000 倍の超低周波音が存在するのですから、 

 
の記述は誤りで、 

 

他の環境騒音にはない、風車騒音の特徴は、超低周波音が極めて強い状態で含まれている事です。 

 

と書かなくてはなりません。 

 

 

意見 61： 

さて、GPI は上記の文章を引用しました。GPI はこの記述が正しいと考えて引用しているのでしょう

か？ 

それとも、間違っているが、GPI にとって都合が良いから引用しているのでしょうか。 

黙って引用したからには、ＧＰＩも同趣旨の主張をしていると理解できます。 

引用すれば、その内容を理解しているはずです。GPI は内容をどのように理解し、正しいか間違って

いるかの判断に関しては、どのように考えているのか。 

正しいとするならば、その根拠を実際の計測データを基にして証明して下さい。もちろん、データの収

取は公開で行い、いろいろな立場の人が同時に計測して、計測結果は全て公表する必要があります。 

 

事業者見解 4-59： 

環境省から示された事項については、国としての見解であると理解しております。 

 

見解 4-59 の問題点： 

国の見解であることは当然です。 

GPI は国の見解を、正しいものと思っているのか、間違っていると思っているのかを聞いているので

す。 

普通の回答は、“正しいと考えています。”あるいは“誤りだと考えています。”の何方かになります。 

そして、そう考えた根拠を述べなくてはならないのです。 
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GPI の事業によって被害が出たときに、環境省は責任を取ってはくれません。責任を取るのは GPI で

す。最新の知見をもとにして、安全性を判断しなかった GPI が責任を取ることになります。 

 

 

環境省は、いろいろ工夫して誤魔化そうとします。 

 

例えば“騒音が人の健康に直接的に影響を及ぼす可能性は低いと考えられる。”ですが、 

では、“騒音が人の健康に間接的に影響を及ぼす可能性は高いと考えられる。”は正しいのでしょうか？ 

それとも間違っているのでしょうか？ 

  

それには、直接的に影響を及ぼす。の意味が問題になります。私も稼働中の風車のすぐ近くに行ったこ

とがありますが、死ぬことはなかったです。３０分くらいで、少し気持ち悪くなったくらいです。 

 

直接的影響は置いておいておくことにして、間接的な影響はどうでしょうか？ 

騒音が気になって十分な睡眠がとれない人は沢山います。 

石竹達也（久留米大学医学部）氏の調査結果は、 

 
上のようになっています。これから、2ｋｍ圏内では 30％以上の人が睡眠障害に悩まされていること

が明らかです。 
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睡眠を妨げることは昔からある拷問の技法ですが、拷問ですぐに死んでしまったら拷問になりません。

じわじわと苦痛を与え、精神的にも肉体的にも弱らせてゆくのが拷問です。 

 

毎晩毎晩、眠ろうとしたら、騒音でなかなか寝むれない。子供なら、学校で授業中に眠ることができま

す。大人は大変です。車を運転する仕事だと、居眠り運転の可能性が高まります。農業ならば、夏場に熱

中症で倒れる可能性が高まります。 

 

もちろん、体力によって影響は異なります。居眠り運転で人身事故が起きても、直接の原因は、運転手

本人の居眠りです。その原因は、睡眠不足です。その原因は風車からの音です。 

 

熱中症で死んだら、暑い中無理に仕事をしたのが原因です。畑の草は、人間の体調が悪いから、延びな

いでくれとお願いしても聞いてくれません。無理をして草取りをします。 

少しくらい無理をしても、体力があれば大丈夫でしょう。無理が利かなかったのは、本人の体力不足が

原因です。体力不足の原因は、睡眠が十分にとれなかったことです。睡眠が十分にとれなかったのは、風

車からの騒音です。 

 

もっと考えてみると、 

 

風車が住宅から 500ｍの所に建てられて、住民がうるさくて眠れないと言ったときに、直接的な原因は

風車でしょうか？ 

住民の聴覚を刺激するのは、空気の粒子です。風車の羽が直接住民を刺激するのではありません。直接

の犯人は空気の粒子なのだから、風車には罪は無い。とも言えそうです。 

また、住民に聴覚が無ければ、うるさいと感じることもありません、原因は住民が聴覚を持っているこ

とだとも言えそうです。風車は悪くない、聴覚を持っている住民が悪い。と言い張ることも出来るでしょ

う。 

 

直接の原因ではないならば、責任は無いのでしょうか？私は責任があると思います。 

 

各地でこのような被害が起きています。間接的であれ、原因は風車の騒音です。 

しかし、裁判に勝つのに必要なのは、音の精密な測定で周波数と音圧を明確にして、それらの数値と、

睡眠に関するアンケート結果、唾液検査、子供の学力調査、病院の受診者数調査、病気の種類の調査、風

車からの距離と、住宅での個別の音圧、周波数の測定、床の振動の測定。などを多変量解析にかけて、風

車騒音と健康被害の関連性は充分明確にすることです。 

これは可能だと思っています。最後の問題は、その関連性を示す数値がどの程度になれば裁判官と陪審

員が認めてくれるかです。 

 

既存の風車の影響と、GPI の風車による累積分を区別するのは簡単です。GPI の 4200kw/h の風車の
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音は、すでにある風車よりも低い音を出し、その超低周波音の音圧が、極めて高くなるので、GPI の影響

を分離して取り出せます。 

GPI の風車からでる超低周波音は、他の風車から出る超低周波音よりもエネルギー透過率が高いので、

被害者宅の室内で計測すれば、GPI の風車からの超低周波音が壁を通り抜けて、睡眠を妨げていること

が分かります。 

振動レベル計は、床の振動数を正確に測れるので、この振動の周波数が、GPI の風車からの超低周波

音の周波数と一致するだろうから、GPI の風車が原因で眠りを妨げられているとの主張は、裁判所でも

認めてもらえる可能性が極めて高い。 

 

損害賠償は、各社の風車から出る音の周波数スペクトルを計算して音圧を決定できるので、音圧に比例

して損害賠償を払ってもらうという案はどうでしょうか？ 

 

周波数成分ごとに音圧を測ることが、累積する影響を評価するには必要なことですが、それを実行する

と、困ったことが起こります。 

 

リオン社の NL-62 と波形収録ソフト NX-42WR を使えば、周波数スペクトルは、0.016667Hz 刻みで

表示できます。 

この表示を見れば、0.5Hz や 0.8Hz の周波数の音が極めて高いエネルギーを持っていることが分かり

ます。風車の無い場所での超低周波音の持つエネルギーの 10000 倍から 40000 倍くらいになります。 

 

この結果に踏まえて、G 特性音圧レベルや A 特性音圧レベルの計算を段階的に実施してみると、0.5Hz

や 0.8Hz の音は、極めて高いエネルギーを持っているにもかかわらず、G 特性や A 特性での音圧レベル

の計算では計算対象から除外されていることが明らかになってしまいます。 

 

一番大きなエネルギーを持っている音は、一番大きな影響を及ぼします。そして様々なトラブルの主な

原因と考えられます。この部分を計算から除外した結果の数値を参考にしながら、健康問題と比較して

も、因果関係が不明になるのは当然です。 

 

何が困るかと言うと、超低周波音や低周波音と健康問題との因果関係を見えなくするために、重要部分

を計算からのぞいて求めた数値を扱う事で、健康問題との関連性が分からなくなるように努力してきた

環境省のこの間の頑張りを無駄にしてしまう事になり、環境省に迷惑をかけることになるからです。 

 

GPI が自社の責任部分を他社の責任部分と切り分けようとすると、せっかく隠した超低周波音の部分

が顔を出してしまいます。 
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GPI は ISO7196：1995 の関して述べています。 

 

ISO7196 には、G 特性音圧レベルの計算に使う中心周波数と、各周波数帯での重み付けが書いてあり

ます。 

 

次の資料には、 

 
と書いてあります。 

 

 

環境省は、中心周波数を１Hｚよりも低くはしたくないのです。ＧＰＩはＩＳＯ7196 を確認している
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でしょうから、ＩＳＯ7196 における中心周波数で最も低い周波数が何ヘルツかは知っているでしょう。

１Ｈｚでなないですよね。 

 

最初に、準備書を読んだときは、GPI は関数空間についての数学的な常識や物理的な常識、フーリエ

変換やフーリエ級数の理解、音波の性質、共鳴についての理解、建物の振動、共振に関しての理解が全く

ないから、GPI の準備書には変なことを書いてあるのだと思っていました。そうではなくて、最初の嘘

を誤魔化す為の２つ目の嘘かもしれないと思うようになりました。 

普通に文面だけを読めば、GPI の理論は、物理的な常識、数学の知識から見て、非常識極まりない理論

だと思ってしまいます。嘘を隠すための嘘と考えればある程度は理解できます。 

 

 

室内で眠る人間にとっては、低周波音のエネルギー透過率が心配になります。石竹氏の調査では、次

のことも分かりました。 

 
エネルギー透過率は、周波数によって異なります。どの風車からの音が壁を通り抜けて、大きな影響

を与えているかを調べるには、室内、室外での調査結果を、周波数ごとに比較しなくてはなりません。 

周波数が低いほど、透過率が高いのですから、室外では、GPI の風車からの音と、他社の風車からの

音の音圧が同じでも、室内の計測では 4200ｋｗ/ｈのＧＰＩの風車からの超低周波音の音圧が高くなる

と考えられます。室内の周波数ごとの音圧に応じて、賠償金を支払うのが合理的だとの考え方もあるで

しょう。 

 

 

 意見 62： 

超低周波音（20Hz 以下の音）の周波数ごとのエネルギー透過率についての認識を示して下さい。 

0.54Hz の超低周波音に対しての具体的な防御手段を明記してください。その手段によって超低周波

音のエネルギーの透過をどの程度低減できたかを、具体的な実験結果に基づいて述べてください。環境

保全処置の具体的な内容が数値と共に記述されなければ意味がありません。 
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事業者見解 4-60： 

「風力発電施設から発生する騒音に関する指針」（環境省、平成 29 年）によると、風力発電施設から発

生する超低周波音については、人間の知覚閾値を下回ること、他の騒音源と比べても低周波音領域の卓

越は見られず、健康影響との明らかな関連を示す知見は確認されなかったとされております。さらに、同

指針では、風力発電施設からの騒音については、通常可聴周波数範囲の騒音として取り扱い評価するこ

とが適当との整理が示されています。 本事業による騒音及び低周波音の影響については、経済産業省及

び三重県にて審議頂いた環境影 響評価方法書に基づき、調査、予測及び評価を行った結果、騒音及び低

周波音が周辺の環境に及ぼす影響は小さく、環境保全措置を講じることで、 実行可能な範囲内で影響の

低減が図られているものと評価しております。 

 

見解 4-60 の問題点： 

ここで述べるべきは、エネルギー透過率に関する認識です。 

周波数に関心を持つ理由の一つは、環境省の HP にある次の資料です。 

 
そして、超低周波音は聴覚での把握が困難だとしても、共振が起これば、寝ていられなくなります。 
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どの様な周波数の音がどの程度の強さで出るのかを、事前に計算しておかないと、被害の予測は出来な

いし、その被害が防げるものなのか、防げないものなのかの判断が出来ません。 

もちろん、GPI の予測も信用できません。こちらで計算しますので、GPI が採用を予定している風車

を作っている会社の名前だけでも教えて下さい。 

もちろん、 

“超低周波音は、健康への影響が全くないことを示す知見” を紹介してもらえればそれに越したこと

はありません。 

 よろしくお願いします。 

 

 

 

被害を訴える人がいたら、その人の住む室内での振動測定、騒音測定が必要となります。被害の多く

は、室内で多く発生するのですが、屋外での計測とその解析に比べると、室内での音圧測定、騒音測定の

結果についての解析はかなり難しいです。でも、諦める必要はありません。 

 

JFE の工場内での騒音を解析した結果が次のグラフです。 
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上の段の左側３つは、計測された騒音データ。 

上から２段目は、１段目の周波数スペクトル（FFT）。 

上から３段目は、Wavelet 解析の結果。 

 

１段目、２段目、３段目を見て、違いが分かる人は少ないと思います。でも、カオス理論を用いて解析

した結果である、４段目のグラフを見れば、工場内での音の特徴が分かります。 

一番下の段は左から（子供のヒトコブラクダ、フタコブラクダ、大人のヒトコブラクダ）のように見え

ます。 

この方法が、有効であることは、JFE の方も認めているし、アメリカで振動解析のコンサルタントを

している友人も、仕事に役立ったと言っていました。 

JFE の方も、解析結果については納得してくれました。 

参考文献 

甲１７号証、average-wavelet-coefficient-chaos-oscillatory-circuits 

甲１８号証、Determination of the Hurst exponent by use of wavelet transforms 

にある方法を改良すれば、4 段目の結果を得ることができます。 

 

 

室内での計測結果の解析は、経済産業大臣の言うように、最新の知見を活用しなくてはなりません。 
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GPI は各種マニュアルに従うと言うが、マニュアルには室内の音の効果的な解析方法は書かれていま

せん。 

 

 

GPI が住民の苦しみを理解しようとする気があるならば、カオス理論も学習して活用しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境省の周波数予測は、ブレードの回転数を使っている。その回転で、なぜその周波数の音が出るかの

物理的な説明は無い。GPI の物理的な説明を聞きたいところではあるが、これに関して自分でも調べて
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みました。 

 

 

 

カルマン渦  

と言う話も聞きますが、音の周波数がどの様に決定されるかの情報が見つけられませんでした。 

目に見えない低周波を可視化する。雪で可視化された風車による”カルマン渦” 

2014-02-21 | 風力発電は危険 

風力発電の巨大風車の支柱の後方に発生していた低周波が、カルマン渦として雪とライトでみごとに映

し出されています。 

支柱の後方には乱流が生じ、気圧の急激な変化が起こるため、コウモリが近づいただけで肺の中で血管

が破裂し肺が血でいっぱいになって死んでしまうそうです。この後方乱流によって低周波が生じます。 

【カルマン渦】 

カルマン渦またはカルマン渦列は、流れのなかに障害物を置いたとき、または流体中で固体を動かした

ときにその後方に交互にできる渦の列のことをいう。ハンガリー人の流体力学者セオドア・フォン・カル

マンにちなむ。 

流体中に突き出た障害物は振動発生の原因になることが、気象の世界でも証明されています。 

  

上の話の中に、後方乱流によって低周波が生じます。と書いてありますが、低周波音の周波数がどの様

に決定されるのかは書いてありません。 

 

風の状態は激しく変化します。 

 

 

次の表は、気象庁が計測したデータを、気象業務支援センターから入手したものです。 
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（前 10 秒間風程は、10 秒間に風が進む行程を意味します。132 は秒速 13.2ｍの風速です。） 

 

風速も風向も不安定なので、カルマン渦の動きも不安定になると考えます。カルマン渦から発生する低

周波音も周期が不安定になるだろうと思うのですが、すぐ後の、例３で見るように、風車から出る低周波

音の周波数は安定しています。 

風の動きが変化してもカルマン渦は規則正しい動きをして、安定した周波数の低周波音を発生させる

のか、カルマン渦が不安定でも、何らかの理由で、カルマン渦の作り出す低周波音の周波数は安定するの

だろうか？ 

風車からの低周波音の安定性を説明するには、カルマン渦は適さないと考えています。 

カルマン渦についての研究は沢山ありますが、風車からの音を実際に計測して、その周波数スペクトル

と音圧を計算したデータや Wavelet 解析の結果と比較して議論しているものは、私には見つけられませ

んでした。周波数の時間的な安定性を調べるには、Wavelet 解析が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、次のような見解もある。 

 

電力中央研究所報告 

  
には、 

 

年 月 日 時 分 秒 前10秒間最大瞬間風速 前10秒間最小瞬間風速 前10秒間風程

0.1m/s 0.1m/s

2019 2 2 0 12 40 147 124 132

2019 2 2 0 12 50 146 107 131

2019 2 2 0 13 0 122 82 102

2019 2 2 0 13 10 105 65 83

2019 2 2 0 13 20 112 71 82
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312 

 

 
  

このような見解は他からも出ているが、それら特徴は、1Hz 以下の超低周波成分に関して FFT を使っ

て、周波数スペクトルを調べようとしないところです。そして、風車からの超低周波音の周波数の安定性

を Wavelet 解析で調べようとしないところです。1/3 オクターブ解析では、これらの特徴は隠されてしま

います。 

 
  

これは、風車が大型化して、超低周波音の周波数が下がり、ISO7196 の網の目をすり抜けたと言う事

に気付かないふりをしているだけのことです。 
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４．空気柱の振動について 

 

中野環境クリニック所⾧ 中野 有朋氏は、 

“低周波音トラブルの多くは誤解トラブル” 

のなかで、次のように述べています。 

 

6．風力発電機から低周波、超低周波の回転音など発生しない  

全国各地に風力発電用の風車が多数設置されている。その中で、風車から低周波音がでる、ま

た超低周波音が出るので人体に悪影響があるなどというトラブルが起こっているところがあ

る。そしてこれがテレビなどでまことしやかに報道されるので、本当であると思われてしま

う。  

しかしこれは音波の発生に関する最も基本的事項の誤解によるもので、全くの誤りである。  

風車からは、問題になるような超低周波数及び低周波数の回転音は発生しない。問題になるこ

とがあるのは通常の騒音の問題である。  

超低周波音も低周波音も、基をただせばいずれも音波である。すなわち空気中を伝わる波動で

ある。従って音波の発生及び性状は波動方程式によって規定される。  

音波は空気の直接的圧力変化及び物体の振動によって発生するが、これらの現象のうちで、波

動方程式が成り立つ条件を満足する場合にのみ、音波が発生、従って音が存在することにな

る。  

単に空気中に直接的圧力変化が起こり、また物体が振動しても音波が発生するとは限らない。  

波動方程式は空気の運動方程式と空気の弾性的性質から導かれる。  

運動方程式については、音波の音圧により、空気の微小部分に力が加わり方向に加速度が生じ

たとするとニュートンの運動法則より空気の微小部分の運動方程式は(1)式となる。  

t

u

x

p








      (1) 

ここで ｐ：音圧、ρ：空気の密度、u：空気の振動速度（粒子速度）、t：時間である。 

空気の弾性的性質については、音圧のように加わる圧力の変化が速い場合には、空気が圧縮さ

れて温度が上がった部分と、膨張して温度が下がった部分の温度の相違を平均化する十分な時

間的余裕がないので、空気中の変化は断熱変化になり、音圧は(2)式で表される。   

x
Kp





   （2） 

ここで ξ：空気の変位、K：空気の体積弾性係数である。 波動方程式はこの両式から導か

れ、 

2

2

2

2

x

pK

t

p











 となる。 

しかし空気中に直接的圧力変化が起こっても、その変化が遅く、また物体が振動しても空気が

圧縮されず、断熱変化が起こらない場合には、(2)式は成り立たない。従って波動方程式は成
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り立たたず、音波は存在しないことになる。  

以上を風力発電風車等の実例について具体的にみると次のようになる。  

風車に限らず、送風機やプロペラ機などのように、羽根が回転するものから発生する音波は二

つある。一つは羽根の回転音、もう一つは渦流音である。  

＊回転音  

これは、回転する羽根が空気を圧縮することによって発生する音である。  

例えば家庭にもある扇風機についてみると、扇風機の電源を入れると回りだし、羽根一枚一枚

は見えず一定の回転数で回る。このとき羽根近くに耳を寄せると、ブーンという音が聞こえ

る。これが回転音である。  

これは羽根の回転が速いため、羽根にあたる空気がまわりに逃げるひまがなく圧縮され、音波

が発生するからである。この音は回転数に羽根の枚数を掛けた周波数の回転音になる。  

しかし電源を抜くと、回転は遅くなり、羽根一枚一枚が見える位になると、ブーンという音は

しない。  

回転が遅いため羽根にあたる空気がまわりに逃げ圧縮されず、音波にならないからである。空

気がただかき回されているだけである。  

プロペラ機の場合は通常回転が速いので、ブルブルンという強い回転音が発生する。  

しかし風車の場合は羽根一枚一枚が見えるくらい回転が遅いので、回転音は発生しない。周囲

の空気がかき回されるだけである。  

室内天井に取付け、室内空気の攪拌に用いる最近よく見られる市販のプロペラファンと同じで

ある。  

従って羽根が回っても回転音は発生せず、回転数に羽根の枚数を掛けた超低周波音や低周波音

が発生するなどというのは全くの誤りである。  

＊渦流音  

これは、回転する羽根の周辺に発生する渦がつぶれる音である。例えばシューとかザッという

ような、いわゆる風切り音である。  

渦流音には超低周波数から超高周波数の広範囲の周波数成分が含まれるが、主な周波数成分は

耳に聞こえる高周波音である。  

風車の直下では、羽根が回転しタワーを横切る時、ザッと最も大きく聞こえ、羽根の枚数に回

転数をかけた回数大きく聞こえる。しかしこれは、この回数変動する、高周波の渦流音で、超

低周波音ではない。  

＊発電機からの発生音  

風力発電機は風車のほかに、増速機、発電機、変電装置などからなっている。しかしこれらの

寸法はいずれも超低周波音の波長17～340mより十分に小さので、これらからも感知される超低

周波音を発生することはない。  

音源となる振動物体の寸法が波長にくらべて十分小さくなると、物体表面の空気が側方に逃げ

るので、空気は圧縮されず、音波の発生がほとんどなくなるからである。  

風力発電装置の音の問題は低周波音問題でも超低周波音問題でもなく、通常の機械騒音の問題

である。  
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問題を解決するには、低減方法はすでに明らかになっているので、通常の騒音問題と同様に、敷

地境界線における騒音レベルを定められた測定器で測定し、また未然に防ぐには予測をして、

適切に対処すれば問題になることはない。 

 

 

 以前、中野氏に、メールを出して、 

“風車のタワーの部分の気柱を考え、鉄に関する低周波のエネルギー透過率と、開口端補正によって気

柱の長さが 1/4 波長になると考えれば、超低周波の波長とぴったり合うし、気柱の運動と変分法を使って

考えれば、気柱が断熱圧縮されことがすぐに分かるので、これが超低周波の発生原因ではないか？” 

と聞いたことがありました。中野氏がからの返事は、 

“私が調査した風車のタワーの中には、荷物が詰まっていて気柱は存在しなかった。” 

とのことでした。さらに、“私も実際にその風車を見に行くので、その、荷物が詰まった風車のある場所

を教えて下さい。”と頼んだら、“その場所は忘れた。”との返事が来ました。 

 

これは、中野氏が風車を支えるタワーの中の気柱共鳴を認めていることを意味している。 

 

 ここでの中野氏の話の要点は 

空気中に直接的圧力変化が起こっても、その変化が遅く、また物体が振動しても空気が圧縮

されず、断熱変化が起こらない場合には、(2)式は成り立たない。従って波動方程式は成り立

たたず、音波は存在しないことになる。 

ですが、 

塔の中の空気は逃げ場所が無いので、圧縮されて断熱変化が起こると言えます。 

塔内に空気の柱が無ければ気柱共鳴は起こりませんが、下の写真のように、最近の大型風車の塔の中の大部分

は空気です。この巨大な空気柱が共鳴します。 
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ドイツにある発電用風車で高さ 74m の内部は 

 

 

 

 

 

上の写真のようにほとんどが空洞です。 

また、上部の発電機の両脇の物質の質量は真ん中の発電煮に比べると小さく見えます。 

 

 空気柱の振動を引き起こす周期的な外力を見つければ、超低周波音の発生原因とそれを防ぐ手段が見つか

ると思います。 

 

 

 

 

周波数の安定性に着目しながら考えてみると、環境省の言うように簡単ではありません。 

 

 

 

例１： 

 

 環境省の理論が正しいならば、卓越する周波数成分は風車の回転数の増加に伴って連続的に変化する

はずである。もしそうなら、固定された周波数の音が特につよくなることはないはずである、卓越した周

波数成分が回転数と共に変化しなくてはならない。 

 この考えでは特定の周波数のところが特別に大きなエネルギーを持つ理由が説明できない。共鳴を考

えなくては強力なエネルギーを持つ理由が説明できません。 

この考えでは、回転数の上昇によって生じる、どの周波数の場合も、同じようなエネルギーをもち、もし

変化するとしても単調増加、または単調減少で変化するはずである。 

この考えが正しいかどうかは、風車の回転数を測りながら、超低周波音を計測して ShortTimeFFT 分

析か Wavelet 解析にかければすぐわかる。残念ながら、風車が動き始めるときの録音データを持ってい

ません。 
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 小型風車の回転数と騒音の周波数分析の結果のグラフが千葉大学の研究結果としてインターネット上

に公開されています。それは、次のグラフです。 

 

 

 このグラフでは、回転数が増加すると 700Hz の音は強くなるがこのピークとなる周波数が回転数の増

加につれて変化してゆく様子は見られない。 

 

 このグラフでは、 ｆ＝RZ/60 (Hz）の式は意味を持たない。 

 

なお、このグラフの使用については、千葉大学の佐藤先生から 

 

さて、グラフの使用は結構ですが、この図は、風車の羽根（3 枚、グラスファイバー、長さ約 0.5m）

がをモーターで回転させたときの発生音を測定したものです。 

低周波の音は、350Hz、700Hz が α=91°のときに R=2400、2100、1800rpm で大きいことが左の図の破

線の円領域で注目しています。このときの音は、爆音のような音です。 

α が大きくなると爆音は消えます。爆音の原因は、回転中に羽根のピッチ角が変わるような 

振動現象です。このときには、回転数の増加につれて羽根の半径方向での曲げ振動も重畳します。700Hz

は α には関係ないので、爆音が生じないときの曲げ振動であると思います。 

これには確かに回転の周波数が影響していませんので、材料の固有振動数であると考えられます。低周

波、超と言う字は付きませんが、爆音の原因は、この材料が剛性（EI)が大きく、ピッチ角を変えるよう

な振動が、回転の空気力（迎え角の移動（変化）の増加により、共振域に入って誘起されたものと解釈さ

れます。 

20Hz 以下の超低周波の発生機構については、私は別の意見を持っています。 

以上、２０Hz の FFT の測定例として引用することは可とします。 

佐藤建吉 

との承諾をいただいています。 

周波数解析結果(20Hz～5kHz)
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:1800rpm :2100rpm :2400rpm

1400Hz

700Hz350Hz

700Hz 700Hz 700Hz 700Hz

1800rpmから350Hz, 700Hz, 1400Hzの
騒音が増大した。

これらの周波数が音圧レベルを急激に上昇させた
主な成分であると考えられる。
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例２： 
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このグラフでは、２Hz、３Hz の音の音圧は下がるが、周波数は変化しないことを意味している。 

停止するのだから、回転数は減少するはずです。 

 

環境省の理論が正しいならば、周波数は連続的に変化して 0Hz に近づくはずです。 

この計測結果が正確ならば、環境省の理論は成立しません。 

 

 この図についての HP の説明には、 

風車のブレードがタワーを通過するとき、超低周波音が発生し、ロータの回転数により周波数は変わり

ます。上記 3 か所の測定はおそらく 20 回転/min 前後だったのでしょう。1/3 オクターブバンドという

粗い測定であるので、2Hz、3.15Hz の周波数帯で一致したものだと思われます。  

 

と書いてあるが、図の説明と、グラフの説明に矛盾がある。 

 

計測機材は、リオン社 NA-18A であり、 

NA-18A は周波数補正回路に G 特性を備え、1 / 3 オクターブの実時間分析機能を装備した低周波音レ

ベル計であり、後述する G 特性周波数補正回路及び 1 / 3 オクターブバンドフィルターの国内、国外規

格に適合します。周波数補正回路、実効値検波回路、1 / 3 オクターブバンドフィルターは DSP による

デジタル演算を採用し、プリアンプ一体型の 1 インチセラミックマイクロホンである低周波マイクロホ

ン UC-24 と本体で構成され、本体の液晶表示器、操作キースイッチ、AC 出力端子、シリアル通信端子、

及び赤外線通信窓等を備えています。 

適合規格 

G 特性周波数補正回路： ISO 7196：1995 

1/3 オクターブフィルター： JIS C 1513：1983 III 型、IEC 61260：1995 Class1 

測定機能 

低周波音圧レベル： 平坦特性（FLAT：周波数範囲 1 ～ 100 Hz） 

低周波音圧レベル： 平坦特性（DR：周波数範囲 1 ～ 500 Hz） 
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G 特性音圧レベル： LG 

1/3 オクターブバンド実時間分析（分析周波数範囲 1 ～ 80 Hz） 

演算： 瞬時音圧レベル Lp、等価音圧レベル Leq、 

最大音圧レベル Lmax 

 

という性能です。 

 

“風車のブレードがタワーを通過するとき、超低周波音が発生し、ロータの回転数により周波数は変わり

ます。” 

が正しいならば、風車が止まる過程では、それまで強く表れていた、2Hz、3.15Hz の音は、回転が遅く

なるにつれて、周波数がより低くなるはずである。 

表示機能のせいで、消えているのかもしれないが、風車が停止する過程で、音の周波数が低くなる様子は

観察できない。 

 

このことをはっきりさせるのは簡単です。 

 
カットイン風速で風車が回り始めてから、定格風速になるまで、精密騒音計で録音して、そのデータを

Wavelet 解析にかければ良いのです。 
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例３： 

私の観測では、２分間のデータは 

   

となって、0.8Hz の周波数の低周波音が特に強い状態が 100 秒程度継続していることが分かります。 

  

右側のグラフでは、0.8Hz の成分は右端の方で色が薄くなっている。これは、音が弱まっていることを示

します。 

 もし、風車の回転数が落ちたことが原因ならば、0.8Hz の波は、下の方に U の字型に垂れ下がらなく

てはならない。 

 直線のままで、色が薄くなるのは、周波数が変わらないで、音が弱くなる現象を示す証拠です。 

 

 

 今のところ観測例が少なくて、周波数を決定する物理的な要因の特定は出来ていません。より多くの

観測結果と有限要素法による解析が必要です。 

 

これらの理由で、回転数と周波数を直接結び付ける考え方は、納得できないのです。 
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風車騒音の原因についての考察（いろいろ考えたが結論は出ていません。） 

 

音は粗密波です。空気圧が高くなったり低くなったりしなくてはなりません。そこで、ギターの弦を変

形して考えてみます。弦の断面は丸いのですが、少し修正して断面が 1ｍｍ*1ｍｍの正方形だとします。 

 

 

 

長さ 50ｃｍの四角い弦の上下にある２つの高さ 10ｃｍの空気を考えます。考える気体は 0.001ｍ*0.1

ｍ*0.5ｍ＝0.00005 ㎥が上下に２つです。 

 

側面と天井に壁を作って、空気が出入りできないとします。 

弦が１ｃｍ上がると、上の部分の容積は 0.001ｍ*0.09ｍ*0.5ｍ＝0.000045 ㎥、下の部分の容積は、0.001

ｍ*0.11ｍ*0.5ｍ＝0.000055 ㎥ となり、上は圧縮され、下は膨張します。 

 

空気の粒子の大きさは、分子のサイズとしては、酸素や窒素は 4Å 程度で、酸素や窒素は分子同士が結

合する力は小さく、常温常圧でガスとして存在します。 

 

１Åは 10-10 メートルです。1ｍｍは 10^(-3)なので、１Åの 10^7 倍です。10000000 倍です。 

地球の半径が約 6400km なので、大円の半周は 3.14*6400000ｍ＝2*10＾7ｍ 身⾧２ｍの人間から見た

ら身⾧の 10＾7 倍です。 

４オングストロームの空気の分子から見たら、弦の幅は、10^(-3)/（4*10＾（-10））＝0.25*10＾7 倍

です。 

分子から見れば、逃げる暇もなく巨大な地面が上昇してくるのと同じです。 

 断面の半径が 1ｍｍの弦の場合は、4Åの分子にとって、半径１ｍｍは 0.001/4*10^(-10) = 0.25*10＾7

倍です。 

身⾧２ｍの人にとって地球の半径は、6400000/2＝0.32*10^7 倍です。弦が丸かったとしても、その弦

の上にいる分子にとっての弦の運動は、身⾧２ｍの人間に対する地面の運動と同じようなものです。 

 弦が下に移動するときも一緒です。弦の振動に合わせて、空気の圧縮と膨張が起こります。 
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ギターには弦を囲む壁も蓋もないのですが、空気の粒子と弦の太さの割合や、下から押されても上が詰

まっていれば空気の粒はぎゅうぎゅう詰めとなり圧縮されます。弦が急に下がれば、気圧が急激に低下

し、疎な状態が弦の上面で起きます。この疎な状態を平均化するように空気は動くでしょう。弦に押され

て上に行った空気の粒子は、弦が下がれば気圧が減って、下がって行く弦の方に向かって移動するでし

ょう。その後、また弦が上昇します。以下繰り返します。 

 

 弦の運動は、 

 

 上の図を使って考えることができます。太い部分を弦の微小部分とします。弦の張力Ｔは接線方向に

働く力であり、この図では、右上に引っ張る力と、左下に引っ張る力として作用します。 

 Ｔを分解したときの垂直成分は座標がｘのときには下向きで、－Ｔ𝑠𝑖𝑛𝜃、座標がｘ+dx のときには上向

きでＴ𝑠𝑖𝑛𝜃′、です。 

Θが小さければ、Θ＝sinΘ＝tanΘと見ても構わない。tanΘはベクトルＴの傾きであり、点ｘにおける曲

線に対する傾きに－符号をつけたものです。弦の形が、ｙ＝u(x)となっているときは、 

－Ｔ𝑠𝑖𝑛𝜃 = −𝑇𝑡𝑎𝑛𝜃 = −𝑇
𝜕𝑢

𝜕𝑥
 

となります。点ｘ+dx ではＴ𝑠𝑖𝑛𝜃 = 𝑇 、です。ただし、ｘで偏微分するときの場所が異なります。 

 さて、上の図を左右から圧縮して、曲線が粒のようになったと考えれば、その粒に対して上下方向に働

く力は 

−𝑇
𝜕𝑢

𝜕𝑥
+ 𝑇

𝜕𝑢

𝜕𝑥
= 𝑇

𝜕 𝑢

𝜕𝑥
𝑑𝑥 

粒の質量は、線密度をρとして、ρｄｘ、加速度を 
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𝜕 𝑢

𝜕𝑡
 

とすれば、弦の運動方程式は、 

𝜌
𝜕 𝑢

𝜕𝑡
𝑑𝑥 = 𝑇

𝜕 𝑢

𝜕𝑥
𝑑𝑥 

すなわち、 

𝜌
𝜕 𝑢

𝜕𝑡
= 𝑇

𝜕 𝑢

𝜕𝑥
 

を得ます。これは、弦の上下運動を規定する方程式です。 

 

 解き方はいろいろですが、解を、𝑢 = 𝑒 ( )と仮定して代入してみと、 

−𝜌𝜔 𝑒 ( ) = −𝑇𝑘 𝑒 ( ) 

となって、 

−𝜌𝜔 /𝑇 = −𝑘  

を得ます。 

𝑘 = ± 𝜌𝜔 /𝑇 
となる。これを満たせば解になるので、 

𝑢1 = 𝑒 ( ) 

も、 

𝑢2 = 𝑒 ( ) 

も解となります。 

 

 方程式が線形かつ斉次なので、上のような式の線形結合も解となりますので、 

 𝑢 = 𝐴𝑒 𝑠𝑖𝑛𝑘𝑥 や、𝑢 = 𝐵𝑒 𝑐𝑜𝑠𝑘𝑥 

も解となるし、これらの線形結合で解が表現できます、そのうちで、境界条件を満たすものを見つけま

す。弦の⾧さを L として、両端では弦は動かないと言う条件を付ければ、 

 上の式では、B=0 となり、解は𝑢 = 𝐴𝑒 𝑠𝑖𝑛𝑘𝑥 の形になって、 

境界条件から、ｋL＝ｎπを得ますので、境界条件を満たす解は、 

𝑢 = 𝐴 𝑒 𝑠𝑖𝑛
𝑛𝜋

𝐿
𝑥 

𝜔 = 𝑘 ∗
𝑇

𝜌
= (

𝑛𝜋

𝐿
)

𝑇

𝜌
 

となるので、 

𝜔 =
𝑛𝜋

𝐿
∗

𝑇

𝜌
 

方程式が線形なので、これらの解の重ね合わせも解となります。 

𝑛 = 0 ならば、𝑘 = 0, 𝜔 = 0 
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なので、𝑢 = 0 

 

 n=1 の場合は、 

𝑢 = 𝐴 𝑒 𝑠𝑖𝑛
𝜋

𝐿
𝑥 

であり、このうちの実部をとって考えれば、 

𝑢 = 𝐴 cos (
2𝜋

2𝐿

𝑇

𝜌
𝑡)𝑠𝑖𝑛

𝜋

𝐿
𝑥 

となって、中央が一番大きく振動して、１秒間の振動数 f は  となります。 

 弦による空気の圧縮を考えると、この振動で発生しる粗密波の振動数は、  Ｈｚです。 

 

n = 2 の場合は、 

𝑢 = 𝐴 𝑒 𝑠𝑖𝑛
2𝜋

𝐿
𝑥 

となるので、ｘ＝Ｌ／２のときは、u = 0 となり、中央部は動きません。 

𝜔 =
2𝜋

𝐿
∗

𝑇

𝜌
 

より、１秒間の振動数は、  となるので、先ほどの２倍となります。 

 この振動が原因となる、粗密波は、先ほどの２倍の周波数を持つ音となります。 

 

 

太鼓の場合は、もっと複雑ですが、太鼓の膜の物理的な特性で膜が振動して、粗密波が発生します。 

風車の超低周波音の場合でも、固有振動数を重視すべきだと考えています。 

 ただし、タワーの中の気柱による共鳴を考えるときに、開口端補正をしても、気柱の⾧さが少し足りな

いのも事実です。 

 超低周波音の透過性を考えるときに、閉口部は、タワーの底にあるセメントの部分なのか、もっと下の

岩盤なのかは、タワーの底部に騒音計と振動計を置いて計測して見なくては分かりません。精密騒音計

が壊れるのが心配です。 
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東京大学のグループは 

 

 

 

 



327 

 

 

 

に有るように、ブレードやタワーの固有振動を重視しています。 
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風力発電施設から発生する騒音について 

期日：2018 年 10 月 31 日(水) 13:30-15:00 会場：熊本地方合同庁舎（B 棟） （熊本市西区春日 2 丁目

10 番 1 号） 株式会社アイ・エヌ・シー・エンジニアリング 技術本部 井上 保雄  

 

には、タワーの影響が大きいと書いています。 

 

 

 

 

タワーが少し揺れれば、タワーの中央部の形が、円形→楕円形→円形→楕円形→ と変化します。 

変分法によれば、周が一定の平面図形で面積が最大のものは円です。中央部の断面積が変化すれば、楕円

形になった時は、中の空気が圧縮されます。円になれば圧縮が解除されます。 

 この反応は、塔の固有振動数と密接関連します。断熱圧縮を受ける塔の中の空気は波動方程式に従っ

た運動を起こします。ナセル部分は気柱に対する振動板として働きます。 

 超低周波音のエネルギー透過率を考えると、上の方は、開口端と考えられます。塔の底のコンクリート

が薄いことや、土には空気がたくさん含まれていることを考えると、閉口端に当たるのは、地下の岩盤だ

とも考えられます。 

 タワーの底に精密騒音計と振動レベル計置いて計測し、結果を Wavelet 解析にかければ、いろいろ分

かるとは思います。 
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準備書に、土砂や水流についての記述がある。 
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 意見 63： 

 GPI が 

 

 と考えるのは自由だし、 

 

 予測を超える出来事が起こる時代である。台風も巨大化している、線状降水帯も発生する。 

企業が最善を尽くすのは当然のことである。（GPI は住民からの質問状を無視したので、GPI が最善を尽

くしていると認めているのではない。説明会を録音禁止にしたのは、最悪の行為だと思っている。） 

 でも、被害が出るのが、災害が起こるのが現実である。 

 GPI は、どのように責任を取るのかが書いてない。 

 大人は、“頑張ったのだけど”、と言っても許しては貰えません。責任を取るには、お金も、人材も必要

です。GPI は責任について、どのように考え、どのような準備をしているのか、明確にすべきです。 

 

事業者見解 4-61： 

本事業の実施に当たっては、ご指摘のような土砂崩れ等が発生しないよう、現地の地形や地質を踏まえ、

林地開発許可基準等に準拠した適切な設計・施工を行います。また、供用時は管理用道路や風車ヤードの

適切な維持管理に努め、土砂流出等の不具合を確認した場合は、事業者の責任において復旧を行います。 

 

見解 4-61 の問題点： 

崩落が起きているのは、シーテックの風車に関連する道路などです。GPI は、 
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“土砂崩れ等が発生しないよう、現地の地形や地質を踏まえ、林地開発許可基準等に準拠した適切な設計・

施工を行います。” 

と言うが、まさか、シーテックが不適切な工事を行ったから崩落が起きたと思っているのではないでし

ょうね。 

GPI は、配慮書の段階で、 

大臣意見として、配慮書に関する、次の指摘を受けている。 

 
 これに対して、GPI は次のように言っている。 

 

 当然、シーテックとの情報交換をしたと思われる。シーテックの工法が GPI の工法と比べて劣ってい

るものだったのか、それとも技術的には同等の工法だったのかの確認は出来ていると思う。 

“適切な設計”の中身が書いてない。どのような設計をすれば、すでに起きている崩落を防げるのか

が、全く書いてない。 

GPI は 

“供用時は管理用道路や風車ヤードの適切な維持管理に努め、土砂流出等の不具合を確認した場合

は、事業者の責任において復旧を行います。” 

と言うが、何をどこまで復旧する計画なのかが書いてない。特に、崩落してしまった土砂の処理や具

体的な対応に関する記述が全く見られない。崩落してしまった土砂に関しての具体策をします形での責

任の取り方が準備書に書かれていない。 

すでに起きている崩落を見れば、予測できる事柄なのに、具体的な対策を表明しない。準備書で具体

的案崩落対策を表明すれば、GPI に対する信頼が増します。 

他事業者との情報交換等に努め、累積的な影響について、適切な調査、予測及び評価を行うこと。 

とあるのだから、近隣の業者に聞けば、河川の土砂撤去の費用は分かるし、流出する土砂の累積的な影響

も簡単に予測できる。 

 GPI は自らの発言にしっかりと責任を持ち、その責任感を準備書の中に反映させるべきであった。 

 

 

 考えるのは勝手だが、現実が GPI の予想と違っていた場合には、責任をとるのだろうか？ 

それとも、 
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実行可能な範囲内で影響の低減を図ったから、その後何が起こっても責任は取らない。 

と言う事なのだろうか？ 

 

 この地域では、風車建設に関連して、路肩の崩落などが起きている。他社も、GPI と同様の工夫をして

工事をしたはずである。 

 でも、崩落が起きてしまった。同じような地質の場所に、同じような道路を作るのだから、当然崩落は

起きると予測すべきである。崩落が起きれば、土砂の被害が出る。 

 実際に、崩落している道路が近くに存在する現実に踏まえての予測をして、その責任をどうとるのか

を明確にしなくてはなりません。 

 頑張ったけど、できなかったというような言い訳が通るのは、小学生までです。 

 

いくら、予測が気楽であっても、現実は厳しい。土砂で河川や水路が埋まる。これを放置すれば、大雨

の時に、土砂によって作られた自然堤防が決壊して、洪水に見舞われます。現実に即して土砂の動きを予

測しで、土砂の撤去費用を計画に盛り込んでおかなければなりません。 

 

この地域に住む友人は、GPI に対する質問状の中で、 

 

阿波地区の山肌が非常に崩れやすいことを認識しているか、実際にたびたび崖崩れが起きていること

は認識しているか、岩石の硬さ、脆さについては調査しているか、ウィンドパーク笠取の風力発電施設で

は土砂崩れが放置されている。 
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阿波地区で同様の土砂崩れが起きた場合、どう責任を取るのか、またそれをふまえて、風車の振動の、

地中での伝達とその影響についてどのように考えるか、そして、その根拠はどのような調査や実験によ

るものなのか？ 

 

と書いていた。 

 

しかし、GPI はこの質問状を無視して、住民説明会で答えることは無かった。 

因果関係が証明されない限り、責任を取る気は無い。 

とでも言うのでしょうか？ 

 

GPI は自分で、次のようにも言っていた。 

 

 近隣地域の同業者との情報交換に努めれば、土砂崩れの問題は、すぐに分かるはずです。大幅に崩落

して道路が無くなれば、風車のメンテナンスも、修理も、撤去作業も出来なくなります。 

 気楽な予想を立てても無意味です。 

 

 

意見 64： 

GPI は可能な限りの低減策をとったから後は、責任を取りませんと言うのでしょうか？ 
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GPI は土砂問題、道路崩落に関する考え方を、近隣の地域で起こっている崩落についての認識を示し、

それに基づいて、責任及び対象方法について明確に述べる必要がある。 

 

事業者見解 4-62： 

本事業の実施に当たっては、ご指摘のような土砂崩れ等が発生しないよう、現地の地形や地質を踏まえ、

林地開発許可基準等に準拠した適切な設計・施工を行います。また、供用時は管理用道路や風車ヤードの

適切な維持管理に努め、土砂流出等の不具合を確認した場合は、事業者の責任において復旧を行います。 

 

見解 4-62 の問題点： 

GPI は自ら次のように書いていた。 

 

では、この見解の中に、情報交換の結果についての記述が無いのは何故か？ 

 シーテックも、“土砂崩れ等が発生しないよう、現地の地形や地質を踏まえ、林地開発許可基準等に準

拠した適切な設計・施工を行”ったと考えています。 

 十分注意し、林地開発許可基準に準拠した適切な設計・施工と行ったにもかかわらず、大規模な崩落が

起きています。 

GPI はシーテックとの情報交換で、シーテックの工事方法が適切ではなかったとか、工事方法に大き

な欠陥を見つけたのでしょうか？ 

 まさか、情報交換をしていないなんて言う事は無いでしょうね。GPI 自ら情報交換に努めますと書い

ているのです。情報交換の内容について、住民に報告の文書を配布して下さい。 

 
配布する文書の中では、この写真を参考にしながら、このような大規模崩落が起きないようにするため

の、工事の改良方法に関して、具体的に示すべきです。 
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 それなくして、何のための情報交換なのかが分からなくなります。それと、情報交換した日時、場所、

参加者についても記載して下さい。再確認をします。 

 

 

 路肩が崩落して、川を埋めているので、その土砂を撤去している風力発電の会社もある。 

これには、費用がかかる。 

 このことは、事業の採算性を考える要素として重要であり、最初から予測しておかなくてはならない

事項です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さらに、準備書 880 ページには、 

 
 

 

 意見 65： 
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 土砂の撤去費用は、GPI が全額負担すべきだと考える。まさか、崩落した土砂が川を埋めたことの証

明ができるまでは、撤去費用を負担しないつもりなのであろうか？もしそうならば、盛り土のすべての

粒子を着色しておいて下さい。 

 裁判で負けるまでは、責任を取らないという考えもある。GPI は土砂崩落についてどのような責任を

とるつもりなのか、裁判をしなくても費用を負担する気持ちがあるのか無いのかを知りたい。 

  

事業者見解 4-63： 

本事業の実施に当たっては、ご指摘のような土砂崩れ等が発生しないよう、現地の地形や地質を踏まえ、

林地開発許可基準等に準拠した適切な設計・施工を行います。また、供用時は管理用道路や風車ヤードの

適切な維持管理に努め、土砂流出等の不具合を確認した場合は、事業者の責任において復旧を行います。 

 

見解 4-63 の問題点： 

準備書 880 ページの記述では、この地域で実際の起きている崩落についての考察が全く書けている。 

この写真のような崩落が起きるので、土や石が動きやすくなり川や水路を土砂で埋めます。 

 予測の好きな GPI は、路肩崩落の可能性や、その規模についての予測を書くべきです。 

また、撤去費用は、シーテックにいて聞いてみれば、すぐ分かります。あとは、シーテックの崩落現場と

GPI が計画している場所の斜度の比較、地質の比較、植物の種類の比較をすれば、崩落の予想は出来る

と思います。 

 その上で、誰がどの様に責任を取り、土砂の撤去、崩落現場の復元、植物の再生などを次資するのかを

明記しなくてはなりません。 
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GPI は“管理用道路や風車ヤードの適切な維持管理に努め、土砂流出等の不具合を確認した場合は、事業

者の責任において復旧を行います。” 

というが、管理道路や風車ヤードの復旧の事ではありません。その外に流れ出て、農業用の水路などを塞

いでしまう土砂の撤去の事です。 
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 GPI は、自分の所しか復旧しないのでしょうか？広範囲に流れ出た土砂は、回収しないのでしょうか？ 

水路復旧のお金を GPI が払います。人員を確保して必ず水路を、全て復旧させます。住民から連絡があ

れば、GPI の社員が直ちに出向いて水路の土砂を撤去します。と言ってみてはどうですか。 

 

 

これは、他の地域でも起こっている事柄です。 

 

この沈砂池は、工事のとき、大量の泥水が海や住宅地に流れ込んだため、対策として作られたものです

が、大雨の後はこれがあふれてしまい、さらにもう一つ作ったそうです。 

これも全国の風車建設現場で起きている典型的な公害。滝根小白井ウィンドファームでも、建設中から

降雨後の泥水流出がひどく、下流の夏井川では岩魚や山女が産卵できなくなり、夏井川漁協が事業者に

補償を求めました。 

 

 
沈砂池ひとつではとても間に合わなかった泥水流出公害 

 

 

 建設予定地の近くでも、他の地域でもよく起きている問題なのに、GPI の予測には、崩落と土砂撤去

の問題についての記述が無い。 

 

“裁判で因果関係を証明するのは困難だから、裁判で負けることは無い。” 

だから、無視して居直ればよいとでも考えているなら、記載しなかった理由もよく分かる。 

 もちろん、これは私の邪推である。GPI が崩落と川や水路からの土砂撤去について触れていない理由

がきっとあるのでしょう。 
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 意見 66： 

 土砂撤去について触れていない理由を書くべきです。そうでないと、私以外にも、邪推する者が出てき

てしまいます。GPI の名誉のためにも、この誤解を解いてくれる説明を期待します。 

 さらに、GPI が過去に、土砂崩落の責任を取って、河川の土砂撤去や用水路の土砂撤去を GPI の負担

で実施した実績についても書いて下さい。 

 土砂崩落によって農業用水路が埋まるという事態は、風車が撤去され、自然が回復するまで継続的に

起こる事柄です。土砂撤去の年間予算を計上している事でしょうから、１か所について、費用と撤去回

数、全体での費用と撤去回数を示して下さい。 

 道路は劣化して、崩落する土砂は増大すると予測されます。土砂撤去費用は将来どの程度まで増大す

ると予測しているのかも書いて下さい。 

 これがあれば、農地を管理する人は、自分で土砂を撤去した場合に、撤去費用を安心して請求できま

す。 

この請求があった時には、裁判なしで支払ってくれますか？それとも、裁判で負けるまでは、土砂撤去の

費用を払わないつもりですか？ 

私は、裁判なしで、土砂を撤去した人からの支払い要求があったら、時給 2000 円くらいですぐに支払う

べきだと思っています。GPI の考えを伺いたい。 

 

事業者見解 4-64： 

環境影響評価準備書における影響要因及び環境要素は、「発電所に係る環境影響評価の手引」（令 和 2 年 

経済産業省）に示されている参考項目を基本に、本事業の内容や地域特性を勘案したうえで選定したも

のであり、これまでの配慮書や方法書の手続きの審査において指摘された事項も加味したものとなって

います。 

 

見解 4-64 の問題点： 

GPI は、過去において、土砂崩落に対してどのような形でその責任を取ってきたのかの、具体例を聞

いているのです。 

それを書いてくれれば、土砂崩れがあっても、それなりに責任を取る会社だと分かります。具体的な事

例が書かれていないのでは、計画に対して許可が出たのだから、土砂崩れがあっても、GPI は責任を取

りませんと言っているように見えてしまいます。 

 最近は、大きな台風や、大量の雨も降ります。過去のデータをもとにして許可が出たとしても、自然条

件は大きく変化しているのですから、危険性は増しています。その危険性を指摘されているのに、この見

解では、危険性は知っているが、GPI の工事が原因で、大きな災害が起こっても、GPI は決して責任は

取りません。と断言しているように見えてしまいます。 

 この GPI の見解を多くの人が見ます。このままでは、GPI が無責任な会社だと誤解されてしまいます。 
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経済産業大臣は次のように言っていた。 

 
 他事業者との情報交換等に努め、累積的な影響について、適切な調査、予測及び評価を行うこと。 

とあるのだから、近隣の業者に聞けば、河川の土砂撤去の費用は分かるし、流出する土砂の累積的な影響

も簡単に予測できる。 

 

 

 意見 67： 

 土砂撤去の費用は、風車の経済性に係るので、事前に予測すべき事項です。 

大臣の言葉は、“必要経費の予測を正確にしておかないと、GPI は倒産してしまいますよ。”とのアドバイ

スである。普通の企業ならば、土砂撤去の費用を予測に組み込んで事業の収益を予測するでしょう。 

河川の土砂撤去について、他事業者との情報交換はしたのか？していないならば、大臣の助言を無視し

たことになる。必要となる経費を考慮しないのは、支払う意思が全くないからだとしか思えない。 

  

事業者見解 4-65： 

環境影響評価準備書における影響要因及び環境要素は、「発電所に係る環境影響評価の手引」（令和 2 年 

経済産業省）に示されている参考項目を基本に、本事業の内容や地域特性を勘案したうえで選定したも

のであり、これまでの配慮書や方法書の手続きの審査において指摘された事項も加味したものとなって

います。 

 

 見解 4-65 の問題点： 

 準備書の記載が不十分だから、準備書に対する意見を書いたのです。 

準備書を書くときに、“これまでの配慮書や方法書の手続きの審査において指摘された事項も加味したも

のとなっています。”でしょうが、この結果としての準備書が、指摘されて事項をどのように具体的に加

味したのかが、見つけられません。 

 具体例に沿って、土砂崩れに対する予防及び、土砂崩れ発生後の対処について考えたのかが、全く書か

れていないのです。 

さらに、GPI が自ら次のように書いていた。 
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情報交換の結果についての記述が無い。 

 これらについて、準備書に書いてあると言うならば、準備書の何ページに書いてあるのかを、示すべき

でした。他の事項に関しては、準備書のこのページの記載がある。と言いうような見解が書いてあるの

に、見解 4-65 はそのような指摘が無い。 

 もちろん、どこかに書いてあるかもしれない。これに関しては、さらに住民に対しての報告として文書

で配布すべきです。 

 

いくら計画しても、その通りにはならないのが現実です。 

 そして、その時には、責任を取らなくてはならなくなるのです。事前に危険性を指摘されても、工事を

強行するのですから、その責任はさらに重いものとなってしまいます。 

 

 

裁判では、弁護士を頼んだだけで、150 万円はかかります。調査研究費用は別となり、裁判期間は１０

年から 20 年と予想されます。これを住民が負担するのは困難です。 

 裁判の途中で、破産し、倒産したら、法人としての GPI は無くなります。破産すれば、土砂撤去費用

は GPI からは貰えません。 

 

 道路を作るために変形した山の斜面の傾斜角が工事前の傾斜角に戻るまでは、工事が原因での土砂崩

落は継続します。完全に戻るには 50 年、100 年と続きます。その間、住民は用水路の土砂撤去を継続し

なくてはなりません。時給 2000 円、１日５時間、作業 1 回が 5 日間、年に 4 回、200 戸の農家が行う

と、1 年で 2000*5*5*4*200＝10000000 で、1000 万円です。10 年で 1 億円、50 年で 5 億円、100 年で

10 億円です。 

土砂撤去に関しては、風車撤去費用とは別に、10 億円くらいは、工事開始前に、三重県に現金で支払

い、GPI が倒産しても、土砂撤去の費用に、三重県の税金を使う事が無いように配慮すべきだと考えま

す。 

  

企業にもいろいろな考え方があるでしょう。近隣で風車を建設した企業の中には、河川の土砂撤去を自
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社の負担で実施しているところもあります。 

もちろん、 

住民は、貧乏だから裁判費用は出せない。因果関係の証明は非常に困難だ。裁判は最高裁まで争えば 20

年くらいはかかる。判決が出る前には倒産しているから、土砂撤去に費用は払わなくて済む。 

 と言う考え方もあります。 

 

 風力発電の会社が倒産することはよくあることです。私の家の近くには、倒産した会社な立てた風況

観測のポールが２０年近くそのままになっています。 

 土地を貸す約束をして、お金を受け取っているのがから、責任は土地所有者にあります。これが倒れて

被害が出たら、土地所有者が賠償責任を負うと考えます。 

 

 これが、風車だったらどうでしょうか？ 

 風車の撤去には、１基 3 億円かかると言われています。これを撤去して、道路も無くして、植林して、

下草を刈って、元の状態に戻るまで 50 年かかります。その費用は、10 億円でもたりないとおもいます。 

 電気の価格も変化します。洋上風力では、極端に安い価格で電気を提供する契約が成立したそうです。 

当然、陸上風力発電の買取り価格も下がるでしょう。 

  

 三重県から、情報開示請求で入手した準備書 1909 ページを全て確認したが、撤去計画、撤去費用、建

設費用の記述は無かった。 

 儲けを明らかにしたくない気持ちは分かるが、倒産後に風車の撤去を要求された地主はどうしたらよ

いのでしょうか？ 

 準備書にはそのことの記載が必要です。GPI 倒産後の裁判で、損害賠償を請求されるのは地主です。

あまりにも配慮が足りません。 

 

 

 意見 68： 

 風力発電の会社が倒産することはよくあります。倒産した後の始末はどうなるのか、１基撤去するの

に３億円くらいかかるようです。 

 GPI が倒産したら、３億円*９基+山の形態の復元費用+植林費用+草刈費用がかかります。 

草刈は植えた木が成⾧するまで 10 年くらいはかかります。必要な人件費はかなりのものです。 

 倒産に備えて、GPI は事前に撤去費用、自然回復の費用の総額を、三重県に現金で提出すべきだと考

えます。 

大まかに言って、50 億円から１００億円くらいでしょうか？工事開始前に払ってもらわないと、撤去

の費用として住民の税金が使われてしまいます。 

 保険のようなものがあると聞いたのですが、実際には機能していません。私が住んでいる地域では、倒

産した会社が建てた風速計のポールが 20 年以上そのままです。 

 工事前に、50 億円から 100 億円くらいは三重県に提出して、２０年経って風車を撤去するときに返し

てもらえば、GPI も損はしないし、三重県も、住民も少しは安心できます。 
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事業者見解 4-66： 

風力発電所は永続的な風資源を利用することから、部品交換やリプレイス等で事業を継続していくこ

とを考えています。他方で、万一、事業が継続できなくなった際に備えて、法令等に基づき撤去費の積み

立ても行います。 

 

見解 4-66 の問題点： 

さて、“万一、事業が継続できなくなった際に備えて、法令等に基づき撤去費の積み立ても行います。”

と言うが、問題はその金額である。 

1 基あたりの年間積立額が示されていない。そして、撤去費用との比較が無い。撤去後に山の自然条件

を回復する費用と時間が全く書いてない。 

やはり、工事前に現金で 100 億円を三重県に提出しておく必要があると考えます。 

 

 

さて、次の記述もある。 
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意見 69： 

 さて、“実行可能な範囲で回避、低減が図られているものと評価する。” 

とあるが、建設した風車を撤去して、原状復帰するのも、実行可能な手段だとの考えはないのでしょう

か？ 

撤去が実行不可能であるというなら、実行不可能な理由を理論的に述べて下さい。 

 そもそも、実行可能か否かは、誰がどの様な基準で判断するのでしょうか？もし、裁判所だと言うなら

ば、住民が裁判で勝訴するまでは、判断保留です。 

最高裁まで争えば、判断までに 20 年かかります。 

GPI の考えを詳しく述べて下さい。 

 

事業者見解 4-67： 

環境影響評価では、自己の責任で事業の実施に伴う環境への影響について配慮することが適当との観点

から、事業者が実施するものであり、事業者として実行可能な範囲を判断しております。その内容につい

ては、環境影響評価手続きにおいて経済産業省や三重県で審査頂くことになりますので、引き続き環境

影響評価の手続きを通してよりよい事業になるよう検討してまいります。 

 

見解 4-67 の問題点： 

GPI は、“事業者が実施するものであり、事業者として実行可能な範囲を判断しております。”と言ってい

る。これでは、大規模な災害の原因になっても、GPI の儲けにほとんど影響がない範囲でしか、支払わな

いと言うようにも聞こえる。 

 世の中には、保険制度があります。しっかりとした保険金を払っておけば、GPI が潰れても、保険金で

風車を撤去し、自然を回復させることが可能です。 

 保険金の受取人を三重県にしておけばよいのです。これも、実行可能な範囲の選択肢です。 

 

 

予測した以上に、貴重な植物が枯れてしまうようなこともあると思います。 

この場合は、枯れた原因が GPI の風車建設にあると認めますか、認めませんか？ 

1 本 1 本の植物について、枯れたことと風車建設の因果関係についての証明を必要だと考えますか？ 

GPI は何をどのように示したら、因果関係があると認めるのですか？ 

裁判で判決が出るまでは、因果関係を認めないのですか？ 

 

 

意見 70： 

貴重な植物が枯れてしまった場合について、GPI が、枯れたことと風車建設との因果関係があると認

める場合の必要十分条件を示すべきです。具体的に示して下さい。 

 

事業者見解 4-68： 
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ご指摘の貴重な植物を含め、すべての生物には寿命があり、自然状態での環境変化に伴う消⾧がありま

す。そのため、貴重な植物の枯死と事業による影響との因果関係については、当該種の生態的特性や周辺

の環境条件、同一種の周辺個体の状況、専門家への聞き取りなどを総合的に踏まえて判断する必要があ

ると考えます。 

 

見解 4-68 の問題点： 

 さて、 

（仮称）平木阿波ウィンドファーム事業及び 

（仮称）平木阿波第二ウィンドファーム事業に係る環境影響評価準備書 

環境影響評価委員会小委員会 議事概要 

日時：令和４年８月 29 日（月）14：00～17：00 

場所：三重県勤労者福祉会館 講堂 

において、工事に伴う環境変化に関して次のような質疑応答があった。 

委員：改変部分がすごく小さいから、影響が小さいということなのですが、原則改変してはいけない場所

となっているわけですので、少しでも改変する場合は、どのような影響が出るかは、ものすごく慎重に評

価しなければならないと思います。方法書の審議の時には、水に関する意見もかなり出ていましたが、今

のお答えでも改変部分が少ないからと言われていて、それで、果たしていいのかと思います。特に浸透能

が確保するからいいということですが、浸透すればいいというわけではなく、全部が急速に浸透すれば、

すごく悪影響があるわけで、尾根部のところに、樹木群集が成立しているということで、土壌を支えてい

たり、或いは浸透するにしても一気に浸透しないといった機能もあるわけですよね。そこを全部改変し

てしまって、地形も変わるわけなので、その影響というのはとても慎重に評価しないといけないのでは

ないかと思います。そのような姿勢が、この記述では考えられないということです。また、他の委員も緑

化のことについて意見いただいていると思いますが、これだけ鹿の食害が強いところでは、緑化はうま

くいかないんじゃないかなと思います。仮に緑化する場合に、地域の在来種を使って緑化することを方

法書の審議の際には強く言われていたと思いますが、準備書ではそういったことが書かれていないので、

どうお考えかお聞かせください。 

事業者：緑化方法につきましては、今ご指摘いただいたように、生態系の観点からは在来種の方が望まし

いという考え方になるかと思います。他方、土地の安定性、法面の安定性という意味では在来種でない種

を使ってでも早期緑化する方が望ましいというような考え方もあるところですので、具体的に現地の状

況、或いは周辺の植生を見ながら、今後検討していきたいというふうに考えています。 

委員：方法書の審議の際に、他の委員の方から在来種を使うことについて、調査と並行しながらも種子を

採取するといったことが、調査まで時間がある中でできるのではないかという意見に対し、それも含め

て検討すると言われたわけですが、これだけ時間が経過した中で今のご回答ということは特にそういっ

た在来種を地域で集めて使うという考えはないということですか。 

事業者：考え方としては、先ほど述べさせていただいたとおりです。実際の緑化方法については、本日も

ご意見いただいておりますので、今後情報収集しながら検討したいと考えています。委員：多分鹿の食害

でうまくいかないと思います。切った跡のところで緑化しても定着をしにくいような状態だと思います

ので。改変したところの周りを、鹿の防護柵で囲うなど、緑化を成功させて、その場所の植物を保全する
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ための積極的な手法を検討されてもいいかと思います。 

事業者：今アドバイスいただきいただきました食害が強く想定されるような場合においては、柵を使う

ようなことも含めて、検討したいというふうに考えます。 

委員：最後になりますが、準備書で何度も不確実性という言葉が出てきていて、当然予測には不確実性が

伴うとは思いますが、地域の方からは肯定的なコメントとは言い切れないような意見も確認できます。

この地域はすでに 100 基ぐらいの風車が立っていて、今回の事業と直接的に関わり合いはないかもしれ

ませんが、住んでいる方にとって見たら、結局どこの会社がやっていてもどんどん増えて、１個１個に不

確実性が伴うと、累積することで、地域の方々にとっての不安要素というのはどんどん大きくなるわけ

ですよね。そういったことをしっかり考えないと、いつまでたっても理解は進まないのではないかと私

は思います。なのでさっきのここでやる意義とかですね、なぜここで必要なのかということを明確にし

て理解を求めるような姿勢がないと、この一部の地域にどんどん風車を立ててカーボンニュートラルと

なったとしても、それは本当に地域の一部の方々に負担を強いる形で実現するという極めてアンフェア

に感じますので、それでもこの場所で事業をする意義というのがあるのであれば、それを記載する必要

があると思います。 

事業者：地域の皆様の理解を醸成していくにあたってコミュニケーションをとっていくべきということ

だと思いますが、ご指導いただいたように、積極的に事業の必要性を含めてコミュニケーションを図っ

ていきたいと思います。 

さて、 

専門家から、 

委員：方法書の審議の際に、他の委員の方から在来種を使うことについて、調査と並行しながらも種子を

採取するといったことが、調査まで時間がある中でできるのではないかという意見に対し、それも含め

て検討すると言われたわけですが、これだけ時間が経過した中で今のご回答ということは特にそういっ

た在来種を地域で集めて使うという考えはないということですか。 

と言われても、 

GPI は種子の保存に関しての答えをはぐらかしている。それは、専門家の指摘は無視すると言う事にな

ってしまいます。 

また、 

事業者：地域の皆様の理解を醸成していくにあたってコミュニケーションをとっていくべきということ

だと思いますが、ご指導いただいたように、積極的に事業の必要性を含めてコミュニケーションを図っ

ていきたいと思います。 

とは言うのだが、 

住民説明会の前に、住民が疑問に思う事を質問状として GPI に提出した。文書で回答するように求め

ていたので、文書で回答しておけば、地域の皆様の理解を醸成できたと思うのだが、GPI は質問状を無

視した。コミュニケーションを取る気があるなら、なぜ住民の疑問に文書で回答しなかったのか？ 

 GPI が事業の必要性を文書で説明することが出来る機会があったのに、それを実行しなかった。準備

書に関する市民からの意見が出て、事業者落としての回答をした。 

今後コミュニケーションを図ると言うならば、具体的な方法を述べて欲しいものである。そして、その

説明は文書を併用した形での説明会とすべきであり、その文書に関して住民からの疑問が上がったら、
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回答を公開しながら、理解を深めるべきである。 

 文書に関してはこれまでの質問や、計測要求にも十分こたえてゆくべきである。最新の科学技術の成

果を踏まえての議論が必要である。 

 説明文、質問状を、英語に訳して、それをネットに公開して、世界中からの意見も集めるべきである。

そうすれば、住民も納得しやすくなる。 

 私も、外国の友人で振動解析の仕事をしている人に、議論に参加してくれるように頼んでみます。 

 

 

動物に関しても書いてありました。 

 

 

 
この中で気になるのは、次の部分です。 
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 工事は確かに、一時的です。でも工事が終われば騒音は出ないのでしょうか？ 

風車が通常の稼働を開始したら、騒音はでないのでしょうか？ 

 騒音による生育環境の悪化について書いているのだから、風車からでる超低周波音についても考えて、

その影響も予測すべきです。 

 

 GPI の資料からは、超低周波音のデータが見つけられないので、代わりにサンプルをお見せします。 

 
このような周波数の音のことです。 

 

 GPI が超低周波音は出ないというならば、ここに明記して下さい。 

風車建設前と建設後の精密騒音計での計測結果を示して、GPI の予測の正しさを検証します。 

計測機材は自分のものを使います。計測に疑いを持つならば、GPI も精密騒音計を用意して、同じ場

所で同時に計測しましょう。 

 

 

意見 71： 

超低周波音は、動物（人間も含めて）に対して影響を及ぼさないというならば、それを証明して下さい。 

風車から超低周波音は出ないというならば、後日一緒に計測して、データをネットに公開することに同

意して下さい。 

 

事業者見解 4-69： 

超低周波音が野生動物へ与える影響については、現状、知見はありません。また、風力発電から発生する

超低周波音が原因で生態系に影響を及ぼした事例は国内外の風力発電所において報告されておりません。

今後も、最新の知見や情報の収集に努めてまいります。 なお、「風力発電施設から発生する騒音に関する

指針」（環境省、平成 29 年）によると、風力発電施設から発生する超低周波音については、人間の知覚

閾値を下回ること、他の騒音源と比べても低周波音領域の卓越は見られず、健康影響との明らかな関連
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を示す知見は確認されなかったと記載されています。 

 

 見解 4-69 の問題点： 

 GPI の言うように、“超低周波音が野生動物へ与える影響については、現状、知見はありません。”かも

しれません。 

 では、“超低周波音が野生動物に対して影響を与えることは無い。”との知見はあるのでしょうか？ 

 あるならば、その文献を示して欲しい。 

では、動物である人間に対してはどうでしょうか？ 

 ２００７年末、東伊豆の別荘地では１５００㌔㍗×１０基の風力発電が運転を始めた直後から、住民の

なかで健康被害が続出した。この因果関係を調べるため、事故で風車が停止しているとき、団地自治会が

独自に疫学調査を実施した【表１】。不眠、血圧、胸・腹・歯・鼻・耳痛などの症状が、風車が停止する

ことで大きく改善したことがわかる。 

 

 この結果を受けて住民が動き、今後は夜間に住宅直近の風車３基を停止すること、次に近い風車２基

の回転数を４割減らすこと－－という内容の協定を、自治会と事業者と東伊豆町の三者で結んだという。

これによって睡眠障害は７割減った。ただし、それでも耐えられず転居した家族もいる。 

とあります。 

 風車音が、地域社会に対しては、地域社会を崩壊させるような影響を持っている事は明らかです。 

 GPI は、超低周波音に関しては、“風力発電施設から発生する超低周波音については、人間の知覚閾値

を下回る”と言うかもしれません。では、0.8Hz の周波数の音の知覚閾値は何デシベルですか？0.54Hz の

周波数の音の知覚閾値は何デシベルですか？この数値が無いと、下回っているかどうかは断言できませ

ん。1Hz、2Ｈｚの音の知覚閾値についても、述べて下さい。 

 まさか、これらの値が分かっていないのに、下回ったか否かの判断をしているとは言わないでしょう

ね。もちろん、ＧＰＩの風車からは、2Ｈｚ以下の周波数の音は出ないと言う事ならば、話は別です。 

 はっきりさせるべきでした。そうでないと、日本語が支離滅裂である。としか言えなくなってしまいま

す。 

 

 

 競馬も競輪もそうですが、予想はなかなか当たりません。 

 すでに、風車を建設した経験があり、その時の準備書もあるだろうから、その時の予測と、建設後の状
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態を比べて、予測がどの程度当たっていたのかを明確にすべきです。 

 検証のためには、準備書を 50 年間くらい継続して公開し、予測の検証が何時でも出来るようにしてお

くべきです。 

 

 

 意見 72： 

 予測が外れて、事故が起きたり、被害が発生したりした時には、誰がどのような形で責任をとるのかを

明確にすべきです。倒産した場合のことも含めて、きちんと述べて下さい。たとえば、賠償金は、儲けた

金額を基にした、比例配分とする。ただし、倒産した企業と死亡した人は除外する。 

 こんなことを言っても、賠償金を払う人が誰もいないと言う場合も考えられます。その時は、国、県、

市などがどの様に負担して、賠償金を支払うべきだと考えているのか、GPI の考え方を詳しく述べて下

さい。 

 

事業者見解4-70： 

本事業は配慮書、方法書段階から、経済産業省及び三重県の審議を受けるとともに、地域住民の皆様か

らの様々なご意見も頂戴してまいりました。これらの審議結果、ご意見を踏まえ、現地調査及び予測・評

価を行い、今回準備書としてとりまとめたものです。引き続き、環境影響評価の手続きを通して、環境影

響に配慮しながら計画の詳細を検討してまいります。 

 

見解 4-70 の問題点： 

自然環境は大きく変化しました。台風は巨大化し、集中豪雨の雨量も桁違いとなっています。GPI は、

確かに意見を頂戴したのでしょうが、評価書、方法書、準備書に対する意見や、住民説明会に対しての質

問状などに誠実に答えては来なかった。 

質問が文書で提出され、文書での回答を求められても、これを無視した。そして、この度の準備書の内

容を見ても、“これらの審議結果、ご意見を踏まえ、現地調査及び予測・評価を行い、今回準備書として

とりまとめたものです。”とは認められない。 

この意見では、賠償金を支払う時の責任について書いていますが、これに対する回答にはなっていませ

ん。 

GPI は、“意見も頂戴しました。”と言うのでしょうが、内容は意見に対する回答ではありません。 

 これは、準備書の問題点に対する指摘なのです。それに対して、“今回準備書としてとりまとめたも

のです。”との回答はあり得ません。その準備書の内容の具体的な問題点を指摘しているのだから、指摘

されて準備書の問題点に蚊㏍する回答が必要なのです。 

GPI は何のために、事業者見解を書いているのかをしっかり考えて回答を書かなくてはなりません。

それが出来ない GPI が、“意見を頂戴した”と言っても、意見を理解して、適切に対応してくることが出

来なかったと言う証拠を自ら示しているとしか言えません。 

 

 

意見 73： 
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準備書には、風車の撤去計画に関する記述は無かった。日本の山をゴミ捨て場にしてはいけません。 

撤去後の復元計画も全く書かれていなかった。 

計画が、楽観的過ぎます。問題が発生した時の責任の取り方が準備書には書かれていません。 

被害が出ても責任を取る気が無いならはっきり書いて下さい。 

被害者と最高裁まで争うなら、そう書いて下さい。 

書いてもらえれば、住民は裁判費用の計算ができます。裁判のお金を用意する計画が立てられます。 

経ヶ峰に風車を建てることを中止することも、ＧＰＩにとって実行可能な範囲内の選択です。 

 

事業者見解 4-71： 

環境影響評価準備書における影響要因及び環境要素は、「発電所に係る環境影響評価の手引」（令和 2 

年 経済産業省）に示されている参考項目を基本に、本事業の内容や地域特性を勘案した上で選定したも

のであり、これまでの配慮書や方法書の手続きの審査において指摘された事項も加味したものとなって

います。 なお、風力発電所は永続的な風資源を利用することから、部品交換やリプレイス等で事業を継

続していくことを考えています。他方で、万一、事業が継続できなくなった際に備えて、法令等に基づき

撤去費の積み立ても行います。 

 

見解 4-71 の問題点： 

“撤去費の積立”の金額が、実際の撤去費用に足る金額なのかが書かれていません。自然を回復する費用

の見積もりも書かれていません。 

準備書の記載が無いと指摘されたのですから、見積金額を具体的に事業者見解の中で記載すべきです。 

その見積もりが適正か否かが、さらに検討されるべきなのですが、GPI の見積もりが書かれていない

ので、適正か否かの判断が出来ません。 

このままでは、GPI は作るだけ作って、お金を儲けたら、後は会社をつぶして知らないふりをする企

業のように見えてしまいます。 

GPI の名誉にかかわる事です。事業者見解を書きなおすか、準備書を書き直すかの何方かが必要です。 

しかし、よく考えてみると、配慮書に関する、大臣意見の中に次の指摘がある。 

 
 これに対して、GPI は次のように言っている。 

 

配慮書に関する指摘に、このように答えているが、方法書の内容には、情報交換に努めた痕跡が見られな
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い。従って、方法書の段階からやり直すべきだと言う事になる。 

 

 

 

 

 

 

 

まとめ： 

 

これまで考えてきたことを簡単に確認します。 

 

問題は、環境省の意識的な誤訳から始まります。 

 

環境省は、参 考 資 料 ―低周波音の基礎知識― 

（最小感覚閾値の部分については 1996 年に ISO389-7 に改訂されている） 

と書きました。 

 

この規格 ISO389-7 の名前は、 

 Acoustics -- Reference zero for the calibration of audiometric equipment -- Part 7: Reference threshold of 

hearing under free-field and diffuse-field listening conditions  

（音響－オーディオメーター校正のための基準ゼロ－第 7 部：自由音場及び拡散音場聴音条件下の基準

聴力限界 ）です。 

“threshold of hearing” なのだから、日本語にするならば、聴力限界とか聴覚閾値と訳すべきです、決

して、“感覚閾値”と訳してはいけません。感覚閾値と訳すと矛盾が生じます。 

 

さて、ISO 7196:1995 のⅲページの記述で 100ｄB の話が出てくる段落は、 

 The perception of infrasound, although apparently achieved through the auditory mechanism, differs in 

some respects from that usuary understood by hearing. 

(超低周波音の感知については、一見すると音を認識する仕組みを通してなされるように思えるにもか

かわらず、幾つかの観点で、聴覚として通常理解されているものとは異なっている。) 

から始まっている。 

100dB については、 

 In the frequency range 1Hz to 20Hz, sounds that are just perceptible to an average listener will yield 

weighted sound pressure levels close to 100dB when measured in accordance with this International 

Standard. 

 (１Hz から 20Hz の周波数帯について、平均的な聞き手がちょうど感知できる音は、この国際規格に従

って計測した時の、重み付き音圧レベルで 100ｄB に近い値となるであろう。) 
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となっている。 

この段落の最後は、 

“Weighted sound pressure levels which fall below about 90 dB will not normally be significant for human 

perception.” 

「（周波数）重み付け音圧レベルで約 90ｄB 未満は、人間の認知機能にとって一般的に有意にはならない

（または、認識されない）。」 

と書かれている。 

この記述の内容は、“聞き手”（listener）とあることや、出だしの、音は聴覚で捉える対象であるが、通

常の聴覚の観点とは異なる特徴があると考えたうえでの記述である。従って、“感じる”の意味は、“聴覚

で感じる”の意味である。 

 

ISO 7196:1995 での 100ｄB は、ISO389-7 における、“threshold of hearing”すなわち、聴力限界とか

聴覚閾値を基にして計算される値なのだから、聴覚を対象として考えて時の値なのです。 

 これを、感覚閾値と訳したのでは、 

“Weighted sound pressure levels which fall below about 90 dB will not normally be significant for human 

perception.” 

「（周波数）重み付け音圧レベルで約 90ｄB 未満は、人間の認知機能にとって一般的に有意にはならない

（または、認識されない）。」 

との整合性がとれません。 

 

 これに対して、参照値は、不快に感じることを基準にして求めた値です。聞こえるか聞こえないかでは

ありません。 

 参照値は、中野氏も述べているように、 

 
１０％の人が不快に感じるような数値です。 

 

 環境省の HP で参照値の説明を見つけるのは大変です。でもわずかに残っています。 

事 務 連 絡 

平成 26 年 12 月 26 日 

各 都 道 府 県 環境主管部(局)騒音振動担当官 殿 

市･特別区 

環境省水・大気環境局大気生活環境室 

低周波音問題対応の手引書における参照値の取扱の再周知について 

騒音・振動行政につきましては、平素よりご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、環境省では、低周波音に関する苦情への的確な対応を図るため、平成１６年６ 
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月に「低周波音問題対応の手引書」を公表しました。 

本手引書においては低周波音問題対応のための評価指針として「参照値」を示してお 

りますが、平成 20 年 4 月 17 日付け事務連絡にて、その取扱について周知徹底方お願い 

したところです。 

今般、平成 26 年 12 月 19 日に消費者庁より、消費者安全法第 23 条第１項に基づく事 

故等原因調査報告書が公表され、同法第 33 条の規定に基づき別添のとおり意見が述べら 

れました。 

消費者庁の意見では、参照値以下であっても慎重な判断を要する場合があることを、 

一層明確に周知することとされています。 

改めて、参照値の取扱いについて、下記の事項にご留意のうえ、手引書の活用を図る 

とともに、貴管下町村及び関係者への周知徹底方お願いいたします。 

記 

１．参照値は、固定発生源（ある時間連続的に低周波音を発生する固定された音源）か 

ら発生する低周波音について苦情の申し立てが発生した際に、低周波音によるものか 

を判断するための目安として示したものである。 

２．参照値は、低周波音についての対策目標値、環境アセスメントの環境保全目標値、 

作業環境のガイドラインなどとして策定したものではない。 

３．心身に係る苦情に関する参照値は、低周波音に関する感覚については個人差が大き 

いことを考慮し、大部分の被験者が許容できる音圧レベルを設定したものである。 

なお、参照値は低周波音の聴感特性に関する実験の集積結果であるが、低周波音に関 

する感覚については個人差が大きく、参照値以下であっても、低周波音を許容できない 

レベルである可能性が１０％程度ではあるが残されているので、個人差があることも考 

慮し判断することが極めて重要である。 

＜問い合わせ先＞ 

環境省水・大気環境局 

大気生活環境室振動騒音係 松戸、東(あずま) 

０３－５５２１－８２９９（直通） 

 

 

さらに、環境省はこんなことも言っていた。 

 

4.2 心身に係る苦情に関する評価方法  

(1) Ｇ特性で 92dB 以上であれば、20 Hz 以下の超低周波音による苦情の可能性が考えられる。 

(2) 低周波音の 1/3 オクターブバンド音圧レベルを表２と比較し、参照値以上であれば低周 波音によ

る苦情の可能性が考えられる。 
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この中に、G 特性音圧レベル LG=92dB と書いてある。 

 

意味は、周波数帯ごとの音圧だけではなくて、全体の音圧レベルを、G 特性を使って評価した値が 92

ｄB あれば、10％程度の人が、不快感を覚えると言う意味です。 

 

100dB については、 

 In the frequency range 1Hz to 20Hz, sounds that are just perceptible to an average listener will yield 

weighted sound pressure levels close to 100dB when measured in accordance with this International 

Standard. 

 (１Hz から 20Hz の周波数帯について、平均的な聞き手がちょうど感知できる音は、この国際規格に従

って計測した時の、重み付き音圧レベルで 100ｄB に近い値となるであろう。) 

とある。ISO7196 自体が G 特性音圧レベルの計算方法を示す書類なので、100ｄB も G 特性音圧レベル

なのです。 

 

不快感は、聴覚に対する刺激以外の要因でも起こります。圧迫感、頭痛、などもあります。 

聴覚閾値を 100ｄB と考えるならば、それほど異論はありません。 

感覚閾値を 100ｄB としてはいけません。 

超低周波音に対しては、聴覚で捉えられるレベルの 100ｄB になる以前の 92ｄB の段階で、すでに、不

快感を覚えてしまうのです。 

 

困りました。 
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そこで、環境省は、参照値を忘れてもらう事にして、HP の奥にしまいました。 

 

環境省の HP の最近の内容は、 

 

Q９ 『参照値』は風車（風力発電）には適用できないのですか？ 

A９ 『参照値』は、ある程度の時間連続して低周波音を発生する固定された音源からの音圧レベル変動

の小さい低周波音を対象として設定したものです。【風車からの騒音・低周波音は、風速によってロータ

ーの回転や出力が変わるため音圧レベルや周波数特性が変化する、風向によって音が拡散する方向が変

化するという特徴があります】。 

 このため、『参照値』を風車の低周波音に適用することはできません。 

＜参考＞ 低周波音問題対応の手引書における参照値の取扱について(都道府県等宛通知 平成 20 年 4 月) 

[PDF 75KB] 

 

と言うように変わりました。 

 

 小さな嘘が、さらに大きくなり、小学生でも分かる嘘になってしまいました。それが、 

 

Q７ 感覚閾値と『参照値』は違うものですか？ 

A７ 感覚閾値とは、なんらかのかたちで低周波音を感じることのできる最小の音圧レベルです。一方、

『参照値』には、１）建具類のがたつきなどの「物的苦情の『参照値』」と２）圧迫感、振動感、不快感

などの「心身に係る苦情の『参照値』」の２種類があります。「物的苦情の『参照値』」については、建具

等ががたつき始める最小の音圧レベルを実験等によって求めたものです。「心身に係る苦情の『参照値』」

については、⾧時間継続する低周波音を受けた場合に、大部分の人があまり気にならないで許容できる

最大音圧レベルです。このように、「心身に係る苦情の『参照値』」と「感覚閾値」とでは定義が異なりま

す。大小関係で言うと、実際には、「心身に係る苦情の『参照値』」は「感覚閾値」より少し大きな値とな

っています。 

 

です。表をつくれば、次のようになります。 

 
 

76 と 78.1（78.5）のどちらが大きいのか？ 小学生でも分かります。 

 

ISO389-7 における、“threshold of hearing” （聴力限界とか聴覚閾値）を、感覚閾値と訳し、 

バンド（ヘルツ） 20 25 31.5 40 50 63 80

参照値（デシベル） 76 70 64 57 52 47 41

感覚閾値（デシベル） 78.1

（2005年） (78.5)

聴覚閾値（デシベル） 78.1

（2005年） (78.5)

68.7 59.5 51.1 44 37.5 31.5

68.7 59.5 51.1 44 37.5 31.5
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これを基に計算される、ISO 7196:1995 での 100ｄB を感覚閾値だと言い張ってはいけません。 

 嘘をつけば、さらに嘘が重なって、最後は、小学生でも分かる嘘、 

“76 と 78.1（78.5）のどちらが大きいのか？ 小学生でも分かります。” 

になってしまうのです。 

 

 さて、嘘の影響は数字だけではとどまりません。 

 

  

100ｄB まで我慢しろと言われても、多くの人（30％以上）は我慢できません。風車が建っている故郷

から逃げ出す機会を得た人は、２度と故郷には戻ってきません。 

 

 故郷の人口は減り、耕作放棄地が増え、イノシシが増え、地域社会が維持できなくなります。 

耕作放棄地が増えれば、日本の食料自給率がさらに下がります。食料自給率は、日本の国力そのもので

す。食料自給率の低い国は、外国の言うなりになるしかありません。 

 

100ｄB でも我慢しろと、言う事は、地域社会を崩壊させて、食料自給率を下げ、日本の国力を衰退さ

せることになるのです。もはや、小学生でも分かる嘘と言って、笑い話で済ませるわけにはゆきません。 

 

1995 年以後は、風車が大型化し、超低周波音についてはその周波数がどんどん下がり、エネルギーは

どんどん大きくなっています。 

古い規定で計算しても、極めて高いエネルギーを持っている超低周波音が、計測の網からすり抜けてゆ

きます。 

逃げ出した超低周波音を捉える方法はあります。しっかり捕まえて、物理的な検証、統計学的な検証、

を行い、そのうえで、100ｄB としたことの問題点を詳細に検討するべきです。 

 

 

エネルギーの確保が非常に重要な問題であることは明らかです。私たちの日常生活は膨大なエネルギ

ーの消費を前提にして成り立っています。 

エネルギーの確保の方法は幾つかあるが、それぞれ問題を抱えています。 

原子力発電所では、使用済み核燃料の処分が大きな問題である。使用済み核燃料を保管しているプール

の水が無くなって冷却でき無くなれば、非常に多くの人に被害が及ぶ。しかも、それを安全に処分する方

法に関しても、地震が多く、活断層が沢山あるこの日本においては、諸外国以上の大問題となっている。

そんなわけで長い間プールに保管されている。そのうち、プールを冷却するためだけの原発を作るよう

になるでしょう。こうなったら、何のための原子力発電なのかを問われかねません。 

問題点から目を背けて開発をおこなえば、積もり積もった問題を次の世代に先送りするだけであり、先

送りできる時代はよいが、先送りできない時が必ずくる。 

 

風力発電でも同様だと考えます。都合の悪いことは、見ないことにする、言わないことにする、聞かな
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かったことにする。ような、傾向があると思っています。これでは、問題点が積み上げられるだけです。 

都合の悪いことは、見ないことにする、言わないことにする、聞かなかったことにする。 

との態度はあり得ません。諸問題に対して、目を見開いて正面から向き合うこと。最新の科学技術を使

って原因を解明すること。その問題の解決方法について議論すること。が必要だと考えています。 

これらの問題点を解決することで、エネルギー確保がより安全に、より犠牲が少ない形で実現できれ

ば、現在、風車騒音で苦しんでいる人への朗報となります。 

嘘から始めたのでは、日本の未来は切り開けません。 

  

 また、今年２０２２年の夏、冬の電力供給が不足して停電恐れがあると言われています。風力発電、太

陽光発電が、気象条件によって発電量を大きく変えることは明らかです。 

 多すぎず、少なすぎない電力供給を考えるとき、不安定な電力供給を何らかの方法で、安定化させなけ

ればなりません。 

 

 

 意見 74： 

 GPI は電力供給に携わる企業として、電力の安定供給をどのようにして実現すべきだと考えているの

か、見解を述べるべきです。生活環境を保全するとの観点から述べて下さい。 

 

事業者見解 4-72： 

老朽化した火力発電の廃止や原子力発電所の再 稼働・新設が停滞していることから、現状でも夏季や冬

季のピーク時には電力受給が逼迫している状況です。地球温暖化や気候変動への対応やエネルギー安全

保障の観点から、純国産エネルギーであり、発電時に二酸化炭素を排出しない再生可能エネルギーの最

大限の導入を目指すことが国のエネルギー基本計画でも示されております。本事業でも環境アセスメン

トの手続きを通して、環境への配慮や地元理解の促進を行いながら、再生可能エネルギーの導入拡大を

目指す考えです。 

 

見解 4-72 の問題点： 

言っているのは、 
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と言うような内容についてです。 

 GPI は電力事業者でありながら、2022 年の夏と冬の節電要求を知らないのでしょうか？大規模停電は

避けなくてはなりません。 

 この観点からの、意見を書いて欲しかったのですが、GPI にそのようなことを求めた私が馬鹿でした。 

 

 

 意見 75： 

 GPI の本社には、私の友人が書いた質問状があると思います。この機会に、すべての質問に対して、し

っかりとした回答を下さい。 

 

事業者見解 4-73： 

今回の準備書手続きの中で、様々なご意見を頂戴しておりますので、準備書手続きの中で頂いたご意見

に対して弊社の考え方を回答させて頂きます。 

 

見解 4-73 の問題点： 

GPI は、疑問がある人に対して、準備書を見なさいと言うのでしょうか？ 

準備書は、1900 ページ以上あり、ゆっくり検討するには、２万円くらいかけて、三重県の情報公開に従

って印刷物を入手するしかない。 

さらに、準備書を全て確認したが、その中には私の友人が心配している事柄に関しての記述は無い。ＧＰ

Ｉは市民からの意見や質問を理解する力が無いのかもしれない。 

 もし、理解する力があるならば、自分の書いた準備書の内容に、私の友人からの質問に答えるための記

述があるか無いかは判断できるはずです。 

 悪く解釈すれば、貧乏人は２万円を払って準備書のコピーを買って、全て読んで確認するようなこと
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はしないだろう。だから、準備書に書いてあるかのように回答しておけば、質問には答えなくても住民を

騙せる。との解釈が出来てしまう。 

 ＧＰＩのＨＰに、私の友人からの質問状と、それに対するＧＰＩの回答を無期限で公開することが必

要だと考える。ＧＰＩのサーバーが貧弱、あるいは電気代が払えないならば、無料のＨＰも沢山ありま

す。そこに質問状と回答を掲載すれば、無料で出来ます。すぐに公開して下さい。 

 

 

 近い将来において、友人が書いたような内容は、どこの地域の説明会でも回答を要求される質問事項

になります。もちろん、質問は説明会の前に文書で提出され、文書での回答を要求されるでしょう。 

 

また、最近の産経新聞の記事で 

風力発電の風車、ミサイル探知に影響の恐れ   6/11(土) 17:44 配信 

全国で増加する風力発電の風車が航空自衛隊のレーダーに影響を及ぼす懸念が浮上し、防衛省が対応

に苦慮している。敵の戦闘機やミサイルの探知が遅れるなど深刻な問題が起きる恐れもある。現状では

発電事業者に計画段階での事前相談を呼びかけているが、善意の協力には限界があり、安全保障上の脅

威になりかねないとの指摘もある。 

レーダーは電波を発射し、反射波をとらえることで状況を把握する。航空自衛隊は全国２８カ所に警戒

管制レーダーを設置し、日本領空への飛来物に２４時間態勢で目を光らせている。 

 一方、再生可能エネルギー推進策として固定価格買い取り制度（ＦＩＴ）が導入された平成２４年以

降、風力発電の風車設置数が急増した。全国の設置数は昨年末時点で２５７４基。陸上では高さ１００メ

ートル以上、洋上では２００メートル以上になる。 

そのため、風車のブレード（羽根）がレーダー電波を反射し、探知しにくくなったり、風車との接触を

避けるために航空機がルート変更を余儀なくされたりする可能性が浮上。風車の高さによっては１００

キロ先のレーダーに影響が出ることも判明した。 

 

 との話もあるので、国防に積極的協力して、今回の風力発電所建設計画を断念するのも、GPI が選択

可能な方法の一つです。これが GPI にとっての最善の道かもしれません。 

 

 

 

おまけ： 

 

 GPI が住民対象の説明会で使った資料も確認しておきます。 
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問題が一つあります。 

 

“聞こえない。” が “安全である。” と言う事を意味しないと言う事です。 

 電磁波でも、光として目で捉えることが出来ないものでも、人体に大きな影響を及ぼす場合がありま

す。  

 

見えない、聞こえない、だけで、安心してはいけません。 
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騒音といえば、A 特性で音圧を評価したものを指していると思います。 

 

 風車から出る音の超低周波成分は、A 特性のバンドパスフィルタによって、0 として扱われますが、そ

の中に、特に強いエネルギーを持つものが存在します。 

 

 自動車の騒音には、そのような強力な超低周波音は存在しません。 

 

 自動車の騒音と、風車の騒音を同じ数値で評価する行為は、被害の原因を隠蔽することにしかなりま

せん。 
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右の写真の騒音計であるが、環境省の HP にある資料 

 

課題名 S2-11 風力発電等による低周波音の人への影響評価に関する研究  

課題代表者名 橘 秀樹 （千葉工業大学附属総合研究所 教授） 

 

の写真とよく似ている。 この時使われたものは、リオン社の XN-2P です。 

この騒音計は、NL-62 の１年ほど前に作られたもので、機能は NL-62 と同じだということです。（リ

オン社に確認しました。） 

 サンプリング周波数を 48ｋHz/ｓにして、音圧を平坦特性で記録できるとの事でした。 

 

GPI が、48ｋHz のサンプリングレートで、録音データを公開すれば、かなりの問題が片付きます。 

  

公開してくれれば、無料で Wavelet 解析をします。結果も公開します。 

 

すぐに、Wav ファイルを公開して下さい。 
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 指針値と名前を変えて誤魔化そうとしてはいけません。 

  

 ISO7196 の原文を確認しましょう。 

 

参照値、聴覚閾値、感覚閾値、知覚閾値の意味をしっかり区別すれば、ごまかしていることは直ぐにば

れます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



365 

 
 

 意見 76： 

 1/3 オクターブ解析では、4200ｋｗ/ｈから出てくる超低周波音の影響を予測するのは極めて困難です。 

 

稼働前と稼働後の計測と確認が必要です。 

 

騒音計測に参加してくれる人を募集しましょう。みんなで計測しましょう。結果はネットで公開しまし

ょう。機材のレンタルもあります。 

 

 私もボランティアで、手伝います。 

 

事業者見解 4-74： 

本事業は配慮書、方法書段階から、経済産業省及び三重県の審議を適切に受けてまいりました。そこで出

された意見を踏まえ、現地調査及び予測・評価を行い、今回準備書としてとりまとめたものです。引き続

き、環境影響評価の手続きを通して、 環境影響に配慮しながら計画の詳細を検討してまいります 

 

見解 4-74 の問題点： 

ここでは、計測について述べているのです。 

風車稼働前と稼働後のデータを比較できることが大切だと言っているのです。“環境に配慮”するならば、

稼働前と稼働後の環境変化を把握することが必要だと考えているとは思いますが、計画の中に、このよ
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うな測定を含めなくてはなりません。 

 計測結果を、改ざんすることも考えられますので、多くの立場の人が、同時に計測することが必要だと

言っているのです。 

 GPI の公明正大な計測計画を公開して、みんなで測った結果をネットに公開しましょう。もし、精密

な計測をされるのが嫌ならば、風車音が GPI の施設の敷地外には出ないようにしておいてください。 

 みんなで測れば、楽しいと思います。風車音計測大会を計画して下さい。 

 

 

 
 この単語（知覚閾値）の根拠は何ですか？ 

もし、ISO7196 

と言うなら、 

ISO7196 にある、100 と言う数値を計算する根拠はなんですか？ 

もし、 

環境省と同じように、 

（最小感覚閾値の部分については 1996 年に ISO389-7 に改訂されている） 

と言って、ISO389-7 を根拠だと言うならば、 

規格 ISO389-7 の名前を確認してください。 

 Acoustics -- Reference zero for the calibration of audiometric equipment -- Part 7: Reference threshold of 

hearing under free-field and diffuse-field listening conditions  

（音響－オーディオメーター校正のための基準ゼロ－第 7 部：自由音場及び拡散音場聴音条件下の基準

聴力限界 ）です。 
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“threshold of hearing” なのだから、日本語にするならば、聴力限界とか聴覚閾値と訳すべきです、決

して、“感覚閾値”と訳してはいけません。感覚閾値と訳すと矛盾が生じます。 

 本来、聴覚閾値とすべきところを、勝手に、感覚閾値、知覚閾値と拡張してはいけません。 

 

 

意見 77： 

 GPI はどんな意味で、 

 聴覚閾値 

 感覚閾値 

 知覚閾値 

 の単語をどのように理解して使っているのかを説明して下さい。 

少なくとも、準備書でＧＰＩが使用した単語に関しては、しっかりと説明すべきです。その根拠とな

る、文献の原文も示して下さい。 

そのうえで、ここでの、知覚閾値と言う単語の使用が適切であることを論証して下さい。 

 

事業者見解 4-75： 

準備書では、「超低周波音を感じる最小音圧レベル」という表現を用いております。 風力発電施設の低周

波音については国が定めた 明確な基準が存在しないことから、参考として ISO 7196 に示された「超低

周波音を感じる最小音 圧レベル」である 100dB や、「低周波音の問題対応 の手引書」（環境省、平成 16 

年）に示された数値との比較を行ったものです。その結果、環境保全措置を講じることで影響は低減が図

られており、 影響は小さいと考えられる結果となっています。 

 

見解 4-75 の問題点： 

GPI の準備書には、感覚閾値、知覚閾値、 

もし、 

環境省と同じように、 

（最小感覚閾値の部分については 1996 年に ISO389-7 に改訂されている） 

と言って、ISO389-7 を根拠だと言うならば、 

規格 ISO389-7 の名前を確認してください。 

 Acoustics -- Reference zero for the calibration of audiometric equipment -- Part 7: Reference threshold of 

hearing under free-field and diffuse-field listening conditions  

（音響－オーディオメーター校正のための基準ゼロ－第 7 部：自由音場及び拡散音場聴音条件下の基準

聴力限界 ）です。 

“threshold of hearing” なのだから、日本語にするならば、聴力限界とか聴覚閾値と訳すべきです、決

して、“感覚閾値”と訳してはいけません。感覚閾値と訳すと矛盾が生じます。 

 本来、聴覚閾値とすべきところを、勝手に、感覚閾値、知覚閾値と拡張してはいけません。 
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日本語の単語を適切に使用する必要があります。いつの間にか摩り替えられる言葉として、 

聴覚閾値、感覚閾値、知覚閾値の３つがある。 

 

聴覚閾値は、 

耳で聞いて、聞こえるか聞こえないかの境目と理解できるが、 

 

感覚閾値の感覚は、 

聴覚による音の感知、指先の皮膚などでの触覚、半規管、耳石器での揺れや加速度の感知、内耳の前庭

器官による気圧の変化の感知能力、などが考えられるが、それらの全てを意味しているのか、どんな感覚

をも意味しているのかが不明である。多様な感覚の閾値を決定できるような実験は誰がどのように行っ

て、どのような結果だったのかを感覚ごとに明確にする必要がある。 

 

知覚閾値の知覚は、 

知覚とは、感覚器官への物理化学刺激を通じてもたらされた情報をもとに、外界の対象の性質、形態、

関係および身体内部の状態を把握するはたらきのこと。感覚と知覚の概念に含意されている意味は、そ

れらの概念の研究史と密接な関係を持っている。 

 

 

知覚閾値だと言われると、住民はかなり困ります。騒音や圧迫感で悩まされたとき、普通の人は感じな

いのに、自分は感じている。自分は異常ではないか？ 

 と心配して、悩みを言えなくなります。 

 

 

 

 

 

GPI ではありませんが、他の風力発電の会社が使っていた住民説明会の資料には、 
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と書いてありました。 

 “交感神経の緊張や頭痛などは健常者であれば起こるはずがありません。” 

 こんなことを偉い先生に言われたら、異常を感じても口外できません。異常を感じていることを口に

したら、“自分は健常者ではない。”と見られてしまうのではないかと心配します。 

 

 こんな主張が専門家の意見として世の中にばら撒かれているのだから、健康被害を表明しにくいのは

当然です。 

 GPI の資料（環境省の資料も同じ）の、“知覚閾値”には、これに似た効果があります。 

聴覚閾値と正しく訳しておけば、年とって耳が遠くなったな。で済みます。 

英語は正しく訳しましょう。 

 

環境省の HP には、 

低周波音問題対応のための「評価指針」 

4.2 心身に係る苦情に関する評価方法  

(1) Ｇ特性で 92dB 以上であれば、20 Hz 以下の超低周波音による苦情の可能性が考えられる。 

(2) 低周波音の 1/3 オクターブバンド音圧レベルを表２と比較し、参照値以上であれば低周 波音によ

る苦情の可能性が考えられる。 

と言う記述も残っています。忘れてはいけません。 

 

 

意見 78： 

GPI の 100ｄB 扱いは、ISO7196，ISO389-7 の原文の記述に矛盾していると考えるが、GPI が、整合

性があると考えるならば、その根拠を詳細に述べて下さい。 

 

事業者見解 4-76： 

準備書では、「超低周波音を感じる最小音圧レベ ル」という表現を用いております。 風力発電施設の低
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周波音については国が定めた明確な基準が存在しないことから、参考として ISO 7196 に示された「超

低周波音を感じる最小音圧レベル」である 100dB や、「低周波音の問題対応の手引書」（環境省、平成 16 

年）に示された数値との比較を行ったものです。その結果、環境保全措置を講じることで影響は低減が図

られており、 影響は小さいと考えられる結果となっています。 

 

 見解 4-76 の問題点： 

この規格 ISO 389-7:2019 の名前は、 

Acoustics -- Reference zero for the calibration of audiometric equipment -- Part 7: Reference threshold of 

hearing under free-field and diffuse-field listening conditions  

であり、threshold of hearing なのだから、最小聴覚閾値と訳すべきです。最小感覚閾値としてはいけま

せん。 

 ISO7196 で、100ｄB と言う数値が出てくるのは、ISO7196 の記述では、次の段落だけです。 

The perception of infrasound, although apparently achieved through the auditory mechanism, differs in 

some respects from that usuary understood by hearing. The normal threshold of perception if considerably 

higher than at audio frequencies (about 100 dB relative to 20 μPa at 10 Hz), whilst toleration for high 

levels is not raised correspondingly, that is, the dynamic range is smaller and the rate of growth of sensation 

with sound pressure level is much more rapid. In the frequency range 1Hz to 20Hz, sounds that are just 

perceptible to an average listener will yield weighted sound pressure levels close to 100dB when measured 

in accordance with this International Standard. A very loud noise will yield a weighted level in the order of 

120 dB, only 20 dB above. Weighted sound pressure levels which fall below about 90 dB will not normally 

be significant for human perception. 

と書いてあります。 

この文章を読めば、 

90ｄB 以下では、感知（知覚）できない。100ｄB を超えると、感知（知覚）できる。 

となっている。 

 どちらも、聴覚での感知について述べたものです。他の感覚器官での感知に関しての記述ではありま

せん。 
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意見 79： 

 右の方に、“超低周波音を感じ始める”とあります。超低周波音を、どのような感覚器官で、どのように

して、感じ始めるのでしょうか？ この資料を配布した責任として、根拠を踏まえて詳細に説明して下

さい。 

 

事業者見解 4-77： 

準備書で用いた「超低周波音を感じる最小音圧レベル」と同様の趣旨で、超低周波音を感じ始める最小音

圧レベルと記載したものです。 

 

見解 4-77 の問題点： 

人間には様々な感覚器官がある。聴覚はその中の一つにすぎない。 

環境省の HP には、次の記述がある。 

d.1 感覚閾値 

低周波音の感覚閾値（低周波音を感ずる最小音圧レベル）については多くの研究者によって検討がなさ

れている。図-d.1 は様々な研究者によって得られた感覚閾値である 1)。これらの閾値は実験方法や実験

施設の違いによって 5～10dB 程度の違いがある。大部分の結果は可聴音の閾値（ISO-226（最小感覚閾

値の部分については 1996 年に ISO389-7 に改訂されている））の延⾧線上にあり、周波数が低くなるに

従い閾値は上昇している。数 Hz～50Hz 位を代表する傾斜はほぼ -12dB/oct.となっており、この傾斜が 

ISO-7196（超低周波音の心理的・生理的影響の評価特性）においても採用されている。通常、音として
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は知覚されないとされる超低周波音については、ISO-7196 によると、平均的には、Ｇ特性音圧レベルで 

100dB を超えると超低周波音を感じ、概ね 90dB 以下では人間の知覚としては認識されないと記されて

いる。Ｇ特性の基になった超低周波音の感覚閾値は欧米の実験結果に基づいている。 

これらの値は平均値であり、例えば中村らの実験結果によれば閾値には±5～10dB 程度の幅があり、山

田らによれば、標準偏差の 2 倍である±10dB の範囲に大部分の人が入るとされている  

しかし、この中の 

（最小感覚閾値の部分については 1996 年に ISO389-7 に改訂されている） 

についてだが、この規格の名前は、ISO 389-7:2019  

Acoustics -- Reference zero for the calibration of audiometric equipment -- Part 7: Reference threshold of 

hearing under free-field and diffuse-field listening conditions  

であり、threshold of hearing なのだから、最小聴覚閾値と訳すべきです。最小感覚閾値としてはいけま

せん。 

 

さらに、 

“音としては知覚されないとされる超低周波音については、ISO-7196 によると、平均的には、Ｇ特性音

圧レベルで 100dB を超えると超低周波音を感じ、概ね 90dB 以下では人間の知覚としては認識されな

いと記されている。” 

について考えて見ましょう。 

ISO7196 で、100ｄB と言う数値が出てくるのは、ISO7196 の記述では、次の段落だけです。 

The perception of infrasound, although apparently achieved through the auditory mechanism, differs in 

some respects from that usuary understood by hearing. The normal threshold of perception if considerably 

higher than at audio frequencies (about 100 dB relative to 20 μPa at 10 Hz), whilst toleration for high 

levels is not raised correspondingly, that is, the dynamic range is smaller and the rate of growth of sensation 

with sound pressure level is much more rapid. In the frequency range 1Hz to 20Hz, sounds that are just 

perceptible to an average listener will yield weighted sound pressure levels close to 100dB when measured 

in accordance with this International Standard. A very loud noise will yield a weighted level in the order of 

120 dB, only 20 dB above. Weighted sound pressure levels which fall below about 90 dB will not normally 

be significant for human perception. 

と書いてあります。 

この文章を読めば、 

90ｄB 以下では、感知（知覚）できない。 

100ｄB を超えると、感知（知覚）できる。 

となっている。 

聴覚閾値、感覚閾値、知覚閾値の用語は別にしても、境界となる値は、90 と 100 の間にあると読む

べきです。境界となる値を、目いっぱい 100ｄB まで引き上げることは、研究結果を都合よく曲解する

ことになります。私は、90 と 100 の間の値を選んでおけば、以前の研究結果との整合性の面からも、

ある程度の合理性があると考えます。 

ISO 389-7:2019 や ISO7196 では、感覚器官としては、聴覚だけを考えています。圧力をどのように
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感じるのかに関する記述ではありません。 

室内で暮らす人間には、共鳴や共振も大きな問題です。共振が起これば、聴覚以外の感覚器官でこれ

を把握します。 

これらを無視して、知覚閾値以下であるの一言で済ませてはいけません。どの感覚器官でどのように

感じるかを明確にしないと、問題は解決できないのです。 

 

 

GPI としては、全ての原因は次の資料だから、GPI に責任はないと言いたいかもしれません。 

 

 

しかし、GPI は説明会資料として配布したからには、その内容にも責任を持たなくてはいけません。 

 
とありますが、 

 

 

 意見 80： 

 計測した時に卓越する強さを持つ超低周波音が見つかったら、GPI はどのような責任を取りますか？ 

 そのときは、すぐに風車を撤去するのですか？ 

 はっきり書いて下さい。 

 4200ｋｗ/ｈの風車ですから、稼働してから計測すれば、エネルギーの観点から見て、0.5Ｈｚから 0.6

Ｈｚの超低周波成分が存在して、そのエネルギーは、風車が無い場所に比べて非常に大きなエネルギー

を持っていることは直ぐに分かります。 
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 ＧＰＩは、エネルギーで何倍くらいまでなら、“特に低い周波数成分の卓越は見られない。”と判断する

のですか？ 数値も示して下さい。 

ＧＰＩは、10000 倍くらいまでなら、“特に低い周波数成分の卓越は見られない。”と判断するのです

か？  

 

 

事業者見解 4-78： 

「風力発電施設から発生する騒音に関する指針」（環境省、平成 29 年）によると、風力発電施設から発

生する超低周波音については、人間の知覚閾値を下回ること、他の騒音源と比べても低周波音領域の卓

越は見られず、健康影響との明らかな関連を示す知見は確認されなかったとされております。 さらに、

同指針では、風力発電施設からの騒音 については、通常可聴周波数範囲の騒音として取り扱い評価する

ことが適当との整理が示されています。 本事業による騒音及び低周波音の影響については、経済産業省

及び三重県にて審議頂いた環境影響評価方法書に基づき、調査、予測及び評価を行った結果、騒音及び低

周波音が周辺の環境に及ぼす影響は小さく、環境保全措置を講じることで、 実行可能な範囲内で影響の

低減が図られているものと評価しております。 

 

見解 4-78 の問題点： 

最初に、 

“風力発電施設から発生する超低周波音については、人間の知覚閾値を下回る”の部分ですが、0.8Hz の音

の知覚閾値は何デシベルですか？ 

その値が無いと、知覚閾値を下回っているとは言えなくなります。存在しない値との大小比較は出来な

いのです。 

GPI は“知覚閾値を下回る”と書いています。他人が言ったことでも、それを正しいと思って引用すれば

責任が生じます。引用した文章は正しいのですか、それとも間違っている文章を引用してしまったので

すか？はっきりさせて下さい。 

まさかとは思いますが、意味が理解できない文章適当にコピペして見解を書いたなんてことは無いで

すよね。 

千葉県館山市にある風車の音を、ISO7196 に従って、1/3 オクターブ解析にかけて、各周波数帯の音圧

レベルを平坦特性で示せば、次のようになります。 

下の段が中心周波数、上の段が音圧レベルです。 

 
さて、各周波数帯の知覚閾値は何デシベルですか？ 

 もう少し検討します。 

GPI は、“「風力発電施設から発生する騒音に関する指針」（環境省、平成 29 年）によると、風力発電
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施設から発生する超低周波音については、人間の知覚閾値を下回ること、他の騒音源と比べても低周波

音領域の卓越は見られず、健康影響との明らかな関連を示す知見は確認されなかったとされております。” 

 と言います。 

では、“健康影響との関連は全くない。”と言う知見はあるのでしょうか？これがあれば安心できます。 

GPI が、“低周波音と健康影響との関連は全くない。”との根拠を示せるなら、示して欲しいです。 

 また、この中の、“他の騒音源と比べても低周 波音領域の卓越は見られず”との見解の根拠は、”平成 

28 年 11 月 25 日の検討会報告書「風力発電施設から発生する騒音等への対応について」“にある次の

記述です。 

 

検討会の座長が町田氏であり、報告書を纏めたメンバーは次の方々です。 

(参考１) 風力発電施設から発生する騒音等の評価手法に関する検討会 名簿 

沖山 文敏 環境アセスメント学会理事 

落合 博明 一般財団法人小林理学研究所協力研究員 

桑野 園子 大阪大学名誉教授 

佐藤 敏彦 青山学院大学大学院社会情報学研究科特任教授 

塩田 正純 元工学院大学工学部教授 

橘 秀樹 東京大学名誉教授 

田中 充 法政大学社会学部教授 

新美 育文 明治大学法学部専任教授 

船場 ひさお 岩手大学 COC 推進室特任准教授 

（座⾧） 町田 信夫 日本大学理工学部特任教授 

矢野 隆 熊本大学大学院先端科学研究部教授 

（50 音順、敬称略。所属は平成 28 年 11 月現在 

立派な方々が沢山いますが、どなたも高校 1 年の数学での学習内容、定義域、最大値、最小値、増加、減

少などの概念を忘れてしまったようです。 

 

高校生は１年の時に数学Ⅰを学びます。高校数学】 〈数Ⅰ〉 の教材に次のものがあります。 
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どの範囲でグラフを考えるのか、その範囲の中での最大値は幾つなのか、増加しているか、減少して

いるかに注意するならば、4Hzで定義域を切ってしまったり、周波数が減少すれば音圧が更に増加しそ

うなのにもかかわらず、1Hzで切ってしまったりするようなことは無いはずです。 

高校１年生の数学を覚えていれば、“他の環境騒音と比較して、低周波数領域の卓越はみられない”

との結論に至ることは無いことを示します。 

問題となる記述は、 

 
 ここに、“他の環境祖音と比較して、低周波数領域の卓越は見られない”と書いてあるのです。 
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これは、“課題名 S2-11 風力発電等による低周波音の人への影響評価に関する研究”の S2-11-99 ペー

ジ、にあるグラフと同じですが、“課題名 S2-11 風力発電等による低周波音の人への影響評価に関する

研究”には、定義域が 1Hz からのグラフも沢山掲載されています。 

 

1Hz からのグラフにすると、違いがすぐ分かるので、定義域を 4Hz からにして特徴の比較がしづらく

なるようにしたのだとは思いますが、次のような工夫をすれば違いが分かります。 

 

4Hz から 20Hz ではグラフは水平。        周波数が低くなるとグラフは下がる 

  

 

水平に近いが周波数が低くなるとグラフは下がる。  4Hz から 20Hz ではほぼ水平。 

  

 

 風車音では、4Hz から 20Hz の間で、周波数が低くなると音圧レベルが上昇する 

 

周波数の低下に伴う音圧の上昇はさらに続きます。 
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1Hz からだと、次のようなグラフとなり、１Hz 以下でも音圧の上昇が続くことが予想出来ます。 

 

 

どこまで上昇するかについては、次の資料があります。 

“課題名 S2-11 風力発電等による低周波音の人への影響評価に関する研究”にあるグラフを見ると、こ

の上昇は、0.1Hz から 0.2Hz くらいまで続くことが分かります。 

 

 このグラフでは、0.2Hz で 85ｄB 程度、20Hz で 45ｄB 程度です。40ｄB の差ですから、0.2Hz の音の音圧は

20Hz の音の音圧の 100 倍です。100 倍の音圧なので、普通の日本語では、卓越した低周波音が存在すると言

います。 

4Hz でカットしておけば、４Hz の所で 55ｄB くらいなので、10ｄB の差となり、音圧は３倍くらいだと言う話でごま

かせたのですが、誰かが間違えて 0.1Hz からのグラフをそのまま掲載してしまったようです。 

 

リオン社の前の道路での、自動車の騒音のグラフでは、1Hz 以下では、騒音レベルは 0 以下です。 
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 最大値、最小値を調べるときに、定義域を考えるのは、高校生の常識です。定義域を 4Hz 以上にして

はいけません。風車騒音の特徴、“0.2Hz の音の音圧は 20Hz の音の音圧の 100 倍です。”が消えてしまい

ます。 

 

 0Hz からのグラフにすれば、一般的な環境騒音と風車騒音の間には、超低周波領域での音のエネルギ

ーに大きな違いが認められるのです。 

 

2.4 騒音の特徴比較 

 

自動車の騒音（20Hz 以下の成分は弱く、300Hz～1000Hz 辺りの成分が強い。）音圧レベルは 40ｄB 程度 

 

 

このデータは、リオン社前の道路騒音を計測したものです。上の左のグラフはデシベル値での表示です。 

上の右側は、パスカル値での表示です。下の 2 つの数値は、エネルギーの比率を計算するための数値です。 

20Ｈｚ以下では、0.000070、20Ｈｚ以上では、0.007252 ですから、超低周波部分のエネルギーは、20Ｈｚ以上の

成分のエネルギーの 1/100 以下です。（20Hz 以下 0.96％、20Hz 以上 99.04％） 

 

工場の騒音（10Hz のあたりに極めて強い成分があり、50Hz から 500Hz 辺の成分も目立つ。） 
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これは、ＪＦＥの工場での騒音です。鉄鉱石を篩にかけて大きさを揃える工程での騒音です。上のグラフを見れ

ば、かなり煩いことが分かります。 

下の 2 つの数値は、20Ｈｚ以下では、0.020592、20Ｈｚ以上では、0.152793 ですから、超低周波部分のエネル

ギーは、20Ｈｚ以上の成分のエネルギーの 0.135 倍です。 （14/100 くらい） 

 

風車の騒音（20Hz 以下の成分が強く、100Hz 以上の成分は弱い。）70ｄB 程度 

 

 

これは、千葉県館山市にある風車の騒音です。大きな特捜は、超低周波音の部分が大きなエネルギーを持っ

ていることです。 

下の 2 つの数値は、20Ｈｚ以下では、0.082813、20Ｈｚ以上では、0.005817 ですから、超低周波部分のエネル

ギーは、20Ｈｚ以上の成分のエネルギーの 14.2 倍です。 （0.134 倍、14/100 倍とは逆です。） 

（エネルギーの比率は、20Hz 以下は 93.4％、20Hz 以上は 6.6％） 

 

風車騒音のデータは、“課題名 S2-11 風力発電等による低周波音の人への影響評価に関する研究” にもあり

ます。 
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この図は、20Hz よりも周波数の低い音が、非常に高いエネルギーを持った形で、風車騒音に含まれていること

を示しています。左の図では、0.2Hz で 85ｄB くらいになっています。 

 

千葉県館山市の風車騒音と、“課題名 S2-11 風力発電等による低周波音の人への影響評価に関する研究”

において、計測されたデータでは、道路騒音や工場内などの環境騒音とは異なり、20Hz 以下の音のエネルギー

の方が、20Hz 以上の音のエネルギーよりも卓越しています。 

左のグラフでは 20Hz で 45ｄB 程度です。40ｄB の差ですから、0.2Hz の音の音圧は 20Hz の音の音圧の 100

倍です。100 倍の音圧なので、普通の日本語では、卓越した低周波音が存在すると言います。 

 音圧のピーク値をとっても、20Hz 未満の周波数成分の持つエネルギーと 20Hz 以上の成分の持つエネルギー

の比較の面からみても、 

 風車音とほかの環境騒音とは大きな違いがあるのです。 

 

2.5 静かな環境と風車 

 

房総かぜの丘」にある、出力 １５００ＫＷ、タワー高さ ６５ｍ、ブレード直径 ７０．５ｍ、ナセル重量 ５２トン 

の騒音を、リオン社の精密騒音計 NL-62 と波形収録プログラム NX-42WR で収録した wav 形式のデータを調

べました。 

最初の 1 分間のデータが下段中央ものです。次の１分間の計測結果は下段右側のグラフです。  

 Ty45Wlt               

   

 この２分間の結果を並べて表示すれば、下のようになり、 
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工場騒音のように、一定周波数（0.8Hz）の音が継続しています。 

風車の近くでの周波数スペクトルは、次のものです。 

 
これらのグラフから、0.8Hz の成分が、0.3 パスカル程度の強さで放出される状態が 100 秒以上継続す

ることが分かります。 

 

 風車が無い場所での計測データは次のようなものです。 

NLOokawaWlt  
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周波数スペクトルは次のものです。 

 
 

風車の無い場所での 20Hz 以下の音の音圧は、0.003 パスカル程度で、卓越した周波数成分はありません。 

0.8Hz の成分は、風車の近くでは、0.3 パスカル程度の強さですから、風車がある場所での音圧は 100 倍、エ

ネルギーでは 10000 倍です。 

 

特徴を視覚的に表現するには、20Ｈｚの所に縦線を引いて、その縦線と周波数スペクトルのグラフの

交点を通る水変線を引いてみれば良いのです。 

第２象限（左上）に注目すれば、特徴が良く分かります。 

 

道路騒音では、可聴域の音は少しだけ上に出ている。超低周波音は弱い。 

 

 

工場騒音では、100Ｈｚあたりの音は強いが、超低周波音 10Hz の所以外は弱い。 

 
 

風車騒音では、超低周波音が、可聴域の音よりもかなり強い。 
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第２象限から第４象限に向かって、右下がりになるのが、風車騒音の特徴です。 
20Hz よりも周波数の低い音の持つエネルギーが、20Hz 以上の成分全体の持つエネルギーよりも大きいこと

が、風車騒音の特徴です。 
エネルギーの分布の観点から、風車騒音の特徴を考えれば、その特徴は明確になります。 

風車騒音の測定結果において、4Ｈｚ以下の部分を省略してはいけません。特徴が失われてしまいます。 

 したがって、“風力発電施設からの騒音 については、通常可聴周波数範囲の騒音として取り扱い評価す

ることが適当との整理が示されています。”と考えるのは、高校１年生の知識が無い人の考えることです。 

 風車が大型化すれば、風車音のエネルギーも大きくなりますが、そのエネルギーの分布は、20Hz 未満

の領域の方が極端に大きくなり、20Hz 以上の成分のエネルギーの比率は極めて小さくなります。4200ｋ

W の風車では、この傾向はさらに強まります。 

4200ｋW の風車を建設する GPI は、リオン社の精密騒音計 NL-62 と波形収録プログラム NX-42WR で収録

した wav 形式の、風車音のデータの詳細を公開すべきです。 

 もちろん、建設後には、住民が計測して公開することになるとは思いますが、その前に、GPI 自身が責

任を持って公開すべきだと考えます。 

 

 

 意見 81： 

さて、76 と 78.1（78.5）のどちらが大きいかが判断できないような学力では、風車騒音と健康の関連

を見つけるのは無理です。GPI はどちらが大きいと判断しますか？ 

76 と 78.1 と 78.5 の大小関係についての GPI の見解を述べて下さい。どの数値が大きくて、どれが小

さいのかを明確に述べて下さい。 

 

事業者見解 4-79： 

本事業は配慮書、方法書段階から、経済産業省及び三重県の審議を適切に受けてまいりました。 そこで

出された意見を踏まえ、現地調査及び予測・ 評価を行い、今回準備書としてとりまとめたもの です。 低
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周波音の評価については、実施する環境保全 措置に基づき「環境影響の回避、低減に係る評価」 を行っ

ています。また、風力発電施設の低周波音 については国が定めた明確な基準が存在しないことから、参

考として ISO 7196 に示された「超低周 波音を感じる最小音圧レベル」である 100dB や、 「低周波音

の問題対応の手引書」（環境省、平成 16 年）に示された数値との比較を行ったものです。 その結果、環

境保全措置を講じることで影響は低減が図られており、影響は小さいと考えられる結果となっています。

引き続き、環境影響評価の手続きを通して、環境影響に配慮しながら計画の詳細を検討してまいります。 

 

見解 4-79 の問題点： 

ここで確認したいのは、GPI の能力です。GPI が日本語に関しての語学力が極端に低いのは、これまで

の見解を見れば分かります。 

 答えるべきは、３個の数値の大小関係が分かりますかと聞いているのです。小学３年生ならば、理解で

きる内容について確認しているのです。 

 GPI は、小学３年生程度の学力も無いことが判明してしまったのは、残念で仕方ありません。 

一番小さいのが、76 です。少し大きいのが 78.1 です。一番大きいのは 78.5 です。もう一度、小学生の

勉強から、やり直してください。 

 小学３年生の学力も無い GPI がいくら説明会で難しい話をしても、その内容が住民の心には伝わりま

せん。 

 小学校の勉強内容を理解してから、住民説開会をやり直してください。もちろん、評価書、方法書、準

備書も全てやり直して下さい。 

 

 

予測値がいろいろ書いてある。 
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 建設に賛成した人の中には、この予測値を見て、賛成した人もいるでしょう。 

  

 

意見 82： 

 季節によって風速や風向が変化します。住民が計測機器（NL-62）を買って、自分で計測して、GPI に

予測値を超えたとの連絡をしたら、直ちに風車を止めるべきです。もし風車を止めないならば、その理由

を書いて下さい。 

 

事業者見解 4-80： 

本事業は配慮書、方法書段階から、経済産業省及び三重県の審議を適切に受けてまいりました。そこで

出された意見を踏まえ、現地調査及び予測・ 評価を行い、今回準備書としてとりまとめたものです。 騒

音については、「風力発電施設から発生する騒 音等測定マニュアル」（平成 29 年 環境省）に、低周波音

については、「低周波音の測定方法に関するマニュアル」（環境庁、平成 12 年）に基づき調査を実施した

ものです。また、騒音の予測は、ISO・9613-2 を、低周波音については音の伝搬理論式に基づき用いて

予測を行ったものです。その結果、評価の基準を下回る結果となっております。なお、風車稼働後に苦情

等があれば、まず状況をお伺いし、必要に応じて調査させて頂きます。また、状況や原因等に応じて、し

かるべき対応をさせて頂きます。 

 

見解 4-80 の問題点： 

GPI は、風況に関してのデータを持っている。そのデータを使えば、風車の塔の高さ 112ｍ（山の高さ

を加えると、海抜 800ｍの高さ）での年間の風速や風向をかなり正確に予測できます。 

騒音の予測とは、風車建設後に住民が受けるであろう、騒音を予測することです。しかし、ＧＰＩは計

測した風況データを秘密にしている。 

騒音予測では、観測データを全く使っていない。これでは、風車建設による騒音被害の予測も対策も出

来ません。 

ＧＰＩは、風速 12ｍ/ｓと言う仮想の値で騒音の計算をしている。この数値は、風車が安定的に発電で

きる風速の中で、最も小さな風速である。とうぜん、最小の風速で計算すれば、騒音の予測値も最小とな

る。でも、これは、実際に風車から出る音の予測にはなっていない。 

予測するには、計測値を使って、予測すべきである。これでは、 

“現地調査及び予測・ 評価を行い、今回準備書としてとりまとめたものです。” 

とは言えない。 

“現地調査をしたが、その調査結果を使わないで、被害が最小となるときの数値を使って、今回準備書

としてとりまとめたものです。” 

と、正直に言って下さい。これでは、準備書を書いても意味がありません。 

GPI は、“まず状況をお伺いし、必要に応じて調査させて頂きます。また、状況や原因等に応じて、し

かるべき対応をさせて頂きます。” 

と言うが、 

ここでは、GPI に調査をお願いしているのではありません。住民が自分で調査し計測結果を GPI に伝
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えると言っているのです。 

計測機器（NL-62）を使って計測した結果を解析すれば、ISO7196 に示されている、0.25Hz から 315Hzm

での、周波数帯ごとのエネルギー分布が明確となる。そして、原因と影響を明らかにする手がかりが得ら

れます。 

GPI が、原因が明確となってしまうような調査の必要性を認めるとは思っていません。調査機材、解

析方法が原因と関連を隠蔽するようなものを採用されたならば、住民の苦しみは解決できません。 

GPI は、“状況や原因等に応じて”と言うのだが、がたつき閾値の場合に、原因究明を放棄すると言って

いるのは、GPI です。 

実際に、2 つのグラフ 

 

 
と 
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を組み合わせれば、 
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となります。 

GPI の記述 

 

全ての予測値が、建具のがたつきが始まるレベルを下回っていた。といいながら、5Hz 未満について

は、責任を取ろうしない。 

GPI が、“GPI の風車からは、5Hz 未満の周波数の音波は発生しません。もし観測されたならば、風車

を撤去し、山の状態を完全に復元します。”と断言すべきです。 

そうでないならば、5Hz 未満に関しても、建具のがたつきを GPI 自身で調査すべきです。それが、住

民の生活に大きな影響を及ぼす巨大風車を建設する企業の責任です。 

GPI が室内の於ける振動を計測し、解析する能力が無いならば、住民が振動レベル計を購入して、

解析結果を示してあげます。 

GPI は、“しかるべき対応をさせて頂きます。”と言うが、過去において GPI が実際に行ってきた“しか

るべき対応”の実態を、具体的に述べてみて下さい。 

具体例が示されないと、計測の必要なしと GPI が判断して終了する。との予測しか思い当たりません。 
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以下、資料です。 

 

 



391 

 

 
 



392 

 

 



393 

 

 

 

 

 



394 

 

 



395 

 

 
 



396 

 

 

 
 



397 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



398 

 

 
 

 



399 

 

 

 

 

 



400 

 

 

 

 

GPI 準備書ｐ828 には、 

２つの式 

𝐿 = 𝑃𝑊𝐿 − 8 − 20 ∗ 𝑙𝑜𝑔 𝑟 

𝐿 = 10log (10 + 10 + ⋯ + 10 ) 

があり、 
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この式は、 

 

で、ｈ＝０，ΔＬ＝０と置いたものと同一であり。 

２番目の式は（3.3）式と同じです・ 

 

 

 

 

 

4200ｋｗの風車を計画しているＧＰＩはその風車から出る超低周波音について熟知していて、わざと

隠しているようにも見えてしまう事もあります。 

 なぜ、周波数を明確に書かないのか？周波数を書けない理由はただ一つ。あまりにも周波数が低くて、

防御できない音だからです。と言うような考えが浮かぶこともあります。 


